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＜はじめに＞ 

 

 新・生物多様性国家戦略（以下「新国家戦略」という。）は、平成 14 年３月 27 日に地

球環境保全に関する関係閣僚会議において決定されています。この新国家戦略は、政府全

体として「自然と共生する社会」を実現することを目的に、自然環境とこれらに関する施

策等の全般を論じるとともに、保全だけではなく、広範な分野、領域における持続可能な

利用の観点も重視した、自然の保全と再生のトータルプランとして策定されています。 

 この新国家戦略に基づく施策の着実な推進を図るため、平成 15 年度から毎年、国家戦

略の実施状況を点検し、点検結果がまとめられており、中央環境審議会から意見がなされ

ています。各回の点検に対する主な意見は下記の通りです。 

第１回点検意見概要 

①点検の方法について、関係省庁の取組を十分に反映しつつ、生物多様性上の課題に

ついて体系的に点検を行うこと、また、地方公共団体、企業、民間団体の取組につ

いても情報を収集し点検することが重要 

②関係省庁が実施している環境調査について、連携が図られるよう枠組みの整備が必

要 

③新国家戦略の普及・啓発に努めるべき 

④生物多様性の理念について議論を深めるべき 

第２回点検意見概要 

①生物多様性について具体的な認識を高める戦略が必要 

②生物多様性や新国家戦略の普及・啓発については、一般だけでなく、地方公共団体

に対しての実施も重要 

③地域における取組に対しては、専門家が関わる体制づくりや、地域におけるコーデ

ィネーターの機能強化といったことが重要 

第３回点検意見概要 

①点検結果の示し方について、各施策の進捗度合いの示し方を工夫したり、その課題

や改善策を具体的に示すことが望まれる 

②地方も含めた行政分野の人材強化、NPO・ボランティア活動に対する支援、各種取

組への専門家の参画等の施策取組体制の充実が重要 

③生物多様性への意識やその価値を普及啓発するには、教育が重要であり、自然との

体感共有型の教育が有効 

 

 平成 18 年度に実施する点検に当たっては、新国家戦略の施策の進捗状況に加えて、こ

れらの指摘についての対応状況についても報告を行っています。 

 第４回点検については、生物多様性国家戦略省庁連絡会議の担当者会議を平成 18 年５

月 23 日に開催するとともに、関係省庁の自主的な点検に着手し、その結果をとりまとめ

ました。 
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Ⅰ 「『新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果（第１～３回）』を

踏まえた施策の方向について（意見）」への対応状況 
 

 

１．第３回点検時の意見に対する対応について 

 

１．１ 点検結果の示し方について 

 

第３回点検において、点検結果の示し方について、各施策の進捗度合いの示し方を更に

工夫したり、その課題や改善策を具体的に示すことを期待するとのご意見をいただきまし

た。 

新国家戦略の第３部第２章の主要テーマ別の取扱方針に対しての施策の実施状況の点

検結果を第Ⅲ章で整理していますが、その進捗について、着手しているかどうか等で○△

×で示してきました。しかし、新国家戦略の策定から年数が経ちほとんどの施策項目につ

いては着手されており、進捗状況としては実施中（○）となってきました。そこで、実施

中の施策項目については、当該点検期間にその施策取組に顕著に進展があった場合はその

進展ポイントを記載することにしました。それにより、施策の進展状況の濃淡を把握する

ことができます。合わせて、新国家戦略での施策の進捗状況を示す数値を整理した「数値

で見る実施状況」においても、当該点検時の数値だけでなく、過去の点検時点の数値も併

記し、数値の面からも経年的な推移を把握できるように工夫しました。 

また、同じく第Ⅲ章における各施策目標に対する「今後の課題」の欄には、今後の課題

に加えて、その課題対応を図るために今後取り組むべき改善方策や展開方策等を記述する

ように努めました。 

 

 
１．２ 環境影響評価における生物多様性に関連する情報収集・整理状況について 

 

 第３回点検の審議会において、環境影響評価は生物多様性の第１の危機に対して貢献し

ている面があり、それらの各地の実績について更に情報収集・整理しておくことが望まし

いとのご意見をいただきました。そこで本節では、環境影響評価の実施状況と、その情報

収集・整理・情報公開の取組を報告します。 

 

（１）環境影響評価の実施と生物多様性保全 

 

①環境影響評価の実施状況 

 環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）は道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、廃棄

物最終処分場、埋立、干拓、土地区画整理事業等の事業のうち、規模が大きく環境に大き

な影響を及ぼすおそれのある事業について環境影響評価の手続を定め、環境影響評価の結

果を事業内容に関する決定（事業の許認可など）に反映させることにより、事業が環境の
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保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としています。 

環境影響評価法に基づき、平成 18年３月末までに手続が実施されている案件は 161件
あります。このうち、当初から同法に基づき手続が実施されている案件は 111 件です。
この内訳は、手続中の案件が 53 件、評価書が公告され手続が完了した案件が 49 件、手
続中止となった案件が 9 件となっています。このうち、環境大臣が意見を提出した案件
は 49件です。 
 また、平成 18 年４月現在全ての都道府県及び２市を除く政令指定都市において、環境

影響評価条例を制定しており、条例に基づく環境影響評価が実施されています。 

  

   
表 1-1 環境影響評価法に基づき実施された環境影響評価の施行状況*1 

（平成１８年３月末現在）   
  

道路 

 

河川 

 

鉄道 

 

飛行場 

 

発電所 

 

処分場 

 

埋立 

 

面整備 

 

合計 

 

手続実施 

 

67(45) 

 

6(6) 

 

13(9)

 

8(8) 

 

39(27)

 

3(2) 

 

10(7)

 

20(11) 

 

161(111) 

 手続中 

 手続完了 

 手続中止 

25(25)

35(14)

7(6) 

3(3) 

3(3) 

－ 

3(2) 

10(7)

－ 

2(2) 

6(6) 

－ 

14(14)

23(11)

2(2) 

0(0) 

3(2) 

－ 

5(4) 

5(3) 

－ 

6(5) 

12(5) 

2(1) 

56(53) 

94(49) 

11(9) 

 環境大臣意見*2 37(16) 3(3) 10(7) 6(6) 25(13) － － 12(4) 93(49) 

 *１ 括弧内は当初から法に基づく案件数で内数。２つの事業が併合して実施されたものは、合計では１件とした。 

 *２ 特に意見なしと回答した案件を含む。なお、環境大臣が意見を述べるのは許認可権者が国の機関である場合等に

限られる。   

 資料：環境省 

 

②環境影響評価における「ベスト追及型評価」と自然環境保全 

 環境影響評価法以前の環境影響評価では、事業者が、環境基準などの目標を満たすか

どうかの観点から「目標クリア型」の評価が行われていましたが、設定した目標よりも

環境をよりよくするための取組が行われない、自然環境保全など客観的な目標を設定し

にくい分野があるなどの問題点が指摘されていました。 

 そこで、環境影響評価法では、事業者が事業によって生じる環境への影響をできる限り

小さくしたかどうかという観点からの「ベスト追求型」の評価が取り入れられています。 

 これにより自然環境保全などの客観的な目標を設定しにくい分野においても、資料調

査、現地調査などの調査を行って保全対策を十分検討することにより、環境保全措置が示

され、環境への影響の回避・低減が図られています。 

 

③生物多様性の保全に関する環境大臣意見 

手続当初から環境影響評価法に基づいて環境影響評価が実施されている案件で、環境保

全の観点から環境大臣が審査を行った 49件のうち、必要と認める案件に対しては、生物
多様性の保全に関する意見を提出しています。 
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 具体的には、事業実施に伴う希少魚類の生息環境への影響が生じないよう適切な措置を

講じることを求めた意見や渡来する鳥類に配慮した施工時期の設定や施工方法の選定を

行うことを求めた意見、あるいは、営巣地が確認された猛禽類については、必要に応じて

専門家の指導・助言を得ながら、工事着手前、工事中及び供用開始後にこれらの繁殖状況

等を必要に応じ調査し、生息環境への影響の回避・低減方法について十分検討のうえ、営

巣期の工事中断を含め適切な措置を講じることを求めた意見などです。 

 さらに、これらの意見を反映した環境保全措置を補正評価書に記載することにより、事

業者がどのように環境に配慮して事業を実施するのか国民が知ることができるようにし

ています。 

 

 

（２）環境影響評価情報支援ネットワーク 

 過去の環境影響評価事例や情報の把握及び有効活用により、よりよい環境影響評価の実

施・審査が可能になります。 

このことから、環境影響評価制度や技術のより一層の充実のためには、環境影響評価に関

連する様々な情報を国民、事業者、地方公共団体、国等の環境影響評価に携わる多様な主

体が共有することが重要です。  

 環境省では平成 10 年度より、より多くの主体が環境影響評価事例や制度及び技術の基

礎的知識などの情報に容易にアクセスでき、実際の環境影響評価制度の運用に当たってそ

れぞれが有効に活用できるようにするため、インターネットを通じて閲覧できる「環境影

響評価情報支援ネットワーク」の運用を開始しました（http://assess.eic.or.jp/）。 

 環境影響評価情報支援ネットワークにおいては、環境影響評価法に基づく環境影響評価

の手続終了案件や手続中の案件の「概要情報」が公開されています。 

 評価事例を事業名、事業種類、都道府県、実施根拠、発行年等から検索することが可能

なほか、予測評価項目、影響要因、環境保全対策実施の分類等知りたい情報からの検索を

も行うことができます。さらに、環境影響評価書の内容として、予測・評価項目、出現生

物種情報、環境保全対策、概要書等の関連図書の有無などについても閲覧することができ

ます。 

 一方、地方公共団体の条例に基づく環境影響評価についても、環境影響評価法に基づく

環境影響評価と同様の「概要情報」が整理されており、検索・閲覧することができます。

環境影響評価情報支援ネットワークには「概要情報」のみ掲載されていますが、ポータル

サイトとして当該地方公共団体の環境影響評価公開情報にリンクしており、地方公共団体

によっては保全対策や知事意見等を閲覧することができます。 

 環境影響評価情報支援ネットワークは、各地方公共団体、各主務省庁や事業者、民間団

体等が自発的に行う情報提供のツールと有機的に結合することにより、環境影響評価に携

わる多様な主体が、各主体に散在し埋もれている様々な環境影響評価情報を、相互に、ま

た容易に有効活用できるよう整備することを目指しています。そして、環境影響評価に関

わる全ての主体が、これらの情報の提供・活用に対して積極的な姿勢を持ち、情報を共有

化することにより、環境への影響の回避・低減を図るため、今後とも掲載情報の充実を進

めていきます。 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 環境影響評価情報支援ネットワーク 環境影響評価事例の検索画面 
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１．３ 生物多様性に関する施策取組の体制づくりに向けた取組について 

 

第３回点検時の審議会において、地方も含めた行政分野の人材強化、NPO 活動等に対す

る支援、各種取組への専門家の参画体制等、「体制づくり」の重要性についてご意見をい

ただきました。新国家戦略においても、国は、施策テーマに応じて多様な主体の参加・連

携の仕組みを設けていくとともに、IT の活用等による情報公開、連絡会議の開催等による

情報交流に努め、各主体の活動を積極的に支援するとされています。そこで、本節では、

多様な主体による取組体制づくりについて、各省庁の取組状況をまとめました。 

 

① 研修、ワークショップ、フォーラム等の実施 

地方公共団体担当者や市民団体、企業など多様な主体を対象に、生物多様性に関する知

識・技術の研修や、優良事例の表彰、シンポジウム、ワークショップを通じた普及啓発な

どを実施しています。例えば、地方公共団体行政担当者を対象とした自然環境行政に関す

る研修や、生態系に配慮した水田整備に関する研修などがあります。 

 

② 多様な主体がパートナーシップを構築するための情報提供 

 各主体の活動を促進するとともに、各主体間のネットワークを構築することも重要で

す。このネットワーク構築を促進するため、地球環境パートナーシッププラザ及び地方環

境パートナーシップオフィスでは、情報の集約・提供、情報交換の機会の提供などを行っ

ています。 

 

③ 多様な主体の参画による保全体制づくり 

生物多様性保全に関する取組においては、多様な主体の参画の重要性がますます認識さ

れるようになってきました。例えば、自然再生において、再生目標の設定などの構想策定

段階から関係者の話し合いによる検討・合意形成が必要です。また、里地里山の保全管理

では、土地所有者や多様な主体が協働して管理を行ったり、エコツーリズムにおいては、

自然環境の保全や地域住民の生活と利用の調整・ルール作りを実施するなど、関係する多

様な主体の参画が不可欠です。さらに、農村地域においては、農地・水・環境の良好な保

全と質的向上を図るために、地域の共同活動や先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支

援する「農地・水・環境保全向上対策」の検討を行い、平成19年度より導入することとし

ています。 

平成 14 年に制定された自然再生推進法では、自然再生は地域の多様な主体が連携する

とともに、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならないと定められていま

す。国は各地の自主的な取組に対して、地方の出先機関による窓口体制を整えたり、イン

ターネットを利用した各協議会の情報交換ツールを提供するなどして支援を行っていま

す。また、里地里山保全再生モデル事業やエコツーリズム推進モデル事業、文化的景観の

保存・活用事業などにおいても、地区ごとに行政、住民、NPO、専門家等が連携・協力し

て活動を推進するための体制構築を実施しており、モデル事業で蓄積された事例は、今後

全国における同様の取組への活用が期待されます。 

 

以上概略を記しましたが、各省庁による取組事例について、その内容、これまでの実績、

今後の課題等の詳細を表 1-2 にまとめました。 

6



  表
１
-
2
 
生
物
多
様
性
に
関
す
る
施
策
取
組
の
体
制
づ
く
り
の
充
実
に
向
け
た
取
組
 

 
 担
当
省
局
課
名
 

事
業
そ
の
他
の
 

取
組
 

開
始
年

度
 

概
 
 
 
要
 

取
組
・
実
績
状
況
 

今
後
の
課
題
 

文
部
科
学
省
 

文
化
庁
文
化
財
部

記
念
物
課
 

 

文
化
的
景
観
保
護

推
進
事
業
 

Ｈ
1
7
 

年
度
 

文
化
的
景
観
に
関
す
る
調
査
事
業
、
保
存
計
画
策
定
事
業
に
関

連
し
、
地
域
住
民
等
が
参
加
す
る
勉
強
会
や
公
開
講
座
及
び
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
実
施
。
ま
た
、
報
告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
物
多
様
性
保
全
に
資
す
る
里
地
・
里
山
等
を
は
じ
め
と

し
た
文
化
的
景
観
の
保
護
に
つ
い
て
普
及
・
啓
発
を
行
い
、
保
護

体
制
の
確
立
を
図
る
。
 

事
業
を
実
施
し
た
各
地
域
（
1
0
ヵ
所
）
に
お

い
て
、
 

・
文
化
的
景
観
に
関
す
る
調
査
や
保
存
計

画
策
定
に
際
し
て
、
文
化
財
部
局
の
み
な

ら
ず
庁
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
局
が
参
画
。

ま
た
専
門
家
等
に
よ
る
委
員
会
や
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
組
織
。
 

・
調
査
事
業
を
地
元
N
P
O
や
組
織
し
た
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
協
同
し
て
実
施
し

た
。
 

今
後
と
も
行
政
担
当
者
や
N
P
O
，
専
門
家
が
主
導
と
な
っ

て
文
化
的
景
観
保
護
活
動
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
元

住
民
も
取
り
込
ん
で
現
場
で
の
活
動
を
行
う
な
ど
、
地
域
全

体
に
お
け
る
文
化
的
景
観
保
護
、
ひ
い
て
は
生
物
多
様
性

保
全
の
施
策
取
組
の
人
的
体
制
の
強
化
を
図
る
。
 

農
林
水
産
省
 

生
産
局
 

農
産
振
興
課
 

農
村
振
興
局
 

地
域
整
備
課
 

農
地
・
水
・
環
境
保

全
向
上
対
策
 

H
1
7
年

度
 

平
成
1
7
 
年
1
0
 
月
に
経
営
所
得
安
定
等
対
策
大
綱
を
決
定
し
、

農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
や
農
村
環
境
を
保
全
向
上
さ
せ
る

共
同
活
動
と
、
地
域
で
ま
と
ま
っ
て
環
境
負
荷
を
大
幅
に
低
減
す

る
先
進
的
な
営
農
活
動
を
支
援
す
る
新
た
な
「
農
地
・
水
・
環
境

保
全
向
上
対
策
」
の
検
討
を
開
始
。
 

平
成
1
7
年
度
よ
り
新
た
な
施
策
の
検
討

を
開
始
し
、平
成
1
8
年
度
に
全
国
約
6
0
0

地
区
で
モ
デ
ル
的
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

モ
デ
ル
的
支
援
を
踏
ま
え
、
平
成
1
9
年
度
か
ら
導
入
。
 

農
林
水
産
省
 

農
村
振
興
局
 

農
地
整
備
課
 

生
態
系
保
全
型
水

田
整
備
推
進
事
業
 

（
一
般
化
事
業
）
 

Ｈ
1
3
 

年
度
 

 生
態
系
に
配
慮
し
た
水
田
整
備
を
実
施
す
る
担
当
者
に
対
し
、

実
証
地
区
の
取
組
内
容
、
生
態
系
保
全
に
関
す
る
知
識
・
技
術

の
習
得
、
生
態
系
保
全
に
関
す
る
意
識
啓
発
向
上
の
た
め
の
研

修
会
を
実
施
。
 

全
国
研
修
会
、
地
方
研
修
会
、
全
国
Ｅ
Ａ
Ｇ

会
議
を
開
催
し
、
５
年
間
で
延
べ
約
2
,8
0
0

人
が
参
加
。
 

平
成
1
7
年
度
を
も
っ
て
事
業
廃
止
。
 

農
林
水
産
省
 

農
村
振
興
局
 

資
源
課
 

田
園
自
然
環
境
保

全
・
再
生
支
援
事
業
 

Ｈ
1
5
 

年
度
 

農
業
生
産
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
自
然
環
境
の
保
全
・
再
生

を
行
う
N
P
O
等
の
活
動
に
対
し
て
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
、
優

良
地
区
の
表
彰
を
行
う
と
と
も
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
開
催
し
、
活
動
団
体
の
意
識
啓
発
や
自
然
再
生
活
動
の

普
及
啓
発
に
資
す
る
。
 

３
年
間
で
の
べ
2
3
0
団
体
の
応
募
が
あ

り
、
毎
年
、
農
林
水
産
大
臣
賞
他
８
賞
を
授

与
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
に
は
、
の
べ
約
7
5
0

人
が
参
加
。
 

農
村
地
域
に
お
け
る
自
然
再
生
活
動
が
抱
え
て
い
る
、
技

術
・
労
力
上
の
問
題
や
都
市
住
民
を
含
め
た
組
織
化
等
の

課
題
に
つ
い
て
、
解
決
方
策
を
構
築
し
、
こ
れ
を
広
く
情
報

発
信
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
コ
ン
ク
ー
ル
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
等
を
実
施
し
、
活
動
の
支
援
を
進
め
る
。
 

林
野
庁
 

 
木
材
利
用
課
 

 
計
画
課
 

 
研
究
・
保
全
課
 

森
林
づ
く
り
交
付
金
 

Ｈ
1
7
 

年
度
 

 
森
林
環
境
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
指
導
者
の
育
成
、
里
山

林
等
の
保
全
・
利
用
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
取
組
へ
の
支
援
。

指
導
者
育
成
の
た
め
の
研
修
会
、
保
全
・

利
用
活
動
の
立
ち
上
げ
支
援
等
を
実
施
。

平
成
1
8
年
度
は
税
源
移
譲
に
よ
り
廃
止
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
環
境
計
画
課

里
地
里
山
保
全
・
 

再
生
モ
デ
ル
事
業
 

Ｈ
1
6
 

年
度
 

平
成
1
6
年
度
か
ら
、
全
国
４
地
域
に
お
け
る
里
地
里
山
保
全
・

再
生
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
、
地
区
毎
に
関
係
省
庁
、
地
方
公
共

団
体
、
住
民
、
N
P
O
、
専
門
家
等
が
連
携
・
協
力
し
て
保
全
再
生

の
た
め
の
体
制
を
構
築
し
、
保
全
計
画
で
あ
る
地
域
戦
略
の
策

定
及
び
戦
略
に
基
づ
く
保
全
活
動
を
実
施
。
多
様
な
主
体
の
参

画
に
よ
る
保
全
・
再
生
活
動
体
制
づ
く
り
の
モ
デ
ル
形
成
に
資
す

る
。
 

全
国
４
地
域
の
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
関

係
者
に
よ
る
懇
談
会
を
設
置
し
、
保
全
計

画
で
あ
る
地
域
戦
略
を
策
定
及
び
戦
略
に

基
づ
く
保
全
活
動
の
実
施
。
 

地
域
戦
略
に
基
づ
く
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
モ
デ
ル

地
域
の
取
組
成
果
を
全
国
に
波
及
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
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環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

自
然
解
説
指
導
者

育
成
事
業
 

Ｈ
４
 

年
度
 

自
然
公
園
内
の
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
等
の
自
然
解
説
施
設
で
自

然
解
説
を
担
当
す
る
職
員
や
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
自
然
と

の
ふ
れ
あ
い
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
職
員
に
対
し
て
生
物

多
様
性
保
全
を
含
ん
だ
自
然
解
説
等
の
研
修
を
実
施
。
 

田
貫
湖
ふ
れ
あ
い
自
然
塾
等
を
会
場
と
し

て
、
平
成
1
5
年
度
は
1
1
8
名
、
平
成
1
6

年
度
は
1
0
5
名
、
平
成
1
7
年
度
は
1
0
3

名
が
参
加
。
 

研
修
を
受
講
す
る
担
当
職
員
等
か
ら
実
際
に
解
説
を
う
け

る
対
象
者
は
、
自
然
環
境
へ
の
関
心
の
高
ま
り
等
に
よ
り
、

知
識
、
経
験
な
ど
が
様
々
と
な
っ
て
き
て
い
る
な
ど
の
状
況

に
あ
る
。
 

そ
の
た
め
、
担
当
職
員
等
へ
の
研
修
に
お
い
て
体
験
を
通

じ
て
学
ぶ
手
法
等
の
研
修
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も

に
、
実
際
に
解
説
を
う
け
る
様
々
な
対
象
者
に
対
応
で
き
る

よ
う
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
自
然
解
説
者
を
育
成
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
策
定
す
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

パ
ー
ク
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
推
進
事
業
 

Ｈ
6
0
 

年
度
 

国
立
公
園
及
び
国
民
公
園
の
保
護
管
理
、
利
用
者
指
導
又
は
こ

れ
ら
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
各
種
活
動
に
つ
い
て
、
広
く
国
民

の
参
加
を
得
る
な
ど
、
公
園
管
理
へ
の
多
様
な
主
体
の
参
加
を

通
じ
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
自
然

保
護
思
想
の
普
及
啓
発
を
図
る
 

全
国
で
平
成
1
5
年
度
に
は
、
1
,6
1
6
人
、

平
成
1
6
年
度
は
1
,7
3
1
人
、
平
成
1
7
年

度
は
1
,8
7
5
人
が
登
録
を
受
け
、
美
化
清

掃
、
利
用
者
指
導
等
の
活
動
を
行
っ
て
い

る
。
 

活
動
中
の
自
然
解
説
技
術
等
の
向
上
の
た
め
、
研
修
等
を

行
っ
て
い
る
が
、
活
動
分
野
も
広
く
、
全
員
が
一
定
の
レ
ベ

ル
以
上
に
な
る
に
は
、
時
間
が
必
要
。
公
園
毎
等
に
地
方

環
境
事
務
所
と
連
携
を
さ
ら
に
深
め
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

自
然
公
園
指
導
員

制
度
 

Ｓ
3
2
年

国
立
公
園
及
び
国
定
公
園
の
風
景
地
を
保
護
し
、
自
然
公
園
の

適
正
利
用
に
資
す
る
た
め
に
、
２
年
間
の
任
期
で
自
然
公
園
指

導
員
を
委
嘱
し
て
い
る
。
 

 

平
成
1
8
年
４
月
に
、
2
,9
7
1
人
を
自
然
公

園
指
導
員
と
し
て
委
嘱
し
て
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
美
化
清
掃
、
事
故
防
止
、
情
報

提
供
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
 

地
方
事
務
所
再
編
（
Ｈ
1
7
年
度
）
に
伴
い
本
省
と
地
方
環

境
事
務
所
と
の
役
割
の
明
確
化
や
、
自
然
公
園
指
導
員
と

地
方
環
境
事
務
所
と
の
連
携
を
さ
ら
に
深
め
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
 

モ
デ
ル
事
業
 

Ｈ
1
6
 

年
度
 

自
治
体
の
主
体
的
な
取
組
を
国
が
支
援
す
る
も
の
で
、
公
募
で

決
定
し
た
1
3
地
区
に
お
い
て
、
平
成
1
6
年
度
か
ら
平
成
1
8
年

度
ま
で
実
施
。
 

地
域
に
お
け
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
体

制
の
構
築
、
資
源
調
査
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開

発
、
人
材
育
成
、
ル
ー
ル
づ
く
り
等
の
支
援

事
業
を
実
施
。
 

平
成
1
8
年
度
を
も
っ
て
事
業
終
了
。
３
か
年
の
成
果
や
ノ

ウ
ハ
ウ
の
集
約
に
着
手
す
る
予
定
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
環
境
計
画
課

自
然
再
生
活
動
推

進
費
 

Ｈ
1
5
 

年
度
 

 

自
然
再
生
推
進
法
で
は
、
自
然
再
生
は
地
域
の
多
様
な
主
体
が

連
携
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
実
施

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
そ
れ
ら

の
活
動
に
対
し
、
人
材
育
成
な
ど
の
支
援
を
実
施
。
 

 
N
P
O
等
の
人
材
育
成
の
た
め
、
地
域
ご

と
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
開
催
し
、
対
象
と

な
る
自
然
の
特
性
や
地
域
特
性
に
応
じ
た

再
生
手
法
の
検
討
、
情
報
の
交
換
を
実

施
。
 

 
地
域
の
自
主
的
な
自
然
再
生
の
取
組
が
継
続
さ
れ
る
体

制
作
り
の
推
進
の
た
め
、
自
然
再
生
に
携
わ
る
N
P
O
等
の

人
材
を
育
成
す
る
施
策
を
検
討
。
 

 

環
境
省
 

総
合
環
境
政
策
局

環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

登
録
制
度
 

環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

登
録
制
度
 

Ｈ
８
 

年
度
 

市
民
活
動
や
事
業
活
動
の
中
で
生
物
多
様
性
保
全
を
含
む
環

境
保
全
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
豊
富
な
実
績
や
経
験
を
有

し
、
環
境
保
全
に
取
り
組
も
う
と
す
る
市
民
や
事
業
者
等
に
対
し

て
き
め
細
か
な
助
言
（
環
境
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
を
行
う
こ
と
の
で

き
る
人
材
を
「
環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」
と
し
て
登
録
す
る
制
度
。
 

平
成
1
8
年
４
月
１
日
現
在
、
3
,8
5
6
名
（
事

業
者
部
門
：
2
,3
5
0
名
、
市
民
部
門
：
1
,7
7
4

名
、
両
部
門
：
2
6
8
名
）
が
登
録
。
 

環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
登
録
は
３
年
間
有
効
で
あ
る
が
、
そ

の
間
に
環
境
省
が
開
催
す
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
対
象
と
し
た

研
修
会
へ
の
参
加
を
義
務
づ
け
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
水
準

の
維
持
を
図
っ
て
い
る
。
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環
境
省
 

総
合
環
境
政
策
局

地
球
環
境
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
プ
ラ
ザ
 

 地
方
環
境
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
オ
フ
ィ
ス
 

Ｈ
８
 

年
度
 

 

Ｈ
1
6
 

年
度
 

地
球
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
プ
ラ
ザ
で
は
、
N
G
O
/
N
P
O
や
企

業
な
ど
の
各
主
体
が
生
物
多
様
性
保
全
を
含
む
環
境
保
全
に

関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
た
公
平
な
役
割
分
担
の
下

で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
き
相
互
に
協
力
・
連
携
し
た
自
主

的
積
極
的
取
組
を
行
う
た
め
に
、
各
主
体
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
を
促
進
し
、
情
報
の
集
積
・
交
換
・
提
供
を
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
地
方
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
形
成
促
進
拠
点
と
し
て
、
地

方
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
オ
フ
ィ
ス
を
全
国
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
設
置

し
て
い
る
と
こ
ろ
。
今
後
九
州
、
四
国
に
設
置
予
定
。
平
成
1
7
年

度
ま
で
に
ま
で
に
北
海
道
、
東
北
、
中
部
、
近
畿
、
中
国
の
５
箇

所
に
設
置
。
 

地
球
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
プ
ラ
ザ
で

は
、
平
成
1
7
年
度
に
生
物
多
様
性
保
全

に
関
わ
る
セ
ミ
ナ
ー
を
２
回
開
催
し
、
合
計

1
5
1
名
が
参
加
。
地
方
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
オ
フ
ィ
ス
に
お
い
て
も
生
物
多
様
性

保
全
を
含
む
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
意
見
交
換

会
を
実
施
。
 

各
主
体
の
協
働
で
の
取
り
組
み
は
進
ん
で
き
て
い
る
が
、

引
き
続
き
生
物
多
様
性
保
全
を
含
む
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施

し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
の
取
組
を
進
め
る
人
づ
く
り
、
制

度
作
り
を
引
き
続
き
行
う
。
 

環
境
省
 

総
合
環
境
政
策
局

N
G
O
／
N
P
O
・
企
業

環
境
政
策
提
言
フ
ォ

ー
ラ
ム
 

Ｈ
1
3
 

年
度
 

行
政
と
N
G
O
／
N
P
O
等
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
政
策
形

成
の
推
進
と
N
G
O
／
N
P
O
の
政
策
提
言
機
能
の
強
化
の
た

め
、
N
G
O
／
N
P
O
等
か
ら
生
物
多
様
性
保
全
を
含
む
環
境
に
関

す
る
政
策
提
言
を
公
募
し
、
優
れ
た
提
言
を
環
境
政
策
立
案
へ

の
反
映
等
を
目
的
と
し
た
「
環
境
政
策
提
言
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開

催
し
て
い
る
。
 

N
G
O
／
N
P
O
・
企
業
か
ら
環
境
政
策
提
言

と
し
て
、
平
成
1
5
年
度
は
4
3
件
、
平
成
1
6

年
度
は
4
9
件
、
平
成
１
７
年
度
は
4
0
件
の

応
募
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
1
5
年
度
、
1
6
年

度
に
は
生
物
多
様
性
保
全
に
関
連
し
た
提

言
が
優
秀
提
言
に
選
定
さ
れ
、
フ
ィ
ー
ジ
ビ

リ
テ
ィ
ー
調
査
を
実
施
。
 

政
策
提
言
能
力
を
よ
り
高
め
る
取
組
が
必
要
で
あ
り
、
引
き

続
き
政
策
提
言
能
力
向
上
を
図
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

を
実
施
す
る
。
 

環
境
省
 

環
境
調
査
研
修
所

地
方
公
共
団
体
 

職
員
を
対
象
に
し
た

研
修
 

 （
野
生
生
物
研
修
、

自
然
環
境
研
修
）
 

Ｈ
６
 

年
度
 

環
境
調
査
研
修
所
で
は
、
昭
和
４
９
年
度
よ
り
、
地
方
公
共
団
体

等
に
お
い
て
自
然
環
境
業
務
、
野
生
生
物
保
護
管
理
業
務
を
担

当
し
て
い
る
職
員
を
対
象
に
各
種
の
研
修
を
実
施
し
て
き
た
が
、

平
成
６
年
度
よ
り
、
野
生
生
物
研
修
に
て
『
野
生
生
物
行
政
の
課

題
（
種
の
保
存
法
含
む
）
』
と
題
し
て
、
生
物
多
様
性
保
全
に
関
す

る
内
容
を
組
み
込
ん
だ
。
翌
年
度
以
降
も
、
『
希
少
野
生
動
植
物

の
種
の
保
存
（
Ｈ
1
2
～
）
』
、
『
外
来
生
物
対
策
（
Ｈ
1
6
～
）
 
』
、
『
野

生
生
物
行
政
に
つ
い
て
（
カ
ル
タ
へ
ナ
法
関
係
を
含
む
）
（
Ｈ

1
7
）
 』
等
、
自
然
環
境
行
政
の
推
移
を
鑑
み
、
適
宜
内
容
を
変
え

な
が
ら
生
物
多
様
性
保
全
に
関
連
す
る
講
義
を
継
続
的
に
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
自
然
環
境
研
修
で
は
、
平
成
８
年
度
よ
り
『
生
物

多
様
性
の
保
全
』
と
題
す
る
講
義
を
設
け
、
平
成
1
5
年
度
ま
で

継
続
し
て
実
施
し
た
。
平
成
1
5
年
度
以
降
は
、
『
こ
れ
か
ら
の
自

然
環
境
行
政
（
生
物
多
様
性
の
保
全
）
（
Ｈ
1
6
）
』
、
『
生
物
多
様
性

と
自
然
再
生
に
つ
い
て
（
Ｈ
1
7
）
』
と
、
内
容
を
更
に
充
実
さ
せ
、
生

物
多
様
性
保
全
に
関
す
る
知
見
の
付
与
を
推
進
し
て
い
る
。
 

野
生
生
物
研
修
に
つ
い
て
は
、
生
物
多
様

性
保
全
に
関
す
る
講
義
を
導
入
し
た
平
成

６
年
度
よ
り
平
成
1
7
年
度
ま
で
延
べ
6
2
9

名
が
研
修
を
修
了
し
て
い
る
。
自
然
環
境

研
修
に
つ
い
て
は
、
平
成
８
年
度
よ
り
平

成
1
7
年
度
ま
で
、
延
べ
7
0
0
名
が
研
修
を

修
了
し
て
い
る
。
 

研
修
生
の
実
務
経
験
年
数
・
関
連
知
識
の
ば
ら
つ
き
の
た

め
、
講
義
内
容
に
対
し
、
研
修
生
個
々
の
満
足
度
に
差
が

あ
る
。
ま
た
、
講
義
内
容
は
講
師
の
資
質
に
依
存
す
る
面

が
大
き
い
た
め
、
講
義
に
対
す
る
研
修
生
の
評
価
が
講
師

に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
大
人
数
で
の
研
修
で

あ
る
以
上
避
け
難
い
問
題
で
あ
る
が
、
研
修
生
よ
り
回
収

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
元
に
、
講
師
の
選
定
・
講
義
内
容

の
改
善
の
面
で
継
続
的
に
努
力
し
て
い
く
。
 

ま
た
、
研
修
生
に
対
し
て
適
切
な
知
見
を
与
え
ら
れ
る
よ

う
、
生
物
多
様
性
保
全
に
か
か
る
各
種
施
策
の
展
開
状
況

や
諸
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
、
毎
年
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
精
査

し
つ
つ
研
修
を
実
施
す
る
。
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１．４ 体験型の自然環境教育の取組について 

 

かつての伝統的な農山村社会では、日常生活そのものが自然とのふれあいであり、日本

人は、人間も自然（生態系）の一部であるとの認識を自然に有していました。しかし、都

市化・工業化の進行に伴って人と自然との関係は希薄化し、自然との接触の機会が少なく

なり、特に若い世代を中心に自然との付き合い方を知らない人たちが増えています。この

ような中で、自然とふれあう機会を増やすことにより、人が自然生態系の構成要素のひと

つであることを認識し、自然との共生への理解を深めることが可能となります（新国家戦

略より）。 

第３回点検時に審議会から、若者に対する自然環境教育の重要性が指摘され、特に情報

共有型でなく、自然を体感する教育が有効であるとのご意見をいただきました。そこで本

節では、体験型の自然環境教育について各省庁の取組状況をまとめました。 

 

（１）体験型の自然環境教育に関する各省庁の取組 

 

① 市民団体、学校等の活動支援 

指導者の育成や、教師のための自然体験プログラム集の提供、川の活動におけるライフ

ジャケットなど必要な資機材の貸し出し、インターネット等を通じた活動団体間の情報交

換、人材紹介など、さまざまな方法で市民団体や学校等の活動を支援しています。 

 

② 活動の場の整備、提供 

自然公園等のビジターセンターや、自然にふれあう場ともなる海浜等の整備、国有林の

自然体験への活用などにより、活動の場を整備、提供しています。 

 

③ 一般参加型の生物調査 

「田んぼの生きもの調査」では、生きものの下敷きや調査マニュアルを活用し、行政や

地域住民による参加型の生物調査を通じて、自然とのふれあい、自然環境への理解を推進

しています。 

 

④ 観察会、イベントの実施 

国立公園等において自然保護パトロールや動植物の調査・保護活動、自然解説活動など

の自然保護官の仕事を小中学生に体験してもらう「子どもパークレンジャー」や、「田貫

湖ふれあい自然塾」等拠点施設での自然体験プログラムの提供などを行っています。 

 

⑤ 自然体験活動への参加の推進 

「自然大好きクラブ」ホームページでは、全国で実施されている自然ふれあい行事の情

報、自然体験の拠点となる施設の紹介、自然体験プログラム集など、自然体験に関するさ

まざまな情報提供を行っています。また、「こどもホタレンジャー」など、全国の活動を

募集、表彰することにより、取組を活性化しています。 

 

以上概略を記しましたが、各省庁による取組事例について、その内容、これまでの実績、

今後の課題等の詳細を表 1-4 にまとめました。 
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表
1
-
3
 
体
験
型
の
自
然
環
境
教
育
の
取
組
 

 

担
当
省
局
課
名
 

事
業
そ
の
他
の
取
組
 

開
始

年
度

概
 
 
 
要
 

取
組
・
実
績
状
況
 

課
題
と
今
後
の
展
開
 

文
部
科
学
省
 

ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年

局
青
少
年
課
 

省
庁
連
携
子
ど
も
体
験

型
環
境
学
習
推
進
事
業
 

Ｈ
1
4
 

年
度

子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
人
間
性
を
は
ぐ
く
む
た
め
、
関
係
省
庁
と
連
携
し
て
、

地
域
の
身
近
な
環
境
を
テ
ー
マ
に
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
企
画
し
、
継
続
的
な

体
験
学
習
を
行
う
事
業
の
実
施
を
通
し
て
、
体
験
型
環
境
学
習
を
推
進
す
る

（
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
、
経
済
産
業
省
と
連
携
）
。
 

平
成
1
6
年
度
は
全
国
3
6
箇
所
，
平
成
1
7

年
度
は
3
5
箇
所
で
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
。

地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
よ
り
，
取
組

の
充
実
を
図
る
。
 

農
林
水
産
省
 

農
村
振
興
局
地
域
計

画
官
 

田
ん
ぼ
の
生
き
も
の
調

査
 

H
1
3

年
度

水
田
周
辺
水
域
に
生
息
す
る
生
物
や
水
質
の
調
査
を
実
施
。
田
ん
ぼ
の
生

き
も
の
調
査
の
下
敷
き
や
こ
ど
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
地
域
住
民
が

参
加
す
る
機
会
を
提
供
。
 

平
成
1
7
年
度
ま
で
に
全
国
の
水
田
周
辺

の
農
業
水
路
や
た
め
池
な
ど
の
10
,
5
9
2

地
点
に
お
い
て
実
施
。
 

今
後
も
引
き
続
き
地
域
住
民
参
加
型
の
生
物
調

査
を
実
施
。
 

林
野
庁
 

計
画
課
 

森
の
子
く
ら
ぶ
活
動
推

進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

Ｈ
1
2
 

年
度

 
次
代
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち
の
森
林
環
境
教
育
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
子

ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
を
育
む
た
め
、
森
林
で
の
様
々
な
体
験
活
動
を
行

う
機
会
を
広
く
提
供
す
る
。
 

 
平
成
１
6
年
度
に
お
け
る
参
加
者
数
は

3
2
万
7
千
人
。
 

引
き
続
き
推
進
。
 

林
野
庁
 

 
木
材
利
用
課
 

 
研
究
・
保
全
課
 

学
校
林
整
備
・
活
用
推

進
事
業
 

Ｈ
1
4
 

年
度

学
校
林
の
整
備
と
、
そ
れ
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
木
材
の
利
用
を
一
体
的
に
行

う
モ
デ
ル
学
校
林
の
設
定
、
学
校
林
を
体
験
活
動
の
場
と
し
て
適
し
た
状
態

に
す
る
た
め
の
森
林
保
全
管
理
活
動
の
推
進
に
よ
り
、
青
少
年
の
森
林
体
験

活
動
の
場
と
機
会
を
確
保
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
森
林
環
境
教
育
の
充
実
を

図
る
。
 

平
成
1
7
年
度
に
お
い
て
3
8
件
実
施
。
 

引
き
続
き
推
進
。
 

林
野
庁
 

業
務
課
 

遊
々
の
森
 

H
1
4
 

年
度

 
「
森
林
環
境
教
育
」
の
実
践
の
場
と
し
て
国
有
林
野
を
利
用
い
た
だ
け
る
よ

う
、
学
校
等
と
森
林
管
理
署
等
と
の
協
定
に
よ
り
、
森
林
教
室
、
ネ
イ
チ
ャ
ー

ゲ
ー
ム
や
体
験
林
業
な
ど
様
々
な
活
動
が
展
開
で
き
る
場
を
積
極
的
に
提

供
し
、
学
校
等
に
よ
る
森
林
環
境
教
育
の
推
進
に
寄
与
す
る
。
 

 
平
成
１
6
年
度
末
現
在
9
3
カ
所

（
4
,0
88
h
a）
を
設
定
。
平
成
1
6
年
度
に
お

け
る
活
動
状
況
は
、
活
動
回
数
2
1
5
回
、

参
加
者
数
約
1
万
１
千
人
。
 

引
き
続
き
推
進
。
 

水
産
庁
 

防
災
漁
村
課
 

子
ど
も
た
ち
の
海
・
水
産

業
と
の
ふ
れ
あ
い
推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

Ｈ
1
1
 

年
度

子
ど
も
た
ち
が
漁
村
に
お
い
て
自
然
環
境
豊
か
な
漁
港
等
を
利
用
し
た
遊
び

の
体
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
水
産
庁
と
文
科
省
が
連
携
し
、
必
要
な

整
備
や
体
制
づ
く
り
を
行
い
、
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
漁
村
の
自
然
の
遊
び
に

親
し
む
と
と
も
に
、
水
産
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
（
文
部
科
学
省
と
連
携
）
。
 

平
成
1
7
年
度
現
在
、
全
国
で
1
6
地
区
が

登
録
。
 

子
ど
も
た
ち
の
漁
村
体
験
活
動
を
す
す
め
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
を
活
用
し
、
よ
り
一
層
の
普
及
を
図

る
。
 

国
土
交
通
省
 

都
市
・
地
域
整
備
局

公
園
緑
地
課
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
 
Ｈ
1
1
 

年
度

国
営
公
園
で
は
、
全
国
の
都
市
公
園
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
生
き
物
を
題
材
に

多
様
な
環
境
学
習
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
、
環
境
教
育
の
普
及
を
図
る
と
と

も
に
、
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
イ
ル
ド
」
に
よ
る
環
境
教
育
の
指
導
者
の
育
成
を
実

践
。
 

指
導
者
養
成
講
座
に
よ
り
、
平
成
1
7
年
度

末
で
日
本
に
お
け
る
指
導
者
（
エ
デ
ュ
ケ
ー

タ
ー
）
は
１
万
人
を
超
え
、
上
級
指
導
者
（
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
）
は
3
8
6
名
と
な
っ
て
い

る
。
 

環
境
教
育
・
環
境
学
習
に
適
し
た
場
の
特
性
を
活

か
し
、
学
校
や
地
域
と
連
携
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
活

動
）
を
よ
り
積
極
的
に
提
供
。
 

11



  国
土
交
通
省
 

河
川
局
 

河
川
環
境
課
 

 

「
子
ど
も
水
辺
」
再
発
見

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

Ｈ
1
1
 

年
度

（
制

度
の 創 設
）
 

 
子
ど
も
た
ち
の
体
験
活
動
の
場
を
拡
大
し
、
ま
た
「
川
に
学
ぶ
」
体
験
を
推

奨
す
る
観
点
か
ら
、
教
育
委
員
会
、
河
川
部
局
、
環
境
部
局
及
び
市
民
団
体

等
が
連
携
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
河
川
の
利
用
を
促
進
し
、
地
域
に
お
け
る
子

ど
も
た
ち
の
生
物
調
査
、
水
質
調
査
、
親
水
活
動
等
の
体
験
活
動
の
充
実
を

図
る
。
ま
た
、
相
談
窓
口
や
情
報
発
信
の
交
換
等
の
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た

「
子
ど
も
の
水
辺
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
に
お
い
て
、
「
子
ど
も
の
水
辺
」
の
登

録
、
活
動
に
必
要
な
資
機
材
（
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等
）
の
貸
し
出
し
、
水
辺
で

の
活
動
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
で
き
る
市
民
団
体
等
の
人
材
の
紹
介
等
の
支
援

体
制
を
整
備
し
て
い
る
（
文
部
科
学
省
、
環
境
省
と
連
携
）
。
 

登
録
件
数
は
、
平
成
1
5
年
度
は
3
4
箇

所
、
平
成
1
6
年
度
は
4
7
箇
所
、
平
成
1
7

年
度
は
1
9
箇
所
の
登
録
が
行
わ
れ
、
全

国
に
2
2
7
箇
所
が
登
録
さ
れ
、
様
々
な
体

験
活
動
が
行
わ
れ
て
る
。
 

総
体
的
に
は
効
果
が
で
て
い
る
も
の
の
、
地
域
別

で
は
子
ど
も
の
水
辺
登
録
数
に
偏
り
が
あ
る
と
い

う
課
題
が
生
じ
て
お
り
、
地
域
で
の
特
色
を
勘
案

し
な
が
ら
の
対
処
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
で
の
ば

ら
つ
き
を
是
正
す
る
た
め
に
、
全
国
を
各
ブ
ロ
ッ
ク

に
分
け
た
中
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
、
都
道
府
県
単

位
の
連
絡
会
議
を
実
施
し
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
あ

っ
た
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
対
策
を
支
援
す
る
。
 

国
土
交
通
省
 

港
湾
局
 
環
境
整
備

計
画
室
 

  

海
辺
の
環
境
教
育
の
推

進
 

   

Ｈ
1
5
 

年
度    

市
民
に
よ
る
み
な
と
の
良
好
な
自
然
環
境
の
利
活
用
を
促
進
し
、
自
然
環
境

の
大
切
さ
を
学
ぶ
機
会
の
充
実
を
図
る
た
め
、
自
治
体
や
N
P
O
な
ど
が
行
う

自
然
・
社
会
教
育
活
動
等
の
場
と
も
な
る
海
浜
等
の
整
備
を
行
う
。
 

  

平
成
1
7
年
度
は
、
人
工
干
潟
で
の
生
物

観
察
等
の
体
験
型
の
自
然
環
境
教
育
を

全
国
5
0
箇
所
で
実
施
。
 

  

港
湾
が
自
然
体
験
・
環
境
教
育
の
活
動
の
場
と
し

て
ま
す
ま
す
活
用
さ
れ
る
た
め
の
、
良
好
な
環
境

の
保
全
・
再
生
・
創
造
の
積
極
的
な
推
進
と
地
域

の
多
様
な
主
体
の
参
画
。
 

 

環
境
省
 

総
合
環
境
政
策
局

環
境
教
育
推
進
室

こ
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ
事
業
 

Ｈ
７

年
度

地
方
自
治
体
と
の
連
携
の
も
と
、
子
ど
も
た
ち
が
、
地
域
の
中
で
楽
し
み
な
が

ら
自
主
的
に
、
自
然
観
察
や
自
然
体
験
活
動
な
ど
の
環
境
保
全
活
動
・
環
境

学
習
を
行
う
こ
と
を
支
援
す
る
。
 

平
成
1
7
年
度
末
で
、
全
国
4
,0
1
4
ク
ラ
ブ
、

1
1
0
,2
3
6
人
の
登
録
が
あ
る
。
 

こ
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ
の
あ
る
市
町
村
が
、
全
国
の
市

区
町
村
の
４
割
以
上
に
普
及
・
浸
透
し
た
が
、
今

後
は
子
ど
も
た
ち
が
、
さ
ら
に
各
自
治
体
や
地
域

で
自
主
的
な
活
動
を
展
開
で
き
る
た
め
の
支
援
の

充
実
を
図
る
。
 

環
境
省
 

水
・
大
気
環
境
局
 

水
環
境
課
 

 

国
土
交
通
省
 

河
川
局
河
川
環
境
課

全
国
水
生
生
物
調
査
 

Ｓ
5
9
 

年
度

河
川
に
生
息
す
る
サ
ワ
ガ
ニ
、
カ
ワ
ゲ
ラ
等
の
水
生
生
物
の
生
息
状
況
は
、

水
質
汚
濁
の
影
響
を
反
映
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
水
生
生
物
を
指
標
と
し

て
水
質
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
調
査
は
、
一
般
の
人
に
も
わ
か
り

や
す
く
、
高
価
な
機
材
等
を
要
し
な
い
こ
と
か
ら
誰
で
も
簡
単
に
参
加
で
き
る

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、
調
査
を
通
じ
て
身
近
な
自
然
に
接
す
る
こ
と
に

よ
り
、
環
境
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
る
良
い
機
会
と
な
る
。
 

平
成
1
6
年
度
の
全
国
の
参
加
者
は

9
0
,7
8
2
人
（
前
年
度
8
5
,9
0
7
人
）
 

継
続
し
て
実
施
す
る
。
 

     

環
境
省
水
・
 

大
気
環
境
局
 

水
環
境
課
 

こ
ど
も
ホ
タ
レ
ン
ジ
ャ
ー
 

Ｈ
1
6
 

年
度

ホ
タ
ル
を
守
り
、
水
環
境
の
保
全
へ
取
組
む
こ
ど
も
た
ち
の
活
動
を
、
「
こ
ど
も

ホ
タ
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
と
名
付
け
、
平
成
1
6
年
度
か
ら
「
こ
ど
も
ホ
タ
レ
ン
ジ
ャ
ー
」

の
活
動
事
例
を
募
集
し
、
表
彰
し
て
き
て
い
る
。
ホ
タ
ル
を
通
じ
て
生
態
系
に

つ
い
て
考
え
、
川
や
湖
の
い
き
も
の
に
触
れ
、
自
ら
の
手
で
環
境
を
守
る
こ
と

の
喜
び
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
う
。
 

平
成
1
6
年
度
は
7
1
団
体
、
平
成
1
7
年
度

は
4
0
団
体
が
応
募
 

継
続
し
て
実
施
す
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

野
生
生
物
課
 

鳥
獣
保
護
業
務
室

水
鳥
・
湿
地
セ
ン
タ
ー
整

備
事
業
 

Ｈ
1
7
 

年
度

 
国
指
定
宮
島
沼
鳥
獣
保
護
区
で
は
、
平
成
1
7
年
度
か
ら
２
カ
年
を
か
け

て
、
環
境
学
習
等
の
た
め
の
拠
点
施
設
と
し
て
水
鳥
・
湿
地
セ
ン
タ
ー
の
整
備

を
実
施
。
 

 
ま
た
、
す
で
に
整
備
さ
れ
た
全
国
７
箇
所
の
水
鳥
・
湿
地
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
地
域
住
民
を
対
象
に
環
境
教
育
を
実
施
。
こ
の
他
、
全
国
の
国
指
定
鳥

獣
保
護
区
に
観
察
舎
等
の
施
設
を
整
備
し
、
環
境
教
育
の
基
盤
整
備
を
図
っ

て
い
る
。
 

 
平
成
1
6
年
度
ま
で
に
全
国
で
７
箇
所
の

水
鳥
湿
地
セ
ン
タ
ー
を
整
備
。
 

 
引
き
続
き
環
境
学
習
等
の
た
め
の
拠
点
施
設

の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
環
境
整
備
担
当

参
事
官
室
 

自
然
公
園
等
事
業
 

 

H
1
6

年
度

に
公

共
事

業
化

国
立
・
国
定
公
園
等
の
自
然
公
園
に
お
け
る
優
れ
た
自
然
や
里
山
等
身
近

な
自
然
の
中
で
、
国
民
が
自
然
に
学
び
、
自
然
を
体
験
す
る
、
自
然
と
の
豊

か
な
ふ
れ
あ
い
の
場
づ
く
り
を
推
進
す
る
。
 

全
国
2
8
の
国
立
公
園
に
お
い
て
国
立
公

園
の
核
心
と
な
る
特
に
優
れ
た
自
然
景
観

を
有
す
る
地
域
に
お
け
る
自
然
の
保
全
や

復
元
の
た
め
の
整
備
、
歩
道
・
園
地
・
公
衆

ト
イ
レ
等
の
利
用
の
基
幹
と
な
る
施
設
の

整
備
等
を
実
施
。
 

 
地
方
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
自
然
と

共
生
す
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の

継
続
し
て
実
施
す
る
。
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自
然
環
境
整
備
交
付
金
を
平
成
1
7
年
度

に
創
設
。
平
成
1
7
年
度
に
は
3
4
都
道
府

県
の
実
施
す
る
国
定
公
園
等
の
整
備
に

対
し
て
交
付
。
平
成
1
8
年
度
に
お
い
て

は
、
3
8
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
予
定
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

子
ど
も
パ
ー
ク
レ
ン
ジ
ャ

ー
 

Ｈ
1
1
 

年
度

全
国
各
地
の
国
立
公
園
等
に
お
い
て
、
環
境
省
自
然
保
護
官
（
レ
ン
ジ
ャ
ー
）

の
仕
事
で
あ
る
国
立
公
園
な
ど
の
自
然
保
護
パ
ト
ロ
ー
ル
や
美
化
清
掃
、
動

植
物
の
調
査
・
保
護
活
動
、
自
然
解
説
活
動
な
ど
を
小
中
学
生
に
体
験
し
て

も
ら
う
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
保
護
の
大
切
さ
や
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
、
生
き

物
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
な
ど
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん
で
も
ら
う
（
文
部

科
学
省
と
連
携
）
。
 

全
国
各
地
の
国
立
公
園
等
に
お
い
て
、
平

成
1
5
年
度
は
1
,0
6
4
人
、
平
成
1
6
年
度

は
8
3
4
人
、
平
成
1
7
年
度
は
8
4
0
人
が
参

加
。
 

多
く
の
小
中
学
生
に
参
加
し
て
も
ら
え
、
魅
力
あ
る

事
業
実
施
の
た
め
の
実
施
時
期
の
設
定
な
ど
参

加
者
へ
の
配
慮
や
実
施
メ
ニ
ュ
ー
等
の
内
容
の

充
実
。
 

環
境
省
自
 

然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

田
貫
湖
ふ
れ
あ
い
自
然

塾
 

Ｈ
1
2
 

年
度

『
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
』
に
重
点
を
お
き
、
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
自
然
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
充
実
し
た
体
験
の
た
め
の
体
験
ハ
ウ
ス
（
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ

ー
）
等
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
一
体
型
の
施
設
に
お
い
て
、
自
然
体
験
を
通
じ
て
、
自

然
を
楽
し
み
、
学
び
、
環
境
保
全
へ
の
関
心
を
高
め
、
そ
れ
を
日
常
の
行
動

に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展

開
。
 

平
成
1
5
年
度
に
は
、
約
1
3
5
千
人
、
平
成

1
6
年
度
に
は
1
2
8
千
人
、
平
成
1
7
年
度

に
は
1
1
7
千
人
が
利
用
。
 

子
供
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
く
多
く
の
人
々
に
利
用

し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
魅
力
あ
る
事
業
の
実
施
の

た
め
、
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
や
展
示
物
な

ど
の
充
実
。
 

環
境
省
自
 

然
環
境
局
 

自
然
ふ
れ
あ
い
 

推
進
室
 

自
然
大
好
き
ク
ラ
ブ
 

Ｈ
９

年
度

自
然
公
園
等
の
利
用
者
が
、
環
境
保
全
上
適
切
で
多
彩
な
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
活
動
や
自
然
体
験
活
動
が
行
え
る
よ
う
、
自
然
ふ
れ
あ
い
施
設
や
体

験
活
動
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
。
 

全
国
の
自
然
ふ
れ
あ
い
施
設
(
約
3
7
0
)
等

か
ら
収
集
し
た
様
々
な
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
等
で
発
信
。
 

継
続
し
て
実
施
す
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

自
然
環
境
計
画
課

自
然
再
生
事
業
 

Ｈ
1
3
 

年
度

 
自
然
再
生
推
進
法
で
は
、
「
自
然
再
生
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然

環
境
の
保
全
に
関
す
る
学
習
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
自
然
環
境
学
習
の

場
と
し
て
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
自
然
再
生
事
業
で
は
維
持
管
理
な
ど
持
続
的
な
取
組
が
不
可
欠

で
あ
り
、
将
来
的
に
そ
の
担
い
手
を
確
保
す
る
意
味
で
も
環
境
教
育
は
重
要

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
再
生
事
業
地
区
で
は
そ
の
対
象
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド

と
し
た
様
々
な
自
然
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
に
努
め
て
い
る
。
 

 
釧
路
湿
原
自
然
再
生
協
議
会
に
よ
る
自

然
再
生
普
及
行
動
計
画
、
サ
ロ
ベ
ツ
地

区
、
竜
串
地
区
に
お
け
る
地
域
の
学
校
を

対
象
と
し
た
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
阿
蘇

地
区
に
お
け
る
草
原
環
境
を
学
ぶ
た
め
の

教
材
の
作
成
及
び
人
材
の
育
成
な
ど
、
地

域
に
応
じ
た
環
境
教
育
の
取
組
が
推
進
さ

れ
て
い
る
。
 

 
環
境
学
習
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
N
P
O
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
地
域
ご
と
に

環
境
学
習
を
担
う
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
、

環
境
学
習
の
場
、
機
会
、
人
材
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

に
係
る
情
報
を
地
域
の
中
で
広
く
共
有
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

環
境
省
 

自
然
環
境
局
 

生
物
多
様
性
セ
ン
タ

ー
 

生
物
多
様
性
普
及
啓
発

イ
ベ
ン
ト
（
生
物
多
様
性

ま
つ
り
等
）
 

Ｈ
1
1
 

年
度

生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
の
重
要
性
や
現
状
等
に
つ

い
て
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
く
学
ぶ
た
め
の
自
然
観
察
会
、
講
習
会
等
の
各
種

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。
 

平
成
1
5
年
度
：
5
0
0
人
、
平
成
1
6
年
度
：

3
0
0
人
、
平
成
1
7
年
度
：
3
0
8
人
が
参
加
。

・
よ
り
多
く
の
参
加
を
得
ら
れ
る
よ
う
広
報
活
動
の

強
化
 

・
実
施
体
制
（
人
員
等
）
の
強
化
充
実
 

環
境
省
自
然
環
境
局
 

新
宿
御
苑
管
理
事
務

所
 

自
然
探
検
隊
 

Ｓ
6
0
 

年
度
 

ア
ク
セ
ス
が
よ
い
立
地
を
活
か
し
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
連
れ
の
親
子
を
対
象
に

行
う
、
身
近
な
自
然
に
触
れ
る
活
動
。
都
会
で
は
自
然
に
触
れ
る
機
会
が
少

な
く
な
る
中
、
幼
い
こ
ろ
の
貴
重
な
自
然
原
体
験
の
場
や
、
親
子
で
一
緒
に

自
然
に
触
れ
あ
う
機
会
を
提
供
し
、
自
然
へ
の
思
い
や
り
や
興
味
を
引
き
出

し
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん
で
も
ら
う
。
 

平
成
1
4
年
度
 
3
8
9
人
 

平
成
1
5
年
度
 
2
2
5
人
 

平
成
1
6
年
度
 
4
3
5
人
 

平
成
1
7
年
度
 
3
5
0
人
が
参
加
 

平
成
１
９
年
２
月
に
母
と
子
の
森
が
再
整
備
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
受
け
入
れ
態
勢
を
充
実
し
、

多
様
な
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
を
図
っ
て

い
く
。
 

環
境
省
自
然
環
境
局
 

新
宿
御
苑
管
理
事
務

所
 

新
宿
御
苑
「
環
境
の
杜
」

構
想
モ
デ
ル
校
指
定
 

Ｈ
1
4
 

年
度
 

小
中
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
実

施
す
る
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
モ
デ
ル
校
の
協
力
の
下
研
究
・
開
発
す

る
。
モ
デ
ル
校
は
新
宿
御
苑
と
い
う
身
近
な
自
然
を
フ
ィ
ー
ル
ド
を
活
用
し
た

様
々
な
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
。
 

平
成
1
4
年
度
 
の
べ
9
3
人
 

平
成
1
5
年
度
 
の
べ
6
2
6
人
 

平
成
1
6
年
度
 
の
べ
2
3
6
人
 

平
成
1
7
年
度
 
の
べ
7
7
6
人
 

モ
デ
ル
校
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ

き
、
積
極
的
に
小
中
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
総
合

的
な
学
習
の
時
間
（
環
境
教
育
）
に
対
応
す
る
体

制
の
充
実
を
図
る
。
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２．国以外の主体による生物多様性保全に対する取組状況 

 

 新国家戦略では、関係省庁の施策の進捗状況について関係省庁が自主的に点検すること

となっており、地方公共団体、民間団体、企業の取組を点検することは規定されていませ

んが、第１、２回点検において審議会からこれらの取組についても把握していくことが重

要との意見をいただきました。これまでの点検において、主に国以外の各主体の先進的な

取組を実施している事例を報告してきました。今回の点検では、地方公共団体、民間団体、

企業の各主体による生物多様性保全への取組状況について、網羅的な調査を試みました。 

 

 ２．１ 地方公共団体による取組について 

 

（１）生物多様性保全の施策毎の都道府県の取組状況 

 

地域固有の生物多様性の保全や持続可能な利用のためには、日常的な関わりが深い地方

公共団体が主体となり、それぞれの地域の特性に応じて各種の取組を進めていくことが重

要であり、戦略にも地方公共団体に対して「国家戦略に示された基本的な方向に沿いつつ、

地域の自然的社会的条件に応じて、国に準じた施策やその他の独自の施策について、これ

を総合的かつ計画的に進めることが期待されます。」と記されています。 

そこで本節では、各種データをもとに各都道府県における生物多様性保全の取組につい

て横並びで定量的に評価可能な項目をピックアップして概観します。 

 

① 重要地域の保全 
都道府県が指定する自然保護地域としては、都道府県立自然公園、都道府県自然環境保

全地域、都道府県立鳥獣保護区、および都道府県が独自に定めている保護地域などがあり

ます。また、国定公園は、関係都道府県の申出により環境大臣が指定するものですが、指

定後の管理は都道府県が実施しています。 

図 2-1-1 より、都道府県が指定している保護地域は、総面積でみると国が指定する保護

地域と比べて遜色のない面積を占めていることがわかります。都道府県立自然公園は全国

で 309 箇所指定されており、国土面積の 5.19％に相当します。 

 

図 2-1-1 保護地域の規模 

総面積（ha）

2,065,156

1,344,500

1,959,143

27,224

76,341

538,150

3,142,035

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

国立公園（  28箇所）

国定公園（  55箇所）

都道府県立自然公園（309箇所）

原生自環地・自環地（  15箇所）

都道府県自環地（536箇所）

国指定鳥獣保護区（  66箇所）

都道府県指定鳥獣保護区（3,846箇所）
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② 野生生物の保護管理 
 

希少な野生生物に関する国の取り組みとしては、種の保存法に基づく希少野生動植物の

指定及び保護増殖や、レッドデータブックの作成などがあります。レッドデータブックに

ついては、平成 3年度に作成されて以来、平成７年より見直し作業を行い順次改訂が行わ

れ、平成 18 年８月には動物・植物の全ての分類群について改訂されました。 

都道府県においても、地域として保全すべき種についてレッドリスト、レッドデータブ

ックの作成や、独自の保護条例による保全が行われています。 
 

・レッドデータブック、レッドリストの作成 

 

都道府県でのレッドデータブック、レッドリストの策定状況についてみてみると、第１

次生物多様性国家戦略が策定された平成７年 10 月には３件だったものが、新国家戦略が

策定された平成 14 年３月時点で 38 件となり、平成 17 年に全ての都道府県で作成されま

した（図 2-1-2）。掲載分類群でみると脊椎動物は全ての県においてカバーされており、

昆虫類、維管束植物も 46 県で掲載されています（表 2-1-1）。ただし、分類群数について

は、地域に専門家がいるかどうかや、既存データの整備状況などによっても左右されると

考えられます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-2 都道府県版レッドリスト・レッドデータブック作成数の推移 

 

 新・生物多様性国家戦略策定時

（平成14年3月）

38

81%

9

19%

平成18年6月時点

47

100%

作成済み

未作成

15



 

 

表 2-1-1 都道府県版レッドリスト・レッドデータブックにおける掲載分類群 

 
(都道府県ホームページ及び都道府県への聞き取りによる） 

都道府県 哺乳類 鳥類 爬虫類 両生類 魚類 昆虫類
陸・淡水
産貝類

クモ類・甲
殻類等

維管束植
物

ｾﾝﾀｲ類 藻類 地衣類 菌類
掲載分類
群数

北海道 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 7

青森県 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H18 H12,H18 H18 H18 13

岩手県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 9

宮城県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 8

秋田県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 8

山形県 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H15 9

福島県 H15 H14 H15 H15 H15 H14 H14 H14 8

茨城県 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H9 9

栃木県 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 13

群馬県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H13 9

埼玉県 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H8,H14 H10,H17 H10,H17 H10,H17 H10,H17 H10,H17 13

千葉県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 13

東京都 H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10 8

神奈川県 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 7

新潟県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 8

富山県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 8

石川県 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 9

福井県 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H14 H14 9

山梨県 H17 H17 H17 H17 H17 H17 H17 7

長野県 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H14 H17 H17 H17 H17 13

岐阜県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 8

静岡県 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 8

愛知県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H13 H13 H13 H13 12

三重県 H7,H18 H7,H18 H7,H18 H7,H18 H7,H18 H7,H18 H18 H18 H7,H18 H18 10

滋賀県 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18 H12,H18
H12,H18
改訂で削除

9

京都府 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 11

大阪府 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 8

兵庫県 H7,H15 H7,H15 H7,H15 H7,H15 H7,H15 H7,H15 H7,H15 H15 H7,H15 H15 H7,H15 11

奈良県 H17 H17 H17 H17 H17 5

和歌山県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 8

鳥取県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 9

島根県 H9,H16 H9,H16 H9,H16 H9,H16 H9,H16 H9,H16 H9,H16 H16 H9,H16 H16 H16 H16 H16 13

岡山県 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 10

広島県 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H7,H16 H16 H16 H16 H16 13

山口県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H15 H14 H14 H14 H14 11

徳島県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 9

香川県 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 H16 9

愛媛県 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 11

高知県 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H12 9

福岡県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 9

佐賀県 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H12,H16 H16 11

長崎県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 10

熊本県 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 H10,H16 10

大分県 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 10

宮崎県 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 9

鹿児島県 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15 9

沖縄県 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8,H17 H8 H8  H8  H8  12

合計 47 47 47 47 47 46 41 32 46 17 14 9 12

※表中の数字は作成年、複数記載があるものは改訂をあらわす。  
 

・希少な野生生物の保全条例 

 

都道府県で独自に希少な野生生物の保全条例を制定しているケースもあります。制定状

況は表 2-1-2 の通りで、新・生物多様性国家戦略策定当時である平成 14 年３月の９件か

ら、平成 18 年３月現在の 24 件へと大幅に数を伸ばしており、地域の実情に即した野生生

物保全制度づくりが進んでいることがわかります。 

制度の形態としては、条例を策定している 24 都道県中、希少な野生動植物の保護を目

的とする単独の条例を制定しているのが 19 道県、自然環境保全条例など包括的な条例に
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希少な野生動植物保護の制度が組み込まれているものが５都県です。 

24 都道県全ての条例に種指定制度が存在し、うち 17 道県で指定がされています。捕獲

規制については 23 都道県において地域を定めない捕獲規制があり、所持、譲渡等の規制

があるのは 15 道県です。 

保護区制度は 23 都道県、立入制限区域の制度は 11 県の条例に規定がありますが、実際

に保護区を指定しているのは３道県です。保護区の指定には土地利用との調整が必要であ

ることも関係していると考えられます。 

また、保護増殖事業については、20 都道県の条例に規定があり、６県で事業を実施して

います（以上データは平成 18 年３月現在）。 
 

表 2-1-2 希少種の保護に係る条例の制定状況 
（平成 18.３現在、都道府県例規集及び都道府県への聞き取りによる） 

種指定 

制度 
保護区制度 

保護増殖

等の事業

都道 

府県 
条例名 

現行条

例の制

定年月

制

度

有

無

指

定

種

数

捕

獲

規

制

  

制

度

有

無 

対

象

種 

箇

所

数 

制

度

有

無

対

象

種

北海道 北海道希少野生動植物の保護に関する条例 H13.03 ● 22 ● ● 1 2 ● －

岩手県 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 H14.03 ● 16 ● ● － － ● －

福島県 福島県野生動植物の保護に関する条例 H16.03 ● 10 ● ● － － ● －

埼玉県 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 H12.03 ● 22 ● ● － － ● 9

東京都 東京における自然の保護と回復に関する条例 H12.12 ● － ● ● － － ● －

石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 H16.03 ● 9 ● ● － － ● －

山梨県 山梨県高山植物の保護に関する条例 S61.10 ● 22 ●  － － －

長野県 長野県希少野生動植物保護条例 H15.03 ● 18 ● ● － － ● －

岐阜県 岐阜県希少野生生物保護条例 H15.03 ● 16 ● ● 1 5 ● 1

三重県 三重県自然環境保全条例 H15.03 ● 20 ● ● － － －

滋賀県 ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 H18.03 ● － ● ● － － ● －

兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 H07.07 ● － ● ● － － －

鳥取県 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 H13.12 ● 41 ● ● － － ● 7

岡山県 岡山県希少野生動植物保護条例 H15.12 ● 5 ● ● － － ● 4

広島県 広島県野生生物の種の保護に関する条例    H06.03 ● 11 ● ● － － ● 6

山口県 山口県希少野生動植物種保護条例 H17.03 ● 2 ● ● － － ● －

徳島県 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例 H18.03 ● － ● ● － － ● －

香川県 香川県希少野生生物の保護に関する条例 H17.07 ● － ● ● － － ● －

高知県 高知県希少野生動植物保護条例 H17.10 ● － ● ● － － ● －

佐賀県 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 H14.10 ● 19 ● ● － － ● －

熊本県 熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例 H16.03 ● 40 ● ● 16 16 ● 16

大分県 大分県希少野生動植物の保護に関する条例 H18.03 ● － ● ● － － ● －

宮崎県 宮崎県野生動植物の保護に関する条例 H17.12 ● 37 ● ● － － ● －

鹿児島

県 
鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例  H15.03 ● 41 ● ● － － －

計   24 － 24 23 － 23 20 －

（参考） 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律 
H04.06 ● 73 ● ● 7 8 ● 37
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・特定鳥獣保護管理計画策定 

 特定鳥獣保護管理計画（以下「特定計画という」）は、数が著しく増加又は減少してい

る鳥獣について、長期的な観点から保護管理を図る必要がある場合、個体数管理、生息環

境整備、被害防除対策についての計画を、都道府県知事が作成することができるというも

のです。（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の第７条）。 

 作成状況について見てみると、平成１１年度に本制度が開始されて以来、平成１７年度

末で７９計画（４２都道府県）が作成されており、科学的・計画的な鳥獣保護管理に進展

が見られます。 

 現在、特定計画はニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ、ニホンカモシカ

の５種について作成されています。なかでも、ニホンジカについては生息分布域の大部分

で特定計画が作成されている一方で、ニホンザルなどでは生息分布域に比して作成件数が

少ないなど、種によって差が生じています。 

  

 
表 2-1-3 特定計画策定数の推移（累積） 

注１）平成 13年度にニホンザルを対象として策定された３計画のうち１計画（和歌山県）は 
平成 16年度までで計画期間が終了している。 

 

 

 

表 2-1-4 対象鳥獣別の特定計画の策定数と生息分布のある都道府県数の比較 

 
 (a) 当該種の分布が確認さ

れている都道府県数 
 
 

(b) 計画策定 
都道府県数 

ニホンジカ 44 32 
ツキノワグマ 35 10 
ニホンザル 45 12 
イノシシ 43 17 
ニホンカモシカ 35 7 
注１）(a)の分布については、第６回自然環境保全基礎調査哺乳類調査で生息情報があった 
（生息区画率が 0でなかった）都道府県を示している。 

注２）計画策定（都道府県数）は平成 18年 3月末現在 
 

 

 

 

 

    11 年度   12 年度  13 年度   14 年度   15 年度   16 年度 17 年度

・策定都道府県数 
   2 18 27 30 37 40  42 

・計画数 
ニホンジカ 0 14 19 22 24 29 32 

ツキノワグマ 1 1 4 7 10 10 10 

ニホンザル 0 0 2 5 11 12 13 

イノシシ 

ニホンカモシカ 

0 

1 

0

4

3

4

4

5

8

5

9 

6 

17 

7 

計   2 19 32 43 58 66 79 
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・外来生物対策 
 
都道府県の野生生物担当部局に対し、環境省が実施したアンケート調査（平成 18 年９

月）に基づき、都道府県の外来生物に対する取組について概観します。 

平成 18 年９月現在、９の道府県で外来生物のリストが作成されており、７県で作成中

です（表 2-1-5）。また、外来生物に係る条例（内水面漁業調整規則による外来魚の移植

制限を除く）については、９の都道県において 10 条例が制定されており、４府県で制定

に向けて検討中又は作業中です。制定されている条例はすべて、外来生物に係る単独の条

例ではなく、環境基本条例、自然環境保全条例、希少野生動植物保護条例等の目的を有す

る条例に外来生物に係る制度が含まれる形を取っています。 

各条例の規制内容については、表 2-1-6 に示すとおりで、多くの条例で放出規制を定め

ています。条例によっては飼養規制、飼養時の取扱や防除などについても定めており、罰

則規定を備えているものもありますが、譲渡規制について定めている条例はありません。 

 都道府県自らが行う防除については、平成 18 年９月現在、外来生物法第 18 条に基づく

防除の確認が計 11 種類の特定外来生物を対象として、10 都道府県に対してなされていま

す。その他、法に基づく防除の確認を受けない防除が、11 種類の特定外来生物に対し 15

府県で実施されています（表 2-1-7）。また、その他にも多くの地域で市町村や団体、市

民による防除が行われています。 

 
 
表 2-1-5 都道府県による外来生物リストの作成状況（平成 18 年 9 月現在） 

 

都道府県 作成状況 作成時期 

北海道 ○ 平成 15 年度 

青森県 ○ 平成 18 年 

埼玉県 ○ 平成 18 年 

千葉県 △ － 

長野県 △ － 

静岡県 ○ 平成 17 年 

滋賀県 ○ 平成 17 年度 

京都府 ○ 平成 17 年 

兵庫県 ○ 平成 16 年 

鳥取県 △ － 

愛媛県 △ － 

高知県 △ － 

佐賀県 ○ 平成 16 年 

熊本県 △ － 

大分県 △ － 

鹿児島県 ○ 動物：平成 14 年度、植物：平成 16 年度 

計 ○（作成済）：9 、△（作成中）：７ 

出典：環境省実施のアンケート調査結果より作成、作成状況欄の「○」は作成済、「△」は作成中 
 
 

19



 

 

表 2-1-6 外来生物に関する条例の制定状況（平成 18 年９月現在） 

都
道
府
県 

条例 
制定

時期 

種指定 

制度 

種
指
定
実
績 

対
象
分
類
群 

飼
養
規
制 

飼
養
時
の
取
扱 

譲
渡
規
制 

販
売
業
者
へ
の

規
制 

放
出
規
制 

防
除 

勧
告
・
命
令
等 

罰
則 

北
海
道 

北海道動物の愛
護及び管理に関
する条例 

H13.03 特定移
入動物 

2 動物
のみ △ ○  ○     ○ ○

東
京
都 

東京における自然
の保護と回復に関
する条例 

H12.12 なし － 動植
物     ○      

石
川
県 

ふるさと石川の環
境を守り育てる条
例 

H16.０3 なし － 動植
物     △ 

△ 
（注1） 

   

三
重
県 

三重県自然環境
保全条例 

H15.03 なし － 動植
物     △ 

△ 
（注1） 

△  

滋賀県琵琶湖のレ
ジャー利用の適正
化に関する条例 

H14.10 外来魚 3 魚類
のみ     

※ 

（注２） 
     

滋
賀
県 
ふるさと滋賀の野
生動植物との共生
に関する条例 

H18.03 指定外
来種 

0 動植
物 △ ○  ○ □ ○ ○ ○

徳
島
県 

徳島県希少野生
生物の保護及び
継承に関する条例 

H18.03 なし － 限定
なし     △ 

△ 
（注1） 

   

佐
賀
県 

佐賀県環境の保
全と創造に関する
条例 

H14.10 移入規
制種 

32
（注３）

動植
物  ○  △

○ 

（注４） 
  ○  

熊
本
県 

熊本県野生生物
の多様性の保全に
関する条例 

H16.03 外来種
の公表 

0 限定
なし  

△
（注５）

  
△ 

（注５） 
 △  

大
分
県 

大分県希少野生
動植物の保護に関
する条例 

H18.03 なし － 動植
物  

△
（注５）

  
△ 

（注５） 
     

国 
（参
考
） 

特定外来生物によ
る生態系等に係る
被害の防止に関す
る法律 

H16.06 特定外
来生物 

83
（注３）

限定
なし 

○ ○ ○  □ ○ ○ ○

 

 

 

出典：環境省資料、各都道県例規集などから作成 

（凡例：各規制等の効果を直感的に把握するために細部にこだわらずまとめたもの） 

飼養規制   ○：飼養等の許可制、△：飼養等（飼養のみか保管・運搬等も含むかを問わない）の届出制 

飼養時取扱 ○：逸出防止措置（施設具備、適切取扱等）の義務付、△：逸出防止の努力義務 

譲渡規制   ○：譲渡等の原則禁止 

販売業者への規制 ○：購入者への情報提供等の義務、△：購入者への情報提供等の努力義務 

放出規制   ○：放出等の禁止、□飼養等に係る放出等の禁止、※：採捕後の再放流の禁止、△：みだりに放出等すること

の禁止または放出等しない努力義務など 

防    除   ○：知事（主務大臣）による防除・防除計画、△：県に対する繁殖抑制等の努力義務 

命令・勧告等○：措置命令・中止命令・原状回復命令、報告徴収・立入検査、その他勧告等、 △：指導・勧奨等 

罰   則   ○:罰則がある 

 

注１） 石川県（条例第 157 条）と三重県（条例第 26 条）は特定の種を指定して防除をおこなう規定。徳島県（条例第 31 条）は

希少野生生物の保護の観点から外来生物の個体数低減等の必要な対策をおこなう規定。 

注２） レジャーで魚類を採捕する者が琵琶湖その他の水域での再放流することを禁止（条例第 18 条）。 

注３） 単位は「種類」である。 

注４） 指定地域内で放出等することを禁止（条例第 65 条）。 

注５） 遺棄し、逸出させない努力義務等を定めた規定であるが、本表では「逸出」は飼養時の取扱いを定め、「遺棄」は放出

規制を定めたものとして、それぞれに示す。 
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表 2-1-7 都道府県による防除の実施状況（平成 18 年９月現在） 

出典：環境省資料、環境省実施のアンケート調査結果より作成   

対象種 外来生物法 （第18条） に基づく 
確認による防除 （  は緊急防除） 

計 確認以外の防除 計 合計

アライグマ 北海道、埼玉県、神奈川県、京都府、
大阪府 

5  5

ｶﾆｸｲｱﾗｲｸﾞﾏ 神奈川県 1  1
アメリカミンク 北海道 1  1
アカゲザル  千葉県 1 1
キョン 東京都 1  1
タイワンリス  神奈川県 1 1
ヌートリア 岡山県 1 大阪府 1 2

哺乳類 

ジャワマング
ース 

沖縄県 1  1

爬虫類 カミツキガメ 千葉県 1  1
両生類 ウシガエル  大阪府 1 1

オオクチバス 滋賀県 1 北海道、岩手県、宮城県、秋田

県、石川県、山梨県、三重県、

大阪府、佐賀県、大分県 

10 11

コクチバス 滋賀県 1 北海道、山梨県、三重県、大阪

府 

4 5

ブルーギル 滋賀県 1 北海道、岩手県、茨城県、三重

県、佐賀県 

5 6

魚 類 

チャネルキャ

ットフィッシュ 

 茨城県 1 1

ゴケグモ属  山口県 1 1
無脊椎 

ｶﾜﾋﾊﾘ゙ｶﾞｲ属  群馬県 1 1

ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳ 神奈川県 1  1植 物 

ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ  佐賀県 1 1

  確認防除    10都道府県 のべ15件 確認以外の防除     15 府県 27 件
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（２）都道府県等の自然環境・生物多様性保全に関する計画の策定状況 

 

①自然環境・生物多様性保全に関する計画の策定状況  

平成 17 年度に環境省において全国の地方公共団体を対象として「地方公共団体の環境

保全対策調査」のアンケート調査を実施しました。その中で、「『自然と共生する社会』

を実現していくための自治体の自然環境・生物多様性の保全に関する総合的かつ中長期的

な施策の大綱等を定めた計画」の策定状況等を調査しました。 

 その調査結果を基に、都道府県及び政令市が独自に策定している自然環境・生物多様性

の保全に関する計画の主なものを表 2-1-8 に示します。これらの計画は、地域の総合的な

構想や地域の環境基本計画などの上位計画の基本的な考え方を踏まえた、自然環境・生物

多様性保全に関する分野別計画の位置付けのものが多く、また、岡山県や香川県のように

自然環境保全に関する条例に基づいた法的な策定根拠をもつものもあります。 

 秋田県や埼玉県では、上位計画である県環境基本計画において複数の重点プロジェクト

が掲げられてあり、その中の生物多様性保全に係わるプロジェクトの取組の一環として自

然環境・生物多様性保全に関する計画の策定が唱われています。その成果として「秋田県

生物多様性保全構想」や「埼玉県彩の国豊かな自然環境づくり計画」が策定されています。

また、いくつかの計画では、その策定の背景として国における旧又は新・生物多様性国家

戦略の策定が契機となっているものもあります。 

 

 

表 2-1-8 主な自然環境・生物多様性の保全に関する計画 

団体名 計画の名称 策定年月

秋田県 　秋田県生物多様性保全構想 平成12年3月

埼玉県 　彩の国豊かな自然環境づくり計画 平成11年3月

東京都 　緑の東京計画 平成12年12月

富山県 　富山県自然環境指針 平成5年9月
（平成16年3月一部改正）

岡山県 　岡山県自然保護基本計画 昭和47年12月
（平成8年3月、平成13年3月全部改正）

香川県 　香川県自然環境保全基本方針 昭和50年3月
（平成15年4月全部改正）

神戸市 　ビオトープネットワーク神戸２１計画 平成13年3月

北九州市 　北九州市自然環境保全基本計画 平成17年9月
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②計画における数値目標の設定状況 

地方公共団体が策定している自然環境・生物多様性の保全に関連する計も画（環境全般

に関する総合的な地域の環境基本計画等を含む）の中には、施策実施目標となる指標を用

いた数値目標が設定されているものも多数あります。主な例を表 2-1-9 に示します。 

比較的多くの複数団体で設定している数値目標項目は、「鳥獣保護区の指定箇所・面積」、

「条例に基づく希少野生動植物の種・保護地区の指定数」、「市民ボランティアや自然環

境学習への参加者・指導者数」などが挙げられます。「鳥獣保護区の指定箇所・面積」の

設定が多いことについては、鳥獣保護法に基づき都道府県が定める鳥獣保護事業計画に計

画期間における鳥獣保護区指定方針（年度別箇所数、面積）を記載することとなっている

ことによると考えられます。 

その他に、里地里山保全に係わる項目や生物生息空間の創出・再生に係わる項目などが

あります。里地里山保全に係わる項目としては、石川県環境総合計画における「里山保全

再生協定の認定数」（里山保全等に資する活動を行う団体と土地所有者等が活動に関して

結ぶ協定を知事が認定）や福井県環境基本計画における「重要里地里山の保全対策実施箇

所数」（希少野生生物の生息・生育地として特に重要な里地里山を抽出し、地元住民や市

町村等と連携した持続可能な保全管理・活用等）などが挙げられます。また、生物生息空

間の創出・再生に係わる項目としては、緑の東京計画における「身近な生き物の生息空間

の創出箇所数」（公園、学校、下水処理場、事業所などでの企業・NPO などと連携したチョ

ウやトンボなどの生息空間づくり）や佐賀県環境基本計画における「樫原湿原の良好な湿

地面積率」（オオミズゴケの除去などの自然再生事業により多様な生物が生育・生息でき

る湿地環境の回復）が挙げられます。 

以上のように、地方公共団体の自然環境・生物多様性に関する計画においては様々な数

値目標が設定されていますが、そのほとんどの目標の評価断面は対策レベルでの設定とな

っています。 

一方、国では、平成 18 年４月に閣議決定された第三次環境基本計画において重点分野

毎に指標を設定しています。生物多様性の保全のための取組重点分野に関しては、生物多

様性保全との間にある程度の関係性がある取組等の中で、データの把握に特別の困難を伴

わないものをいくつか取り出して数値指標として用いています。 

 生態系レベルでは「自然環境保全基礎調査の植生自然度」、農業分野における「田園自

然環境の創造に着手した地域の数」、河川及び港湾における「失われた自然の水辺のうち、

回復可能な自然の水辺の中で再生した水辺の割合」及び「失われた湿地や干潟のうち、回

復可能な湿地や干潟の中で再生したものの割合」、都市域における「水と緑の公的空間確

保量」。また、試行的な指標として「国有林野における保護林の箇所数」。種レベルでは「脊

椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数に対する絶滅のおそれのある

種数の割合」及び「保護増殖事業計画など種の回復のための計画数」。さらに、社会参加

という観点も含めた全体的なものとして「自然再生推進法に基づく協議会の数」が設定さ

れています。 

 また、上記指標のうち「失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再生

した水辺の割合」、「失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や干潟の中で再生したも

のの割合」及び「都市域における水と緑の公的空間確保量」は社会資本整備重点計画にお

いて、また、「田園自然環境の創造に着手した地域の数」は土地改良長期計画において、

計画期間（平成 15～19 年度）での数値目標が設定されています。 
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表 2-1-9 地方公共団体の計画における自然環境・生物多様性保全に係わる数値目標の例 

年度 数値 年度 数値

北海道  北海道環境基本計画 平成10年3月
自然公園及び自然環境保全地域等の指定面積
（国立公園・国定公園面積含む）

平成7年度 891千ha 平成19年度 900千ha

森林の面積 〃 5,557千ha 〃 5,559千ha

鳥獣保護区及び休猟区の指定面積（国指定含む） 〃 1,164千ha 〃 1,200千ha

山梨県  山梨県環境基本計画 平成17年2月
条例に基づく自然環境保全地区の指定面積
（自然造成地区を除く）

平成15年度 3,650ha 平成25年度 3,650ha

鳥獣保護区等の指定面積 〃 77,227ha 平成18年度 77,662ha

自然監視員の委嘱数 平成16年度 216人 平成25年度 250人

緑サポーターの登録者数 平成15年度 60人 〃 360人

東京都  緑の東京計画 平成12年12月
みどり率（樹林地、草地、農地、宅地内の緑、公園、街路樹や河
川、水路、湖沼などの面積がその地域全体の面積に占める割合）

平成12年度
区部　約29％
多摩　約80％

平成27年度
約32％

約80％維持

条例に基づく里山保全地域の指定箇所数 〃 0箇所 〃 10箇所

条例に基づく希少野生動植物保護区の指定箇所数 〃 0箇所 〃 3箇所

条例に基づく森林環境保全地域の指定箇所数 〃 0箇所 〃 6箇所

都立自然公園内の里山の保全箇所数 － － 〃 15箇所

市民緑地制度による樹林地の保全箇所数 － － 〃 15箇所

市街地における身近な生き物の生息空間の創出箇所数 － － 〃 2,000箇所

生物の生息環境に配慮した中小河川の整備延長 － － 〃 257.4km

緑のボランティア活動の登録者数 － － 〃 10,000人

緑のボランティア活動の指導者育成数 － － 〃 1,500人

岐阜県  岐阜県環境基本計画（第３次） 平成18年3月 条例に基づく希少野生生物種の指定数 平成16年度 16種 平成22年度 22種

条例に基づく希少野生生物保護区の指定数 〃 5保護区 〃 7保護区

間伐の実施面積 〃 12,118ha 平成21年度 74,000ha

育成複層林の面積（多様な森林づくり面積） 〃 11,598ha 平成20年度 16,460ha

ビオトープの設置地区数 〃 8地区 〃 14地区

自然ふれあいサポーターの登録人数 〃 65人 平成22年度 80人

石川県  石川県環境総合計画 平成17年3月 条例に基づく里山保全再生協定の認定数 平成15年度 0協定 平成22年度 10協定

森林・里山保全活動の年間実施回数 〃 約50回 〃 100回程度

森林・里山保全活動の指導者数 〃 約150名 〃 300人

条例に基づく希少野生動植物種の指定数 平成16年度 0種 〃 20種以上

条例に基づく希少野生動植物保護地区の指定数 〃 0地区 〃 3地区程度

条例に基づく特定外来種の選定数 〃 0種 〃 5種程度

いしかわ自然学校全体の年間参加者数 平成15年度 約23,000人 〃 約30,000人

いしかわ自然学校全体のインストラクターの登録数 〃 21人 平成19年度 60人

いしかわ子ども自然学校の年間参加者数 〃 約5,700人 平成25年度 約10,000人

福井県  福井県環境基本計画（第２次） 平成15年1月 鳥獣保護区の指定箇所数及び指定面積 平成13年度
42箇所
(27,978ha)

平成18年度
45箇所
(31,335ha)

鳥獣保護区特別保護地区の指定箇所数及び指定面積 〃
12箇所
(930ha)

〃
14箇所
(1,346ha)

重要里地里山の保全対策実施箇所数 〃 0箇所 平成22年度 10箇所

佐賀県  佐賀県環境基本計画（第２次） 平成17年3月 条例に基づく希少野生動植物種の指定数 平成15年度 12種 平成21年度 40種

樫原湿原の良好な湿地面積率 〃 25% 〃 100%

森林の整備面積 平成16年度 4,300ha 平成25年度 50,000ha

広葉樹の植栽本数 〃 80,000本 〃 100万本

多自然型川づくり整備延長 〃 62.8km 平成22年度 100.0km

自然観察指導員の養成数 〃 165人 平成21年度 200人

森林ボランティアの団体数 〃 15団体 平成25年度 100団体

北九州市  北九州市自然環境保全基本計画 平成17年9月 自然環境サポーターの育成数 平成17年度 0人 平成21年度
200人～250人
程度

岡山市  岡山市環境基本計画（第２次） 平成17年3月 ホタルの生息地点数 平成15年度 137箇所 平成22年度 130箇所以上

基　　準 目　　標
数値目標の設定項目団体名 計 画 の 名 称 策定年月
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２．２ 市民団体、企業による取組について 

 

 新国家戦略において、「市民団体」・「企業」の生物多様性保全に関する役割について

「環境保全活動を行う非営利的な民間団体は、公益的な視点から組織的に活動を行うこと

により、環境保全に大きな役割を果たします」、「事業者においては、事業活動に際して、

生物多様性の保全と持続可能な利用に十分配慮するとともに、国家戦略に示された基本的

な方向に沿って、自主的積極的に行動することが大切です」と記述があります。 

平成 18 年６月に内閣府（環境省協力）が全国 20 歳以上 3,000 人に対して実施した「自

然の保護と利用に関する世論調査」（有効回収数 1,834 人（61.1%））では、「今後、国

や地方公共団体に加えて、自然保護を特に担っていくべき主体は？（２つまでの複数回

答）」という、行政以外の自然保護活動を担う主体を問うたところ、図 2-2-1 のように、

「町内会や農協・漁協などの地域社会」、「企業」及び「NPO・NGO」が４割程度で上位に

なりました。図 2-2-2 は、それぞれ回答者の都市規模別及び年齢別に再整理したものです

が、「地域社会」を挙げた者の割合は小都市で老齢の人が多く、「企業」を挙げた者の割

合は大都市で 50 歳未満の若壮年層の特に男性が多く、「NPO･NGO」を挙げた者の割合は大

都市で壮年層の人が多い傾向にあります。 

以下に、生物多様性保全活動を担うべき主体として大きく期待されている市民団体

（NPO･NGO）及び企業による生物多様性保全の取組状況について報告します。 
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２つまでの複数回答 「自然の保護と利用に関する世論調査」 平成18年 内閣府 より作成 
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「自然の保護と利用に関する世論調査」 

平成18年 内閣府 より作成 
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２．２．１ 市民団体による取組について 

 

 「環境 NGO 総覧」（（独）環境再生保全機構 平成 13 年版、16 年版）をもとに、生物

多様性保全に関わる市民団体の活動状況を概観します。 

 「環境 NGO 総覧」では、非営利の民間団体であり、環境保全を主な目的または目的の一

つにしている団体について既存資料等を参考にリストアップしたうえで、各団体にアンケ

ート形式の調査票を送付し、返送があった団体について掲載されています。なお、調査票

の返送があっても活動休止状態である団体等は除かれています。平成 13 年版には 4,132

団体、平成 16 年版には 3,914 団体が掲載されています。 

アンケートでは、各団体の活動分野を「森林の保全・緑化」、「リサイクル・廃棄物」

など 15 分野（平成 13 年版では 14 項目）に分け、４つまで複数選択が可能（ただし平成

16 年版で新設された「環境全般」を選択した場合は複数回答不可）となっており、これら

のうち本節では、 

 

・ 「森林の保全・緑化分野」 

…植林、荒廃地の緑化、持続可能な森林の開発と利用等 

・ 「水・土壌の保全分野」 

…水質汚濁防止、河川生息、海洋環境保全、土壌汚染防止等 

・ 「自然保護分野」 

…野生生物の保護、生物種や生態系に関する調査、生息地の保全、自然観察等 

 

の３分野のうち、いずれかの記載のある団体を「自然環境関連の活動を実施している団体」

とし、これらの団体について分析しました。該当団体数は、平成 13 年版で 2,917 件、平

成 16 年版で 2,581 件です。 

 

 

（１）活動形態 

 収録されている全団体のうち、「自然環境関連の活動を実施している団体」の活動形態

について示したのが図 2-2-3 です。半数程度以上の団体で、「実践活動」や、「普及啓発

活動」、「調査研究」を実施しています。 

平成 16 年版と平成 13 年版とを比較すると、「実践活動」を実施している割合は高くな

っていますが、「調査研究」、「他団体の活動支援」、「普及啓発」、「政策提言」は減

少しています。 

 

 

（２）活動地域 

 平成 16 年版に収録されている全団体のうち、「自然環境関連の活動を実施している団

体」の活動地域について示したものが図 2-2-4 です。同一市町村内で活動している団体は

34％と最も多く、次いで、同一都道府県内が 18％、隣接する複数の市町村が 17％となっ

ており、地域に根ざした活動を行っている団体が目立ちます。また、国内全域や国内・海

外全域など広い範囲で活動している団体は合わせて２割程度を占めています。 

 平成 13 年版の活動地域（図 2-2-5）と比較すると、国内・海外全域を対象に広域で活動

をしている団体が増加しており、活動範囲がより広い団体が増加している傾向がうかがえ
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ます。なお、「行政区単位でない」という選択肢については、平成 16 年版で新設された

選択肢です。 
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34%

図 2-2-4 団体の活動地域（平成 16 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 16 年版 
（独）環境再生保全機構 より作成 

図 2-2-5 団体の活動地域（平成 13 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 13 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 

図 2-2-3 団体の活動の形態（複数回答） 
「環境 NGO 総覧」平成 16 年版、平成 13 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 
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（３）予算規模 

 平成 16 年版収録の全団体のうち、「自然環境関連の活動を実施している団体」の予算

規模を示したのが図 2-2-6 です。年間 100 万円未満の予算で活動している団体が６割程度

を占めており、次いで多いのは 100 万円以上 1,000 万円未満です。一方で、年間 1,000 万

円以上や１億円以上など高額な予算で活動している団体も 15％程度存在しています。な

お、平成 13 年版の予算規模（図 2-2-7）についても 16 年版のものと同様の傾向であり、

100 万円未満の予算で活動している団体が多いことが特徴的です。 
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（４）会員規模 

 平成 16 年版に収録されている全団体のうち、「自然環境関連の活動を実施している団

体」の会員数の規模を示したのが図 2-2-8 です。半数以上の団体で 10～100 人未満である

ことがわかります。次いで、100～1,000 人未満の団体が全体の 33％を占めています。な

お、1,000 人以上の会員数を抱える団体は 5％のみです。平成 13 年版の会員規模（図 2-2-9）

と比較すると、平成 16 年版では小規模な会員数の団体の割合が若干増加していることが

わかります。 
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図 2-2-6 団体の予算規模（平成 16 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 16 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 

図 2-2-7 団体の予算規模（平成 13 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 13 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 
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（５）地域性 

 平成 16 年版に収録されている団体のうち「自然環境関連の活動を実施している団体」

の都道府県別件数を整理したのが図 2-2-10 です。 

東京都が 383 団体と圧倒的に多く、全国の約 15％を占めます。東京近郊の埼玉県、千葉

県、神奈川県まで含めると全体の３割近くにのぼり、愛知県、三重県、静岡県の名古屋を

中心とした地域の合計が約１割、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県の合計が１割弱で、三

大都市圏周辺で半数近くを占めています。 

 

 

 （６）まとめ 

 「環境 NGO 総覧」に収録されている団体のうち自然環境に関連した活動を実施してい 

る市民団体を概観した結果からは、組織規模が比較的小規模の団体が大多数を占め、地域 

密着型の活動を実施している傾向があるといえます。これらの団体への支援方策に関して

も検討していくことが重要です。 
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図 2-2-8 団体の会員規模（平成 16 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 16 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 

図 2-2-9 団体の会員規模（平成 13 年版） 
 「環境 NGO 総覧」平成 13 年版 

（独）環境再生保全機構 より作成 
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図 2-2-10 自然環境関連の活動を実施している団体の都道府県別団体数 
「環境 NGO 総覧」平成 16 年版（独）環境再生保全機構 より作成 
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２．２．２ 企業による取組について 

 (1) 企業の CSR 活動における環境取組 

 企業の社会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility）という概念が浸透してき

ました。新聞紙上での関連記事掲載数（図 2-2-11）もここ数年で急増しています。CSR の

国際的な定義はありませんが、一般的には、企業活動において経済、環境、社会の側面を

総合的に捉え、競争力の源泉とし、企業価値の向上につなげることとされています。平成

17 年に日本経団連が会員企業 1,324 社を対象に実施した「CSR に関するアンケート調査」

（有効回答 572 社(43.2%)）では、CSR を冠した組織・委員会の設置やレポートの発行など、

CSR を意識している企業は 75.2%という高い比率に達しています（図 2-2-12）。また、CSR

を推進するにあたって、現在最も優先的に取り組んでいる分野としては、「コンプライア

ンス・法令遵守」に次いで、66.3%の企業が「環境」を挙げています（図 2-2-13）。一方、

国民から見た企業に対する認識に関するアンケート（平成 17 年「生活者の”企業観”に関す
るアンケート調査」（財）経済広報センター調べ、有効回答 3,363 人（71.9%））から企

業の社会的役割・責任としては環境保護などの取組が「非常に重要である」と回答した比

率は 43%で、第５位でした（図 2-2-14）。「環境」は「雇用の維持・創出」、「利益確保・

国や地方公共団体への納税」、「株価の向上と株主に対する安定配給」などよりも重視さ

れています。一方、社内的に環境憲章などのような環境に関して取りまとめられている方

針を作成している企業は約７割と、経営理念、企業行動、社員の行動や倫理に関する方針

を持っている企業の比率が８割を越えているに比べて低い状況です。さらに、従業員数が

1,000 名未満の企業に限れば、その比率は５割を切っています（図 2-2-15）。我が国では、

環境政策や産業界の環境対策が進み、企業による環境マネジメントシステムの導入、環境

報告書、環境会計等、企業経営における環境配慮の度合いは進展していますが、更に一層

の環境取組が企業に期待されています。 
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図2-2-11 新聞における"CSR"関連記事の掲載数の推移
       キーワード［"企業の社会的責任" or "CSR"］による検索結果
       日経テレコン 21 より 日経４紙、毎日、読売、朝日の合計 

図2-2-12 CSRを意識して活動しているか （N=572社）
  「CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果」 

  平成 17 年 （社）日本経済団体連合会 
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図2-2-14 企業が社会的に果たすべき項目の重要性に関する認識 
「第９回生活者の”企業観”に関するアンケート結果報告書」 

平成 17 年 （財）経済広報センター N = 3,363 人 

図　社内的に取りまとめている考えや方針（環境に関するもの）の有無
　「CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果」
　　平成17年　（社）日本経済団体連合会　より作成
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(％)

図2-2-15 社内的に取りまとめている考えや方針（環境に関するもの）の有無 
「CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果」 

平成 17 年 （財）日本経済団体連合会 より作成 
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消費者保護 

個人情報保護・情報セキュリティ 

情報開示 

コミュニケーション 

その他 
 

図2-2-13 CSRを推進するにあたって現在優先的な取組分野 
「CSR（企業の社会的責任）に関するアンケート調査結果」 

平成 17 年 （社）日本経済団体連合会 より作成 N=572 社（複数回答） 
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 (2) 国際会議における生物多様性保全に対する企業の役割 

平成 14 年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミ

ット）」で採択された「ヨハネスブルグ宣言」においては、直面する課題の１つとして、

「我々は、貧困削減、生産・消費形態の変更、及び経済・社会開発のための天然資源の基

盤の保護・管理が持続可能な開発の全般的な目的であり、かつ、不可欠な要件であること

を認める。」があり、また、持続可能な開発への公約の１つに「我々は、大企業も小企業

も含めた民間部門が、合法的な活動を追求するに際し、公正で持続可能な地域共同体と社

会の発展に貢献する義務があることに同意する。」があります。これは、民間部門（企業）

に、天然資源の基盤の保護・管理、例えば生物多様性の保全といった取組までを期待した

ものです。また、平成 18 年３月にブラジルのクリチバで開催された生物多様性条約第８

回締約国会議（COP8）では、「民間部門に条約への参画を促す決議（Ⅷ/17 Private-sector 

engagement）」も採択され、生物多様性保全における企業の役割の重要性が広く示されま

した。 

ヨハネスブルグサミットでは、アースウォッチ(Europe)、国際自然保護連合(IUCN）及

び世界環境経済人協議会(WBCSC）が共同で出版した"Business & Biodiversity -The 

Handbook for Corporate Action” （日本語版「ビジネスと生物多様性」は生物多様性 JAPAN

により出版）が提出されました。企業の最高経営責任者、業務責任者、現場責任者等を対

象として、企業の生物多様性への取組例、企業と生物多様性の関連性、企業の生物多様性

アクションプランのガイドラインについて解説しています。この中では、「生物多様性」

に関わる企業のリスクと、ビジネスチャンスについて表 2-2-1 の通り示しています。 

 
表 2-2-1 企業と生物多様性への取組の関連性 

 
生物多様性への取組の失敗がもたらすリスク 生物多様性への取組がもたらすビジネスチャンス

・ 操業許可の喪失 

・ サプライチェーンの分断 

・ ブランド・イメージの悪化 

・ 消費者や NGO による不買運動 

・ 環境破壊に対する罰金や市民からの責任の追及

・ 金融市場での低い格付け 

・ 従業員の士気や生産性の低下 

・ 操業許可の確保 

・ サプライチェーンの強化 

・ ステークホルダーとの関係強化 

・ 倫理観の強い消費者へのアピール 

・ 持続可能な成長の確保 

・ 社会的責任を重視する投資家へのアピール 

・ 従業員の生産性の向上 

（出典）『Business & Biodiversity ビジネスと生物多様性』生物多様性 JAPAN 発行 2003.9 

 

 また、企業が生物多様性保全活動をおこす場合に考慮すべき重要なステップとして以下

の 7つのステップを挙げています。 

1) 生物多様性に関する自社の取り組み案をつくる 
2) 経営幹部クラスの推進者を決める 
3) 生物多様性に関するアセスメントを行う 
4) 取締役会レベルの支持を確保する 
5) 企業の生物多様性保全戦略を立案する 
6) 企業の生物多様性保全アクションプランを立案する 
7) 生物多様性保全アクションプランを実行する 
このように、企業において CSR 活動として生物多様性の取組を実施する上で参考となる

ものとなっています。 
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 (3) 経済団体における取組 

 自然環境・生物多様性の保全に着目した経済団体の取組として、日本経団連では、平成

４年に自然保護基金運営協議会（平成 12 年に自然保護協議会に改称）を設立し、主とし

てアジア太平洋地域における自然保護プロジェクトの支援を行ってきました。また、平成

14 年には、日本経団連自然保護宣言を発表し、「自然界と共栄できる経済社会」の実現に

向けて、個々の企業が積極的に活動するとともに経済界が一体となって取り組むことで自

然保護への大きな貢献ができるとの確信のもと、経済界が自然保護に取組む意義と使命が

あるとの認識を宣言しています。そのための行動指針として、（１）自然保護に対する意

識向上に努め、（２）国内外の情報・知見等の交流促進に努め、（３）自然保護プロジェク

トの推進に努めることが示されました。 

 

 (4) 企業における取組の事例概要分析 

 各企業においても、CSR 活動の一環として生物多様性保全に資する取組事例が増えてき

ています。そこで、企業の環境報告書から、自然環境・生物多様性保全に関わる記載を抽

出し、取組の分析を試みました。対象とした環境報告書は、「経済産業省環境報告書プラ

ザ」（http://www.ecosearch.jp）に掲載されている 481 社の平成 17 年度版環境報告書（または CSR

報告書、サステナビリティー報告書等）としました。 

 

① 活動内容 

481 社の環境報告書のうち、自然環境・生物多様性保全に係る取組の記載が８割近い 365

社にありました。各環境報告書の記載内容から自然環境・生物多様性保全に係る活動の内

容を分類し、整理したものが図 2-2-16 です。清掃・美化活動が突出して多くなっていま

すが、環境報告書の記述内容だけからは清掃・美化活動には都市周辺環境（道路や事業所

周辺の街区等）での単純な清掃活動を区別することが判断不能なケースもあり、それらを

含んでいる可能性もあります。 

なお、清掃・美化以外では、緑化・ビオトープ、国内での里山・森林の保全・再生、環

境意識の喚起、他主体の活動に寄付・協賛等に関する活動が比較的多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境報告書に活動を記載する企業数(N=365) 
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図2-2-16 自然環境・生物多様性保全に関する活動の内容 
「経済産業省環境報告書プラザ」掲載の環境報告書等記載より作成 
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② 業種別の活動実施状況 

「環境報告書プラザ」に 15 社以上の環境報告書等が掲載されている業種について、自然

環境・生物多様性保全に関する記載の有無の企業数比率を図 2-2-17 に示します。建設業、

飲料・たばこ・飼料製造業、輸送用機械器具製造業では 90％以上の企業で、自然環境・生

物多様性保全に関わる活動取組が報告書に記載がされています。更に、これらの業種につ

いて、取組活動内容で分類して整理したものを図 2-2-18 に示します。特に製造業につい

ては全体的に清掃・美化活動の比率が大きい傾向にあり、飲料・たばこ・飼料製造業や卸

売・小売業では他主体に対する寄付・協賛や環境意識の喚起に関する活動が多くなってい

ます。建設業では緑化・ビオトープや野生動植物の対策に係る活動が比較的多い傾向にあ

ります。建設業ではこれらの取組が本業である工事の一部に組み込まれているものである

ことからであると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-2-17 業種別 環境報告書等への自然環境・生物多様性保全に関する活動記載有無 

「経済産業省環境報告書プラザ」掲載の環境報告書等記載より作成 

 

 
自然環境・生物多様性保全に係る活動の記載がある企業 

 

 

N＝企業数 

 
建設業(N=28） 

 

製造業/食料品製造業(N=26) 
 

製造業/飲料・たばこ・飼料製造業（N=15) 
 

製造業/化学工業(N=76) 
 

製造業/一般機械器具製造業(N=26) 
 

製造業/電気機械器具製造業(N=22) 
 

製造業/情報通信機械器具製造業(N=19) 
 

製造業/電子部品・デバイス製造業(N=25) 
  

製造業/輸送用機械器具製造業(N=36) 
 

製造業/精密機械器具製造業(N=23) 
 

卸売・小売業(N=31) 
 

全体(N=481) 
 

 

 

 

 

 

※環境報告書プラザへの 

登録企業数 15 社以上の

業種についてのみ記載 

0 20% 40% 60% 80% 100% 

 
自然環境・生物多様性保全に係る活動の記載のない企業 
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図 2-2-18  自然環境・生物多様性保全に関する活動の内容 
「経済産業省環境報告書プラザ」掲載の環境報告書等記載より作成 

 
 
③ 企業規模別の活動実施状況 

環境報告書等への自然環境・生物多様性保全活動についての記載有無を企業の売上規

模別に見ると（図 2-2-19）、売上規模が大きい企業ほど自然環境・生物多様性保全活動

に関わる取組を実施している企業が多い傾向にあります。自然環境・生物多様性保全活

動を記載している企業について、売上規模別に活動内容を整理すると（図 2-1-20）、売

上規模が１兆円以上の企業では、１兆円に満たない企業にくらべて清掃・美化活動の取

組が少なく、野生動植物の保護管理や、環境意識の喚起に係る取組が多い傾向にありま

す。一方、売上規模１兆円以下の企業については売上規模による活動内容の傾向に相違

はあまり見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-2-19 企業の売上規模別 環境報告書への自然環境・生物多様性保全に関する活動記載有無 
「経済産業省環境報告書プラザ」掲載の環境報告書等記載より作成 

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
建設業 (N=26) 

 

製造業/食料品製造業 (N=23) 
 

製造業/飲料・たばこ・飼料製造業 (N=15) 
 

製造業/化学工業 (N=33) 
 

製造業/一般機械器具製造業 (N=19) 
 

製造業/電気機械器具製造業 (N=18) 
 

製造業/情報通信機械器具製造業 (N=15) 
 

製造業/電子部品・デバイス製造業 (N=19) 
 

製造業/輸送用機械器具製造業 (N=33) 
 

卸売・小売業 (N=24) 
 

全業種平均 （N=365) 

※ 環境報告書等への自然環境・生物多様性保全に関する活動の記載がある企業で、 

企業数 15 社以上の企業について 

 

重要地域の保全 
 

外来生物対策 
 

野生生物の保全 
 

美化・清掃 
 

緑化（緑化・ビオトープ） 
 

里山・森林の保全・再生（国内） 
 

里地の保全・再生 
 

海外における森林保全・再生 
 

海洋・浅海域・水域の保全・再生 
 

自然環境データの整備 
 

環境意識の喚起 
 

他主体の活動に寄付・協賛等 
 

自社の基金保有 
５ 

その他 

100% 0% 20% 40% 60% 80% 

～500 億円(N=38) 

500 億円～1000 億円(N=57) 

1000 億円～5000 億円(N=219) 

5000 億円～1兆円(N=59) 

1 兆円～5兆円(N=82) 

5 兆円～(N=13) 
売上高 

自然環境・生物多様性保全に係る活動の記載がある企業 
自然環境・生物多様性保全に係る活動の記載のない企業 

N＝環境報告書プラザに環境報告書が掲載されている企業数 
なお、売上高情報のない企業があるため、上記 N数合計は自然環境・生物多様性に関する記載のある全企業数合計とは合わない 
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2-2-20 企業売上規模別 自然環境・生物多様性保全に関する活動の内容 
「経済産業省環境報告書プラザ」掲載の環境報告書等記載より作成 

 
 
④ 企業の取組の事例 

「環境報告書プラザ」に掲載されている環境報告書を概観して、特に生物多様性保全

に資する取組を実施している企業をその業種別（運輸業、製造業（日用品）、建設業、

製造業（飲料）、金融業）に５社選び、その取組内容について企業の担当者にヒアリン

グを実施しました。その取組内容の概要をまとめました。また、各社同一観点での取組

の違いについてヒアリング結果を表 2-2-21 にまとめました。 

 

 

5 兆円～ (N=12) 

 
1 兆円～5兆円 (N=70) 

 
5000 億円～1兆円 (N=44) 

 
1000 億円～5000 億円 (N=166) 

 
500 億円～1000 億円 (N=40) 

 
～500 億円 （N=24) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

N＝環境報告書等に:自然環境・生物多様性に係る記載のある企業数 

なお、売上高情報のない企業があるため、 

上記 N数合計は自然環境・生物多様性に関する記載のある全企業数合計とは合わない 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
（売上高） 

 

重要地域の保全 
 

外来生物対策 
 

野生生物の保全 
 

美化・清掃 
 

緑化（緑化・ビオトープ） 
 

里山・森林の保全・再生（国内） 
 

里地の保全・再生 
 

海外における森林保全・再生 
 

海洋・浅海域・水域の保全・再生 
 

自然環境データの整備 
 

環境意識の喚起 
 

他主体の活動に寄付・協賛等 
 

自社の基金保有 
５ 

その他 
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［事例１］全日本空輸株式会社（ANA） 

 

１．サンゴ礁の保全・再生活動 

ANA グループは、オニヒトデの食害や海水温の上昇に伴う白化現象などにより大きなダ

メージを受けた沖縄のサンゴ礁を復活させるため、沖縄県内外の企業とともに「チーム美

（ちゅ）らサンゴ」を結成し、サンゴの植付け、育成などのサンゴ礁生態系保全再生活動

を行っています。「チーム美らサンゴ」は、地元の漁業協同組合などにより平成 14 年か

ら行われていたサンゴ再生活動に賛同し、ANA グループが企業などに呼び掛け平成 16 年に

始まったプロジェクトです。参加企業は、ボランティアダイバーによる養殖サンゴの植付

け活動や自然環境等をテーマとした環境フォーラムの開催などを経済的にバックアップ

しています。その他にも、各企業が自らの本業の特徴を活かして、例えば、旅行会社はサ

ンゴ植付けツアーの企画、出版社はイベントチラシのデザインなどといったように活動に

協力しています。 

活動の場所は、ANA グループホテルの周辺のマリンレジャーなどで利用している海域で

あり、その植付け箇所の選定に当たっては、環境モニタリング調査やサンゴ移植試験の結

果を踏まえ、サンゴ群集の復元の可能性が高い、オニヒトデの駆除など植付け後の管理体

制が整った地点を選び決定しています。植付け方法についても、単一の種に限定せず、様々

な種類を取り混ぜて植付けしたり、植付ける海域で採捕されたサンゴを使用することで、

サンゴの遺伝的な錯乱が起こらないようにするなど、日本サンゴ礁学会の「造礁サンゴの

移植に関してのガイドライン」に沿い、また、漁業協同組合や大学の専門家などと協力し

ながらサンゴの生態に十分に配慮して行われています。 

また、活動に参加したボランティア等が、遠隔地からでも日頃より興味を抱いてもらえ

るように、植付けたサンゴの生育状況がインターネットで観察できるなど、継続した活動

への参加を促す工夫もされています。 

 

２．森づくり活動 

「私の青空 森づくり」と称して、就航している空港の周辺を対象地域として、地元の

ボランティアや従業員などが一体となった植林活動などを展開しています。平成 16 年度

には国内５空港の周辺で植林活動が行われ、延べ約 900 人が参加しました。平成 17 年度

には国内の空港だけでなく海外の空港にも活動が広げられ、これまでに NGO の協力のもと

ミャンマーやタイで３回の植林が行われています。 

 植林活動ついては、地元の森林協会などから樹木の選定の

アドバイスを受けるなど、専門家の指導のもと実施していま

す。また、森里海連環学を実践している京都大学フィールド

科学教育研究センターと「森・里・海の環境再生教育に関す

る合意書」を締結し、環境保全に関するフィールド活動を共

同で実施しています。植林活動に京都大学から講師を招いて

森林・環境教室を開講したり、共同でエコツアーを企画する

など、学識者と協働した取組も行っています。 

 ANA グループでは、「人と地球を考える」をキャッチフレーズとして、上記のような活

動を通じて、環境保全を社会的貢献活動として推進しています。社内でもボランティア組

織（平成 18 年現在 308 人）を立ち上げ、活動の推進を図っています。  

写真提供：全日本空輸株式会社
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［事例２］サラヤ株式会社 

 

パーム油に関連した取組 

 洗剤の原料としてパーム核油（アブラヤシの種子の核から採取した油）を使用している

サラヤは、マレーシアにおいてアブラヤシ生産に関連した自然環境保全を行っています。

平成 15 年、アブラヤシプランテーション開発により生息地を追われたボルネオゾウと地

域住民とのあつれきを扱ったテレビ番組に社長がインタビュー出演したことを機に、同年

８月に環境基本方針を改訂、「地球環境問題の解決は、企業や地域での対応とともに地球

規模での対応も必要であるとの認識から、先進国と発展途上国を持続可能なビジネスモデ

ルで結びあうため、NPO や諸団体との連携を深めます」の１項目を追加し、RSPO（持続可

能なパームオイルのための円卓会議）*) への参加、車の寄付などサバ州野生生物局への

ボルネオゾウ保護活動の支援を開始しました。 

 サラヤは、社長が理事長を務める NPO 法人ゼリ・ジャパンの法人会員として活動に積極

的に参加しています。ゼリ・ジャパンはゼロ・エミッションの生産システム構築のために

企業間交流や情報発信、コンサルティング等を行う目的で設立され、コロンビア政府が実

施している熱帯林再生事業を支援するために基金を設置するなど、自然環境に関する取組

も実施しています。また、パーム油生産地の環境保全においても、マレーシア、セガマ川

やキナバタンガン川の流域の保護区設定、熱帯雨林の再生などの活動を行うことが今後予

定されています。 

 
*)RSPO とは： 

Roundtable on Sustainable Palm Oil は、パーム油の生産から販売までパーム油の流通

に関わる誰もが加入することができ、環境や社会に悪影響を与えないパーム油の生産、流

通システムを作り出していこうという会議で、WWF（世界自然保護基金）の呼びかけで始

まった活動。 

 

 

写真提供：サラヤ株式会社 

（写真左）誤って狩猟用のわな等にかかったボルネオゾウ 

ロープが足に絡まって成長とともに足に食い込んだ傷がみられる 

（写真右）上空からみたアブラヤシプランテーション 
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［事例３］鹿島建設株式会社 

 

１．本業としての自然環境分野への取組価値 

 従来型の公共工事は今後減少が予想されること、また、民間の顧客においても自然

環境配慮に価値を見いだす傾向が強まってきていることなどから、鹿島建設では自然環

境分野を本業の中に位置づける動きが進んでいます。設計施工だけではなく、その上流

（計画等）や下流（モニタリングサービス等）までビジネスの幅を広げることにより、

自然環境保全の視点でのコンサルティングの提供が可能となります。例えば、計画段階

で街路樹や屋上緑化を整備した場合に環境保全機能がどれだけ改善されるのか等のシ

ミュレーションを示すことで、自然環境に価値を見いだす顧客にアピールするといった

具合です。 

２．具体的な取組事例 

群馬県の工場建設では、近自然工法の採用、調整池や水路のビオトープ化など、敷地

全体の自然環境配慮が行われ、竣工後のモニタリングにも携わっています（平成 13 年

竣工）。 

また、自然環境分野での技術開発については、野鳥などの鳴き声を音声認識技術によ

り自動識別する「野生生物音声情報認識システム」を開発し、環境モニタリングや環境

教育事業への活用を図ったり、北里大学とのアマモ場のスピード再生に関する共同研究

を行い、発芽までの期間を従来の約 1/2、高発芽率による種苗の安定確保技術を開発す

るなどの取組が行われています。 

３．「鹿島生態系保全行動指針」 

 上記のような自然環境保全に関する各種取組とともに、社内の環境委員会の下に生

態系保全部会を設置して建設事業と生態系保全の両立に向けた考え方を検討し、2005 年

８月に「鹿島生態系保全行動指針」が策定されました。この指針は社内だけでなく、共

同で工事を行う企業や協力会社とともに実現していくものです。廃棄物のリサイクルや

ＣＯ２削減などをうたった環境行動指針を示す企業は増えてきているものの、自然環境

や生物多様性に特化した指針を示したのは建設業としてはおそらく初めての取組とい

えます。また、生態系保全活動を効率的に推進するため、社内で保有する生態系関連の

情報を一元的に管理する「生態系情報管理システム」も構築されました。 

鹿島生態系保全行動指針 2005 年８月制定 

４ 建設事業における取組み 

鹿島は、生態系に関する情報、技術を活用した顧客への

提案や工事における環境配慮、ならびに顧客と地域・社

会とのコミュニケーションを支援することで、建設事業

を通じて良好な生態系の保全・創出を目指す。 

５ 研究開発 

鹿島は、生態系に関する情報や技術的知見の集積を行

い、関連する研究・技術開発を積極的に推進する。 

６ 社会貢献 

鹿島は、生態系保全のために市民活動や社員ボランティ

ア活動の支援、学協会への協力等に積極的に取り組む。

１ マネジメントシステム 

鹿島は、生態系保全を環境マネジメントの重要な課題と

位置付け、事業活動における生態系への配慮を推進す

る。 

２ コンプライアンス 

鹿島は、生態系保全に関する法令を遵守するとともに、

関連政策や社会的要請を把握し、その知見を事業活動に

反映させるよう努める。 

３ 教育 

鹿島は、生態系保全活動のために必要な基礎知識、法令、

対応技術、対応事例等の情報を、社内教育等を通じて普

及展開し、生態系の価値に対する社員の認識を高める。 
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［事例４］サントリー株式会社 

 

１． 水を通じた自然環境への取組 

 サントリーは農産物や水を原料とする飲料を主力商品としており、水をはじめとする自

然生態系は経営資源そのものであるとの認識から、昭和 48 年の愛鳥キャンペーンにはじ

まり、企業の取組としては比較的早い時期から自然環境保全に関する活動を開始しまし

た。企業理念として「人と自然と響きあう」、コーポレート・メッセージとして「水と生

きる SUNTORY」を掲げ、さまざまな取組が行われています。 

 

２． 野鳥保護 

 サントリーは昭和 48 年に愛鳥キャンペーンを開始し、工場敷地内に民間企業初のバー

ドサンクチュアリ（野鳥の聖域）設置、探鳥会や巣箱かけなどの愛鳥活動や、アホウドリ

保護のための募金活動、野鳥・自然保護の啓発などの活動を展開しています。平成２年に

は公益信託「サントリー世界愛鳥基金」を創設し、国内外の鳥類保護団体に対する助成が

行われています。 

 

３． 水源林の保全 

 飲料づくりには水が欠かせないことから、水源涵養活動は CSR 活動というよりは本業と

関係の深い取組と位置づけられており、平成 15 年から各地の工場の水源地等の森林をサ

ントリー「天然水の森」と名付けて森林保全活動が実施されています。自社工場の水源で

ある南阿蘇では、国有林 102ha に「法人の森林（もり）」*) 制度を活用して国と協力した

森林整備を実施し、京都府・大阪府にまたがる天王山では自治体、学識経験者、市民団体

などとともに森林整備推進協議会を設立して整備方針を検討するなど、行政や市民との協

働の仕組みも採り入れられています。また、平成 16 年には「天然水の森 阿蘇」にサント

リー「森と水の学校」を開校し、地元の森林インストラクター会やネイチャーゲーム協会

の協力も得て環境教育活動が行われています。 
*) 法人の森林制度：法人が造林や施業で一定の負担をし、国と法人で伐採時の収益を分け合う制度。 

 

４． その他の取組 

 全社的な取組とは別に、各工場独自の取組も行われており、例えば山崎蒸溜所、京都ビ

ール工場では、場内に生育する希少植物の栽培、育成が行われています。また、山梨県の

登美の丘ワイナリーでは、ブドウ栽培において有機肥料だけを使用したり、病気に弱い植

物であるバラを畑に植えて病気の兆候をいち早くとらえることにより農薬の使用量を減

らすなど、水質や生態系に影響の少ない栽培法が取り入れられています。 

 

（写真左）「森と水の学校」

（写真右） 森林保全活動 

 

写真提供： 

サントリー株式会社
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［事例５］東京海上日動火災保険株式会社 

 

１．マングローブの植林事業 

 創業 120 周年記念事業の一環として、社員や代理店からアイデアを募集し、環境保護、

社会貢献の分野で長く将来に残るものという声をもとに、社内で議論した結果、マングロ

ーブの植林事業（マングローブ植林プロジェクト）を実施することとなりました。 

第１期プロジェクト（平成 11 年度～15 年度）では、東京海上日動の１年間の事業活動

に伴って排出される二酸化炭素量を吸収し得る規模に相当する3,000ヘクタールの植林を

目標に東南アジア５ヵ国において実施されました。平成 16 年度からは、第２期プロジェ

クトとしてフィジーを加えた６ヵ国において2,000ヘクタールを目標に植林が進められて

います。 

植林プロジェクトは、マングローブ植林に実績のあるNGOとのパートナーシップのもと、

東京海上日動は事業費などの支援、NGO は植林に適した場所の選定や植林計画に基づいた

適正な植付け規模の設定、地域住民との合意形成、地域住民を主体とした植林の実施、地

元政府との調整などの現地活動を行っています。 

社員、代理店、その家族などを対象として、平成 11 年度から年１～２回マングローブ

植林ボランティアツアーを催行し、これまでに８回、約 250 人が現地で植林活動を体験し

ました。ツアーは、植林活動とともにマングローブや環境問題に関する勉強会といった環

境教育活動等もプログラムに組み込まれ、参加者への環境保護の意識啓発に繋がっていま

す。 

東南アジアについては、日本から近く、社員等が植林ボランティアに参加しやすいこと、

また保険事業を展開している感謝の気持ちを表す為に、プロジェクトの対象地域とされま

した。植林を続けてきたことで、現地法人の存在は現地でも認知されてきており、支店の

数も増加し、また日系営業だけでなく、現地の方々への保険営業も増加しています。 

２．環境保護の普及啓発活動 

 マングローブ植林を体験した社員などが小学校を訪問し、「みどりの授業～マング

ローブ物語～」と題して、地球温暖化をテーマとした出前授業を行っています。平成 17

年度には、東京都内 20 校、約 1,600 人の児童を対象に行われました。授業は、マング

ローブの実物に触れる体験や植林活動の体験談等を取り入れ、児童が環境保護について

考え、行動していくきっかけ作りを行っています。  

 

 

 
写真提供：東京海上日動火災保険株式会社 

■ 第１期プロジェクト 

植林実績 

■ 第２期プロジェクト 

植林計画 

植林地

インドネシア 911
タイ 516
フィリピン 505
ミャンマー 610
ベトナム 902
合計 3,444
目標達成率 115%

(ha)

植林面積 植林地

インドネシア 650 68
タイ 400 100
フィリピン 100 0
ミャンマー 550 216
ベトナム 250 43
フィジー 50 8
合計 2,000 435

(ha)
植林面積
(目標)

2004年度までに
実施の植林面積

（写真）2006 マングローブツアー 
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表
2
-
2
-
2
1
 
自
然
環
境
・
生
物
多
様
性
保
全
に
関
し
て
取
組
を
進
め
る
企
業
事
例
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
整
理

実
施
中
の
活
動
に
つ
い
て
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
企
業
 

活
動
概
要
 

 

活
動
の
契
機
と
経
緯
 

活
動
の
目
的
・
位
置
付
け
 

活
動
の
選
定
理
由
 

活
動
の
体
制
 

活
動
に
お
け
る
 

重
要
ポ
イ
ン
ト
や
課
題
 

活
動
の
効
果
・
反
響
 

活
動
に
関
す
る
 

社
内
管
理
体
制
 

全
日
本
空
輸
株
式
会
社
 

（
運
輸
業
）
 

・
沖
縄
で
は
地
元
企
業
等
と
チ
ー
ム

「
美ち
ゅ

ら
サ
ン
ゴ
」
を
結
成
し
、
一
般
ダ
イ

バ
ー
に
呼
び
か
け
、
サ
ン
ゴ
の
植
付

け
・
再
生
活
動
を
実
施
。
 

・
社
員
や
社
員
の
家
族
、
地
元
住
民

の
参
加
に
よ
り
、
国
内
1
4
箇
所
の
空

港
周
辺
地
域
で
植
林
を
実
施
。
今

後
全
て
の
空
港
周
辺
地
域
に
活
動

を
拡
大
予
定
。
2
0
05
年
か
ら
は
海

外
の
空
港
で
も
取
組
を
開
始
。
 

・
社
内
環
境
部
署
で
は
従
来
騒
音
問
題

を
中
心
と
し
た
環
境
問
題
を
扱
っ
て
き
た

が
、
2
0
0
3
年
に
環
境
・
社
会
貢
献
部
に

改
編
し
て
一
般
の
方
に
わ
か
り
や
す
い
取

組
み
へ
の
展
開
を
目
指
し
た
。
 

・
既
に
各
支
社
で
様
々
な
活
動
が
実
施
さ

れ
て
お
り
、
全
社
と
し
て
の
取
組
は
浸
透
し

や
す
か
っ
た
。
 

・
活
動
の
目
的
は
基
本
的
に
は
社
会

貢
献
で
あ
る
。
付
随
的
効
果
と
し
て

本
業
（
旅
客
の
選
択
）
に
繋
が
れ
ば

よ
り
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
 

・
様
々
な
環
境
の
中
で
、
自
然
環
境

は
わ
か
り
や
す
く
一
般
市
民
に
対
す
る

訴
求
力
が
高
い
。
 

・
C
O
2
を
排
出
す
る
航
空
会
社
の
責

務
と
し
て
、
こ
れ
を
吸
収
す
る
緑
を
増

や
し
た
い
と
い
う
意
向
が
あ
っ
た
。
 

・
社
員
、
社
員
の
家
族
、
地
域
住
民
、

地
元
N
P
O
等
と
で
連
携
す
る
こ
と
が

多
い
。
 

・
沖
縄
で
の
サ
ン
ゴ
植
付
け
活
動
で

は
、
複
数
の
企
業
で
チ
ー
ム
を
組
ん

で
活
動
を
実
施
。
 

・
円
滑
な
遂
行
に
は
現
地
で
の
人
脈

が
必
須
と
な
る
。
 

・
生
物
多
様
性
に
係
る
取
組
は
継
続

的
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
植
林
等
の
イ

ベ
ン
ト
前
後
の
ケ
ア
が
必
要
で
あ
る
。

・
自
然
環
境
保
全
活
動
を
必
要
と
す

る
地
域
は
山
間
部
に
あ
り
、
参
加
者

を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
 

・
イ
メ
ー
ジ
向
上
の
効
果
に
対
す
る
期

待
が
大
き
い
ほ
か
、
C
S
R
の
視
点
か

ら
1
人
1
人
の
お
客
様
の
環
境
意
識

の
向
上
に
繋
が
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
 

・
環
境
と
社
会
貢
献
を
担
当
す
る
部

署
が
全
体
を
管
理
。
部
署
内
1
1

名
。
 

・
広
報
、
C
S
R
担
当
、
法
務
等
の
部

署
が
連
携
し
て
進
め
る
。
 

・
2
0
0
6
年
4
月
に
は
社
会
貢
献
活
動

の
準
備
等
を
担
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル

ー
プ
を
設
立
（
3
0
8
名
）
。
 

サ
ラ
ヤ
株
式
会
社
 

（
製
造
業
：
日
用
品
）
 

・
2
0
0
4
年
に
W
W
F
が
提
起
し
た
持
続

可
能
な
パ
ー
ム
オ
イ
ル
の
た
め
の
円
卓

会
議
（
R
S
P
O
）
に
参
加
。
 

・
マ
レ
ー
シ
ア
 
ボ
ル
ネ
オ
島
に
お
い
て
、

ア
ブ
ラ
ヤ
シ
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

被
害
を
受
け
た
ボ
ル
ネ
オ
ゾ
ウ
の
保

護
活
動
を
実
施
。
 

・
テ
レ
ビ
番
組
で
原
料
調
達
地
で
あ
る
ア
ブ

ラ
ヤ
シ
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
野
生
生
物
被

害
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
か
ら
問
題
意
識
を

も
っ
て
活
動
を
開
始
。
 

・
原
料
調
達
地
の
環
境
破
壊
は
原
料

ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
自
社
に
も
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
の
認
識
か
ら
、
活
動
を

実
施
し
て
い
る
。
 

・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
で
得
た
利
益

の
一
部
を
環
境
保
全
に
還
元
す
べ
き

と
の
発
想
に
基
づ
く
。
 

・
原
料
調
達
地
の
環
境
保
全
に
資
す

る
た
め
。
 

・
J
IC
A
や
W
W
F
に
よ
る
活
動
が
既
に

定
着
し
て
お
り
、
情
報
が
収
集
さ
れ
て

い
る
た
め
、
ボ
ル
ネ
オ
島
を
選
定
し

た
。
 

・
ま
た
、
日
本
に
最
も
近
い
主
要
生
産

地
で
あ
る
。
 

・
国
際
的
協
力
組
織
（
R
S
P
O
）
や

J
IC
A
、
B
B
E
C
（
ボ
ル
ネ
オ
生
物
多

様
性
保
全
・
生
態
系
保
全
プ
ロ
グ
ラ

ム
）
、
現
地
政
府
等
と
協
働
で
実
施

し
て
い
る
。
 

・
生
物
多
様
性
に
関
す
る
取
組
は
専

門
家
の
確
保
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
。
 

・
会
社
の
規
模
を
考
え
、
自
社
の
手
に

負
え
る
範
囲
を
見
極
め
て
活
動
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
 

・
社
長
の
関
心
が
高
く
、
社
と
し
て
積

極
的
か
つ
迅
速
に
活
動
に
取
り
組
め

る
。
 

・
食
品
の
よ
う
に
生
産
地
や
生
産
状
況

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
消
費
者
が
増
え
れ
ば

消
費
財
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
効
果
的
な

活
動
と
な
る
。
 

・
イ
メ
ー
ジ
的
な
ア
ピ
ー
ル
で
は
な
く
成

果
を
き
ち
ん
と
報
告
し
て
い
き
た
い
。
 

・
特
別
の
専
門
部
署
は
設
け
て
い
な

い
。
各
部
署
の
中
か
ら
社
長
の
指
示

を
受
け
た
数
名
が
担
当
。
 

・
ボ
ル
ネ
オ
保
全
ト
ラ
ス
ト
(*
)の
設
立

な
ど
公
共
性
の
高
い
活
動
に
つ
い
て

は
社
長
が
理
事
長
を
努
め
る
N
P
O

法
人
に
活
動
の
管
理
を
移
譲
す
る

予
定
。
 

(*
)：
ボ
ル
ネ
オ
 
サ
バ
州
の
川
岸
に
野

生
生
物
の
生
息
地
を
確
保
す
る
活
動

（
緑
の
回
廊
計
画
）
。
 

鹿
島
建
設
株
式
会
社
 

（
建
設
業
）
 

・
2
0
0
5
年
に
「
鹿
島
生
態
系
保
全
行

動
指
針
」
を
策
定
。
 

・
ま
た
、
開
発
案
件
の
環
境
配
慮
を
評

価
す
る
技
術
を
開
発
し
た
ほ
か
、
リ
ゾ

ー
ト
開
発
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
と

し
て
野
鳥
野
生
生
物
音
声
情
報
認

識
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
た
。
 

・
生
態
系
に
関
す
る
社
内
の
情
報
を

管
理
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
中
。

・
公
共
事
業
の
減
少
を
受
け
、
新
た
な
形

態
で
の
業
務
展
開
を
模
索
し
て
き
た
。
そ

の
中
で
、
シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
段
階
に
お

け
る
自
然
環
境
保
全
の
視
点
で
の
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
の
提
供
を
考
え
た
。
 

・
社
会
貢
献
で
は
な
く
、
新
し
い
型
の

本
業
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
 

・
自
然
環
境
へ
の
影
響
の
低
減
の
み

な
ら
ず
、
保
全
に
よ
る
利
益
を
提
供

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
確
立
を
目
指
す
。
 

・
建
設
業
は
環
境
に
直
接
的
に
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
て
い
る
た
め
、
生
物
多
様

性
保
全
に
係
る
活
動
と
の
関
わ
り
が

分
か
り
や
す
い
。
 

・
方
針
に
つ
い
て
は
経
営
層
が
決
定
。

具
体
の
案
件
に
つ
い
て
は
社
内
の
研

究
開
発
担
当
者
が
種
を
見
つ
け
て

進
め
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
 

・
生
物
多
様
性
保
全
に
係
る
研
究
開

発
は
、
国
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
形
式
で
進
め
、
事
業

展
開
に
あ
た
っ
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
確

保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 

・
生
物
の
生
息
デ
ー
タ
が
絶
対
的
に
不

足
し
て
い
る
。
 

・
緑
地
に
近
い
不
動
産
に
人
気
が
集

ま
る
、
自
然
環
境
に
対
す
る
潜
在
的

な
ニ
ー
ズ
は
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
。
 

・
ブ
ラ
ン
ド
価
値
の
向
上
に
は
繋
が
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
 

・
生
態
系
保
全
に
係
る
指
針
を
作
成

し
た
こ
と
へ
の
反
響
は
大
き
い
。
 

・
生
物
多
様
性
保
全
に
特
化
し
た
部

署
は
な
い
が
、
造
園
、
海
洋
環
境
等

の
関
連
部
署
が
4
箇
所
程
度
に
分

散
。
 

サ
ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
 

（
製
造
業
：
飲
料
）
 

・
1
9
7
0
年
代
か
ら
野
鳥
保
護
活
動
を

開
始
。
1
9
9
0
年
に
世
界
愛
鳥
基
金

を
設
立
し
、
野
鳥
保
護
活
動
を
行
う

団
体
を
助
成
し
て
き
た
。
 

・
ま
た
、
従
業
員
や
地
元
住
民
の
参

加
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
8
か
所
の
自

社
工
場
水
源
地
な
ど
の
周
辺
地
域

で
水
源
涵
養
の
た
め
の
森
林
保
全

活
動
を
実
施
。
 

・
公
害
問
題
が
注
目
を
集
め
た
1
9
7
0
年

代
に
愛
鳥
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
た
の
が
契

機
と
な
っ
た
。
 

・
企
業
理
念
「
人
と
自
然
と
響
き
あ
う
」

に
基
づ
き
、
自
然
環
境
保
全
活
動
は

本
業
の
一
部
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

 

・
飲
料
づ
く
り
は
水
が
基
本
で
あ
り
、
経

営
資
源
そ
の
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い

る
た
め
。
 

・
森
林
保
全
活
動
で
は
、
地
域
の
森

林
管
理
署
や
林
業
関
係
者
に
技
術

指
導
い
た
だ
い
て
い
る
。
 

・
自
社
の
敷
地
以
外
に
つ
い
て
の
水
源

涵
養
活
動
等
の
場
合
に
は
、
林
野

庁
や
国
土
緑
化
推
進
機
構
等
に
よ

る
制
度
を
利
用
し
て
い
る
。
 

・
現
在
は
本
社
が
主
体
的
に
活
動
を

実
施
し
て
い
る
が
、
各
地
の
工
場
が

地
域
と
の
接
点
と
な
っ
て
お
り
、
今
後

は
連
携
を
深
め
て
い
く
。
 

・
森
林
保
全
活
動
の
推
進
、
社
員
の

参
加
に
よ
る
環
境
意
識
の
向
上
、

「
森
と
水
の
学
校
」
の
実
施
に
よ
り
次

世
代
教
育
の
場
と
し
て
活
用
し
て
い

る
。
 

・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
具
現
化
し

た
活
動
と
し
て
「
水
と
生
き
る

S
U
N
T
O
R
Y
」
の
理
解
・
共
感
へ
の
一

助
と
な
っ
て
い
る
。
 

・
森
林
保
全
活
動
に
つ
い
て
は
環
境

部
を
主
体
と
し
、
関
係
部
署
、
各
拠

点
と
連
携
し
、
推
進
し
て
い
く
。
 

 

東
京
海
上
日
動
火
災
 

保
険
株
式
会
社
 

（
金
融
業
）
 

・
1
9
9
9
年
度
か
ら
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
林

事
業
を
進
め
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
5

か
国
で
、
2
0
0
3
年
度
ま
で
の
5
年
間

に
3
,4
4
4
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
植
林
し
た
。

現
在
で
は
、
第
2
期
計
画
と
し
て
、
フ

ィ
ジ
ー
を
加
え
た
6
か
国
を
対
象
に
、

2
0
0
4
年
度
か
ら
5
年
を
か
け
て
、
さ
ら

に
2
,0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

を
植
林
す
る
事
業
が
進
行
し
て
い

る
。
 

・
東
京
海
上
創
業
1
2
0
周
年
記
念
事
業

と
し
て
、
「
環
境
保
護
」
「
社
会
貢
献
分

野
」
で
「
夢
が
あ
り
長
く
将
来
に
残
せ
る
も

の
」
を
希
望
す
る
声
に
応
え
る
べ
く
検
討
、

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
林
事
業
を
開
始
し
た
。
 

・
当
初
、
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化

炭
素
排
出
の
吸
収
・
固
定
を
目
的
に

着
手
し
た
。
昨
今
で
は
、
地
球
温
暖

化
防
止
に
加
え
、
植
林
地
域
や
住

民
の
生
活
の
持
続
可
能
性
向
上
へ

の
寄
与
も
。
 

・
経
営
理
念
の
実
践
こ
そ
が
C
S
R
の

取
組
で
あ
り
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
林
事

業
は
社
会
貢
献
の
柱
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
 

・
社
会
的
な
環
境
意
識
の
高
ま
り
の
も

と
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
・
固
定
力

の
大
き
さ
に
着
目
。
「
海
の
森
」
と
し
て

の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は
社
名
と
の
相
性
も

良
好
で
あ
る
。
 

・
対
象
地
域
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
は
、

日
本
か
ら
近
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し

や
す
い
他
、
保
険
営
業
で
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
御
礼
の
意
味
も
含
ん
で
い

る
。
 

・
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
植
林
に
実
績
の
あ
る

N
G
O
と
連
携
。
 

・
N
G
O
に
は
、
資
金
援
助
の
上
で
、
適

地
選
定
や
植
林
規
模
の
見
極
め
、

地
域
住
民
と
の
対
話
や
理
解
獲

得
、
地
域
住
民
を
主
体
と
し
た
植
林

の
実
施
、
地
元
政
府
と
の
調
整
な
ど

と
い
っ
た
日
常
的
な
活
動
を
依
頼
し

て
い
る
。
 

・
年
1
～
2
回
、
社
員
に
よ
る
植
林
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
を
催
行
し
て
い
る
。
 

・
経
営
者
の
理
解
と
率
先
的
な
行
動

が
果
た
さ
れ
て
い
る
。
 

・
実
績
あ
る
N
G
O
と
の
密
接
な
連
携

が
有
効
。
 

・
自
社
ら
し
い
特
色
あ
る
取
組
と
し
て

社
会
的
に
定
着
し
て
い
る
。
営
業
に

際
し
て
話
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
 

・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
名
度
の
向

上
や
信
頼
感
の
獲
得
に
も
寄
与
。
 

・
社
内
で
は
、
植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア

ー
参
加
者
を
中
心
に
、
環
境
意
識
が

飛
躍
的
に
向
上
し
た
。
 

・
常
務
を
筆
頭
と
す
る
C
S
R
委
員
会

の
承
認
の
も
と
、
C
S
R
室
が
中
心
と

な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
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業種別の５社のみの調査であり、一般論とはいえませんが、自然とのかかわりが深く、

生態系に直接的なインパクトを与える建設業では、生物多様性保全の取組は CSR の一環

というより新たなビジネスモデルとしての内部化への展開の位置づけとなってきてい

るようです。業界団体である日建連、土工協、建築協の３団体が「建設業の環境保全自

主行動計画」を策定し、その中の実施項目の１つとして生態系保全の取組やその技術開

発を促進してきた経緯もあります。また、製造業では、原料調達地である生態系を保全

し、持続可能な原料調達を通じて、経営資源としての生物多様性の保全に取り組んでい

る事例が挙げられます。上記以外の旅客運輸業や金融業では、直接的には生物多様性保

全とは関与していませんが、一般に分かりやすい社会貢献活動としてその取組を通じて、

結果として企業の知名度向上や信頼感醸成が図られている事例が挙げられます。 

生物多様性保全に取組む企業は各々、企業理念に沿った特色ある取組を実施していま

す。社内における活動推進体制や社内の担当人員不足、専門家との連携の必要性など、

実施していく上での課題も多々ありますが、各企業は、複数の企業と連携を図ったり、

地元の専門家、NGO、大学等との協働を図ったりと、工夫した取組を実施しています。 

このような企業の CSR 活動として生物多様性保全の取組が拡大していくように、その

支援方策等も検討していく必要があります。 
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Ⅱ 生物多様性の危機への対応

新国家戦略では、我が国の生物多様性の現状を踏まえた危機の構造を、３つの原因、
結果から以下のように大別し、それぞれ「第１の危機 「第２の危機 「第３の危機」」、 」、
として、原因と対応を記述しています。

［第１の危機］…人間活動ないし開発が直接的にもたらす種の減少、絶滅、あるいは生
態系の破壊、分断、劣化を通じた生息・生育域の縮小・消失

［第２の危機］…生活・生産様式の変化、人口減少など社会経済の変化に伴い、自然に
対する人為の働きかけが縮小後退することによる里地里山等における
環境の質の変化、種の減少ないし生息・生育状況の変化

［第３の危機］…近年問題が顕在化するようになった外来生物等による生態系の攪乱

平成17年度以降に実施したこれらの危機への主な対応状況は以下のとおりです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 「第１の危機」への対応．

新国家戦略では、人間活動に伴う負の影響要因が招く第１の危機に対して、保全を
強化すること、再生・修復を積極的に進めることとしています。

■（１）保全の強化

自然公園における保全の強化
・吉野熊野国立公園では、世界最北・国内最大のオオナガレハナサンゴ群生地とな
っている地域の保全を図るため海中公園地区を拡張（13.7ha）しました。

・支笏洞爺国立公園及び富士箱根伊豆国立公園では、プレジャーボート等の乗入れ
を規制し水質や水中生物等の保全・保護を図るため、それぞれ乗入れ規制地区の
拡張（7,876ha）及び新設（470ha）を行い、伊勢志摩国立公園及び三河湾国定公
園では、オフロード車等の乗入れを規制しウミガメ産卵地等の保護を図るため、
乗入れ規制地区を新設（２公園計：139ha）しました。

・国立・国定公園の特別地域において捕獲等を規制する動物（指定動物）を９種指
定し、管理の強化を図りました。
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国指定鳥獣保護区の指定
・平成17年度に仏沼、蕪栗沼・周辺水田、野付半島・野付湾、最上川河口、瓢湖及び
宍道湖の６箇所を国指定鳥獣保護区に指定しました。

生息地保護区の指定
・国内希少野生動植物種であるアベサンショウウオの生息地保護区を指定しました。

森林の保全
・平成17年度には新規に約25千haの保護林を設定するとともに、荒廃の見られる森林
生態系、植物群落等の現況とその原因について調査分析等を行いました。緑の回廊
については、新たに３箇所を設定（計約31千ha）しました。また、保安林の計画的
指定（約323千ha）を行いました。

世界自然遺産の保全・管理
・平成17年７月に我が国で３番目の世界自然遺産として登録された「知床」について
は、登録に際して世界遺産委員会より、2008年までに海域管理計画の策定を行うな
どの対応を求められており、平成17年度は海域管理計画策定に向けた検討等に着手
するとともに、陸域と海域の生態系を総合的に把握する調査を実施しました。

ラムサール条約湿地の新規登録
・平成17年11月に開催されたラムサール条約第９回締約国会議にあわせ、新たに20箇
所の国内湿地を条約湿地に登録しました。これにより、国内の条約湿地数は33箇所
になりました。

■（２）再生・修復

自然再生推進法に基づく取組
・自然再生推進法は、施行から３年以上が経過し、自然再生推進法に基づく自然再生
協議会が全国で19箇所（平成18年10月末現在）で設立されています。協議会構成員
数は、最多の121名（阿蘇草原再生協議会）から最小の22名（森吉山麓高原自然再生
協議会）まで各協議会で違いはありますが、全19協議会の構成員数の合計は1,000名
超になっており、自然再生に取り組む方々は着実に増加しているといえます。

・19箇所の全協議会のうち、２／３弱にあたる12箇所の協議会で既に全体構想が策定
されており、樫原湿原、神於山、釧路湿原の３箇所の自然再生協議会では事業実施
計画が策定されました。

・平成17年度には自然再生推進法に基づく、２回の自然再生専門家会議（樫原湿原、
神於山の事業実施計画を議論）と関係省庁各部局の連絡調整の場となる自然再生推
進会議を開催しました。平成18年度は、９月19日に自然再生専門家会議（釧路湿原
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の事業実施計画を議論）を開催しました。以降も定期的に両会議を開催していく予
定です。今後も関係省庁が協力して、各地域での自然再生の取組を積極的に実施・
支援していくことが重要です。

自然再生事業
・国においては、予算措置（補助・交付金事業も含め）で、自然再生推進法に基づく
取組以外も含めて、河川、湿原、干潟、藻場、里地、里山、森林等において合わせ
て144箇所（平成18年３月現在）で自然再生のための調査や事業を実施しています。

鳥獣保護区における保全事業
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の一部が改正（平成18年６月成立）さ
れ、鳥獣の生息環境が悪化した鳥獣保護区において、国及び地方公共団体が鳥獣の
生息地の保護及び整備を図るための「保全事業」を創設しました。この新たな制度
も活用しながら鳥獣保護区の保護及び整備を図っていきます。

上記以外に、法に基づくものでなく、国が取組に直接的に絡んでいない、地元や市民
団体が主導で取り組んでいる自然再生の取組も、数は把握できていませんが、全国各地
で数多く行われています。これらの各地のボトムアップの取組活動をどのように支援し
ていくか検討していくことが必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ 「第２の危機」への対応．

里地里山等における人為の働きかけが縮小後退することによる第２の危機に対して
は、対象地域の自然的・社会的特性に応じて人為的な管理・利用を行っていくための
新たな仕組みの構築、人と自然の関係の再構築という観点に立った対応が必要とされ
ています。

農地・水・環境保全向上対策の取組
・農林水産省では、平成17年10月に経営所得安定等対策大綱を決定し、農業の持続的
発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、地域において農地・農業用水等の資源
や環境の良好な保全と質的向上を図ることとし、農地・農業用水等の資源や農村環
境を保全向上させる共同活動と、地域でまとまって環境負荷を大幅に低減する先進
的な営農活動を、一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境保全向上対策」の
検討を開始しました。平成18年度に全国約600地区でモデル的支援を行い、平成19年
度から本格導入されます。

47



農村景観・自然環境保全のための直接支援
・農林水産省では、平成18年度に、公募方式により活動主体となるNPO等を募集し、棚
田の保全等の農村特有の良好な景観形成の促進に資する活動及び生きもの調査や小
ビオトープ造成等の生態系保全等、農村の自然環境の保全・再生の推進に資する活

、 「 」 、動に対し 直接支援する 農村景観・自然環境保全再生パイロット事業 を創設し
農村地域において景観保全・自然再生活動の推進・定着を図っています。

NPO等による施業実施協定に基づく森林整備
・国民参加の森林づくりを推進するため、森林ボランティア活動を行うNPO等と森林所
有者等が森林施業の実施に関する事項等について協定を締結する施業実施協定制度
（平成16年度創設）に基づき、平成17年度に新たに８件の協定を締結し、里山林等
の保全・整備を行っています。

耕作放棄地対策
・里地里山生態系の質の劣化をもたらす耕作放棄地（平成17年調べで全国に38万６千h
） 、 、 、 、a の解消・発生防止を図るため 農林水産省では行動計画をたてて 国 都道府県
農業委員会、市町村が一体となって耕作放棄地対策を進めており、具体的には下記
の通りです。

①改正農業経営基盤強化促進法（平成17年９月施行）に基づき、市町村基本構想にお
いて遊休農地等を明確化した上で、農業上利用すべきものとそれ以外のものに振り
分け、各種支援策の導入を検討するなど、遊休農地解消・発生防止に関する地域の
主体的取組を推進しています。

②農林水産省では平成18年４月に地域における活動を支援するための「耕作放棄地対
策推進の手引き」を作成し、関係機関等に配布し、広く普及推進を図りました。ま
た、農振農用地区域内の耕作放棄地面積を毎年度調査するなどし、基本構想に示さ
れた遊休農地等の解消等にむけた取組の実態等を確認し、市町村等に対して必要に
応じた指導・助言を行います。

文化的景観の保全
・平成16年に文化財保護法が一部改正（平成17年施行）され、棚田、里山等の人と自
然の関わりの中で作り出されてきた文化的景観を新たに文化財として位置づ るこけ
と なりました。更に、文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観としてと
選定できるようになりました。

・これを受け、国の重要文化的景観の選定第一号として、湖やヨシ原などの自然環境
が、ヨシ産業等を通じて地域住民の生活と深く結びついた「近江八幡の水郷 （滋賀」
県）が選定されました。また、それに続き、中世平泉の中尊寺経蔵別当領に関係す
る骨寺村荘園遺跡に起源を持ち、この地に独特の気候・風土を踏まえた農耕と居住
の在り方を示す「一関本寺の農村景観 （岩手県）が選定されました。」

・平成17年度から新たに補助制度として文化的景観の保存活用のために行う調査、保
存計画策定、整備、普及啓発に関する事業に対し補助を行う「重要文化的景観保護
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推進事業」を創設し、18件の農林水産業等に関連する文化的景観について補助を行
いました。

二次的自然を持続可能な利用を通じて保全再生していく様々な事業におけるモデル地
域の取組事例等を活用して、全国に普及していくことが重要な課題です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３ 「第３の危機」への対応．

外来生物等による生態系の攪乱の問題については、生物多様性に与える影響が甚大
であること等の認識の下、外来生物が及ぼす影響に関する科学的知見の収集を基礎と
しながら、侵入の予防、侵入の初期段階での発見と対応、定着した外来生物の駆除・
管理の各段階に応じた対策を進める必要があるとしています。

平成17年６月には、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（以
下 「外来生物法」という ）が施行されました。、 。

■（１）外来生物への対応

特定外来生物の指定と飼養等の規制
・外来生物法に基づき、アライグマ、オオクチバス等83種類の外来生物を特定外来生
物として指定し、その飼養、栽培、保管又は運搬、輸入、譲渡し等を原則禁止しま
した。

特定外来生物の防除の実施
・特定外来生物の内83種類の外来生物について、その防除の公示を行うとともに、
オオクチバス・コクチバス・ブルーギルについては防除の指針を作成して公表し
ました。

・アライグマ、オオクチバス等に係る防除モデル事業を実施しています。また、奄
美大島及び沖縄やんばる地域におけるジャワマングースの防除事業、及び西表島
のオオヒキガエル監視事業を行いました。

外来生物への対応としては、引き続き、生態系等への被害が懸念される外来生物を
リストアップし、被害や定着状況等に係る科学的知見の充実を図ることが必要です。
外来生物のデータベースの構築、防除手法の確立を含め、外来生物法の実施体制を充
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実させるとともに、国民に対する普及啓発を進めることが必要です。

■（２）飼養動物の管理の徹底

・ 改正動物愛護管理法が平成18年６月に施行されました。これに伴い、動物取扱業に関
する基準、特定動物（危険動物）に関する基準、動物が自己の所有に係るものである
ことを明らかにするための措置等、各種基準・指針等の策定及び改定を行い、ペット
由来の動物による生態系への影響対策として飼養動物の管理の徹底の強化を図りまし
た。また、個体識別措置の普及のため、獣医師等を対象としたマイクロチップ埋込み
のための技術マニュアルの作成及びマイクロチップ埋込み方法に係る技術講習会を開
催しました。

■（３）国内で人為的に移動される在来生物への対応

・国内の在来生物や明治元年以前に我が国に導入された生物であっても、このような
生物が自然に分布していない地域に持ち込まれることにより、持ち込まれた地域の
生態系に被害を及ぼすことがあります。そこで、生物多様性の保全上特に重要な地
域である国立・国定公園の特別保護地区および原生自然環境保全地域においては、
平成18年１月より動植物の放出等を新たに規制しました。

・一部の国立公園においてはグリーンワーカー事業等を活用し、外来生物の駆除等を
実施しています。
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動
物
の
指
定
等
、
生
態
系
保
全
対
策
に

か
か
る
各
制
度
の
運
用
を
引
き
続
き
図
っ
て
い
き
ま
す
。
指
定
動
物

に
つ
い
て
は
、
指
定
さ
れ
た
９
種
に
つ
い
て
生
息
状
況
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
、
生
息
地
保
全
等
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
選
定
の
基
礎
資
料

と
な
っ
た
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
が
平
成
1
8
年
度
中
に
改
訂
さ
れ
る
こ
と
等
か

ら
、
1
8
年
度
末
よ
り
追
加
指
定
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
ま
す
。

　 さ
ら
に
、
生
物
多
様
性
保
全
の
観
点
等
か
ら
平
成
1
4
年
に
改
正
し
た

自
然
公
園
法
が
平
成
1
9
年
度
末
で
施
行
後
満
5
年
と
な
る
こ
と
等
か

ら
、
平
成
1
8
年
度
よ
り
専
門
家
か
ら
な
る
検
討
会
議
を
開
催
し
、
自

然
公
園
に
お
け
る
指
定
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る
点
検
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
地
域
に
お
い
て
動
植
物
の
放

出
等
を
規
制
す
る
際
の
適
切
な
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
と
と
も
に
、
自
然
公
園
内
の
海
域
に
つ
い
て
、
生
物
多
様
性
保
全

状
況
の
検
討
が
不
十
分
な
た
め
、
デ
ー
タ
解
析
や
専
門
家
へ
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
、
生
物
多
様
性
の
保
全
状
況
や
今
後
必
要
と
さ

れ
る
方
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
H
1
8
年
度
よ
り
開
始
し
ま
す
。

○

　
吉
野
熊
野
国
立
公
園
で
は
、
日
本
の
重
要
湿
地
5
0
0
に
選
定
さ
れ
て
い
る

世
界
最
北
・
国
内
最
大
の
オ
オ
ナ
ガ
レ
ハ
ナ
サ
ン
ゴ
群
生
地
と
な
っ
て
い
る
地

域
の
保
全
を
図
る
た
め
海
中
公
園
地
区
を
1
3
.7
h
a拡
張
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
支
笏
洞
爺
国
立
公
園
及
び
富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
で
は
、
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
乗
入
れ
を
規
制
し
水
質
や
水
中
生
物
等
の
保
全
・
保
護

を
図
る
た
め
、
乗
入
れ
規
制
地
区
の
拡
張
（
7
,8
7
6
h
a）
及
び
新
設
（
4
7
0
h
a）
を

行
い
、
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
及
び
三
河
湾
国
定
公
園
で
は
、
オ
フ
ロ
ー
ド
車

等
の
乗
入
れ
を
規
制
し
ウ
ミ
ガ
メ
産
卵
地
等
の
保
護
を
図
る
た
め
、
乗
入
れ

規
制
地
区
を
新
設
（
２
公
園
計
：
1
3
9
h
a）
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
保
護

地
区
等
に
お
け
る
動
植
物
の
放

出
等
の
規
制
の
追
加
及
び
指

定
動
物
の
指
定

　
在
来
生
物
の
国
内
移
動
に
よ
る
生
態
系
等
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
お
よ
び
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に

お
い
て
動
植
物
の
放
出
等
の
規
制
を
新
た
に
追
加
し
、
平
成
１
８
年
１
月
か
ら

施
行
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
地
域
に
お
い
て
捕
獲
等
を
規
制
す
る
動

物
（
指
定
動
物
）
を
９
種
指
定
し
、
管
理
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
立
入
規
制

地
区
、
利
用
調
整
地
区
に
つ
い
て
は
指
定
に
向
け
た
検
討
及
び
調
整
を
進

め
て
い
ま
す
。

今
後
の
課
題

施
策
の
目
標

　
自
然
公
園
に
つ
い
て
は
、
国
土
に
お
け
る

生
物
多
様
性
保
全
の
骨
格
的
な
部
分
、
屋

台
骨
と
し
て
の
役
割
を
よ
り
積
極
的
に
担
っ

て
い
き
ま
す
。

進
捗
状
況

　
新
国
家
戦
略
で
は
、
生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
し
、
特
記
す
べ
き
主
要
な
個
別
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
第
３
部
第
１
章
で
示
さ
れ
た
①
保
全

の
強
化
、
②
自
然
再
生
、
③
持
続
可
能
な
利
用
の
３
つ
の
基
本
的
方
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
施
策
の
取
扱
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
毎
に
示
さ
れ

た
施
策
の
取
扱
方
針
は
、
こ
の
新
国
家
戦
略
の
計
画
期
間
中
に
、
実
効
性
の
あ
る
具
体
的
施
策
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
な
お
、
点
検
方
法
に
つ
い
て
は
、
着
手
し
て
い
る
か
ど
う
か
等
を
○
△
×
で
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
特
に
注
目
す
べ
き
進
捗
が
あ
っ
た
施
策
項
目
に
つ
い
て

は
、
そ
の
進
捗
の
特
筆
事
項
を
記
載
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
進
捗
に
つ
い
て
数
値
を
用
い
て
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
、
戦
略
策
定
時
か
ら
現
時
点
ま
で
の
推
移
を
比
較
で
き
る
よ
う
に
整
理
し

て
お
り
、
ど
の
分
野
の
進
捗
が
著
し
く
、
ど
の
分
野
に
進
捗
が
見
ら
れ
な
い
の
か
が
、
数
値
の
面
か
ら
も
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
主
要
テ
ー
マ
毎
の
進
捗
状
況
、
今
後
の
課
題
等
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
吉
野
熊
野
国
立
公
園
で
は
、
世
界
最
北
・
国
内
最
大
の
オ
オ
ナ
ガ
レ
ハ
ナ
サ
ン
ゴ
群
生
地
と
な
っ
て
い
る
地
域
の
保
全
を
図
る
た
め
海
中
公
園
地
区
を
拡
張
し
ま
し
た

（
1
3
.7
h
a）
。

・
支
笏
洞
爺
国
立
公
園
及
び
富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
で
は
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
乗
入
れ
を
規
制
し
水
質
や
水
中
生
物
等
の
保
全
及
び
保
護
を
目
的
と
し
て
、
乗

入
れ
規
制
地
区
の
拡
張
及
び
新
設
を
行
い
、
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
及
び
三
河
湾
国
定
公
園
で
は
、
オ
フ
ロ
ー
ド
車
等
の
乗
入
れ
を
規
制
し
ウ
ミ
ガ
メ
産
卵
地
等
の
保
護
を

図
る
た
め
、
乗
入
れ
規
制
地
区
を
新
設
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
7
年
度
に
、
仏
沼
、
蕪
栗
沼
・
周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上
川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
ま
し
た
。

・
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。

51



　
引
き
続
き
適
正
な
保
護
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
ま
た
、
全
国
森
林
計
画
に
基
づ
く
計
画
的
な
保
安
林
の
指
定
の
推

進
及
び
そ
の
適
切
な
保
全
・
管
理
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
農
業
者
が
環
境
保
全
に
向
け
て
最
低
限
取
り
組
む
べ
き
規
範
と
し
て
策
定

さ
れ
た
「
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生
産
活
動
規
範
（
農
業
環
境
規
範
）
」

の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
併
せ
て
策
定
さ
れ
た
「
施
肥
基
準

の
策
定
・
見
直
し
の
指
針
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
に
対
し
環
境
に
配
慮
し
た

施
肥
基
準
の
見
直
し
を
促
し
た
ほ
か
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導

入
促
進
、
総
合
的
病
害
虫
・
雑
草
管
理
(Ｉ
Ｐ
Ｍ
)の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
む
な

ど
、
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
在
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転

換
す
る
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
護
林
に
お
い
て
、
植
生
等
が
荒
廃
し
て
い
る
箇
所
の
植
生
の
回
復

や
保
護
柵
の
設
置
を
行
う
と
と
も
に
、
標
識
等
の
設
置
を
行
い
ま
し
た
。

保
護
地
域
化
に
加
え
、
生
態
系
の
観
点
か
ら

周
辺
地
域
も
含
め
、
開
発
、
土
地
利
用
に
お

け
る
環
境
配
慮
の
徹
底
や
、
自
然
の
再
生
・

修
復
を
図
る
な
ど
、
各
種
手
法
に
よ
っ
て
重

要
地
域
の
保
全
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
今
後
も
、
国
際
的
、
全
国
的
な
観
点
か
ら
重
要
な
渡
り
鳥
の
渡
来

地
や
鳥
獣
の
繁
殖
地
等
に
つ
い
て
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

○
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
６
箇
所
の

新
規
指
定

進
捗
状
況

今
後
の
課
題

　
平
成
1
7
年
度
に
仏
沼
、
蕪
栗
沼
・
周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上

川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
（
1
9
,6
1
3
h
a）
し

ま
し
た
。

　
関
係
省
庁
の
多
様
な
制
度
を
活
用
し
て
、

全
国
規
模
か
ら
地
域
規
模
ま
で
様
々
な
段
階

に
お
け
る
重
要
な
生
態
系
や
生
物
の
生
息
・

生
育
地
の
保
護
地
域
化
と
保
護
管
理
の
充

実
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
等
の
成
果
を

活
用
し
な
が
ら
、
生
物
多
様
性
保
全
上
重
要

な
地
域
を
特
定
す
る
作
業
を
進
め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
と
現
状
の
保
護
地
域
と
の
重
複

関
係
等
を
分
析
し
、
保
護
地
域
の
指
定
や
保

護
管
理
の
充
実
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
も
必

要
で
す
。

○

　
「
知
床
」
に
お
い
て
は
、
2
0
0
8
年
ま
で
に
海
域
管
理
計
画
の
策
定
を

行
う
な
ど
世
界
遺
産
委
員
会
か
ら
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を

着
実
に
実
施
し
ま
す
。

　
ま
た
、
「
小
笠
原
諸
島
」
、
「
琉
球
諸
島
」
の
２
地
域
に
つ
い
て
、
推

薦
に
あ
た
っ
て
の
課
題
と
さ
れ
た
保
護
担
保
措
置
等
の
充
実
に
向

け
た
検
討
を
関
係
地
方
公
共
団
体
等
と
共
に
進
め
、
世
界
自
然
遺

産
と
し
て
の
推
薦
条
件
が
整
い
次
第
、
推
薦
書
の
提
出
を
目
指
し
ま

す
。

　
平
成
1
7
年
７
月
に
我
が
国
で
３
番
目
の
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
「
知
床
」
が

登
録
さ
れ
、
陸
域
と
海
域
の
生
態
系
を
総
合
的
に
把
握
す
る
調
査
を
行
う
と
と

も
に
、
海
域
管
理
計
画
の
策
定
に
向
け
た
検
討
等
に
着
手
し
ま
し
た
。

○

　
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
第
９
回
締
約
国
会
議
に

あ
わ
せ
、
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
国
内
の
条
約
湿
地
数
は
3
3
箇
所
に
な
り
ま
し
た

　
　
吉
野
熊
野
国
立
公
園
で
は
、
日
本
の
重
要
湿
地
5
0
0
に
選
定
さ
れ
、
ま
た

世
界
最
北
・
国
内
最
大
の
オ
オ
ナ
ガ
レ
ハ
ナ
サ
ン
ゴ
群
生
地
と
な
っ
て
い
る
地

域
の
保
全
を
図
る
た
め
海
中
公
園
地
区
を
拡
張
（
1
3
.7
h
a）
し
ま
し
た
（
再

掲
）
。

○ ○
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
2
0
箇
所

の
新
規
指
定

○
「
農
業
生
産
活
動
規
範
(農
業
環

境
規
範
)」
の
普
及
・
定
着

　
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
保
護
地
域
の
指
定

や
保
護
管
理
の
充
実
に
向
け
た
支
援
に
努

め
ま
す
。

　
哺
乳
類
や
鳥
類
の
保
護
繁
殖
上
重
要
な
ま

と
ま
り
の
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、
自
然
公
園
と

の
連
携
も
考
慮
し
つ
つ
、
国
設
（
国
指
定
）
鳥

獣
保
護
区
の
設
定
を
進
め
、
中
核
的
な
生
息

域
を
確
保
し
て
い
き
ま
す
。

　
自
然
環
境
保
全
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
自
然
環
境
保
全
地
域
に
つ
い
て
、

平
成
1
7
年
度
に
１
地
域
が
拡
張
さ
れ
（
2
h
a）
指
定
面
積
が
増
え
ま
し
た
。

　
新
規
に
約
2
5
千
h
aの
保
護
林
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
荒
廃
の
見
ら
れ
る
森

林
生
態
系
、
植
物
群
落
等
の
現
況
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
調
査
分
析
等
を
行

い
ま
し
た
。

　
森
林
生
態
系
保
護
地
域
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
、
原
生
的
な
天
然
林

を
保
存
し
つ
つ
効
果
的
な
利
用
を
図
る
た
め
、
標
識
類
、
歩
道
の
設
置
等
を

行
い
ま
し
た
。

　
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
確
保
の
た
め
、
保
安
林
の
計
画
的
な
指
定

（
全
体
約
1
,1
6
5
万
h
a、
平
成
1
7
年
度
に
約
3
2
万
h
a指
定
）
と
そ
の
適
切
な
保

全
・
管
理
を
推
進
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
1
1
月
に
新
た
に
登
録
さ
れ
た
2
0
箇
所
の
湿
地
を
含
む

我
が
国
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
の
保
全
と
賢
明
な
利
用
を
推
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
な
条
約
湿
地
の
登
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討

会
の
議
論
な
ど
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

施
策
の
目
標

　
引
き
続
き
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
取
組
の
充
実
に
向
け
た
支
援

に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
あ
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の

に
転
換
す
る
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
農
業
環
境
規
範

の
普
及
・
定
着
を
推
進
す
る
な
ど
、
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生

産
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
保
護
林
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
適
正
な
保
護
管
理
を
実
施
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手
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年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

戦
略
改
定
時

増
減

第
２
回
点
検

増
減

第
４
回
点
検

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

第
３
回
点
検

増
減

3
3

箇
所

3
4

箇
所

3
千
h
a

0
箇
所

3
千
h
a

1
箇
所

3
千
h
a

H
1
4
.4

2
6

箇
所

2
7

2
7

箇
所

-
1
千
h
a

H
1
4
.4

1
2

箇
所

1
2

箇
所

1
2

箇
所

箇
所

3
6
千
h
a

0
 千
h
a 
)

0
 千
h
a 
)

H
1
4
.4

3
2
9

箇
所

3
2
9

箇
所

箇
所

3
2
8

箇
所

1
6
0
千
h
a

3
7
1

H
1
4
.4

3
2

箇
所

3
4

3
4

3
5
6

箇
所

3
6
9

箇
所

箇
所

H
1
8
.4

箇
所

1
9
千
h
a

H
1
4
.4

3
4

箇
所

3
5

箇
所

箇
所

3
5

箇
所
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（
２
）
生
態
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

H
1
4
.4

箇
所

箇
所

箇
所

(約
千
h
a)

箇
所

(約
千
h
a)

箇
所

(約
千
h
a)

箇
所

(約
千
h
a)

(約
千
h
a)

(約
千
h
a)

(約
千
h
a)

　
　
国
有
林
等
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
適
正
な
保
護
管
理
を
実
施

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

数
値

増
減

戦
略
改
定
時

今
後
の
課
題

数
値
で
見
る
実
施
状
況

デ
ー
タ
取
得
年
月

1
3

指
標

（
前
回
比
）

全
国
の
緑
の
回
廊
の
箇
所
数
及
び
面
積

3

-
1

0

施
策
の
目
標

　
国
有
林
を
主
と
し
た
森
林
に
お
い
て
野
生
動
植
物
の
移
動
経
路
を
確
保
し
、

種
の
保
全
や
遺
伝
的
な
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
に
設
定
し
た
「
緑
の
回

廊
」
に
お
い
て
、
巡
視
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
生
息
・
生
育
環
境
の
調
査
及
び
保

全
・
整
備
、
標
識
の
設
置
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
普
及
啓
発
等
を
行
い
ま

し
た
。

　
自
然
環
境
基
盤
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
か

し
な
が
ら
、
国
土
の
空
間
特
性
に
応
じ
た
生

態
系
の
改
善
、
回
復
を
進
め
る
中
で
、
地
域

固
有
の
生
物
相
を
支
え
う
る
質
の
高
い
生
態

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
進
め
ま
す
。

　
そ
の
際
、
関
係
各
省
の
取
組
を
総
合
的
に

進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
奥
山
、
里
地
里
山
、
都

市
の
生
息
・
生
育
空
間
が
、
道
路
、
河
川
、
海

岸
等
の
縦
軸
・
横
軸
の
水
と
緑
に
よ
っ
て
有

機
的
に
連
携
さ
れ
た
状
態
を
創
り
出
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

2
8
1

デ
ー
タ
取
得
年
月

○

デ
ー
タ
取
得
年
月

3
9
2

6

  
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
等
の
多
様
な

主
体
の
連
携
に
よ
る
モ
デ
ル
的
取
組
の
実

施
と
そ
の
検
証
な
ど
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に

お
け
る
生
態
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
計
画
手
法

や
実
施
手
法
の
開
発
を
進
め
、
国
土
、
地
方

圏
、
都
道
府
県
、
市
町
村
な
ど
様
々
な
空
間

レ
ベ
ル
に
お
け
る
計
画
策
定
や
効
果
的
な
事

業
実
施
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま

す
。

○

  
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
が
共
同
で
計
画
及
び
事

業
に
お
け
る
手
法
の
考
え
方
や
方
策
事
例
を
ま
と
め
ま
し
た
。

3
1

箇
所

2
2

4
2
2

進
捗
状
況

3
9
1

第
２
回
点
検

H
1
6
.4

1
9

（
前
回
比
）

増
減

（
前
回
比
）

デ
ー
タ
取
得
年
月

第
４
回
点
検

　
今
後
生
態
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
実
現
手
法
の
開
発
を

進
め
、
様
々
な
空
間
レ
ベ
ル
に
お
け
る
構
想
・
計
画
策
定
や

効
果
的
な
事
業
実
施
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

H
1
7
.4

1
9

増
減

H
1
8
.4

1
1
1

第
３
回
点
検

・
緑
の
回
廊
に
つ
い
て
、
３
箇
所
（
3
1
千
h
a）
新
規
指
定
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
関
係
省
庁
に
よ
る
調
査
連
携
を
進
め
て
い
ま
す
。
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２
．
里
地
里
山
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用

○
「
農
業
生
産
活
動
規
範
(農
業
環

境
規
範
)」
の
普
及
・
定
着

「
農
地
・
水
・
環
境
向
上
保
全
向

上
対
策
」
の
検
討
を
開
始

N
P
O
等
の
農
村
景
観
保
全
・
自

然
再
生
活
動
に
対
す
る
直
接
支

援
事
業
を
開
始

　
地
域
に
根
ざ
し
た
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
国
立
公
園
の
保
全
管

理
を
推
進
す
る
た
め
、
今
後
も
公
園
管
理
団
体
の
指
定
や
風
景
地

保
護
協
定
の
締
結
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

今
後
の
課
題

　
農
業
者
が
環
境
保
全
に
向
け
て
最
低
限
取
り
組
む
べ
き
規
範
と
し
て
策
定

さ
れ
た
「
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生
産
活
動
規
範
(農
業
環
境
規
範
)の

普
及
・
定
着
に
努
め
る
と
と
も
に
、
「
施
肥
基
準
の
策
定
・
見
直
し
の
指
針
」
に

基
づ
き
、
都
道
府
県
に
対
し
環
境
に
配
慮
し
た
施
肥
基
準
へ
の
見
直
し
を
促

し
た
ほ
か
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
促
進
、
総
合
的
病
害

虫
・
雑
草
管
理
(Ｉ
Ｐ
Ｍ
)の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
む
な
ど
、
我
が
国
農
業
生
産

全
体
の
在
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転
換
す
る
取
組
を
推
進
し

て
い
ま
す
(再
掲
)。
平
成
1
7
年
1
0
月
に
経
営
所
得
安
定
等
対
策
大
綱
を
決
定

し
、
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
の
実
施
を
明
記
し
、
1
8
年
度
の
モ
デ

ル
支
援
実
施
に
向
け
、
共
同
活
動
の
実
態
把
握
と
基
本
ス
キ
ー
ム
の
策
定

等
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
1
8
年
度
か
ら
は
、
全
国
約
6
0
0
地
区
で
モ
デ
ル
的
な

支
援
を
行
い
、
施
策
の
実
効
性
の
検
証
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
1
8
年
３
月
現
在
、
2
,6
0
9
市
町
村
で
「
田
園
環
境
整
備
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
但
し
、
市
町
村
数
は
平
成
1
6
年
３
月
時
点

の
3
,1
4
8
に
対
す
る
数
値
。
）
同
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
定
め
て
い
る
環
境
創
造
区

域
内
に
お
い
て
、
環
境
創
造
施
設
を
1
,2
2
7
地
域
で
整
備
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
平
成
1
6
年
度
か
ら
田
園
自
然
環
境
保
全
整
備
事
業
に
よ
り
、
生
態

系
の
保
全
と
調
和
し
た
、
農
地
や
土
地
改
良
施
設
の
環
境
創
造
型
整
備
等
を

実
施
し
、
平
成
1
7
年
度
か
ら
は
、
元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金
に
よ
り
実
施
し

て
い
る
ほ
か
、
平
成
1
8
年
度
か
ら
は
、
公
募
方
式
に
よ
り
活
動
主
体
と
な
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等
を
募
集
し
、
農
村
景
観
保
全
・
自
然
再
生
に
資
す
る
棚
田
保
全
や
生
き

も
の
調
査
等
の
活
動
に
対
し
直
接
支
援
す
る
「
農
村
景
観
・
自
然
環
境
保
全

再
生
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
国
立
・
国
定
公
園
に
お
い
て
、
管
理
が
行
き

届
か
な
く
な
っ
た
里
地
里
山
を
対
象
に
、
国
、

地
元
自
治
体
、
N
P
O
等
と
土
地
所
有
者
と
が

管
理
協
定
を
結
ぶ
と
と
も
に
特
別
土
地
保
有

税
の
免
除
な
ど
の
経
済
的
な
奨
励
措
置
を

講
じ
る
な
ど
の
施
策
を
具
体
的
に
実
施
し
つ

つ
、
問
題
点
を
整
理
分
析
す
る
な
ど
し
て
、
里

地
里
山
問
題
に
取
り
組
み
ま
す
。

○

　
農
村
地
域
に
お
い
て
は
、
農
家
を
含
む
地

域
住
民
の
意
見
を
十
分
聞
い
た
上
で
、
農
村

地
域
の
環
境
保
全
に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
を
策
定
し
、
た
め
池
の
保
全
、
生
態
系
に

配
慮
し
た
水
路
の
整
備
、
水
辺
や
樹
林
地
の

創
出
等
、
農
業
農
村
整
備
事
業
等
に
よ
り
多

様
な
野
生
生
物
が
生
息
で
き
る
環
境
と
の
調

和
へ
の
配
慮
に
努
め
ま
す
。

　
農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
を
適
切
に
保
全
管
理
す
る
と
と
も

に
、
農
業
生
産
全
体
の
在
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転

換
し
て
い
く
た
め
の
新
た
な
施
策
の
導
入
に
向
け
て
、
モ
デ
ル
支
援

な
ど
必
要
な
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
引
き
続
き
、
田
園
環
境
整
備
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
及
び
内
容

の
充
実
を
進
め
る
と
と
も
に
、
多
様
な
主
体
の
参
画
に
よ
り
地
域
が

一
体
と
な
っ
た
農
業
農
村
整
備
事
業
の
実
施
や
農
業
水
利
施
設
等

の
維
持
管
理
、
生
態
系
と
景
観
の
両
面
に
配
慮
し
た
取
組
を
進
め

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

進
捗
状
況

　
平
成
1
8
年
６
月
現
在
、
自
然
公
園
法
に
基
づ
く
公
園
管
理
団
体
に
指
定
さ

れ
て
い
る
団
体
は
、
国
立
公
園
に
お
い
て
は
２
団
体
、
国
定
公
園
に
お
い
て

は
２
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
阿
蘇
く
じ
ゅ
う
国
立
公
園
の
財
団
法

人
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
土
地
所
有
者
と
風
景
地
保
護
協
定

を
結
び
、
阿
蘇
草
原
の
景
観
を
維
持
・
再
生
す
る
た
め
、
野
焼
き
及
び
そ
の
た

め
の
輪
地
切
り
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

施
策
の
目
標

・
重
要
文
化
的
景
観
を
は
じ
め
て
選
定
（
平
成
1
8
年
８
月
現
在
　
２
箇
所
）
。

・
平
成
1
7
 年
度
新
た
に
、
文
化
的
景
観
の
保
存
活
用
の
た
め
に
行
う
調
査
、
保
存
計
画
策
定
、
整
備
、
普
及
・
啓
発
に
関
す
る
事
業
に
対
す
る
補
助
制
度
で
あ
る
「
文
化

的
景
観
保
護
推
進
事
業
」
を
創
設
し
、
1
8
件
の
農
林
水
産
業
等
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る
取
組
を
行
い
ま
し
た
。

・
平
成
1
7
年
度
か
ら
、
農
業
の
持
続
的
発
展
と
多
面
的
機
能
の
健
全
な
発
揮
を
図
る
た
め
、
地
域
に
お
い
て
農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
や
環
境
の
良
好
な
保
全
と
質
的

向
上
を
図
る
こ
と
と
し
、
農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
や
農
村
環
境
を
保
全
向
上
さ
せ
る
共
同
活
動
と
、
地
域
で
ま
と
ま
っ
て
環
境
負
荷
を
大
幅
に
低
減
す
る
先
進
的
な
営

農
活
動
を
、
一
体
的
か
つ
総
合
的
に
支
援
す
る
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
の
検
討
を
開
始
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
8
年
度
か
ら
は
、
公
募
方
式
に
よ
り
活
動
主
体
と
な
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
募
集
し
、
農
村
景
観
保
全
・
自
然
再
生
活
動
に
対
し
直
接
支
援
す
る
「
農
村
景
観
・
自
然
環
境
保

全
再
生
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
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埼
玉
県
の
く
ぬ
ぎ
山
や
大
阪
府
の
神
於
山
に
お
い
て
、
自
然
再
生
協
議
会
が

設
立
さ
れ
、
平
成
1
6
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
協
議
会
で
自
然
再
生
全
体
構

想
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
神
於
山
に
お
い
て
は
平
成
1
7
年
6
月
に
自
然
再
生

事
業
実
施
計
画
が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
自
然
再
生
の
取
組
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
然
再
生
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
現
地
で
の
イ

ベ
ン
ト
を
通
じ
て
地
域
に
対
す
る
取
組
の
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

○

　
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
生
物
の
生
息
環
境
に
つ
い
て
今
後
分

析
を
進
め
、
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
農
村
整
備
事
業
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

○○○

今
後
の
課
題

　
多
様
な
主
体
の
参
加
に
よ
る
森
林
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

全
国
各
地
の
様
々
な
主
体
に
よ
る
里
地
里
山
の
保
全
活
動
を
さ
ら

に
促
進
す
る
た
め
、
モ
デ
ル
地
域
に
お
け
る
手
法
や
体
制
の
検
討

を
、
更
に
進
め
る
と
と
も
に
モ
デ
ル
地
域
の
取
組
成
果
を
全
国
に
波

及
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
全
国
の
モ
デ
ル
事
業
関

係
者
に
よ
る
全
体
会
議
を
設
置
し
、
保
全
再
生
手
法
の
モ
デ
ル
化
と

効
率
的
・
効
果
的
な
情
報
発
信
手
法
等
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
併

せ
て
、
モ
デ
ル
事
業
の
取
組
を
踏
ま
え
、
地
域
の
主
要
な
課
題
と
さ

れ
る
保
全
再
生
活
動
の
担
い
手
育
成
の
た
め
、
試
行
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
人
材
登
録
・
派
遣
・
研
修
制
度
の
普
及
を
図
り
ま
す
。

　
環
境
省
で
は
、
市
民
参
加
の
モ
デ
ル
事
業

を
実
施
し
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
一
体
と
な
っ
て

里
地
里
山
の
保
全
・
利
用
に
取
り
組
む
た
め

の
実
践
的
手
法
や
体
制
、
普
及
啓
発
・
環
境

学
習
活
動
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
検
討
を
進
め
ま
す
。

　
平
成
1
6
年
度
か
ら
、
全
国
４
地
域
に
お
け
る
里
地
里
山
保
全
・
再
生
モ
デ
ル

事
業
と
し
て
、
地
区
毎
に
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
住
民
、
N
P
O
、
専
門

家
等
が
連
携
・
協
力
し
て
保
全
再
生
の
た
め
の
体
制
を
構
築
し
、
保
全
計
画

で
あ
る
地
域
戦
略
の
策
定
及
び
戦
略
に
基
づ
く
保
全
活
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
現
在
ま
で
に
全
て
の
地
域
で
地
域
戦
略
が
策
定
さ
れ
、
関
係
者
と
の
円

滑
な
調
整
を
踏
ま
え
、
行
政
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
住
民
と
の
協
働
に
よ
る
保
全
再

生
活
動
・
植
生
調
査
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
・
広
報
紙
発
行
等
の
多
様
な
取
組

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
度
ま
で
に
、
田
ん
ぼ
の
生
き
も
の
調
査
を
全
国
1
0
,5
9
2
地
点
で

実
施
し
ま
し
た
。

施
策
の
目
標

　
文
化
庁
は
農
林
水
産
省
の
協
力
を
得
つ

つ
、
農
林
水
産
業
に
関
連
す
る
重
要
文
化
的

景
観
の
選
定
や
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
ま
す
。

　
平
成
1
7
年
度
は
、
「
文
化
的
景
観
の
保
存
・
活
用
事
業
」
（
文
化
財
保
護
法

改
正
に
先
立
ち
、
平
成
1
6
年
度
よ
り
実
施
。
文
化
的
景
観
の
特
性
を
把
握

し
、
保
護
の
方
向
性
を
策
定
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
事
業
）
に
お
い
て
1
0
件
、

「
文
化
的
景
観
保
護
推
進
事
業
」
（
文
化
的
景
観
の
保
存
・
活
用
を
図
る
た

め
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
①
調
査
②
保
存
計
画
策
定
③
整
備
④
普
及
・
啓

発
の
各
事
業
に
対
し
国
庫
補
助
を
行
う
も
の
）
に
お
い
て
1
8
件
の
農
林
水
産

業
等
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る
取
組
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
文
化
的
景
観
保
護
制
度
の
普
及
・
啓
発
の
た
め
、
農
林
水
産
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
・
文
化
庁
に
よ
る
景
観
法
及
び
文
化
的
景
観
に
関
す
る
説

明
会
を
行
い
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
度
に
重
要
文
化
的
景
観
と
し
て
は
じ
め
て
「
近
江
八
幡
の
水
郷
」

（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
）
を
選
定
、
1
8
年
７
月
に
は
「
一
関
本
寺
の
農
村
景

観
」
（
岩
手
県
一
関
市
）
を
選
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
度
に
N
P
O
等
が
森
林
所
有
者
等
と
施
業
実
施
協
定
を
新
た
に
８

件
締
結
し
、
里
山
林
等
の
整
備
を
推
進
し
ま
し
た
(累
計
９
件
）

　
里
山
林
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
自
然
・
文
化
体
験
活
動
や
利
用
活
動
の
推

進
の
た
め
、
市
民
の
参
画
を
得
た
森
林
整
備
等
に
対
す
る
助
成
（
平
成
1
7
年

度
：
3
7
地
区
）
を
実
施
し
ま
し
た
。

○○
重
要
文
化
的
景
観
を

初
め
て
選
定

　
都
市
地
域
の
里
地
里
山
に
つ
い
て
は
、
緑

地
保
全
地
区
等
の
指
定
拡
大
や
公
有
地
化

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
民
緑
地
制
度
や

管
理
協
定
制
度
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団
体

や
N
P
O
法
人
等
の
多
様
な
主
体
に
よ
る
良

好
な
維
持
管
理
を
推
進
し
ま
す
。

　
平
成
1
7
年
度
は
、
寺
家
地
区
（
横
浜
市
）
な
ど
、
1
5
箇
所
を
特
別
緑
地
保
全

地
区
に
指
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
都
市
公
園
及
び
緑
地
保
全
事
業
等
の
一
体
的
な
実
施
を
支
援
す
る

緑
地
環
境
総
合
支
援
事
業
を
推
進
し
ま
し
た
。

○

進
捗
状
況

　
里
山
林
で
は
、
持
続
的
に
利
用
・
整
備
さ
れ

る
よ
う
、
市
民
の
参
画
を
得
た
森
林
整
備
等

に
対
す
る
助
成
を
行
う
ほ
か
、
森
林
の
維
持

管
理
の
育
て
親
を
都
市
住
民
等
か
ら
募
集

し
、
森
林
所
有
者
と
都
市
住
民
等
が
連
携
・

協
力
し
て
保
全
・
利
用
す
る
体
制
を
推
進
し
ま

す
。

　
里
山
林
を
保
全
・
利
用
す
る
活
動
を
継
続
的
に
推
進
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
各
地
域
で
地
域
住
民
の
参
加
を
得
て
行
う

植
樹
・
間
伐
等
の
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
、
地
域
森
林

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
へ
の
助
言
を
行
う

地
域
的
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
等
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
自
然
再
生
推
進
法
の
手
法
を
活
用
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
い
て
、
多
様
な
主
体
が
取
り
組
む
順
応
的
な
自
然
再
生
事
業

を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

地
域
の
拡
大
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
制
度
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団

体
や
N
P
O
法
人
等
の
多
様
な
主
体
に
よ
る
良
好
な
維
持
管
理
を
推

進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

　
事
業
を
実
施
し
た
地
域
を
中
心
に
重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
を

進
め
、
文
化
的
景
観
の
保
護
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

農
林
水
産
省
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
文
化
的
景

観
に
配
慮
し
た
公
共
事
業
の
在
り
方
の
検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
農
林
水
産
省
と
環
境
省
が
連
携
・
協
力
し

て
「
田
ん
ぼ
の
生
き
も
の
調
査
」
の
実
施
を
引

き
続
き
推
進
し
ま
す
。

　
都
市
近
郊
の
里
地
里
山
に
お
い
て
は
、
自

然
再
生
事
業
を
、
関
係
省
庁
や
関
係
自
治

体
が
連
携
・
協
力
し
、
市
民
参
加
も
得
な
が
ら

積
極
的
に
実
施
し
ま
す
。
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３
．
湿
原
・
干
潟
等
湿
地
の
保
全

　
湿
地
の
保
全
を
図
る
た
め
、
今
後
と
も
天
然
記
念
物
等
へ
の
指
定

を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○

　
平
成
1
7
年
1
1
月
に
新
た
に
登
録
さ
れ
た
2
0
箇
所
の
湿
地
を
含
む

我
が
国
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
の
保
全
と
賢
明
な
利
用
を
推
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
な
条
約
湿
地
の
登
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討

会
の
議
論
な
ど
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
（
再

掲
）

今
後
の
課
題

施
策
の
目
標

　
平
成
1
7
年
度
に
、
渡
り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
な
湿
地
で
あ
る
蕪
栗
沼
・

周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上
川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を
、
希

少
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
仏
沼
を
新
た
に
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

（
1
9
,6
1
3
h
a）
し
ま
し
た
（
再
掲
）
。

　
既
に
保
護
地
域
内
に
位
置
す
る
湿
地

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
よ
り
効
果

の
高
い
保
護
対
策
を
と
る
な
ど
、
保
全
の

強
化
を
図
り
ま
す
。

 　
国
指
定
宮
島
沼
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
湿
地
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

環
境
教
育
・
学
習
施
設
の
整
備
を
進
め
ま
し
た
。
ま
た
、
国
指
定
谷
津
干
潟

鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
異
常
繁
殖
し
た
ア
オ
サ
の
除
去
を
実
施
す
る
な

ど
、
保
護
区
内
の
環
境
の
維
持
管
理
を
図
り
ま
し
た
。

　
平
成
1
8
年
6
月
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
を

改
正
し
、
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
鳥
獣
の
生
息
環
境
が
悪
化
し
た
場
合
に
、

必
要
に
応
じ
て
、
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護
及
び
整
備
を
図
る
た
め
の
施
設
の

設
置
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

　
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
は
、
既
指
定
地
の
保
全
強
化
の
た
め
、
平
成
１
７

年
度
中
に
は
、
指
定
地
の
追
加
に
つ
い
て
１
件
、
保
護
対
策
の
た
め
の
環
境

整
備
、
災
害
復
旧
事
業
等
に
つ
い
て
６
件
、
公
有
地
化
に
つ
い
て
２
件
、
補
助

事
業
と
し
て
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

　
吉
野
熊
野
国
立
公
園
で
は
、
日
本
の
重
要
湿
地
5
0
0
に
選
定
さ
れ
て
い
る

世
界
  
最
北
・
国
内
最
大
の
オ
オ
ナ
ガ
レ
ハ
ナ
サ
ン
ゴ
群
生
地
と
な
っ
て
い
る

地
域
の
保
全
を
図
る
た
め
海
中
公
園
地
区
を
1
3
.7
h
a拡
張
し
ま
し
た
。
ま
た
、

支
笏
洞
爺
国
立
公
園
及
び
富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
で
は
、
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
等
の
乗
入
れ
を
規
制
し
水
質
や
水
中
生
物
等
の
保
全
・
保
護
を
図
る

た
め
、
乗
入
れ
規
制
地
区
の
拡
張
（
7
,8
7
6
h
a）
及
び
新
設
（
4
7
0
h
a）
を
行
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、
天
然
記
念
物
と
し
て
保
護
地
域
化
が
必
要
な
湿
地
に
つ
い
て
、
所
有

者
と
の
調
整
、
指
定
範
囲
の
検
討
等
の
指
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
と

と
も
に
、
成
東
・
東
金
食
虫
植
物
群
落
の
指
定
地
を
1
.5
h
a追
加
、
そ
の
他
、
補

助
事
業
に
よ
る
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

　
保
護
地
域
化
が
必
要
な
湿
地
に
つ
い
て
は

保
全
の
た
め
の
情
報
を
更
に
収
集
し
、
地
域

の
理
解
を
得
て
鳥
獣
保
護
区
や
自
然
公
園
、

自
然
環
境
保
全
地
域
、
天
然
記
念
物
等
に
よ

る
保
護
地
域
指
定
や
都
市
公
園
の
設
置
等

に
よ
る
保
全
を
進
め
ま
す
。

進
捗
状
況

　
各
種
保
護
区
の
指
定
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
生
息
環
境
に

着
目
し
て
種
の
絶
滅
の
お
そ
れ
を
未
然
に
回
避
す
る
た
め
の
継
続

的
な
生
態
系
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
第
９
回
締
約
国
会
議
に

あ
わ
せ
、
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
国
内
の
条
約
湿
地
は
3
3
箇
所
に
な
り
ま
し
た
。
（
再
掲
）

　
鳥
獣
保
護
区
に
関
し
て
、
今
後
も
、
鳥
獣
の
保
護
上
重
要
な
湿
地

を
中
心
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
し
て
の
湿
地
の
重
要
性
を
普
及

啓
発
し
た
り
、
調
査
研
究
や
保
護
管
理
を
図
る
た
め
の
管
理
棟
等

の
施
設
を
整
備
し
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
し
て

の
湿
地
の
保
護
・
保
全
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
は
、
既
指
定
地
の
保
護
を
図
る
た
め
，
追

加
指
定
，
管
理
計
画
策
定
，
環
境
整
備
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
地

方
公
共
団
体
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

○
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
2
0
箇
所

の
新
規
指
定

・
平
成
1
7
年
度
に
、
仏
沼
、
蕪
栗
沼
・
周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上
川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
第
９
回
締
約
国
会
議
に
あ
わ
せ
、
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。
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全
国
の
干
潟
及
び
藻
場
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
選
定
し
た
「
重

要
湿
地
5
0
0
」
の
う
ち
、
干
潟
1
4
5
カ
所
、
藻
場
1
2
9
カ
所
を
対
象
に
自
然
環
境

保
全
基
礎
調
査
「
浅
海
域
生
態
系
調
査
」
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
干
潟
の

調
査
は
平
成
1
6
年
度
で
終
了
し
、
現
在
調
査
結
果
の
解
析
を
行
っ
て
い
ま

す
。
 ま
た
、
平
成
1
3
～
1
7
年
度
ま
で
漁
場
の
環
境
保
全
に
資
す
る
漁
業
者
の
植

樹
活
動
の
支
援
等
を
目
的
と
し
た
「
漁
民
の
森
づ
く
り
活
動
推
進
事
業
」
を
行

い
ま
し
た
。

　
重
要
生
態
系
監
視
地
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト

1
0
0
0
）
砂
浜
調
査
に
お
い
て
、
ウ
ミ
ガ
メ
類
の
産
卵
状
況
を
試
行
調
査
し
て
い

ま
す
。

　
第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
地
域
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
に
基
づ
く
重
要

生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
参
加
地
の
べ
9
7
箇
所
）
の
活
動
支
援
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
ガ
ン
カ
モ
類
重
要
生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
八
郎
潟
干

拓
地
が
参
加
し
ま
し
た
。

施
策
の
目
標

　
た
め
池
や
水
路
な
ど
、
人
為
に
よ
り
維
持
さ

れ
て
き
た
湿
地
は
規
制
的
手
法
だ
け
で
な

く
、
経
済
的
な
奨
励
措
置
や
事
業
配
慮
な

ど
、
多
様
な
手
法
を
組
み
合
わ
せ
て
、
地
域

の
合
意
の
下
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
検
討
を
行
い
ま
す
。

　
生
物
多
様
性
保
全
上
重
要
な
干
潟
及
び

藻
場
に
お
い
て
生
物
相
を
把
握
す
る
た
め
の

調
査
を
開
始
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
ま

す
。

　
国
境
を
越
え
た
長
距
離
の
移
動
・
回
遊
を

行
い
つ
つ
湿
地
を
利
用
す
る
水
鳥
類
や
ウ
ミ

ガ
メ
類
の
た
め
に
、
わ
が
国
に
残
さ
れ
て
い

る
浅
海
域
の
湿
地
を
減
少
・
劣
化
さ
せ
な
い

よ
う
保
全
す
る
と
と
も
に
、
失
わ
れ
た
湿
地
の

再
生
・
修
復
に
努
め
ま
す
。

　
日
本
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
国
際
湿
地
保

全
連
合
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋

地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
に
基
づ
き
、
渡

来
湿
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
支
援
し
、
国
際

的
取
組
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

　
ウ
ミ
ガ
メ
類
に
つ
い
て
は
、
生
態
解
明
の
調

査
を
実
施
す
る
な
ど
、
保
全
の
た
め
の
基
礎

的
資
料
の
充
実
が
必
要
で
す
。

　
渡
り
鳥
の
保
護
上
重
要
な
湿
地
と
し
て
今
後
も
、
新
た
な
国
指
定

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
今
後

も
、
鳥
獣
保
護
区
等
の
保
護
管
理
と
し
て
、
環
境
の
維
持
・
再
生
の

た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
後
も
、
鳥

獣
保
護
区
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
し
て

の
湿
地
の
保
護
・
保
全
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

干
潟
1
4
5
カ
所
の
調
査
を
終
了
し
、
調
査
結
果
の
解
析
を
行
い
ま

す
。
藻
場
の
調
査
は
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
調
査

の
成
果
を
踏
ま
え
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
１
０
０
０
に
お
い
て
、
全
国

の
干
潟
・
藻
場
生
態
系
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
検
討
・
実
施
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
　
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
と
な
る
海
浜
に
つ
い
て
は
、
自
然
公
園
法
に
基
づ
き
、

車
馬
等
の
乗
入
れ
規
制
地
区
に
指
定
し
、
産
卵
地
の
保
全
を
図
っ
て
い
ま

す
。
伊
勢
志
摩
国
立
公
園
及
び
三
河
湾
国
定
公
園
で
は
、
オ
フ
ロ
ー
ド
車
等

の
乗
入
れ
を
規
制
し
ウ
ミ
ガ
メ
産
卵
地
の
保
護
を
図
る
た
め
、
乗
入
れ
規
制

地
区
を
新
設
し
ま
し
た
（
２
公
園
計
：
1
3
9
h
a）
（
再
掲
）
。

　
平
成
1
7
年
度
に
、
渡
り
鳥
の
中
継
地
等
と
し
て
重
要
な
湿
地
で
あ
る
蕪
栗

沼
・
周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上
川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を

新
た
に
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
国
指
定
谷
津

干
潟
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
ア
オ
サ
の
除
去
作
業
な
ど
の
環
境
維
持
、
管

理
の
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
（
再
掲
）

　
ま
た
、
釧
路
湿
原
や
石
西
礁
湖
の
サ
ン
ゴ
礁
な
ど
の
湿
地
に
お
い
て
、
自

然
再
生
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
「
農
業
生
産
活
動
規
範
(農
業
環

境
規
範
)」
の
普
及
・
定
着
、
「
農

地
・
水
・
環
境
向
上
保
全
向
上

対
策
」
の
検
討
を
開
始

○

今
後
の
課
題

　
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
あ
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の

に
転
換
す
る
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
農
業
環
境
規
範

の
普
及
・
定
着
を
推
進
す
る
な
ど
、
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生

産
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
農
業
者
が
環
境
保
全
に
向
け
て
最
低
限
取
り
組
む
べ
き
規
範
と
し
て
策
定

さ
れ
た
「
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生
産
活
動
規
範
（
農
業
環
境
規
範
）
」

の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
併
せ
て
策
定
さ
れ
た
「
施
肥
基
準

の
策
定
・
見
直
し
の
指
針
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
に
対
し
環
境
に
配
慮
し
た

施
肥
基
準
の
見
直
し
を
促
し
た
ほ
か
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導

入
促
進
、
総
合
的
病
害
虫
・
雑
草
管
理
(Ｉ
Ｐ
Ｍ
)の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
む
な

ど
、
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
在
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転

換
す
る
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
（
再
掲
）
。

　
ま
た
、
農
村
地
域
の
水
辺
環
境
は
、
多
様
な
生
物
を
育
む
重
要
な
空
間
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
環
境
へ
の
負
荷
や
影
響
を
回

避
・
低
減
し
、
環
境
と
の
調
和
へ
の
配
慮
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
平
成

1
7
年
1
0
月
に
経
営
所
得
安
定
等
対
策
大
綱
を
決
定
し
、
「
農
地
・
水
・
環
境
保

全
向
上
対
策
」
の
実
施
を
明
記
し
、
平
成
1
8
年
度
の
モ
デ
ル
支
援
実
施
に
向

け
、
共
同
活
動
の
実
態
把
握
と
基
本
ス
キ
ー
ム
の
策
定
等
を
行
い
ま
し
た
。

平
成
1
8
年
度
か
ら
は
、
全
国
約
6
0
0
地
区
で
モ
デ
ル
的
な
支
援
を
行
い
、
施

策
の
実
効
性
の
検
証
等
を
行
っ
て
い
ま
す
（
一
部
再
掲
）
。

進
捗
状
況

第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
の
終
了
に
伴

い
、
東
ア
ジ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
地
域
フ
ラ
イ
ウ
ェ
イ
・
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
構
築
を
推
進
し
、
国
際
協
力
の
枠
組
の
強
化
に
よ
り
重
要

生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

引
き
続
き
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
砂
浜
調
査
に
お
い
て
ウ
ミ
ガ

メ
類
の
産
卵
状
況
の
施
行
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

○ ○○
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H
1
4
.3

箇
所

箇
所

箇
所

(
h
a)

箇
所

(
h
a)

箇
所

(
h
a)

箇
所

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

8
4
,0
8
9

2
0

デ
ー
タ
取
得
年
月

数
値
で
見
る
実
施
状
況

　
「
海
辺
の
生
物
国
勢
調
査
」
を
平
成
1
5
年
度
に
実
施
し
ま
し
た
。

指
標

　
関
係
省
庁
の
連
携
の
強
化
な
ど
に
よ
り
、

各
地
域
の
沿
岸
域
の
生
物
相
に
関
す
る
情

報
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

戦
略
改
定
時

増
減

（
前
回
比
）

数
値

　
関
係
省
庁
の
連
携
等
沿
岸
域
の
生
物
相
に
関
す
る
情
報
の
充
実

を
図
る
手
法
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

8
4
,0
8
9

1
3

0

3
3

今
後
は
、
「
海
辺
の
生
物
国
勢
調
査
」
の
簡
便
な
手
法
を
開
発
し
、

よ
り
円
滑
な
調
査
の
推
進
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

0

箇
所

○

　
岩
礁
や
砂
浜
な
ど
の
生
態
系
に
つ
い
て

も
、
情
報
の
収
集
整
備
を
進
め
、
保
全
の
た

め
の
基
礎
的
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

デ
ー
タ
取
得
年
月

H
1
7
.3

　
有
明
海
・
八
代
海
に
お
け
る
海
域
環
境
調
査
、
東
京
湾
に
お
け
る
水
質
等

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
海
洋
短
波
レ
ー
ダ
ー
を
活
用
し
た
生
物
調
査
、
水
産
資
源

に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 東
京
湾
や
有
明
海
・
八
代
海
等
5
海
域
に
お
い
て
、
環
境
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

構
築
し
、
生
物
、
水
質
等
の
環
境
調
査
結
果
を
収
集
・
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
球
環
境
研
究
総
合
推
進
費
に
お
い
て
は
「
サ
ン
ゴ
礁
生
物
多
様

性
保
全
地
域
の
選
定
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
5
-
1
7
年
度
）
等
を
実
施
し
ま

し
た
。

○

1
3
0
,2
9
3

1
3

H
1
8
.3

4
6
,2
0
4

第
２
回
点
検

増
減

第
３
回
点
検

増
減

第
４
回
点
検

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

2 3
6
4

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題

ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地

1
1

H
1
6
.3

8
3
,7
2
5
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４
．
自
然
の
再
生
・
修
復

　
今
後
も
、
自
然
の
再
生
・
修
復
に
つ
い
て
積
極
的
取
組
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
蓄
積
し
た
知
見
や
収
集
し
た
事
例
に
つ
い
て
広
く
公
表

し
、
自
然
再
生
に
つ
い
て
普
及
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
 自
然
再
生
に
関
す
る
全
国
動
向
の
把
握
、
協
議
会
設
立
・

運
営
に
資
す
る
情
報
の
収
集
と
提
供
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
既
設
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
拡
充
を
行
い
ま
す
。

今
後
の
課
題

施
策
の
目
標

　
国
で
は
、
補
助
・
交
付
金
事
業
も
含
め
、
河
川
、
湿
原
、
干
潟
、
藻
場
、
里

地
、
里
山
、
森
林
等
あ
わ
せ
て
1
4
4
箇
所
（
平
成
1
8
年
３
月
現
在
）
で
自
然
再

生
の
た
め
の
調
査
や
事
業
を
実
施
し
、
知
見
の
蓄
積
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
　
農
林
水
産
省
で
は
、
自
然
と
共
生
し
た
農
村
づ
く
り
の
取
組
を
応
募
・
表
彰

す
る
「
田
園
自
然
再
生
活
動
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
、
自
然
再
生
に
関
す
る
啓
発
・
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
農
村
地
域
の
自
然
再
生
活
動
に
お
け
る
生
態
系
や

営
農
上
の
新
た
な
課
題
に
対
し
て
、
必
要
な
情
報
発
信
や
技
術
的
支
援
を
行

う
「
農
村
自
然
再
生
活
動
高
度
化
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
国
土
交
通
省
で
は
、
全
国
の
河
川
に
お
い
て
、
魚
類
等
の
遡
上
・
降
下
環

境
の
改
善
を
図
る
「
魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
産
官
学
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
い
は
連
携
し
て
技
術
の
向
上
、
知
見
の
集
約
に
向

け
た
取
り
組
み
が
活
発
化
し
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
適
正
な
保
護
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

と
も
に
、
個
々
の
地
域
の
特
性
に
対
応
し
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
す
。

　
自
然
再
生
事
業
の
各
地
区
の
取
組
で
は
、
順
応
的
管
理
手
法
に

よ
る
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

進
捗
状
況

　
国
が
行
っ
て
い
る
自
然
再
生
事
業
に
お
い
て
は
、
事
前
調
査
の
実
施
、
事

業
着
手
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
の
作
成
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
自
然
再
生
事
業
で
は
、
土
木
工
学
そ
の
他

の
応
用
工
学
的
な
技
術
や
理
論
を
基
礎
と

し
、
事
前
の
調
査
及
び
事
業
着
手
後
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
柔
軟
で
慎
重
な
取
組
を
行

い
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
間
伐

材
や
粗
朶
な
ど
の
地
域
の
自
然
資
源
や
伝

統
的
な
手
法
の
活
用
、
労
働
集
約
的
な
作
業

な
ど
、
き
め
細
か
い
丁
寧
な
手
法
で
進
め
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　
自
然
再
生
を
効
果
的
・
効
率
的
に
推
進
す

る
た
め
の
関
係
各
省
の
連
携
体
制
の
一
層

の
強
化
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
の
法
制
度

の
検
討
も
重
要
な
検
討
課
題
で
す
。

　
森
林
に
お
け
る
事
業
で
は
、
希
少
種
の
情
報
収
集
、
外
来
種
の
侵
入
状
況

な
ど
の
調
査
、
郷
土
樹
種
の
植
栽
や
育
林
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　
地
域
特
性
に
応
じ
て
経
験
と
実
績
を
積
み

重
ね
、
自
然
再
生
に
関
す
る
知
見
を
集
約

し
、
技
術
的
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
普

及
を
進
め
ま
す
。

　
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
き
実
施
計
画
等
の
送
付
を
受
け
、
こ
れ
を
公
表

す
る
と
と
も
に
自
然
再
生
専
門
家
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
然
再
生

推
進
会
議
を
開
催
し
、
自
然
再
生
の
総
合
的
・
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進

を
図
る
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
連
絡
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
実
施
者
の
相
談
に
的
確
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
関
係
省
庁

の
窓
口
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
置
す
る
等
、
連
絡
調
整
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○○ ○ ○

　
引
き
続
き
、
関
係
各
省
間
の
円
滑
な
連
絡
調
整
を
実
施
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

　
自
然
再
生
専
門
家
会
議
は
年
２
回
、
自
然
再
生
推
進
会
議
は
年

１
回
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
一
層
の
自
然
再

生
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
関
係
各
省
の
連
携
を
図
り
ま
す
。

・
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
き
実
施
計
画
等
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
自
然
再
生
専
門
家
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
然
再
生
推
進
会
議
を
開
催
し
、
自
然
再
生
の
総

合
的
・
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
関
係
省
庁
の
連
絡
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

・
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
全
国
1
9
箇
所
（
平
成
1
8
年
1
0
月
現
在
）
で
自
然
再
生
協
議
会
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
1
2
の
協
議
会
に
お
い
て
全
体
構
想

が
策
定
さ
れ
、
３
協
議
会
に
お
い
て
実
施
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

H
1
4
.3

H
1
4
.3

H
1
4
.3

H
1
4
.3

5

H
1
8
.3

件

件

数
値
で
見
る
実
施
状
況

件
H
1
8
.9

件

1
5
5

指
標

自
然
再
生
全
体
構
想
が
策
定
さ
れ
た
自
然
再
生
協
議

会
件
数

　
さ
ら
に
地
元
か
ら
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
地
域
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
へ

の
技
術
指
導
な
ど
自
然
再
生
推
進
の
た
め
の
取
組
が
必
要
で
す
。

件

デ
ー
タ
取
得
年
月

件

増
減

件

9

増
減

（
前
回
比
）

H
1
7
.3

戦
略
改
定
時

　
地
域
の
多
様
な
主
体
が
参
加
し
て
い
る
自
然
再
生
協
議
会
に
お
い
て
議
論

を
重
ね
、
目
標
設
定
へ
の
合
意
形
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
平
成
1
8
年
1
0
月
末
現
在
、
自
然
再
生
の
目
標
を
定
め
た
自
然
再
生
全
体

構
想
は
1
2
協
議
会
、
自
然
再
生
事
業
実
施
計
画
は
３
協
議
会
に
お
い
て
策

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

第
２
回
点
検

　
今
後
も
自
然
再
生
協
議
会
等
を
通
じ
た
、
多
様
な
主
体
の
参
画
を

推
進
し
ま
す
。

　
森
林
分
野
に
お
い
て
は
、
自
然
再
生
事
業
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
し

た
自
然
再
生
推
進
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
度
に
N
P
O
等
が
森
林
所
有
者
等
と
施
業
実
施
協
定
を
新
た
に
８

件
締
結
し
、
里
山
林
等
の
整
備
を
推
進
し
ま
し
た
(累
計
９
件
）
（
再
掲
）
。

件

0

00

件 H
1
6
.3

H
1
6
.3

件

国
が
自
然
再
生
の
調
査
又
は
事
業
を
実
施
中
の
箇
所

（
補
助
・
交
付
金
事
業
を
含
む
）

5
3

件
件

1
2
2

H
1
6
.3

自
然
再
生
実
施
計
画
の
主
務
大
臣
へ
の
送
付
件
数

0

6
9

0

件

　
生
態
系
の
現
況
、
過
去
の
自
然
の
状
況
、

地
域
の
産
業
動
向
と
い
っ
た
科
学
的
及
び
社

会
的
な
情
報
を
地
域
の
関
係
者
が
共
有
し
た

上
で
、
社
会
的
な
合
意
を
図
り
な
が
ら
目
標

設
定
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
多
様
な
主
体
の
参
画
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
仕
組
み
の
活
用
が
重
要
で
す
。

　
平
成
1
8
年
1
0
月
末
現
在
、
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
く
自
然
再
生
協
議
会

が
全
国
で
1
9
箇
所
設
立
さ
れ
、
そ
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
っ
て
は
、
委
員
の
公

募
等
多
様
な
主
体
の
参
加
の
機
会
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
実
施
者
の
相
談
に
的
確
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
関
係
省
庁

の
窓
口
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
置
す
る
等
、
連
絡
調
整
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
再

掲
）
。

件

第
４
回
点
検

件

増
減 H
1
8
.1
0

H
1
8
.1
0

件

件
6

デ
ー
タ
取
得
年
月

件
1
9

○
自
然
再
生
協
議
会
が

全
国
1
9
箇
所
で
設
立

4

2

H
1
7
.7

6 2
件H
1
7
.7

件

6
1
2

自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
く
自
然
再
生
協
議
会
の
設
置

件
数

件

件
0

件
0

4
H
1
6
.3

1
3

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

○ ○

　
引
き
続
き
、
自
然
再
生
協
議
会
等
で
情
報
を
共
有
し
た
上
で
、
目

標
等
の
再
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
合
意
形
成
に
努
め
ま
す
。

第
３
回
点
検

数
値

件
1
4
4

件
件

件
H
1
7
.7

3
3

-
1
1

7

6
件

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題
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５
．
野
生
生
物
の
保
護

　
（
１
）
種
の
絶
滅
の
回
避
、
猛
禽
類
保
護
へ
の
対
応
、
海
棲
動
物
の
保
護
と
管
理

今
後
の
課
題

○

５
種
の
保
護
増
殖
事
業
計
画
を

策
定

コ
ウ
ノ
ト
リ
の
試
験
放
鳥
実
施

　
湿
地
の
よ
う
に
全
国
的
に
減
少
が
著
し
い

生
息
地
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
生
態
系
に
つ

い
て
、
保
護
区
の
指
定
を
促
進
す
る
と
と
も

に
、
保
全
、
再
生
、
修
復
を
早
い
段
階
で
進

め
る
な
ど
、
生
息
環
境
に
着
目
し
て
種
の
絶

滅
の
お
そ
れ
を
未
然
に
回
避
す
る
予
防
的
な

措
置
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

施
策
の
目
標

　
自
然
環
境
に
関
す
る
調
査
や
、
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
く
相
談
体
制
の

整
備
（
相
談
窓
口
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
）
、
定
期
的
な
自
然
再
生
推
進
会
議

の
開
催
な
ど
で
、
関
係
省
庁
間
の
連
携
を
進
め
て
い
ま
す
。

  
平
成
1
8
年
6
月
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
を

改
正
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
が
悪
化
し
た
場
合
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
鳥
獣
の

生
息
地
の
保
護
及
び
整
備
を
図
る
た
め
の
繁
殖
施
設
の
設
置
等
の
事
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
保
全
事
業
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

進
捗
状
況

　
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
政
令
掲
載

作
業
の
一
層
の
推
進
を
図
り
、
生
息
地
等
保

護
区
の
指
定
、
繁
殖
個
体
の
自
然
下
へ
の

再
導
入
を
含
め
た
総
合
的
な
保
護
増
殖
事

業
の
実
施
な
ど
に
よ
り
、
絶
滅
要
因
を
解
消

す
る
た
め
の
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

　
野
生
生
物
の
生
息
、
生
育
地
を
保
全
す
る

観
点
か
ら
、
重
要
生
息
・
生
育
地
の
選
定
、

保
護
地
域
制
度
の
活
用
や
環
境
ア
セ
ス
メ
ン

ト
を
通
じ
た
環
境
配
慮
の
徹
底
、
自
然
の
再

生
・
修
復
な
ど
、
関
係
省
庁
と
の
調
整
・
連
携

を
通
じ
た
総
合
的
な
対
策
の
実
施
、
様
々
な

手
法
を
組
み
合
わ
せ
た
対
応
を
行
う
ほ
か
、

よ
り
効
果
的
な
保
全
の
た
め
の
手
法
の
検
討

を
進
め
ま
す
。

　
平
成
1
7
年
度
に
仏
沼
、
蕪
栗
沼
・
周
辺
水
田
、
野
付
半
島
・
野
付
湾
、
最
上

川
河
口
、
瓢
湖
及
び
宍
道
湖
を
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
中
核
的
な

生
息
地
域
の
確
保
を
推
進
し
ま
し
た
。

　
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
で
あ
る
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に
つ
い
て
、
平
成

１
８
年
７
月
に
生
息
地
保
護
区
を
指
定
し
ま
し
た
。

　
吉
野
熊
野
国
立
公
園
で
は
、
日
本
の
重
要
湿
地
5
0
0
に
選
定
さ
れ
て
い
る

世
界
最
北
・
国
内
最
大
の
オ
オ
ナ
ガ
レ
ハ
ナ
サ
ン
ゴ
群
生
地
と
な
っ
て
い
る
地

域
の
保
全
を
図
る
た
め
海
中
公
園
地
区
を
1
3
.7
h
a拡
張
し
ま
し
た
。
（
再
掲
）

○

　
今
後
も
希
少
野
生
動
植
物
種
及
び
生
息
地
等
保
護
区
の
指
定
に

よ
り
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
種
の
保
全
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
ト
キ
、
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
な
ど
の
種
に
つ
い
て

は
、
生
息
環
境
改
善
、
繁
殖
個
体
の
再
導
入
、
人
工
繁
殖
方
法
の

確
立
な
ど
を
含
め
た
保
護
増
殖
事
業
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
各
種
保
護
区
の
指
定
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
生
息
環
境
に

着
目
し
て
種
の
絶
滅
の
お
そ
れ
を
未
然
に
回
避
す
る
た
め
の
継
続

的
な
生
態
系
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

○

　
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
で
あ
る
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に
つ
い
て
、
平
成

１
８
年
７
月
に
生
息
地
保
護
区
を
指
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
1
2
月
に
オ
ジ
ロ
ワ
シ
、
オ
オ
ワ
シ
及
び
ヤ
シ
ャ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
の
３

種
に
つ
い
て
、
平
成
1
8
年
８
月
に
ア
ホ
ウ
ド
リ
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
の
２

種
に
つ
い
て
保
護
増
殖
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
ト
キ
、
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
な
ど
に
つ
い
て
、
野
生
復
帰
に
向
け
た
、
飼
育
下
で

の
人
工
増
殖
等
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
し
た
。
ト
キ
に
つ
い
て
は
、
繁
殖
個
体

の
再
導
入
の
た
め
、
順
化
施
設
の
整
備
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
イ
タ
セ
ン
パ
ラ
、
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
に
つ
い

て
は
、
地
域
個
体
群
の
維
持
、
系
統
保
存
等
の
観
点
か
ら
、
生
息
地
保
全
活

動
及
び
人
工
繁
殖
方
法
の
確
立
、
飼
育
下
で
の
維
持
等
の
調
査
・
実
験
を
進

め
ま
し
た
。

　
野
生
個
体
群
が
絶
滅
し
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
に
つ
い
て
は
飼
育
下
で
の
増
殖
を
続

け
、
平
成
1
7
年
度
の
試
験
放
鳥
に
向
け
、
再
導
入
す
る
地
域
の
生
息
環
境
調

査
・
整
備
、
再
導
入
へ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
等
に
対
す
る
事
業
に
対
す
る
補

助
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
関
係
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
等
の
連
携
に
よ
る
事
業
等
効
果
的

な
保
全
の
た
め
の
手
法
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
鳥
獣
保
護
区
で
は
、
創
設
さ
れ
た
保
全
事
業
の
制
度
を
活
用

す
る
な
ど
に
よ
り
、
鳥
獣
の
生
育
地
の
保
護
及
び
整
備
を
図
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・
平
成
1
7
年
1
2
月
に
、
オ
ジ
ロ
ワ
シ
、
オ
オ
ワ
シ
及
び
ヤ
シ
ャ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
の
３
種
に
つ
い
て
、
平
成
1
8
年
８
月
に
ア
ホ
ウ
ド
リ
（
旧
計
画
変
更
）
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
の
２

種
に
つ
い
て
、
保
護
増
殖
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
8
年
７
月
に
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
で
あ
る
ア
ベ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に
つ
い
て
生
息
地
保
護
区
を
指
定
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
8
年
６
月
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

H
1
4
.3

種
種

種

（
動
物
4
9
種
、
植
物
8
種
）

（
動
物
5
1
種
、
植
物
1
1
種
）

（
動
物
5
4
種
、
植
物
1
9
種
）

H
1
4
.3

地
区

地
区

地
区

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

(
h
a)

H
1
4
.3

種
種

種

H
1
4
.3

種
種

種

H
1
4
.3

箇
所

箇
所

箇
所

H
1
4
.3

種
種

種
3
8

増
減

H
1
7
.3

2
1

4

3
4

8

種 H
1
8
.7

6

種

4
種

6
種

3
4

デ
ー
タ
取
得
年
月

第
２
回
点
検

H
1
7
.3

種

0

種
1
3

H
1
6
.3

2
1

0

2
1

H
1
6
.3

種

地
区

2
1

9
0

種
保
護
増
殖
事
業
計
画
策
定
種
数

H
1
6
.3

1
3

保
護
水
面
の
設
定
数

水
産
生
物
の
う
ち
希
少
種
と
し
て
採
捕
、
所
持
、
販
売
の

制
限
・
禁
止
を
行
っ
た
種
数

H
1
6
.3

1
2
0

0
箇
所

6

保
護
増
殖
事
業
を
実
施
し
て
い
る
希
少
種
の
数

○

7 8
6
3

8
7
2

6
2

戦
略
改
定
時

0

1
2
0

上
記
以
外
の
猛
禽
類
の
う
ち
個
体
数
の
減

少
が
懸
念
さ
れ
る
種
に
つ
い
て
は
、
生
息
状

況
の
調
査
を
行
い
、
専
門
家
の
意
見
も
踏
ま

え
な
が
ら
絶
滅
の
お
そ
れ
の
有
無
を
評
価
す

る
と
と
も
に
保
護
対
策
の
検
討
を
進
め
ま
す
。

種

○

　
海
棲
哺
乳
類
や
海
鳥
、
ウ
ミ
ガ
メ
類
に
関
し

て
は
、
生
息
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
・

分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生
物
多
様
性
保

全
の
観
点
か
ら
、
個
体
群
レ
ベ
ル
も
含
め
た

適
正
な
保
護
の
た
め
の
取
組
を
進
め
、
持
続

可
能
な
利
用
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
保
護
の
た
め
の
巡
視
と
監
視
、
繁
殖
・
生
育
状
況
等
の
調
査
、
間
伐
等
の

際
に
空
閑
地
を
設
け
て
採
餌
空
間
を
確
保
す
る
な
ど
良
好
な
生
息
環
境
の

保
護
管
理
を
行
い
ま
し
た
。

　
上
記
以
外
の
猛
禽
類
の
う
ち
、
サ
シ
バ
と
ハ
チ
ク
マ
に
関
し
て
は
、
 人
工
衛

星
を
利
用
し
た
移
動
追
跡
に
よ
り
、
渡
り
経
路
や
春
秋
の
渡
り
経
路
の
違
い

等
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
海
棲
哺
乳
類
の
う
ち
、
ア
ザ
ラ
シ
に
関
す
る
生
息
状
況
等
の
調
査
を
行
い
、

平
成
1
8
年
３
月
に
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
海
鳥
、
ウ
ミ
ガ
メ
類
に
つ
い
て
は
、
重
要
生
態
系
監
視
地
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）
に
お
い
て
、
試
行
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

施
策
の
目
標

デ
ー
タ
取
得
年
月

　
イ
ヌ
ワ
シ
、
ク
マ
タ
カ
、
オ
オ
タ
カ
に
つ
い
て

生
態
、
生
息
実
態
等
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を

充
実
さ
せ
、
生
息
域
で
の
土
地
利
用
に
際
し

て
の
き
め
細
か
な
対
応
指
針
の
作
成
、
里
地

里
山
と
一
体
と
な
っ
た
生
息
環
境
や
地
域
個

体
群
の
保
全
の
考
え
方
の
検
討
、
良
好
な
採

餌
空
間
の
確
保
を
目
的
と
し
た
森
林
の
管
理

な
ど
総
合
的
な
保
護
対
策
の
検
討
を
進
め
ま

す
。

　
さ
ら
に
、
回
遊
性
の
高
い
海
棲
動
物
の
保

護
に
は
、
国
際
的
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
関
係
国
と
の
情
報
交
換
や
国

際
条
約
等
の
国
際
的
枠
組
み
の
活
用
を
推

進
し
ま
す
。

指
標

5

数
値

（
前
回
比
）

H
1
8
.3

-
2
箇
所

0
箇
所

H
1
7
.3

1
1
8

1
1
8
箇
所

0
種

0
種

H
1
7
.3

6

種

種
3
8

H
1
8
.8

9

8
8
5地
区

種

種
1
1
種

7
3

7
3

H
1
6
.3

0

増
減

第
３
回
点
検

増
減

第
４
回
点
検

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

デ
ー
タ
取
得
年
月

　
ク
ジ
ラ
類
の
個
体
数
に
つ
い
て
科
学
的
知
見
の
蓄
積
を
図
る
と
と
も
に
、
国

際
捕
鯨
委
員
会
（
IW
C
）
に
お
い
て
、
科
学
的
情
報
に
基
づ
く
鯨
類
の
持
続
的

な
利
用
の
考
え
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

8

1

数
値
で
見
る
実
施
状
況

H
1
7
.3

国
内
希
少
野
生
動
植
物
生
息
地
等
保
護
区
面
積

H
1
6
.3

地
区

0

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
数

5
7

○

　
そ
の
他
の
猛
禽
類
に
つ
い
て
も
、
生
息
状
況
、
保
護
管
理
に
関
す

る
情
報
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○○

今
後
の
課
題

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
に
お
い
て
、
ウ
ミ
ガ
メ
類
に
つ
い
て
は
全

国
 ４
１
箇
所
、
海
鳥
に
つ
い
て
は
全
国
２
８
箇
所
に
お
け
る
生
息
状

況
調
査
を
引
き
続
き
実
施
し
、
デ
ー
タ
の
収
集
・
分
析
を
行
う
こ
と
が

重
要
で
す
。

　
今
後
も
、
希
少
猛
禽
類
の
繁
殖
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
実
施

し
、
保
護
管
理
の
た
め
の
基
礎
的
な
知
見
を
集
積
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
国
有
林
等
と
連
携
し
生
息
環
境
の
改
善
の
モ
デ
ル
的

実
施
を
通
じ
、
希
少
猛
禽
類
の
繁
殖
率
の
向
上
等
を
図
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
引
き
続
き
生
息
状
況
等
の
把
握
に
努
め
、
森
林
施
業
等
と
の
共

存
を
検
討
を
行
い
、
適
正
な
保
護
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

H
1
7
.3

デ
ー
タ
取
得
年
月

○

　
各
種
調
査
の
充
実
に
よ
り
科
学
的
知
見
を
更
に
蓄
積
し
、
海
洋
生

物
資
源
の
持
続
的
利
用
に
対
す
る
国
際
的
理
解
の
醸
成
に
努
め
て

い
き
ま
す
。

　
希
少
猛
禽
類
の
総
合
的
な
保
護
指
針
の
策
定
に
向
け
て
作
業
を
行
い
、
ク

マ
タ
カ
に
つ
い
て
は
繁
殖
率
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
イ
ヌ
ワ
シ
に
つ
い
て
は
、
国

有
林
と
連
携
し
た
採
餌
環
境
改
善
の
た
め
の
森
林
施
業
の
実
施
と
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
に
着
手
し
、
オ
オ
タ
カ
に
つ
い
て
は
、
生
息
環
境
整
備
の
た
め
の
情
報
収

集
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

進
捗
状
況

　
引
き
続
き
、
海
棲
哺
乳
類
の
生
息
状
況
に
関
す
る
情
報
収
集
を
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 1
3

8
7
2

1
地
区
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（
２
）
野
生
鳥
獣
の
科
学
的
・
計
画
的
な
個
体
群
管
理
シ
ス
テ
ム
の
確
立

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

　
今
後
と
も
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
制
度
を
推
進
す
る
た
め

に
、
都
道
府
県
へ
の
支
援
等
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
情

報
共
有
を
進
め
る
た
め
に
W
IS
等
を
活
用
し
た
情
報
の
整
備
と
共
有

を
今
後
と
も
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
制
度
を
推
進
す
る
た
め
、

都
道
府
県
へ
の
技
術
的
支
援
等
を
行
う
と
と
も
に
、
既
存
の
特
定
鳥

獣
保
護
管
理
計
画
の
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
今
後

の
計
画
策
定
等
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
隣
接
都
道
府
県
を
越
え
て
広
域
的
に
移
動
す
る
鳥
獣
に
つ

い
て
は
、
必
要
に
応
じ
広
域
的
な
地
域
個
体
群
の
状
況
を
踏
ま
え
た

保
護
管
理
指
針
を
策
定
し
、
統
一
的
な
考
え
方
の
下
、
関
係
者
間

の
連
携
に
よ
り
個
体
数
調
整
、
被
害
対
策
及
び
生
息
地
環
境
整
備

等
の
各
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
連
携

に
よ
り
農
林
業
被
害
の
軽
減
と
生
物
多
様
性
保
全
を
踏
ま
え
た
地

域
個
体
群
の
維
持
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
後
の
課
題

引
き
続
き
、
保
護
管
理
に
必
要
な
情
報
の
整
備
、
調
査
研
究
を
進

め
ま
す
。
ま
た
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
に
つ
い
て
、
知
見

の
集
積
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
が
適
正
に
推
進
さ
れ
、
都
道
府
県
に

お
け
る
科
学
的
・
計
画
的
な
鳥
獣
保
護
管
理
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、

効
率
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
と
効
果
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
つ
い

て
検
討
を
進
め
る
必
要
あ
り
ま
す
。

○○

　
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
は
都
道
府
県
が
多
様
な
関
係
主
体
の
合
意
形

成
を
図
り
な
が
ら
保
護
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
検
討
会
を
設
置
し
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
で
鳥
獣
の
捕

獲
情
報
等
を
共
有
す
る
た
め
、
野
生
鳥
獣
情
報
シ
ス
テ
ム
（
W
IS
）
を
運
用
し

て
お
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
情
報
公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
野
生
鳥
獣
の
科
学
的
、
計
画
的
な
保
護
管

理
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
備
や
調
査
研

究
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

　
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
制
度
に
基
づ
く

各
地
域
で
の
取
組
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
共

有
し
て
検
討
を
深
め
、
科
学
的
、
計
画
的
な

個
体
群
管
理
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
ま
す
。

　
中
央
環
境
審
議
会
野
生
生
物
部
会
鳥
獣
保
護
管
理
小
委
員
会
に
お
い

て
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
個
体
群
管
理
に
必

要
な
科
学
的
情
報
の
収
集
方
法
等
、
科
学
的
・
計
画
的
な
保
護
管
理
に
つ
い

て
議
論
を
行
い
平
成
1
7
年
1
2
月
に
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

つ
き
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
（
答
申
）
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　
カ
ワ
ウ
に
よ
る
水
産
漁
業
へ
の
被
害
の
対
策
と
し
て
、
広
域
的
な
保
護
管

理
を
す
す
め
る
た
め
、
関
東
及
び
中
部
近
畿
に
お
い
て
広
域
協
議
会
を
設
立

し
、
各
都
府
県
か
ら
提
供
さ
れ
た
生
息
及
び
被
害
情
報
を
と
り
ま
と
め
る
と
と

も
に
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
（
H
5
型
及
び
H
7
型
）
の
渡
り
鳥
等

に
お
け
る
保
有
状
況
に
つ
い
て
調
査
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
高
病
原
性
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
国
か
ら
の
ウ
イ
ル
ス
運
搬
に
関
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
渡
り
鳥
に
つ
い
て
、
衛
星
追
跡
に
よ
る
飛
来
経
路
解
明
を
進
め
て
い
ま

す
。

○

　
地
域
的
に
著
し
く
増
加
又
は
減
少
し
て
い
る

特
定
の
野
生
鳥
獣
の
個
体
群
に
つ
い
て
は
、

目
標
と
す
る
個
体
数
や
生
息
密
度
等
を
で
き

る
限
り
科
学
的
に
設
定
し
、
捕
獲
等
に
よ
る

個
体
数
調
整
、
被
害
防
除
施
設
の
設
置
や

生
息
環
境
の
整
備
等
の
保
護
管
理
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農

林
水
産
業
等
へ
の
被
害
と
地
域
個
体
群
の

絶
滅
と
い
う
２
つ
の
相
反
す
る
リ
ス
ク
を
、
可

能
な
限
り
最
小
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
制
度
の
推
進
の
た
め
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理

計
画
の
行
政
担
当
者
等
を
対
象
に
技
術
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
カ
ワ
ウ
等
に
つ
い
て
、
国
、
関
係
都
道
府
県
が
連
携
し
て
、
地
域
個

体
群
の
維
持
、
農
林
水
産
業
被
害
の
軽
減
等
を
目
的
と
し
た
保
護
管
理
対
策

の
方
向
付
け
を
行
う
広
域
保
護
管
理
指
針
の
策
定
に
資
す
る
た
め
の
検
討

を
行
い
ま
し
た
。

　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
公
布
さ
れ
、
農
林
業
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
休
猟
区
の
う
ち
都
道

府
県
知
事
が
指
定
し
た
区
域
に
お
い
て
特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
が
新
た
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
ク
マ
類
の
出
没
か
ら
人
身
被
害
等
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
ク
マ
類
と
人
と
の
適

切
な
関
係
の
構
築
に
資
す
る
た
め
、
ク
マ
出
没
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
暫
定
版
）

を
作
成
し
ま
し
た
。

施
策
の
目
標

　
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
等
に
つ
い
て
推
定

や
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
常
に
非
定
常
性

や
不
確
実
性
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
幅
広
い
情
報
共
有
と
合
意
形
成
に
努

め
ま
す
。

進
捗
状
況

○
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
の
改
正

・
平
成
１
８
年
６
月
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
狩
猟
免
許
区
分
の
見
直
し
、
わ
な
に
係
る
危
険
防
止
の
た
め
の
制
度
の
創
設
、
輸

入
鳥
獣
の
識
別
措
置
等
を
行
い
ま
し
た
。

・
個
体
数
が
著
し
く
増
加
又
は
減
少
し
て
い
る
鳥
獣
の
個
体
数
の
管
理
や
生
息
環
境
の
整
備
等
を
定
め
る
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
策
定
・
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
都

道
府
県
へ
の
支
援
を
行
い
ま
し
た
。
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（
３
）
移
入
種
（
外
来
種
）
問
題
へ
の
対
応

今
後
の
課
題

　
引
き
続
き
、
生
態
系
等
へ
の
被
害
が
懸
念
さ
れ
る
外
来
生
物
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
被
害
や
定
着
状
況
等
に
係
る
科
学
的
知
見
の
充
実

を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

進
捗
状
況

　
外
来
生
物
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
、
被
害
判
定
手
法
の
確
立
を

含
め
、
法
律
の
実
施
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

  
ま
た
、
個
体
識
別
措
置
を
推
進
さ
せ
る
た
め
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
埋

込
み
体
制
の
確
保
を
引
き
続
き
図
る
他
、
個
体
識
別
デ
ー
タ
に
関
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
な
ど
、
適
正
飼
養
の

徹
底
に
向
け
た
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
地
域
に
お
い
て
動
植
物
の
放
出
等
を
規

制
す
る
際
の
適
切
な
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
（
再

掲
）
。

施
策
の
目
標

　
ペ
ッ
ト
を
始
め
、
国
内
で
の
移
入
種
（
外
来

種
）
の
利
用
に
先
立
っ
て
生
物
多
様
性
へ
の

影
響
を
評
価
し
、
影
響
の
懸
念
さ
れ
る
生
物

の
利
用
の
制
限
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
影
響
が

懸
念
さ
れ
る
生
物
の
輸
入
の
抑
制
を
図
り
ま

す
。
ま
た
、
国
外
か
ら
の
生
物
の
輸
入
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
生
物
多
様
性

に
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
国
外
か
ら
の
移
入
種

（
外
来
種
）
の
水
際
で
の
管
理
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。

　
飼
養
動
物
の
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ

り
、
わ
が
国
で
の
移
入
種
（
外
来
種
）
問
題
の

う
ち
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
ペ
ッ
ト
由
来

の
動
物
に
よ
る
影
響
へ
の
対
策
を
図
り
ま

す
。

　
国
内
や
地
域
内
で
既
に
定
着
し
て
影
響
を

生
じ
て
い
る
生
物
種
、
定
着
し
て
い
な
い
が

定
着
し
た
場
合
に
は
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
注

意
を
要
す
る
生
物
種
の
リ
ス
ト
を
、
定
着
状
況

の
把
握
等
の
調
査
を
含
め
作
成
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
○

・
改
正
動
物
愛
護
管
理
法
施
行

・
国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
保

護
地
区
等
に
お
け
る
動
植
物
の

放
出
等
の
規
制
の
追
加
（
再

掲
）

　
生
態
系
等
へ
の
被
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
生
物
を
特

定
外
来
生
物
と
し
て
指
定
し
、
飼
養
や
輸
入
な
ど
を
規
制
す
る
外
来
生
物
法

が
平
成
1
7
年
６
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
同
法
で
は
、
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
疑
い
の
あ
る
生
物
も
未
判
定
外
来
生
物
と
し
て
指
定
し
輸
入
を
制
限

す
る
ほ
か
、
特
定
外
来
生
物
や
未
判
定
外
来
生
物
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
生

物
の
輸
入
に
際
し
生
物
の
種
類
を
証
す
る
証
明
書
の
添
付
を
義
務
付
け
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
在
来
生
物
の
国
内
移
動
に
よ
る
生
態
系
等
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
、
国
立
・
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
お
よ
び
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域

に
お
い
て
動
植
物
の
放
出
等
の
規
制
を
新
た
に
追
加
し
、
平
成
1
8
年
１
月
か

ら
施
行
し
ま
し
た
（
再
掲
）
。

  
ま
た
、
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
、
改
正
動
物
愛
護
管
理
法
と
い
う
。
）
」
が
平
成
1
8
年
６
月
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
同
法
の
適
切
か
つ
着
実
な
運
用
を
図
る
た
め
、
動
物
取
扱
業
に
関

す
る
基
準
、
特
定
動
物
（
危
険
動
物
）
に
関
す
る
基
準
、
動
物
が
自
己
の
所
有

に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
等
、
各
種
基
準
・
指

針
等
の
策
定
及
び
改
定
を
行
い
、
飼
養
動
物
の
管
理
の
徹
底
の
強
化
を
図

り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
外
来
生
物
法
及
び
改
正
動
物
愛
護
管
理
法
に
よ
り
、
一
部
の
動
物

の
飼
養
に
当
た
っ
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
等
の
個
体
識
別
措
置
が
義
務
付

け
ら
れ
た
た
め
、
獣
医
師
等
を
対
象
と
し
た
当
該
動
物
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

埋
込
み
方
法
に
係
る
技
術
講
習
会
を
開
催
し
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み

体
制
の
確
保
に
努
め
ま
し
た
。

　
現
に
生
態
系
等
に
係
る
被
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
外

来
生
物
に
つ
い
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
生
態
系
等
に
係
わ
る
被
害
の
科
学
的
知

見
の
情
報
収
集
と
整
理
の
た
め
の
調
査
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
も
と

に
、
特
定
外
来
生
物
を
8
3
種
類
指
定
・
公
表
す
る
と
と
も
に
、
要
注
意
外
来
生

物
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
球
環
境
研
究
総
合
推
進
費
に
お
い
て
、
「
侵
入
種
生
態
リ
ス
ク
の

評
価
手
法
と
対
策
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
6
-
1
8
年
度
）
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

○
特
定
外
来
生
物
8
3
種
類
を
指
定

・
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
「
外
来
生
物
法
」
と
い
う
。
）
」
（
平
成
1
7
年
６
月
施
行
）
に
基
づ
き
、
ア
ラ
イ
グ
マ
、
オ
オ
ク

チ
バ
ス
等
8
3
種
類
の
外
来
生
物
を
特
定
外
来
生
物
と
し
て
指
定
し
、
そ
の
飼
養
、
栽
培
、
保
管
、
運
搬
、
輸
入
、
譲
渡
し
等
を
原
則
禁
止
し
ま
し
た
。

・
全
8
3
種
類
の
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
、
そ
の
防
除
の
公
示
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
・
コ
ク
チ
バ
ス
・
ブ
ル
ー
ギ
ル
に
つ
い
て
は
、
防
除
の
指
針
を
作
成

し
、
公
表
し
ま
し
た
。

・
ジ
ャ
ワ
マ
ン
グ
ー
ス
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
ア
ラ
イ
グ
マ
等
に
係
る
防
除
事
業
・
防
除
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
ワ
ー
カ
ー
事
業
に
よ
る
防
除
も
各

地
の
国
立
公
園
等
で
行
い
ま
し
た
。

・
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
、
改
正
動
物
愛
護
管
理
法
と
い
う
。
）
」
が
平
成
1
8
年
６
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
同
法
の
適

切
か
つ
着
実
な
運
用
を
図
る
た
め
、
特
定
動
物
（
危
険
動
物
）
に
関
す
る
基
準
、
動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
等
、
各
種

基
準
・
指
針
等
の
策
定
及
び
改
定
を
行
い
、
飼
養
動
物
の
管
理
の
徹
底
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。
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奄
美
大
島
で
は
、
捕
獲
努
力
量
を
増
加
し
、
さ
ら
な
る
マ
ン
グ
ー
ス

個
体
数
の
低
減
化
と
分
布
の
分
断
化
を
図
る
と
と
も
に
、
島
か
ら
の

完
全
排
除
に
向
け
、
よ
り
効
果
的
な
捕
獲
技
術
の
確
立
が
必
要
で

す
。
　
沖
縄
本
島
北
部
の
や
ん
ば
る
地
域
で
は
、
南
部
地
域
か
ら
の
マ
ン

グ
ー
ス
の
北
上
阻
止
の
た
め
、
侵
入
防
止
柵
を
設
置
し
、
捕
獲
努
力

量
の
増
加
、
よ
り
効
果
的
な
捕
獲
技
術
の
確
立
に
よ
り
、
北
部
地
域

か
ら
の
完
全
排
除
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
中
南
部
地
域
に
お
け
る
マ

ン
グ
ー
ス
個
体
数
の
低
減
化
、
防
除
の
実
施
に
係
る
県
や
市
町
村

の
推
進
協
力
体
制
の
確
立
が
重
要
で
す
。

　
国
土
交
通
省
で
は
「
河
川
に
お
け
る
外
来

種
対
策
に
向
け
て
（
案
）
」
を
と
り
ま
と
め
、
こ

れ
に
基
づ
い
た
河
川
管
理
を
図
り
ま
す
。

　
農
林
水
産
省
で
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
外
来

魚
に
つ
い
て
、
密
放
流
防
止
の
啓
発
、
地
域

に
お
け
る
生
息
状
況
等
の
調
査
、
駆
除
、
生

態
系
の
復
元
等
の
事
業
に
対
す
る
支
援
及

び
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
・
ブ
ル
ー
ギ
ル
の
生
態
的
特

性
の
解
明
と
効
果
的
な
繁
殖
抑
制
技
術
の

研
究
開
発
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
こ
れ
ら

外
来
魚
の
生
息
域
の
拡
大
の
防
止
及
び
生

息
数
の
減
少
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
こ

れ
ら
事
業
等
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

「
河
川
に
お
け
る
外
来
種
対
策
に
向
け
て
（
案
）
」
等
を
踏
ま
え
、
市
町
村
、
地

域
住
民
等
が
協
同
で
、
繁
殖
が
激
し
い
ア
レ
チ
ウ
リ
の
駆
除
を
行
う
な
ど
の
取

組
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
環
境
省
で
は
、
奄
美
大
島
に
お
け
る
マ
ン

グ
ー
ス
の
駆
除
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
今

後
と
も
緊
急
性
の
高
い
地
域
に
お
け
る
移
入

種
（
外
来
種
）
の
排
除
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
注
意
を
要
す
る
種
の
移
入
、
定
着
に
関
す

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
早
期
対
応
の
実
施

　
西
表
島
に
お
け
る
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
生
息
状
況
や
移
入
経
路
を
調
査

し
、
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

体
制
の
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
外
来
魚
の
生
息
域
の
拡
大
の
防
止
及
び
生
息
数
の
減
少

を
図
る
た
め
、
①
４
６
都
道
府
県
が
「
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
」
で
移
植
禁
止

を
措
置
、
②
３
７
道
府
県
で
行
っ
た
駆
除
、
生
息
状
況
調
査
及
び
密
放
流
防

止
に
係
る
啓
発
活
動
等
に
対
し
支
援
、
③
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
等
の

生
態
的
特
性
の
解
明
と
効
果
的
な
繁
殖
抑
制
技
術
の
研
究
開
発
を
実
施
し

ま
し
た
。
ま
た
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
以
外
の
外
来
魚
が
在
来
魚
に

与
え
る
影
響
調
査
等
を
実
施
し
ま
し
た
。

○

　
奄
美
大
島
に
お
い
て
平
成
1
2
年
度
よ
り
防
除
事
業
を
実
施
し
、
平
成
1
7
年

度
末
ま
で
に
約
1
6
,6
0
0
頭
の
マ
ン
グ
ー
ス
を
捕
獲
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
よ

り
事
業
開
始
当
初
（
平
成
1
1
年
時
点
）
5
,0
0
0
～
1
0
,0
0
0
頭
と
推
定
さ
れ
た
マ
ン

グ
ー
ス
の
生
息
個
体
数
は
平
成
1
4
年
度
末
に
は
1
/
4
の
1
,5
0
0
～
2
,5
0
0
頭
ま

で
減
少
し
ま
し
た
。
ま
た
、
沖
縄
本
島
北
部
や
ん
ば
る
地
域
に
お
い
て
も
平
成

1
2
年
度
よ
り
環
境
省
と
沖
縄
県
に
よ
り
防
除
事
業
を
実
施
し
、
平
成
1
7
年
度

末
ま
で
に
合
計
約
7
,0
0
0
頭
の
マ
ン
グ
ー
ス
を
捕
獲
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
7
年
度
に
は
奄
美
大
島
で
約
2
6
0
0
頭
、
沖
縄
島
北
部
や
ん
ば
る
地

域
で
は
約
1
0
0
0
頭
捕
獲
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
両
地
域
に
お
い
て
外
来
生
物

法
に
基
づ
く
マ
ン
グ
ー
ス
の
防
除
実
施
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

○

　
貨
物
に
付
着
し
て
の
移
動
な
ど
、
意
図
せ

ず
に
導
入
さ
れ
る
生
物
の
侵
入
経
路
の
特

定
と
侵
入
の
予
防

　
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
の
海
域
間
移
動
に
よ
る
外
来
生
物
拡
散
の
防
止
に
資

す
る
た
め
、
ノ
ン
バ
ラ
ス
ト
状
態
で
の
航
行
に
最
適
な
新
船
型
を
採
り
入
れ
た

船
舶
の
開
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
1
7
年
度
は
、
試
作
模
型
に
よ
る
水
槽

実
験
、
試
設
計
、
経
済
性
評
価
等
を
行
い
ま
し
た
。
在
来
船
型
と
の
比
較
検

討
を
行
っ
た
結
果
、
ノ
ン
バ
ラ
ス
ト
船
は
十
分
な
性
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

　
地
球
環
境
研
究
総
合
推
進
費
で
は
、
「
大
型
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
・
船
体
付

着
に
よ
り
越
境
移
動
す
る
海
洋
生
物
が
も
た
ら
す
生
態
系
攪
乱
の
動
態
把
握

と
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
研
究
」
 (
平
成
1
6
－
1
8
年
度
)を
実
施
し
、
継
続
的
な

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
寄
港
地
で
の
現
地
調
査
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
世
界
各
地
に

拡
散
し
た
ワ
カ
メ
、
ア
ナ
ア
オ
サ
や
日
本
に
移
入
し
た
コ
ウ
ロ
エ
ン
カ
ワ
ヒ
バ
リ

ガ
イ
の
起
源
や
、
日
豪
間
で
運
行
さ
れ
て
い
る
石
炭
運
搬
船
の
バ
ラ
ス
ト
水

中
や
船
体
に
付
着
す
る
生
物
の
多
様
性
と
動
態
に
関
す
る
知
見
が
得
ら
れ
ま

し
た
。

○

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題

繁
殖
力
の
強
い
外
来
種
は
、
一
旦
侵
入
し
、
分
布
を
広
げ
る
と
、
そ

の
悪
影
響
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く
、
侵
入
の
未
然
防
止
が
重

要
で
あ
る
ほ
か
、
数
年
間
の
継
続
的
な
対
策
の
実
施
が
重
要
で

す
。

○

左
記
船
舶
の
実
用
化
に
向
け
た
研
究
及
び
港
湾
や
空
港
に
お
け
る

非
意
図
的
な
外
来
生
物
の
侵
入
の
実
態
に
関
す
る
調
査
が
必
要
で

す
。
　
代
表
的
な
移
入
海
洋
生
物
の
起
源
と
拡
散
経
路
を
遺
伝
的
解
析

等
に
よ
り
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
国
際
的
に
適
用
可
能

な
対
策
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
西
表
島
に
お
い
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
継
続
と
港
湾
に
お
け
る
侵
入

チ
ェ
ッ
ク
及
び
防
止
体
制
の
確
立
、
石
垣
島
に
お
け
る
個
体
数
低
減

化
に
向
け
た
対
策
事
業
が
必
要
で
す
。

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
の
外
来
魚
対
策
と
し
て
、
緊
急
・
広
域
的
な
対
策
等

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
措
置
を
検
討
し
、
地
域

の
実
態
に
応
じ
た
外
来
魚
の
生
息
域
・
量
の
抑
制
を
推
進
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

○
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

H
1
4
.3

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

H
1
4
.3

種
類

種
類

種
類

H
1
4
.3

種
類

種
類

種
類

4
6

H
1
8
.9

第
３
回
点
検

（
前
回
比
）

増
減 H
1
8
.3

　
引
き
続
き
分
布
状
況
等
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関

と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
対
策
の
検
討
・
実
施
が
必
要
で
す
。

指
標

外
来
魚
移
植
禁
止
を
行
っ
た
都
道
府
県
数

数
値
で
見
る
実
施
状
況

　
移
入
種
（
外
来
種
）
へ
の
対
応
に
関
し
て

は
、
幅
広
い
行
政
機
関
、
事
業
者
が
関
係
す

る
こ
と
か
ら
、
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た

め
に
有
効
な
関
係
機
関
の
連
携
体
制
の
確

保
を
図
り
ま
す
。

　
外
来
生
物
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
、
該
当
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
や

ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
の
作
成
・
配
布
等
に
よ
り
国
民
や
関
係
事
業
者
へ
の
普
及

啓
発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
防
除
の
実
施
や
外
来
生
物
法
に
係
る
規
制
の
適
正
化
の
た
め
、
環

境
省
、
農
林
水
産
省
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
会
議
の
開
催
等
に
よ

る
情
報
の
共
有
、
施
策
の
連
携
を
進
め
て
い
ま
す
。

施
策
の
目
標

特
定
外
来
生
物
の
指
定
種
数

防
除
の
告
示
を
行
っ
た
特
定
外
来
生
物
種
数

種
類

都
道
府
県

種
類

　
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
、
外
来
生
物
の
防
除
の
実
施
や
国
民
に

対
す
る
普
及
啓
発
を
進
め
る
と
と
も
に
、
外
来
生
物
に
関
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、
情
報
共
有
体
制
の
強
化
を
進
め
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
ま
た
、
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
る
外
来
生
物
だ
け
で
な
く
、
国
内
で
人

為
的
に
移
動
さ
れ
被
害
を
及
ぼ
す
在
来
生
物
に
対
し
て
、
既
存
の

制
度
の
活
用
や
必
要
に
応
じ
見
直
し
な
ど
の
対
応
を
進
め
ま
す
。

数
値

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

○

都
道
府
県

H
1
7
.7

0

進
捗
状
況

4
6

第
２
回
点
検

4
6

0

0

（
前
回
比
）

0

種
類

0
種
類

2
0

2
0

○

H
1
7
.7

3
7

3
7

4
6

増
減

　
外
来
生
物
法
の
効
果
的
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
自
然
公
園
法

施
行
規
則
及
び
自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
を
改
正
し
、
国
立
公
園
及
び

国
定
公
園
の
特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
含
む
）
並
び
に
原
生
自
然
環
境

保
全
地
域
及
び
自
然
環
境
保
全
地
域
特
別
地
区
に
お
い
て
、
外
来
生
物
法

に
基
づ
く
外
来
生
物
の
防
除
行
為
を
、
規
制
の
適
用
除
外
と
し
ま
し
た
。

　
国
有
林
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
学
識
経
験
者
等
と
連
携
し
て
、
外
来
種

の
分
布
状
況
の
調
査
及
び
駆
除
を
実
施
し
ま
し
た
。

H
1
6
.3

（
前
回
比
）

戦
略
改
定
時

0

H
1
6
.3

種
類

種
類

6
3

8
3

種
類

H
1
8
.9

0
都
道
府
県

都
道
府
県

種
類

8
3

4
6

第
４
回
点
検

デ
ー
タ
取
得
年
月

増
減

今
後
の
課
題
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６
．
自
然
環
境
デ
ー
タ
の
整
備

　
（
１
）
生
態
学
、
分
類
学
を
中
心
と
し
た
基
礎
的
研
究
や
、
関
連
す
る
応
用
的
研
究
の
推
進

※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

　
炭
素
固
定
、
水
源
涵
養
、
水
質
浄
化
、
防

災
、
保
健
休
養
な
ど
、
生
態
系
が
も
た
ら
す

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
（
機
能
）
の
定
量
的
評
価

や
変
化
機
構
解
明
等
に
関
す
る
生
態
学
的

研
究
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

施
策
の
目
標

　
わ
が
国
の
生
物
多
様
性
の
基
本
的
構
成

要
素
で
あ
る
野
生
生
物
種
に
つ
い
て
、
既
知

種
に
関
す
る
知
見
の
集
積
や
、
多
数
の
未
記

載
種
の
解
明
を
進
め
る
た
め
の
分
類
学
的

研
究
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
生
物
多
様
性
保
全
の
基
礎
と
な
る
各
種
生

態
系
の
構
造
及
び
動
態
を
把
握
す
る
た
め

の
生
態
学
的
研
究
の
充
実
を
図
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
希
少
種
を
含
む
地
域
固
有
の
生
物
多
様

性
の
評
価
及
び
維
持
機
構
の
解
明
、
種
の

絶
滅
要
因
や
遺
伝
的
多
様
性
の
解
明
、
個

体
群
動
態
の
予
測
、
並
び
に
移
入
種
の
侵

入
等
を
含
む
様
々
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
る
影

響
評
価
及
び
多
様
性
減
少
機
構
の
解
明
に

関
す
る
生
態
学
的
研
究
の
充
実
を
図
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
保
全
生
態
学
の
視
点
か
ら
生
態
系
の
順
応

的
管
理
や
生
態
系
再
生
を
進
め
る
た
め
の

野
外
に
お
け
る
実
験
的
・
実
証
的
研
究
の
充

実
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

進
捗
状
況

○
第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画

に
お
い
て
、
新
た
に
「
生
態
系
管

理
研
究
領
域
」
を
研
究
領
域
と

し
て
設
定

　
地
球
環
境
研
究
総
合
推
進
費
に
お
い
て
は
「
野
生
生
物
の
生
息
適
地
か
ら

み
た
生
物
多
様
性
の
評
価
手
法
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
5
-
1
7
年
度
）
、
「
サ

ン
ゴ
礁
生
物
多
様
性
保
全
地
域
の
選
定
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
5
-
1
7
年

度
）
、
「
大
型
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
・
船
体
付
着
に
よ
り
越
境
移
動
す
る
海
洋
生

物
が
も
た
ら
す
生
態
系
攪
乱
の
動
態
把
握
と
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
研
究
」

(平
成
1
6
－
1
8
年
度
)、
「
脆
弱
な
海
洋
島
を
モ
デ
ル
と
し
た
外
来
種
の
生
物
多

様
性
へ
の
影
響
と
そ
の
緩
和
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
7
-
1
9
）
、
「
大
型
類
人

猿
の
絶
滅
回
避
の
た
め
の
自
然
・
社
会
環
境
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
8
-

2
0
）
、
「
渡
り
鳥
に
よ
る
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
及
び
血
液
原
虫
の
感
染
ル
ー
ト
解

明
と
リ
ス
ク
評
価
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
1
8
-
2
0
）
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
国
立
環
境
研
究
所
で
は
重
点
特
別
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
平
成
1
3
年
度
～
平

成
1
7
年
度
）
と
し
て
「
生
物
多
様
性
の
減
少
機
構
の
解
明
と
保
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
実
施
し
た
ほ
か
、
さ
ら
に
中
核
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
「
生
物
多
様
性

と
生
態
系
機
構
の
視
点
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
手
法
の
開
発
」
(平
成
1
8

年
度
～
平
成
2
2
年
度
）
、
特
別
研
究
と
し
て
「
湿
地
生
態
系
の
時
空
間
的
不

均
一
性
と
生
物
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
研
究
」
(平
成
1
8
年
度
～
平
成
2
0

年
度
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
1
5
年
度
よ
り
各
種
生
態
系
の
現
状
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
重
要
生

態
系
監
視
地
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）
を
開

始
し
、
試
行
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
文
部
科
学
省
の
「
２
１
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
り
、
平
成
1
5
年
度
に
採

択
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
生
物
多
様
性
・
生
態
系
再
生
研
究
拠
点
」
が
ひ
き
づ

づ
き
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画
（
平
成
1
8
年
３
月
閣
議
決
定
）
で
は
、
重
点
推

進
４
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
環
境
」
分
野
に
お
い
て
、
個
別
政
策
目
標
の
ひ

と
つ
に
「
持
続
可
能
な
生
態
系
の
保
全
と
利
用
を
実
施
す
る
」
が
挙
げ
ら
れ
、

新
た
に
「
生
態
系
管
理
研
究
領
域
」
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
、
「
生
態
系
管
理
研
究

領
域
」
に
お
け
る
研
究
開
発
は
、
推
進
方
策
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
大
学
や
関
係
研
究
期
間
の
研
究
者
と
各
府
省
関
係
部
局
の

連
携
や
、
地
方
公
共
団
体
や
地
域
的
取
組
、
N
G
O
な
ど
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

今
後
の
課
題

・
第
３
期
科
学
技
術
基
本
計
画
（
平
成
1
8
年
３
月
閣
議
決
定
）
で
は
、
重
点
推
進
４
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
環
境
」
分
野
に
お
い
て
、
個
別
政
策
目
標
の
ひ
と
つ
に
「
持
続
可

能
な
生
態
系
の
保
全
と
利
用
を
実
施
す
る
」
が
挙
げ
ら
れ
、
新
た
に
「
生
態
系
管
理
研
究
領
域
」
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
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（
２
）
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
の
質
的
転
換

　
平
成
1
9
年
度
ま
で
に
全
国
1
0
0
0
カ
所
程
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ

ト
を
設
置
し
、
生
態
系
の
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　
環
境
省
が
選
定
し
た
「
重
要
湿
地
5
0
0
」
の
う
ち
、
干
潟
1
4
5
カ
所
、

藻
場
1
2
9
カ
所
を
対
象
に
全
国
調
査
を
実
施
。
干
潟
1
4
5
カ
所
の
調

査
を
終
了
し
、
調
査
結
果
の
解
析
を
行
い
ま
す
。
藻
場
の
調
査
は
引

き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　
生
態
系
の
量
的
把
握
を
充
実
す
る
た
め
、

全
国
的
な
植
生
現
存
量
・
生
産
量
の
把
握

や
、
主
要
な
野
生
動
物
に
関
す
る
徹
底
的
な

調
査
に
向
け
た
手
法
検
討
・
開
発
に
取
り
組

む
こ
と
を
検
討
し
ま
す
。

進
捗
状
況

○○

　
平
成
1
8
年
１
月
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
陸
域
技
術
観
測
衛
星
「
だ
い
ち
」

（
A
L
O
S
）
の
衛
星
画
像
等
を
活
用
し
た
国
土
の
自
然
環
境
の
総
合
的
把
握
を

す
る
た
め
の
技
術
的
検
討
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
1
5
年
度
よ
り
、
環
境
省
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
が
実
施

し
て
い
る
生
物
調
査
等
の
自
然
環
境
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
デ
ー
タ
の
相
互

利
用
等
の
連
携
を
図
る
た
め
の
連
絡
体
制
を
整
え
、
平
成
1
6
年
度
及
び
1
7

年
度
に
は
、
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
試
行
的
な
デ
ー
タ
の
集
積
整
理
を
通
じ

て
、
各
調
査
デ
ー
タ
の
G
IS
デ
ー
タ
と
し
て
の
利
用
を
前
提
と
し
て
、
相
互
利
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

平
成
1
5
年
度
よ
り
継
続
的
な
調
査
を
実
施
す
る
重
要
生
態
系
監
視
地
域
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）
で
は
、
生
態
系
の
質
や

量
的
把
握
を
充
実
す
る
よ
う
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
開
発
や
汚
染
の
影
響
を
受
け
や
す
い
浅
海

域
を
中
心
に
、
海
域
に
お
け
る
生
物
、
生
態

系
情
報
の
整
備
に
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と

（
浅
海
域
生
態
系
調
査
）
を
検
討
し
ま
す
。

　
平
成
1
9
年
度
ま
で
に
全
国
1
0
0
0
カ
所
程
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ

ト
を
順
次
設
定
し
、
継
続
的
な
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
ま
た
、
特
に
平
成
1
8
年
度
に
つ
い
て
は
、
森
林
・
里
地
・
陸

水
域
生
態
系
を
中
心
と
し
て
、
引
き
続
き
約
2
0
0
箇
所
の
サ
イ
ト
設
定

等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

今
後
の
課
題

　
「
だ
い
ち
」
の
衛
星
画
像
を
活
用
し
た
植
生
調
査
な
ど
、
自
然
環
境

の
把
握
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
技
術
的
な
解
析
手
法
の
検
討
が
必

要
で
す
。
特
に
、
植
生
の
み
な
ら
ず
湿
地
分
布
な
ど
全
国
の
自
然
環

境
の
変
化
の
迅
速
な
把
握
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
ま
た
、
関
係
省
庁
が
実
施
す
る
自
然
環
境
調
査
の
相
互
利

用
の
推
進
等
、
今
後
一
層
の
連
携
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

施
策
の
目
標

　
平
成
1
5
年
度
よ
り
継
続
的
な
調
査
を
実
施
す
る
重
要
生
態
系
監
視
地
域
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）
に
つ
い
て
、
平
成
1
7
年

度
末
ま
で
に
6
1
8
箇
所
の
サ
イ
ト
設
定
を
行
う
と
と
も
に
、
試
行
調
査
を
開
始
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
1
7
年
度
は
特
に
森
林
・
里
地
生
態
系
を
対
象
と
し
た

サ
イ
ト
設
定
等
を
行
い
ま
し
た
。

○

　
全
国
の
干
潟
及
び
藻
場
の
調
査
を
、
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
「
浅
海
域

生
態
系
調
査
」
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
干
潟
の
調
査
は
平
成
1
6
年
度
で
終

了
し
、
現
在
調
査
結
果
の
解
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。
藻
場
の
調
査
は
引
き
続

き
実
施
し
ま
す
。
（
再
掲
）

　
植
生
、
動
物
分
布
、
海
岸
な
ど
、
個
別
調
査

項
目
を
重
ね
合
わ
せ
て
分
析
す
る
な
ど
し

て
、
国
土
に
お
け
る
自
然
環
境
の
総
合
的
把

握
を
進
め
る
こ
と
を
検
討
し
ま
す
。

　
戦
略
的
な
保
全
施
策
の
推
進
に
資
す
る

デ
ー
タ
を
継
続
的
に
収
集
す
る
た
め
、
地
域

の
専
門
家
や
N
P
O
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
デ
ー
タ
収
集
の
仕
組
み
を
構
築
し
、

全
国
1
,0
0
0
ヶ
所
程
度
の
定
点
（
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
サ
イ
ト
）
を
国
が
設
定
し
て
、
動
植
物
や
生

息
・
生
育
環
境
の
長
期
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

展
開
す
る
こ
と
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）

の
取
組
を
検
討
し
ま
す
。

○

・
個
別
生
態
系
の
経
時
的
な
変
化
の
把
握
を
目
的
に
実
施
す
る
重
要
生
態
系
監
視
地
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
推
進
事
業
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
）
を
着
実
に
推
進
（
H
1
6
年

度
末
4
0
6
箇
所
→
H
1
7
年
度
末
6
1
8
箇
所
の
サ
イ
ト
設
定
）
す
る
と
と
も
に
、
広
く
国
土
を
把
握
す
る
た
め
に
ベ
ー
ス
と
な
る
植
生
図
の
５
万
分
の
１
か
ら
２
万
５
千
分
の
１
へ
の

更
新
を
進
め
ま
し
た
（
H
1
6
年
度
末
約
3
0
％
→
H
1
7
年
度
末
約
3
2
％
）
。
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

H
1
4
.3

0
サ
イ
ト

1
2
0
サ
イ
ト

4
0
6
サ
イ
ト

6
1
8

1
2
0

2
8
6

2
1
2

H
1
4
.3

約
2
0
%

約
2
7
%

約
3
0
%

約
3
2

約
7
%

約
1
0
%

約
2
%H
1
8
.3

数
値
で
見
る
実
施
状
況

指
標

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
の
サ
イ
ト
設
定
数

　
野
生
生
物
目
録
や
分
布
・
生
態
デ
ー
タ
の

蓄
積
、
生
物
種
や
遺
伝
子
の
多
様
性
の
時

間
的
・
空
間
的
記
録
で
あ
る
標
本
資
料
の
収

集
・
保
管
及
び
情
報
整
備
等
を
着
実
に
進
め

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
基
盤
的
デ
ー
タ
と
し
て
、
国
土
の
自
然
の
基

本
図
で
あ
る
植
生
図
に
つ
い
て
引
き
続
き
維

持
・
更
新
を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
理
情
報
シ

ス
テ
ム
（
G
IS
）
を
活
用
し
て
、
各
地
域
の
動
植

物
相
等
の
関
連
デ
ー
タ
の
統
合
的
把
握
が

可
能
と
な
る
よ
う
、
情
報
整
備
・
処
理
シ
ス
テ

ム
の
改
良
を
進
め
ま
す
。

○

増
減

（
前
回
比
）

デ
ー
タ
取
得
年
月

（
前
回
比
）

第
２
回
点
検

デ
ー
タ
取
得
年
月

（
前
回
比
）

　
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
野
生
生
物
に
関
す
る
目
録

作
成
や
分
布
情
報
等
の
蓄
積
を
進
め
る
と
と
も
に
、
平
成
1
7
年
度
に
は
生
物

多
様
性
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
標
本
収
集
方
針
等
を
策
定
し
、
希
少
種
や
固
有

種
な
ど
わ
が
国
の
生
物
多
様
性
に
関
す
る
標
本
資
料
の
充
実
及
び
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
等
の
情
報
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。

戦
略
改
定
時

平
成
1
7
年
度
に
は
全
国
で
7
3
図
副
の
縮
尺
1
/
2
5
,0
0
0
植
生
図
の
更
新
を
行

い
、
更
新
状
況
は
平
成
1
6
年
度
末
約
3
0
%
→
平
成
1
7
年
度
末
約
3
2
％
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
1
5
年
度
よ
り
、
植
生
図
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
個
別
調
査
項

目
を
重
ね
合
わ
せ
解
析
す
る
モ
デ
ル
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

増
減

第
４
回
点
検

第
３
回
点
検

H
1
6
.3

H
1
6
.3

H
1
7
.3

H
1
8
.3

%

サ
イ
ト

サ
イ
ト

増
減

○

H
1
7
.3

数
値

サ
イ
ト

デ
ー
タ
取
得
年
月

2
5
,0
0
0
分
の
１
植
生
図
の
更
新
状
況

サ
イ
ト

デ
ー
タ
取
得
年
月

　
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
や

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
サ
イ
ト
1
0
0
0
の
継
続
的
な
調
査
実
施
に
伴
い
、
標
本

資
料
の
収
集
保
管
、
情
報
の
整
備
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
平
成
1
8

年
度
以
降
、
国
土
交
通
省
河
川
水
辺
の
国
勢
調
査
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
標
本
に
つ
い
て
計
画
的
な
収
集
保
管
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
重
ね
合
わ
せ
解
析
の
ベ
ー
ス
デ
ー
タ
と
な
る
1
/
2
5
,0
0
0
植
生
図
の

作
成
を
進
め
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
総
合
的
把
握
の
解
析
手
法

を
開
発
し
ま
す
。
特
に
、
衛
星
画
像
を
活
用
し
た
植
生
図
整
備
の
効

率
化
及
び
更
新
頻
度
の
向
上
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
す
。

進
捗
状
況

今
後
の
課
題

施
策
の
目
標
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（
３
）
情
報
の
共
有
と
公
開

今
後
の
課
題

　
海
外
も
含
め
た
研
究
機
関
、
行
政
機
関
、

N
G
O
、
専
門
家
及
び
市
民
の
広
範
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
を
図
り
つ
つ
、
生
物
多
様
性
保

全
に
向
け
た
調
査
研
究
及
び
自
然
環
境

デ
ー
タ
の
整
備
や
情
報
共
有
を
進
め
る
中
心

的
拠
点
と
し
て
、
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
、
各

地
の
野
生
生
物
保
護
セ
ン
タ
ー
等
の
組
織
・

機
能
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

　
自
然
環
境
保
全
、
野
生
動
植
物
保
全
等
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
る
調
査

研
究
機
関
の
情
報
交
換
の
た
め
、
平
成
1
7
年
度
は
、
第
８
回
自
然
系
調
査
研

究
機
関
連
絡
会
議
（
N
O
R
N
A
C
：
平
成
1
7
年
1
1
月
現
在
、
国
や
都
道
府
県
等

の
自
然
系
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
る
1
6
機
関
に
よ
り
構
成
)が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
一
般
公
開
す
る
調
査
研
究
・
事
例
発
表
会
で
は
、
総
合
的
生
態
系
調

査
、
G
IS
解
析
等
を
テ
ー
マ
に
、
1
6
機
関
か
ら
2
0
題
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

○

　
引
き
続
き
、
自
然
環
境
保
全
に
関
す
る
調
査
研
究
や
、
生
態
系
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
法
開
発
、
調
査
デ
ー
タ
の
総
合
解
析
等
に
関
す
る

情
報
交
換
を
続
け
る
と
と
も
に
、
よ
り
幅
広
い
参
加
を
呼
び
か
け
て

い
き
ま
す
。

　
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
や
希
少
な
野
生
生
物
に
関
す
る
生
息
・
生
育
地

の
情
報
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
、
公
開
し
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
6
年
７
月
よ
り
開
設
し
て
い
る
生
物
多
様
性
に
関
す
る
情
報
交
換
の

仕
組
み
（
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
C
H
M
)）
専
用
の
サ
イ
ト
に
つ
い

て
は
、
メ
タ
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
公

開
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
関
連
機
関
に
対
し
、
メ
タ
デ
ー
タ
作
成
の
協
力
依
頼
を
継
続
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。

　
平
成
1
5
年
度
よ
り
、
環
境
省
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
が
実
施
し
て
い

る
生
物
調
査
等
の
自
然
環
境
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
デ
ー
タ
の
相
互
利
用
等

の
連
携
を
図
る
た
め
の
連
絡
体
制
を
整
え
、
平
成
1
6
年
度
及
び
1
7
年
度
に

は
、
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
試
行
的
な
デ
ー
タ
の
集
積
整
理
を
通
じ
て
、
各

調
査
デ
ー
タ
の
G
IS
デ
ー
タ
と
し
て
の
利
用
を
前
提
と
し
て
、
相
互
利
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
基
礎
調
査
に
加
え
て
、
国
土
交
通
省
の
河

川
水
辺
の
国
勢
調
査
や
農
林
水
産
省
の
森

林
資
源
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
始
め
と
す
る

国
、
地
方
、
N
P
O
等
の
各
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る

デ
ー
タ
整
備
の
進
展
を
踏
ま
え
、
相
互
の
情

報
交
換
等
を
進
め
る
連
絡
組
織
等
の
構
築

を
図
り
ま
す
。

○

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

○

　
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
様
々
な
デ
ー
タ
に
容
易

に
ア
ク
セ
ス
し
、
か
つ
情
報
の
質
を
見
極
め

な
が
ら
利
用
で
き
る
よ
う
、
情
報
共
有
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
構
築
や
メ
タ
デ
ー
タ
の
作
成
・
公
開

を
進
め
、
情
報
交
換
の
仕
組
み
（
ク
リ
ア
リ
ン

グ
ハ
ウ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
C
H
M
）
）
を
整
備
す
る

な
ど
、
生
物
多
様
性
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ

ム
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
大
学
や
全
国
規
模
の
研
究
機
関
、
地
方
自

治
体
の
調
査
研
究
機
関
や
自
然
史
系
博
物

館
等
の
設
置
や
充
実
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
機
関
に
属
す
る
専
門
家
等
の
交

流
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

○

　
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
の
宮
島
沼
に
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
２
カ
年
を
か
け

て
、
湿
地
の
保
全
や
環
境
学
習
の
拠
点
と
し
て
、
宮
島
沼
水
鳥
・
湿
地
セ
ン

タ
ー
の
 施
設
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
希
少
種
の
分
布
情
報
等
で
、
公
開
す
る
こ

と
に
よ
り
乱
獲
そ
の
他
生
息
・
生
育
地
の
攪

乱
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
保
全
上
の
観
点
か
ら
慎
重
な
配
慮
を

加
え
つ
つ
公
開
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
し
ま

す
。

○

　
引
き
続
き
、
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
及
び
各
地
の
野
生
生
物
保
護

セ
ン
タ
ー
等
の
組
織
・
機
能
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
自
然
系
調
査
研
究
機
関
連
絡
会
議
や
地
方
自
治
体
等
と
の

連
携
の
充
実
強
化
を
は
じ
め
と
し
て
、
関
係
者
と
の
広
範
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
G
IS
デ
ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
に
関
す
る
技
術
的
問
題
の
解
決
を
図

る
こ
と
、
関
係
省
庁
が
実
施
す
る
自
然
環
境
調
査
の
相
互
利
用
の

推
進
、
自
然
系
博
物
館
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
情
報
共
有

等
、
今
後
一
層
の
連
携
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
な
し

　
生
物
多
様
性
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
C
H
M
)の
活
用

促
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
引
き
続
き
関
連
機
関
に
対
し
て
メ
タ
デ
ー

タ
の
登
録
を
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
環
境
省
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
が
実
施
し
て
い
る
自
然
環
境
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
デ
ー
タ
の
相
互
利
用
等
の
連
携
を
図
る
た
め
の
連
絡
体
制
を
整
え
、
平
成
1
6

年
度
及
び
1
7
年
度
に
は
、
モ
デ
ル
地
域
に
お
い
て
デ
ー
タ
の
試
行
的
集
積
整
理
を
通
じ
て
、
各
調
査
デ
ー
タ
の
相
互
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
6
年
７
月
よ
り
開
設
し
て
い
る
生
物
多
様
性
に
関
す
る
情
報
交
換
の
仕
組
み
（
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
C
H
M
)）
専
用
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
メ
タ
デ
ー
タ

の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
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H
1
4
.3

0
件

7
9
件

1
1
2
件

7
4
7

7
9
件

3
3
件

5
6
8
件

増
減

数
値

デ
ー
タ
取
得
年
月

デ
ー
タ
取
得
年
月

（
前
回
比
）

H
1
7
.3

デ
ー
タ
取
得
年
月

（
前
回
比
）

（
前
回
比
）

戦
略
改
定
時

数
値
で
見
る
実
施
状
況

第
３
回
点
検

第
２
回
点
検

C
H
M
メ
タ
デ
ー
タ
数

指
標

増
減

H
1
6
.3

増
減

デ
ー
タ
取
得
年
月

第
４
回
点
検

件
H
1
8
.3
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７
．
効
果
的
な
保
全
手
法
等

　
（
１
）
効
果
的
保
全
の
た
め
の
様
々
な
手
法
の
活
用
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
充
実

○
「
農
業
生
産
活
動
規
範
(農
業
環

境
規
範
)」
の
普
及
・
定
着

「
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た

事
業
実
施
の
た
め
の
調
査
計

画
・
設
計
の
技
術
指
針
」
を
策
定

　
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
種
を
選
定
し
た
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
見
直
し
作
業
を
進

め
ま
し
た
。

　
な
お
、
平
成
1
7
年
７
月
に
、
陸
・
淡
水
産
貝
類
、
平
成
1
8
年
１
月
に
ク
モ
型

類
・
甲
殻
類
等
、
ま
た
８
月
に
昆
虫
類
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
を
公
表
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
動
物
全
分
類
群
の
改
訂
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
ま

し
た
。

①
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
種
や
重
要
地
域

等
の
リ
ス
ト
化

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

○○
動
物
全
分
類
群
の
改
訂
レ
ッ
ド

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
の
完
成

②
保
全
・
配
慮
指
針
や
基
準
の
策
定

③
生
態
的
・
工
学
的
配
慮
技
術
や
手
法
の

確
立

　
農
業
者
が
環
境
保
全
に
向
け
て
最
低
限
取
り
組
む
べ
き
規
範
と
し
て
策
定

さ
れ
た
「
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生
産
活
動
規
範
（
農
業
環
境
規
範
）
」

の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
併
せ
て
策
定
さ
れ
た
「
施
肥
基
準

の
策
定
・
見
直
し
の
指
針
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
に
対
し
環
境
に
配
慮
し
た

施
肥
基
準
の
見
直
し
を
促
し
た
ほ
か
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導

入
促
進
、
総
合
的
病
害
虫
・
雑
草
管
理
(Ｉ
Ｐ
Ｍ
)の
普
及
・
定
着
に
取
り
組
む
な

ど
、
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
在
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転

換
す
る
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
(再
掲
)。
さ
ら
に
、
生
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

保
全
・
形
成
に
視
点
を
置
き
、
調
査
か
ら
維
持
管
理
に
至
る
各
段
階
の
環
境

配
慮
手
法
を
よ
り
具
体
化
し
、
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
事
業
や
環
境
保

全
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
事
業

実
施
の
た
め
の
調
査
計
画
・
設
計
の
技
術
指
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
生
態
系
の
保
全
・
向
上
を
図
る
技
術
の
検
討
を
進
め

て
い
ま
す
（
一
部
再
掲
）
。

④
助
成
や
税
制
措
置
な
ど
の
経
済
的
な
措

置
　
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
国
民
が
行
う
森
林
づ
く
り
活
動
へ
の
支
援
や
、
地

球
環
境
基
金
に
よ
る
民
間
団
体
等
へ
の
助
成
な
ど
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
し

た
。

　
森
林
の
整
備
・
保
全
を
社
会
全
体
で
支
え
る
と
い
う
国
民
意
識
の

醸
成
を
一
層
図
る
た
め
、
よ
り
広
範
な
主
体
に
よ
る
森
林
づ
く
り
活

動
へ
の
参
加
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
作
業
を
進
め
、
平

成
1
8
年
度
中
に
作
成
す
る
予
定
で
す
。

　
我
が
国
農
業
生
産
全
体
の
あ
り
方
を
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の

に
転
換
す
る
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
農
業
環
境
規
範

の
普
及
・
定
着
を
推
進
す
る
な
ど
、
環
境
と
調
和
の
取
れ
た
農
業
生

産
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

技
術
指
針
の
事
業
実
施
地
区
へ
の
活
用
や
田
園
環
境
整
備
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
・
見
直
し
へ
の
活
用
に
よ
り
、
農
村
に
お
け
る
生

態
系
の
保
全
・
形
成
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

今
後
の
課
題

　
・
平
成
1
7
年
７
月
に
陸
・
淡
水
産
貝
類
、
平
成
1
8
年
１
月
に
ク
モ
型
類
・
甲
殻
類
等
、
ま
た
、
８
月
に
昆
虫
類
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
が
完
成
・
出
版
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
動
物

全
分
類
群
の
改
訂
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ド
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
環
境
影
響
評
価
の
基
本
的
事
項
の
改
正
（
平
成
1
7
年
３
月
）
を
踏
ま
え
、
環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
な
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
主
務
省
令
に
つ
い
て
も
、
平

成
1
8
年
３
月
に
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

⑤
自
発
的
取
組
の
促
進

　
平
成
1
6
年
９
月
に
、
「
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
に
関
す

る
基
本
的
な
方
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
当
該
基
本
方
針
に
お
い
て
、

地
球
温
暖
化
対
策
、
循
環
型
社
会
の
形
成
、
生
物
多
様
性
の
保
全
を
は
じ
め

と
す
る
今
日
私
た
ち
が
直
面
す
る
課
題
の
解
決
に
対
す
る
自
発
的
な
取
組
の

必
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め
の
活
動
を
促
進
す
る
施
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
人
材
認
定
等
事
業
に
つ
い
て
、
登
録
し
教

育
現
場
等
に
情
報
提
供
を
行
う
人
材
認
定
等
事
業
の
登
録
制
度
の
運
用
が

開
始
さ
れ
、
平
成
1
8
年
６
月
2
0
日
現
在
、
1
3
件
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

○

　
平
成
1
8
年
1
0
月
現
在
、
自
然
再
生
推
進
法
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
然
再
生

の
た
め
の
合
意
形
成
の
場
と
し
て
の
協
議
会
が
全
国
で
1
9
件
立
ち
上
が
り
、

計
1
,0
0
0
人
以
上
の
多
様
な
主
体
が
協
議
会
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
画
し
て
い
ま

す
。
う
ち
、
12
件
に
お
い
て
は
全
体
構
想
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
基
本
的
考
え
方
や
留
意
点
を
と
り
ま
と
め
、
さ
ら
に
平
成
1
5
年
1
1
月
に
廃
棄

物
分
野
を
例
と
し
た
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
試
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し

ま
し
た
。
ま
た
、
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
東
京
都
、
埼
玉
県
、
京
都
市
及

び
広
島
市
で
制
度
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
東
京
都
及
び
埼
玉
県
に
お
け
る
い
く

つ
か
の
上
位
計
画
に
対
し
て
は
環
境
影
響
評
価
が
実
際
に
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
道
路
、
河
川
、
空
港
、
港
湾
等
に
つ
い
て
、
計
画
プ
ロ
セ
ス
に
お

け
る
情
報
公
開
や
住
民
参
加
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
関
連
す

る
取
組
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
環
境
影
響
評
価
法
」
に
基
づ
き
、
環
境
影

響
評
価
項
目
等
の
選
定
指
針
、
環
境
保
全

措
置
指
針
等
を
定
め
た
基
本
的
事
項
（
平
成

９
年
決
定
）
に
つ
い
て
、
最
新
の
科
学
的
知

見
や
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
状
況
を
踏

ま
え
て
点
検
を
行
い
、
制
度
の
充
実
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

　
上
位
計
画
や
政
策
に
お
け
る
環
境
配
慮
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
現
状
で
の
課
題
を
整
理

し
た
上
で
、
内
容
、
手
法
な
ど
の
具
体
的
な

検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
取
組
の
実
例
を
積
み
重
ね
、
そ
の

有
効
性
、
実
効
性
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を

踏
ま
え
て
、
環
境
配
慮
の
あ
り
方
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
図
り
ま
す
。

　
開
発
事
業
に
効
果
的
な
環
境
配
慮
を
組
み

込
む
た
め
の
重
要
な
制
度
で
あ
る
環
境
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
効
果
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
必

要
で
す
。

○

　
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
委
員
会
（
環
境
影
響
評
価
の
基
本
的
事
項
に
関
す

る
技
術
検
討
委
員
会
）
を
設
置
し
、
環
境
影
響
評
価
の
基
本
的
事
項
の
点
検

を
行
い
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
的
確
な
環
境
影
響
評
価
の
項
目
・
手
法
の
選
定
の

強
化
な
ど
基
本
的
事
項
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
（
平
成
1
7
年
3
月
）
。
こ
の
改

正
を
踏
ま
え
、
環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
な
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
定
め
ら

れ
た
主
務
省
令
に
つ
い
て
も
、
平
成
1
8
年
３
月
に
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○○

⑥
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
手
続
・
合
意

形
成
シ
ス
テ
ム
、
な
ど
の
実
効
性
の
確
保

環
境
影
響
評
価
法
な
ど
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
を
適
切
に
実

施
し
、
事
業
者
の
実
施
す
る
事
後
調
査
の
情
報
収
集
や
、
現
地
調

査
等
を
通
じ
た
審
査
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
な
ど
に
よ
り
、
環
境
保
全
へ

の
適
切
な
配
慮
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

自
発
的
取
組
の
推
進
や
住
民
参
加
等
に
つ
い
て
は
、
実
績
を
積
み

重
ね
、
人
材
育
成
や
体
制
の
整
備
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
環
境
影
響
評
価
法
に
基
づ
き
手
続
を
完
了
し
た
も
の
は
1
0
0
件
あ
り
、
う
ち

手
続
当
初
か
ら
同
法
に
基
づ
き
手
続
を
開
始
し
た
も
の
は
5
5
件
と
な
っ
て
い

ま
す
（
平
成
1
8
年
７
月
3
1
日
現
在
）
。

○

今
後
、
新
し
い
基
本
的
事
項
の
適
切
な
運
用
と
そ
の
考
え
方
の
普

及
に
努
め
て
い
く
と
と
も
に
、
改
正
さ
れ
た
主
務
省
令
に
基
づ
き
適

切
な
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
所
要
の
取
組
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
上
位
計
画
や
政
策
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

地
方
公
共
団
体
と
も
情
報
交
換
し
つ
つ
、
事
例
を
積
み
重
ね
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
制
度
化
の
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題
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（
２
）
国
際
的
取
組

国
際
的
な
連
携
や
枠
組
み
づ
く
り
の
分

野
に
つ
い
て
は
、
「
生
物
多
様
性
条

約
」
、
「
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
」
、
「
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
」
等
の
関
連
諸
条
約
の
効
果
的

な
実
施
や
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥

保
全
戦
略
、
森
林
の
保
全
・
持
続
的
利

用
な
ど
に
関
す
る
国
際
的
な
取
組
の
推

進
に
積
極
的
に
貢
献
し
、
国
際
社
会
の

中
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
き

ま
す
。

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

　
各
条
約
の
締
約
国
会
議
等
、
関
連
会
合
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
通
じ
て
、

そ
の
推
進
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

  
平
成
1
8
年
３
月
に
ク
リ
チ
バ
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
で
開
催
さ
れ
た
生
物
多
様
性
条
約

第
８
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
2
0
1
0
年
目
標
、
島
嶼
の
生
物

多
様
性
、
外
来
種
対
策
等
が
議
論
さ
れ
、
生
物
多
様
性
保
全
に
向
け
た
締
約

国
の
さ
ら
な
る
取
組
等
を
促
す
決
議
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
サ
ン
ゴ
礁
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
包
括
的
な
国
際
的
枠
組
で

あ
る
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
IC
R
I）
の
事
務
局
を
平
成
1
7
年
７
月
か

ら
２
年
間
、
パ
ラ
オ
共
和
国
と
共
同
で
運
営
し
て
お
り
、
平
成
1
7
年
1
0
～
1
1
月

に
か
け
て
パ
ラ
オ
共
和
国
に
お
い
て
総
会
、
平
成
1
8
年
1
0
月
に
メ
キ
シ
コ
に

お
い
て
総
会
及
び
国
際
熱
帯
海
洋
生
態
系
管
理
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま

し
た
。
　
ま
た
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
地
域
及
び
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地

域
の
サ
ン
ゴ
礁
保
護
区
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
（
平

成
1
8
年
度
末
完
成
予
定
）
。

　
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
第
９
回
締
約
国
会
議
に

あ
わ
せ
、
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
国
内
の
条
約
湿
地
は
3
3
箇
所
に
な
り
ま
し
た
（
再
掲
）

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
関
し
て
は
、
平
成
1
7
年
１
月
に
新
た
に
附
属
書
Ⅰ
に
掲

載
さ
れ
た
コ
バ
タ
ン
等
４
種
類
に
つ
い
て
、
国
内
に
お
け
る
譲
渡
規
制
の
た
め

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令

を
改
正
し
、
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
に
指
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
1
8
年
５
月
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
中
国
と
の
間
で
二
国
間
渡
り
鳥
等

保
護
協
定
に
基
づ
く
会
議
を
開
催
し
、
渡
り
鳥
の
保
護
に
関
す
る
情
報
交
換

を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
二
国
間
渡
り
鳥
等
保
護
条
約
・
協
定
に
基
づ
き
、
ア
ホ

ウ
ド
リ
、
ズ
グ
ロ
カ
モ
メ
等
に
関
す
る
共
同
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　
第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
に
基
づ
き
、
シ

ギ
・
チ
ド
リ
類
、
ツ
ル
類
及
び
ガ
ン
カ
モ
類
の
渡
り
ル
ー
ト
上
の
重
要
生
息
地

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

○
パ
ラ
オ
と
の
共
同
事
務
局
と
し

て
IC
R
I総
会
の
開
催

今
後
の
課
題

　
今
後
と
も
引
き
続
き
積
極
的
に
条
約
の
実
施
に
貢
献
し
ま
す
。

　
生
物
多
様
性
条
約
に
つ
い
て
は
、
決
議
事
項
を
分
析
し
、
我
が
国

の
施
策
に
活
か
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
IC
R
I）
事
務
局
を
平
成
1
9
年
6
月

ま
で
着
実
に
運
営
（
日
本
で
の
総
会
（
1
9
年
度
当
初
）
の
開
催
等
）
す

る
と
と
も
に
、
事
務
局
終
了
後
も
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
中
心
国

と
し
て
、
地
域
の
取
組
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
、
地
域
会
合
の
開
催
や
サ
ン
ゴ
礁
保
護
区
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構

築
・
発
展
等
に
よ
る
海
洋
保
護
区
（
M
P
A
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を

行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
及
び
二
国
間
渡
り
鳥
等
保

護
条
約
・
協
定
に
基
づ
く
国
際
的
取
組
を
一
層
進
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
7
年
1
1
月
に
新
た
に
登
録

さ
れ
た
2
0
箇
所
の
湿
地
を
含
む
我
が
国
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地

の
保
全
と
賢
明
な
利
用
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
再

掲
）

　
　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
渡
り
性
水
鳥
保
全
に
つ
い
て

は
、
第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
の
終
了

に
伴
い
、
東
ア
ジ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
地
域
フ
ラ
イ
ウ
ェ
イ
・
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
を
推
進
し
、
国
際
協
力
の
枠
組
の
強
化
に
よ
り

重
要
生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

・
サ
ン
ゴ
礁
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
包
括
的
な
国
際
的
枠
組
で
あ
る
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
IC
R
I）
の
事
務
局
を
平
成
1
7
年
７
月
か
ら
２
年
間
、
パ
ラ

オ
共
和
国
と
共
同
で
運
営
し
、
平
成
1
7
年
1
0
～
1
1
月
に
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

・
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
第
９
回
締
約
国
会
議
に
あ
わ
せ
、
新
た
に
2
0
箇
所
の
国
内
湿
地
を
条
約
湿
地
に
登
録
し
ま
し
た
。

・
我
が
国
で
３
番
目
の
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
「
知
床
」
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
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○

　
国
際
生
物
多
様
性
科
学
研
究
計
画

（
D
IV
E
R
S
IT
A
S
）
や
地
球
規
模
生
物
多
様
性

情
報
機
構
（
G
B
IF
）
な
ど
、
国
際
的
な
研
究
・

情
報
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
・
貢
献
す
る

こ
と
も
重
要
で
す
。

○

　
「
バ
イ
オ
セ
イ
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ

議
定
書
（
仮
称
）
」
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
の
検
討
に
積
極
的
に
参

画
す
る
と
と
も
に
、
早
期
の
締
結
を
目
指
し
、

政
府
一
体
と
な
っ
て
締
結
に
必
要
な
国
内
担

保
措
置
を
構
築
し
ま
す
。

　
国
内
担
保
法
で
あ
る
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る

生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
」
と
い
う
。
）

を
制
定
し
、
平
成
1
5
年
1
1
月
に
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
を
締
結
し
ま
し
た
。
カ
ル

タ
ヘ
ナ
議
定
書
は
、
平
成
1
6
年
２
月
1
9
日
に
我
が
国
に
お
い
て
効
力
を
生
じ
、

カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
も
同
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

　
 同
法
に
基
づ
き
、
平
成
1
7
年
度
末
ま
で
に
６
６
件
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物

等
の
第
一
種
使
用
規
程
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
日
本
版
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ

ス
（
J
-
B
C
H
）
を
開
設
し
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
や
法
律
に
関
す
る
情
報
、
遺

伝
子
組
換
え
生
物
等
の
承
認
状
況
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま

す
。

○

　
世
界
規
模
で
の
地
球
生
態
系
診
断
（
ミ
レ
ニ

ア
ム
エ
コ
シ
ス
テ
ム
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
に
対
応
し

た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
や
評
価
モ
デ
ル
の
開

発
・
提
供
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
の
提
供
な

ど
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
、
こ
の

事
業
に
協
力
し
、
こ
う
し
た
取
組
に
際
し
て
、

政
府
間
だ
け
で
な
く
研
究
者
や
N
G
O
、
民
間

企
業
等
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
取

組
を
進
め
て
い
く
こ
と
、
研
究
者
や
民
間
が

主
体
と
な
っ
た
協
力
・
交
流
に
つ
い
て
も
積
極

的
に
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　
日
本
か
ら
は
、
国
立
環
境
研
究
所
な
ど
か
ら
約
１
0
名
の
専
門
家
が
地
球
生

態
系
診
断
の
報
告
書
執
筆
作
業
に
参
加
し
ま
し
た
。
平
成
1
7
年
に
報
告
書
が

公
表
さ
れ
、
評
価
結
果
の
一
部
は
、
平
成
1
8
年
４
月
閣
議
決
定
さ
れ
た
第
３

次
環
境
基
本
計
画
の
重
点
取
組
分
野
で
あ
る
「
生
物
多
様
性
保
全
の
取
組
」

の
中
で
記
述
し
、
計
画
策
定
の
参
考
と
し
ま
し
た
。

　
環
境
省
が
主
要
な
資
金
を
拠
出
し
、
各
国
研
究
機
関
の
参
画
の
も
と
実
施

し
て
い
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
環
境
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
A
P
E
IS
）

で
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
環
境
劣
化
等
を
把
握
す
る
総
合
環
境
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
や
、
環
境
と
の
調
和
を
目
指
し
た
発
展
戦
略
を
評

価
す
る
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。
A
P
E
IS
で
取

り
組
ん
で
い
る
中
国
西
部
に
お
け
る
衛
星
画
像
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
デ
ー

タ
を
地
球
生
態
系
診
断
に
提
供
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
共
同
実
施
す
る
な
ど
の

協
力
を
行
い
ま
し
た
。

　
G
B
IF
に
つ
い
て
、
平
成
1
7
年
度
は
G
B
IF
技
術
専
門
委
員
会
を
２
回
開
催

し
、
G
B
IF
活
動
に
つ
い
て
調
査
及
び
審
議
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
G
B
IF
の
設

置
に
関
す
る
覚
え
書
き
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、
国
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
拠
点
の

設
置
と
運
用
に
つ
い
て
、
平
成
1
6
年
度
よ
り
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
情

報
・
シ
ス
テ
ム
研
究
機
構
国
立
遺
伝
学
研
究
所
に
拠
点
を
設
け
、
国
内
の
標

本
等
の
デ
ー
タ
提
供
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
考
え
方
に
基

づ
い
て
上
位
計
画
段
階
か
ら
様
々
な
代
替

案
の
検
討
を
進
め
、
ま
た
環
境
面
、
経
済
・
社

会
面
か
ら
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
開
発
計
画

自
体
が
、
開
発
と
環
境
保
全
の
両
立
を
図
る

持
続
可
能
な
内
容
と
な
る
よ
う
な
支
援
に
努

め
ま
す
。

　
O
D
A
大
綱
（
平
成
1
5
年
８
月
）
の
「
基
本
方
針
」
に
お
い
て
、
「
O
D
A
の
実
施

が
開
発
途
上
国
の
環
境
や
社
会
面
に
与
え
る
影
響
な
ど
に
十
分
注
意
を
払

い
、
公
平
性
の
確
保
を
図
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
「
援
助
実
施
の
原
則
」
に
「
環
境

と
開
発
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
J
IC
A
環
境
社
会
配
慮
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
開
発
調
査
等
に
お
い

て
も
環
境
社
会
配
慮
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○

　
今
後
も
、
O
D
A
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
O
D
A
大
綱
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
生
物
多
様
性
の
視
点
も
含
め
た
環
境
配
慮
を
徹
底
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
国
際
協
力
銀
行
や
国
際
協
力
機
構
が
支

援
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
生
物
多
様
性
の
視

点
も
含
め
た
環
境
配
慮
を
徹
底
し
て
い
き
ま

す
。

　
国
際
協
力
銀
行
（
J
B
IC
）
に
お
い
て
は
、
「
環
境
社
会
配
慮
確
認
の
た
め
の

国
際
協
力
銀
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
1
5
年
1
0
月
施
行
）
、
国
際
協
力
機
構

（
J
IC
A
）
に
お
い
て
は
、
、
「
J
IC
A
環
境
社
会
配
慮
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
1
6
年

４
月
施
行
）
に
基
づ
き
、
事
業
実
施
主
体
が
環
境
や
社
会
面
へ
の
影
響
に
対

す
る
配
慮
を
行
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

○

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
環
境
中
で
使
用
す
る
場
合
の
生
物
多
様

性
へ
の
影
響
評
価
を
的
確
に
実
施
す
る
等
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
の
的

確
な
運
用
が
必
要
で
す
。

　
左
記
の
J
-
B
C
H
を
通
じ
て
、
議
定
書
や
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
の
普
及
啓

発
を
引
き
続
き
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
も
、
O
D
A
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
O
D
A
大
綱
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
生
物
多
様
性
の
視
点
も
含
め
た
環
境
配
慮
を
徹
底
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
生
物
多
様
性
情
報
に
関
す
る
取
組
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
効
率
的
な
作
業
の
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
作

業
の
協
調
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
G
B
IF
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
着
実
に
自
然
史
博
物
館
及
び
大
学
の

研
究
所
等
に
お
け
る
国
内
の
標
本
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
G
B
IF
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
地
球
生
態
系
評
価
を
、
A
P
E
IS
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
し
て
、
引
き
続
き
連
携
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題
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①
自
然
環
境
デ
ー
タ
の
整
備

　
開
発
途
上
地
域
に
お
い
て
自
然
環
境
保
全

の
基
礎
と
な
る
植
生
図
等
の
作
成
手
法
を
技

術
移
転
す
る
な
ど
は
今
後
の
協
力
と
し
て
注

目
す
べ
き
で
す
。

　
世
界
分
類
学
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
G
T
I）
、
ク
リ

ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
C
H
M
）
や
地

球
規
模
生
物
多
様
性
情
報
機
構
（
G
B
IF
）
な

ど
の
ア
ジ
ア
地
域
で
の
推
進
に
も
寄
与
す
る

た
め
、
こ
れ
ら
地
域
の
生
物
多
様
性
や
生
態

系
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
の
整
備
に
協
力

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
世
界
分
類
学
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
G
T
I）
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
6
年
度
ま
で
に

地
球
環
境
研
究
総
合
推
進
費
に
よ
り
、
国
立
環
境
研
究
所
が
中
心
と
な
っ

て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
や
人
材
育
成
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、

G
B
IF
等
の
関
連
機
関
と
の
協
調
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
国
内
及
び
ア
ジ
ア

地
域
を
中
心
に
、
そ
の
活
動
を
推
進
し
、
平
成
1
7
年
1
1
月
に
開
催
さ
れ
た
生

物
多
様
性
条
約
第
１
１
回
補
助
機
関
会
合
の
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
国

立
環
境
研
究
所
よ
り
、
我
が
国
の
Ｇ
Ｔ
Ｉの
取
組
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
J
IC
A
に
よ
る
「
生
物
多
様
性
情
報
シ
ス
テ
ム
」
（
集
団
研
修
）
な
ど
を

実
施
し
ま
し
た
。

○

進
捗
状
況

施
策
の
目
標

②
生
物
種
・
生
態
系
の
保
全

　
渡
り
鳥
・
湿
地
保
全
：
ア
ジ
ア
地
域
の
渡
り

鳥
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
や
、
渡

り
鳥
だ
け
で
な
く
多
様
な
生
物
の
生
息
・
生
育

環
境
と
し
て
重
要
と
の
観
点
か
ら
干
潟
・
藻

場
・
サ
ン
ゴ
礁
等
の
浅
海
域
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

林
を
含
む
様
々
な
タ
イ
プ
の
湿
地
の
保
全
、

再
生
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
た
め
の
協
力
を
強

化
す
る
な
ど
、
こ
の
分
野
の
協
力
を
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

　
渡
り
鳥
、
湿
地
に
関
し
て
は
、
第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥

保
全
戦
略
に
基
づ
き
、
シ
ギ
・
チ
ド
リ
類
、
ツ
ル
類
及
び
ガ
ン
カ
モ
類
の
渡
り

ル
ー
ト
上
の
重
要
生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
東
南
ア

ジ
ア
地
域
の
湿
地
管
理
者
を
対
象
と
し
た
湿
地
保
全
管
理
に
関
す
る
研
修

や
、
J
IC
A
に
よ
る
「
湿
地
に
お
け
る
生
態
系
・
生
物
多
様
性
の
保
全
と
そ
の
修

復
・
再
生
及
び
賢
明
な
利
用
研
修
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
サ
ン
ゴ
礁
に
関
し
て
は
、
サ
ン
ゴ
礁
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
包

括
的
な
国
際
的
枠
組
で
あ
る
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
IC
R
I）
の
事

務
局
を
平
成
1
7
年
７
月
か
ら
２
年
間
、
パ
ラ
オ
共
和
国
と
共
同
で
運
営
し
て
お

り
、
平
成
1
7
年
1
0
～
1
1
月
に
か
け
て
パ
ラ
オ
共
和
国
に
お
い
て
総
会
、
平
成

1
8
年
1
0
月
に
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
総
会
及
び
国
際
熱
帯
海
洋
生
態
系
管
理
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
地
域

及
び
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
地
域
の
サ
ン
ゴ
礁
保
護
区
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
（
平
成
１
8
年
度
末
完
成
予
定
）
。
（
再
掲
）
　
あ
わ
せ
て
、
J
IC
A

に
よ
る
「
パ
ラ
オ
国
際
サ
ン
ゴ
礁
セ
ン
タ
ー
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
、
「
サ
ン
ゴ
礁

生
態
系
の
保
全
管
理
」
（
集
団
研
修
）
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
以
上
の
他
、
エ
ク
ア
ド
ル
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
海
洋
環
境
保
全
協
力
計
画
」
、

ブ
ラ
ジ
ル
「
東
部
ア
マ
ゾ
ン
森
林
保
全
・
環
境
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
、
マ
レ
ー
シ

ア
「
ボ
ル
ネ
オ
生
物
多
様
性
・
生
態
系
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
協
力
」
、
（
以
上
、
技

術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
、
「
技
プ
ロ
」
と
い
う
。
）
、
イ
ン
ド
「
オ
リ
ッ
サ
州
森

林
セ
ク
タ
ー
開
発
計
画
」
（
円
借
款
）
、
「
自
然
公
園
の
管
理
・
運
営
と
利
用
（
エ

コ
ツ
ア
ー
）
」
（
集
団
研
修
）
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

○
パ
ラ
オ
と
の
共
同
事
務
局
と
し

て
IC
R
I総
会
の
開
催

　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
渡
り
性
水
鳥
保
全
に
つ
い
て

は
、
第
Ⅱ
期
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
渡
り
性
水
鳥
保
全
戦
略
の
終
了

に
伴
い
、
東
ア
ジ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
地
域
フ
ラ
イ
ウ
ェ
イ
・
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
を
推
進
し
、
国
際
協
力
の
枠
組
の
強
化
に
よ
り

重
要
生
息
地
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。
　
国
際
サ
ン
ゴ
礁
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
IC
R
I）
事
務
局
を
1
9
年
6
月
ま
で

着
実
に
運
営
（
日
本
で
の
総
会
（
1
9
年
度
当
初
）
の
開
催
等
）
す
る
と

と
も
に
、
事
務
局
終
了
後
も
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
中
心
国
と
し

て
、
地
域
の
取
組
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、

地
域
会
合
の
開
催
や
サ
ン
ゴ
礁
保
護
区
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
・

発
展
等
に
よ
る
海
洋
保
護
区
（
M
P
A
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
行
っ

て
い
く
予
定
で
す
。
（
再
掲
）

　
生
物
多
様
性
情
報
に
関
し
て
は
、
G
B
IF
等
、
様
々
な
取
り
組
み
が

あ
る
の
で
、
効
率
的
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
協

調
を
国
内
外
で
推
進
し
ま
す
。

　
J
IC
A
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
「
グ
ヌ
ン
ハ
リ
ム
ン
サ
ラ
ク
国
立
公
園
管
理
計

画
」
（
技
プ
ロ
）
実
施
の
ほ
か
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
研
修
等
に
お
い
て
日
本
の

自
然
公
園
制
度
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○

　
ア
ジ
ア
地
域
生
態
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
向
け
た
具
体
的
な

取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
希
少
種
保
護
：
ア
ジ
ア
地
域
の
中
で
絶
滅

危
惧
種
が
集
中
し
、
生
物
多
様
性
が
脅
か
さ

れ
て
い
る
地
域
（
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
）
の
保
全
へ

の
協
力
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
重
要
地
域
生
態
系
保
全
基
金
（
C
E
P
F
）
を
通
じ
て
、
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
保
全

に
関
す
る
市
民
団
体
等
へ
の
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
地
域
に
は

複
数
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
支
援
の
実
施
も
し
く
は

援
助
方
針
書
の
準
備
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
第
２
期
C
E
P
F
の
戦
略
策
定
に
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○

　
国
内
で
の
C
E
P
F
の
認
知
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
国
立
公
園
：
途
上
国
に
お
い
て
、
日
本
の

長
年
に
わ
た
る
自
然
公
園
制
度
の
経
験
と
技

術
を
活
か
し
た
協
力
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、

国
際
レ
ベ
ル
か
ら
地
域
レ
ベ
ル
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
レ
ベ
ル
ま
で
、
様
々
な
空
間
レ
ベ
ル

に
お
け
る
生
態
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
ア
ジ
ア

地
域
等
に
お
い
て
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

今
後
の
課
題
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※
進
捗
状
況
：
○
実
施
中
、
△
検
討
中
、
×
未
着
手

④
地
域
住
民
へ
の
環
境
教
育
及
び
生
活
福

祉
向
上

　
社
会
林
業
：
地
域
住
民
の
環
境
意
識
の
向

上
、
生
活
福
祉
の
安
定
と
向
上
を
目
的
と
し
、

住
民
の
社
会
的
取
組
を
促
す
こ
と
に
主
眼
を

置
い
た
協
力
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
「
東
部
ア
マ
ゾ
ン
森
林
保
全
・
環
境
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
、
 「
自
然

公
園
の
管
理
・
運
営
と
利
用
（
エ
コ
ツ
ア
ー
）
」
、
「
熱
帯
・
亜
熱
帯
地
域
に
お
け

る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
人
材
育
成
研
修
」
（
集
団
研
修
）
、
イ
ン
ド
「
ハ
リ
ヤ
ナ
州
森

林
資
源
管
理
・
貧
困
削
減
事
業
」
（
円
借
款
）
に
お
け
る
環
境
教
育
な
ど
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

○

生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
開
発
途
上
国

に
対
す
る
支
援
に
お
い
て
、
地
域
住
民
の
環
境
意
識
の
向
上
や
生

活
福
祉
の
安
定
と
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

③
生
物
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用

　
熱
帯
林
を
始
め
と
し
た
森
林
の
持
続
可
能

な
経
営
：
国
連
を
始
め
と
し
た
国
際
的
な
取

組
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
と
併
せ
、
開

発
途
上
国
に
お
け
る
持
続
可
能
な
森
林
経

営
の
推
進
を
支
援
し
、
貴
重
な
遺
伝
資
源
を

保
全
す
る
た
め
の
協
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ベ
ト
ナ
ム
「
中
部
高
原
地
域
持
続
的
森
林
管
理
・
住
民
支
援
計
画
」
、
セ
ネ

ガ
ル
「
サ
ル
ー
ム
デ
ル
タ
に
お
け
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
管
理
の
持
続
性
強
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
（
技
プ
ロ
）
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
「
ラ
ク
ロ
川
及
び
コ
モ
ロ
川
流
域
住
民
主

導
型
流
域
管
理
計
画
」
（
開
発
調
査
）
、
「
持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
実
践
活

動
促
進
Ⅱ
」
、
「
共
生
に
よ
る
森
林
保
全
」
、
「
森
林
流
域
環
境
・
水
土
保
全
技

術
」
（
以
上
、
集
団
研
修
）
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
IT
T
O
（
国
際
熱
帯
木
材
機
関
）
を
通
じ
た
我
が
国
の
支
援
と
し
て
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
の
た
め
に
総
額
約
7
.5
億
円
の
拠
出
を
し
ま
し
た
。

○

　
国
際
熱
帯
木
材
機
関
(I
T
T
O
)を
通
じ
た
支
援
な
ど
、
今
後
も
途
上

国
へ
の
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

施
策
の
目
標

進
捗
状
況

今
後
の
課
題
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Ⅳ 具体的施策の展開に関する点検結果

新国家戦略第４部では、第３部で示された取扱方針を受けた具体的施策の展開につい
て、①国土の空間特性、土地利用に応じた関係省庁の施策、②野生生物の保護管理、生
物資源の持続可能な利用、自然とのふれあい、動物愛護・管理といった横断的施策、③
調査研究、人材育成及び国際的取組等の基盤的施策を記述しています。
これらの具体的施策としては、生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議に参画する各省

庁が具体的に実施し、又は実施に向けた準備及び検討を行っているものが掲げられてい
ます。多種多様な施策の実施状況をわかりやすく把握するため、各施策の進捗状況を数
値化して示すとともに、共通の様式を定めて個票を用いて点検を行っています。
なお、第３回点検以降、生物多様性の保全及び持続可能な利用の観点から一定の進展

があったものとして各関係省庁が点検したものを記載しています。

１． 国土の空間的特性、土地利用等に応じた施策

（１）森林・林業
生物多様性の保全や地球温暖化防止など、多面的機能を有する森林を社会全体で支え
るという国民意識の醸成を図るため、国民参加の緑づくり活動推進事業等を通じて、森
林ボランティア活動等、広範な国民による森林づくり活動を支援し、適切な森林の整備
・保全を推進するとともに、貴重な動植物の生息・生育地等である保護林や保護林同士
を連結したネットワークによる野生動植物の移動経路の確保を図る緑の回廊を増設する
など、生態系の保全及び遺伝的な多様性の確保等の取組をさらに進めました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

平成17年度までに253箇所において森林ボランティア活動におけるフィールドの整備
を行うなど、国民による森林の保全・整備活動を支援しました。
また、国有林においては、緑の回廊を新たに３箇所設定し、保護林等の適切な保全・

管理の一環として植生の回復や保護柵の設置を行うなど、生態系の保全を図りました。
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１．第４部における事項番号と施策名 １章１節１ 森林の有する多面的機能発揮のための森林整
備の推進に関する施策

(2) 多面的機能の発揮のための森林の整備の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２，４，５
３．本施策を展開する必要性とその目的
国民の要請に応え、森林の有する多面的機能を将来に渡り持続的に発揮できるよう、地域の特性

に応じた森林施業の実施や公的な関与による森林の整備に努めるとともに、これらの森林施業等を
、 。効率的に行うための林内路網の整備や地域活動の支援等を通じて 森林の整備を計画的に推進する

４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．重視すべき機能に応じた森林施業の計画的な 平成14年に重視すべき機能（ 水土保全林 、「 」

推進（森林整備事業の着実な推進） 「森林と人との共生林 「資源の循環利用林」」、
国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止、 の3区分）に応じ森林整備事業を再編し、各事業

木材の供給等、国民生活の向上及び国民経済の発 の目的に応じ、計画的に造林、保育、間伐等、
展に不可欠な森林の有する多面的機能の発揮に資 林内路網の整備等を実施。
するため、造林、保育、間伐等とそれらの作業を
実施するための林内路網の整備等を実施。
イ．森林施業の適切な実施に不可欠な地域におけ 平成17年度は、44道府県の1,616市町村で交付

る活動を確保するための支援（森林整備地域 金を交付。交付金の対象となった森林面積は約1
活動支援交付金制度） 61万ha。

森林施業の適切な実施に不可欠な森林の現況調
査等の地域における活動を確保するための支援。

。ウ．公的な関与による森林の整備 治山事業等により計画的に森林の整備を実施
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所有者等の自助努力では整備が進まない森林に
おいて、水土保全等の機能が低下した保安林等に
ついて、治山事業等による森林の整備を推進。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
ア．森林整備事業費（民有林） 122,284 110,423 引き続き重視すべき機能に応じた適正
イ．森林整備地域活動支援交付金 7,303 7,289 な森林の整備と森林の過密化などにより
森林整備地域活動支援推進交付金 115 115 土砂の流出、崩壊等を発生させるおそれ

。ウ．治山事業（民有林） 98,956の 89,826の のある保安林において森林の整備が必要
内数 内数 また、森林整備地域活動支援交付金制

度が、引き続き広範に実施されるよう、
都道府県、市町村と連携を図りつつ普及
啓発が必要。
農林水産省林野庁整備課、企画課、治山課

１．第４部における事項番号と施策名 １章１節１ 森林の有する多面的機能発揮のための森林整
備の推進に関する施策

(3) 森林保全の確保
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，４，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
水源のかん養や保健・風致の保存等森林の有する公益的機能の確保のため特に必要な森林を保安

林として指定し、開発行為の規制等によりその適切な保全・管理を推進するとともに、保安林以外
の民有林内での１haを超える開発行為について、都道府県知事の許可制とし、また、土砂の崩壊・
流出等が発生した荒廃地等を復旧整備することにより、適切な森林の保全を確保し、森林が有して
いる多様な役割・機能を維持することにより、森林の生物多様性の構成要素を将来に渡り持続可能
な方法で利用。
また、森林の多様な機能を発揮させるよう森林の健全性を確保するため、松くい虫等による森林

被害への対策を実施する必要がある。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．森林の保全のための必要な規制 平成17年度末時点の保安林指定面積は、約
①保安林の整備 1,165万ha。土地の形質変更や立木の伐採等に係
保安林の指定及び適切な保全・管理の推進。 る許可制の適切な運用を推進。

②林地開発許可制度の運用 １haを超える開発行為を都道府県知事の許可
保安林以外の民有林内での１haを超える開発行 制とし、環境の保全等の観点から許可の適否を

為を規制。 判断。
イ．山地災害の防止と復旧 治山事業により山地災害から保全される森林
荒廃地等における治山施設などの整備を推進。 の面積43.5千ha（平成17年度実績 。）

ウ．森林病害虫等の被害の防止 全国の対策対象松林（29万ha：平成17年度末
森林の多様な機能を発揮させるよう森林の健全 時点）における松くい虫被害対策をはじめ、森

性を確保するため、松くい虫等による森林被害へ 林病害虫、野生鳥獣等による被害対策を実施。
の対策を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
ア．保安林整備事業委託費等 697 529 保安林制度及び林地開発許可制度の適
イ．治山事業(民有林、国有林) 126,776 119,622 切な運用と、荒廃地等の復旧整備等を実
ウ．森林病害虫等防除事業 2,504 986 施することなどにより、今後とも引き続

き森林の保全を確保すると共に、引き続
き、都道府県、市町村等との連携を図り
ながら、徹底した松くい虫等被害への対
策を実施することが必要。
農林水産省林野庁治山課、研究・保全課
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１．第４部における事項番号と施策名 １章１節１ 森林の有する多面的機能発揮のための森林整
備の推進に関する施策

(7) 国民等の自発的な活動の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２，４，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
地球温暖化防止や生物多様性の保全をはじめとする多面的機能を有する森林の整備・保全を社会

全体で支えるという国民意識の醸成を図る必要がある。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況

、 、森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、森 平成17年度においては 44都道府県において
林の整備・保全を社会全体で支える国民意識の醸 森林ボランティア活動等広範な国民による森林
成 づくり活動に対する支援等を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
・国民参加の緑づくり活動推進事 森林の整備・保全を社会全体で支える
業 135 － という国民意識の醸成を一層図るため、

・地域活動支援による国民参加の より広範な主体による森林づくり活動へ
緑づくり活動推進事業 － 150 の参加策を構ずることが必要。

・学校林整備・活用推進事業 47 31
・森林づくり交付金 4,431の －

内数
農林水産省林野庁研究・保全課

１．第４部における事項番号と施策名 １章１節１ 森林の有する多面的機能発揮のための森林整
備の推進に関する施策

(8) 都市と山村の交流等
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２，４，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
森林の中での様々な体験活動を通じて人々の生活や環境と森林について学ぶことにより地球温暖

化防止など森林の多面的機能等に対する理解を深めるとともに、里山林等における生物多様性の保
全や保健・文化・教育的利用を推進する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．森林環境教育等の推進 森林環境教育活動を推進するための人材の育

成、プログラムの開発、情報提供、体験活動の
場の整備等を実施。

イ．里山林等の保全・整備・利用活動の推進 NPO等や市民参加による里山林等における多様
な利用活動を推進。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

・森林環境教育活動の条件整備促 森林環境教育活動や里山林等における
。進事業 7 6 多様な利用活動のより一層の展開を図る

・森林づくり交付金 4,431の 3,695の
内数 内数

農林水産省林野庁計画課
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１．第４部における事項番号と施策名 １章１節２ 森林によって供給される材とサービスの提供
(1) 木材の有効利用の推進等

２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
再生産が可能で人や環境に優しい資材である木材の有効利用とその供給体制の整備を推進し、林

業及び木材産業の活性化を図ることにより、森林の整備及び保全、ひいては生物多様性などの森林
の有する多面的な機能の高度発揮の確立に資する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①木材利用の意義について国民への普及啓発 平成17年度に、シンポジウム等を４カ所で開
地域材利用が地球温暖化等に資するという、地 催し、普及啓発を実施。

域材利用の意義を広める。
②住宅への利用推進 平成17年度に39都道府県において、関係者に
森林所有者から住宅生産者までの関係者の連携 対する説明会を開催、セミナー等による普及啓

強化による家づくりや住宅リフォーム等新たな利 発、住宅用内装材の開発等を実施。
用分野における地域材需要の開拓等を実施。
③公共施設への利用推進 平成17年度に32地域において、地域材を用い
シンボル性が高く波及効果の期待できる公共施 た公共施設の整備を実施。

設の地域材を用いた整備等への支援を実施。
④木質バイオマスエネルギーへの利用推進 平成17年度に14地域において、木質バイオマ
未利用木質資源のエネルギー利用等を促進する スエネルギー利用施設等の整備を実施。

ため、バイオマス発電施設、熱供給施設、ペレッ
ト製造施設等の整備を実施。

、 、⑤木材産業の構造改革 平成17年度に 58箇所の加工流通施設の整備
木材産業の構造改革を進めるために必要な加工 ３件の技術開発支援等を実施。

流通施設の整備及び木材利用に関する技術開発へ
の支援等を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
・強い林業・木材産業づくり 7,809の 6,990の 地域材の実需拡大を図るための消費者
交付金 内数 内数 対策を推進するとともに、関係省庁とも

・木へのこだわり強化事業 100 90 連携を図りつつ、公共施設等への地域材
「顔の見える木材での家づくり」 利用を推進することが必要。
推進事業 59 53 また、木質バイオマスエネルギー利用

・地域食料産業等再生のための 施設等の整備や技術開発等による木材の
研究関係等支援事業のうち 多角的利用を推進することが必要。
地域材利用拡大推進 19 － さらに、大ロットに供給する新しい流

・地域材利用促進のための新たな 通・加工システムの構築を推進する等、
技術開発事業 41 36 消費者ニーズに対応した品質・性能の明

確な製品の安定供給体制の整備を推進す
ることが必要。
農林水産省林野庁木材産業課、木材利用課
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１．第４部における事項番号と施策名 １章１節２ 森林によって供給される材とサービスの提供
(2) 特用林産物生産の促進
(3) 森林保全に配慮した森林の総合的利用の推進

２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
(2)特用林産物生産の促進により、農山村地域の活性化を図るとともに、森林資源の持続的活用を
通じて、森林の有する多面的機能の確保を図る。
(3)森林と人との豊かな関係を構築し、環境との調和や資源循環利用に果たす森林・林業の役割へ
の国民的理解の醸成を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(2)特用林産物生産の促進 平成17年度に特用林産物の生産施設等の整備
特用林産物の生産振興や加工・流通施設等の を24地域で実施。

整備等を支援。 また、木炭、竹炭については、成分調査、生
産技術研修及び適切な利用方法等の情報提供等
を実施。

(3)森林保全に配慮した森林の総合的利用の推進 平成17年度には38都道府県において森林ボラ
ンティア活動を支援するとともに、ネットワー
クの構築、指導者の育成・安全の確保等など国
民が行う森林づくり活動や森林体験学習、里山
林等における多様な利用活動等への支援等を実
施中。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

・強い林業・木材産業づくり 7,809の 6,990の より一層の森林の有する多面的機能の
交付金 内数 内数 発揮のためには、農山村地域の活性化が

・特用林産振興対策事業 50 59 喫緊の課題であり、引き続き施策を講ず
・国民参加の緑づくり活動 ることが必要。
推進事業 135 －

・地域活動支援による国民参加の
緑づくり活動推進事業 － 150

・学校林整備・活用推進事業 47 31
・森林環境教育活動の条件整備促
進事業 7 6

・森林づくり交付金 4,431の 3,695の
内数 内数

農林水産省林野庁経営課、計画課、研究・保全課
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１．第４部における事項番号と施策名 １章１節３ 国有林野における取組
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，４，５
３．本施策を展開する必要性とその目的
原生的な天然林や優れた自然環境を有する森林、貴重な動植物の生息・生育地等を「保護林」に

設定し、その保護に努めるとともに、保護林同士を連結したネットワークによる野生動植物の移動
経路の確保を通じ、生息・生育地の拡大、個体群の交流を促進し、種の保存や遺伝的な多様性の確
保を図る「緑の回廊」の取組を進めるなど、生物多様性の保全を推進
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)国有林野の維持及び保全
イ．優れた自然環境を有する森林の維持・保存 平成17年度に新たに13箇所(統合により3箇所
①保護林の設定 減少)の保護林を設定。
原生的な天然林や優れた自然環境を有する森

林、貴重な動植物の生息・生育地等を指定し、積 保護林設定面積 約68万ha（850箇所）
極的に保全を図る。 （平成18年４月１日）
②緑の回廊の設定 保護林相互を連結する緑の回廊の保全・整備
保護林同士を連結して、分断された個体群の交 等を実施。

流及び遺伝的多様性の確保により、森林生態系の
効果的な保護・保全を図る。 緑の回廊設定面積 約42万ha（22箇所）

（平成18年４月１日）

③野生動植物の保護管理 平成17年度は、ゴイシツバメシジミやヤシャ
野生動植物の生息・生育状況の把握や生息・生 ゲンゴロウなどの絶滅危惧種の保護・保全活動

育環境の維持、整備等を進める。 等を関係機関と連携して実施。

(2)森林とのふれあいの場等の提供 「レクリエーションの森」については、利用
自然や野鳥等の観察に適した自然観察教育林等 者ニーズの変化に伴い「量的充足」から「質的

の「レクリエーションの森」を整備し、国民の利 向上」を重視し設定の見直しを実施中。
用を推進。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
・保護林保全緊急対策事業 99 93 引き続き適正な保護管理を実施するこ
・緑の回廊整備特別対策事業 213 203 とが必要。
・希少野生動植物保護管理事業 108 101
・森林生態系保護地域
バッファーゾーン整備事業 30 30

・自然再生推進モデル事業 248 243
・レクリエーションの森整備事業 76 72

農林水産省林野庁経営企画課、業務課
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（２）農地・農業
農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき規範として策定された「環境と調和の

取れた農業生産活動規範（農業環境規範 」の普及・定着に努めるとともに、併せて策定）
された「施肥基準の策定・見直しの指針」に基づき、都道府県に対し環境に配慮した施
肥基準への見直しを促しました。また、引き続き、持続性の高い農業生産方式の導入を
促進するとともに、総合的病害虫・雑草管理（IPM）を普及・定着させるためＩＰＭ技術
の確立及び普及推進に取組むなど、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視した
ものに転換する取組みを推進しています。
農業農村整備事業の実施に当たっては、環境との調和に配慮することを基本原則とし

ており、田園環境整備マスタープランを踏まえて、自然と共生する田園環境の創造に貢
献する事業の推進、農村地域における自然環境の保全・再生活動を推進しています。
一方、里地里山生態系の質の劣化をもたらす耕作放棄地の大幅な縮減を目指し、改正

基盤強化法に基づく市町村基本構想の策定促進による遊休農地等の適切な利活用、交付
金等による各種施策の推進 「耕作放棄地対策推進の手引き」の作成などの取組を開始し、
ています。
さらに、中山間地域等においては、農業生産活動を通じた自然環境の保全、良好な景

観の形成等の多面的機能を確保するため、地域の特性に即した里地や棚田の整備を推進
しています。

、 、 、 、なお 農林水産省では 平成17年10月に経営所得安定対策等大綱を決定し この中で
農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、効率的・安定的な農業構造と
併せて、基盤となる農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向上を図るとともに、
農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することを目的とした「農地・水・環境保
全向上対策」を19年度から実施することとしています。

【 】数値から見る具体的施策の展開

田園環境整備マスタープランが2,609の市町村で策定され、策定市町村が増加しました。さら
に、田んぼの生きもの調査を継続して実施するとともに、農業農村環境情報調査を448地点に
おいて実施し、環境との調和に配慮した事業のための基礎資料を蓄積しました。

件 件 件 件

市町村 市町村

区画

の の の の

0 272

2,609 市町村

全国市町村数
3,148（H16.3現

在）
1,245 市町村

全国市町村数
3,148（H16.3現

在）
105 市町村 全国市町村数

3,148（H16.3現在）

H14.3 1,191

｢農業農村環境情報
整備調査｣による調査
対象４７地区内のサイ
ト数

｢田んぼの生きもの調
査｣調査箇所数

H14.3 1,098

｢田園環境整備マス
タープラン｣策定市町
村数

H16.3

150,555

市町村

H18.3地点

地点 54

394H17.3

農業水路、
ため池等　

122

152,481

272

448

地点

114,312
1,246

区画 区画
1,926

H15.10 153,727

10,592

2,153
農業水路、
ため池等　

箇所

地点

地点

市民農園区画数
H14.3

36,243 区画

H14.3

H16.3

4,900

H16.3

箇所

2,436

ー戸

47,766

（前回比）

ー 41万7千戸

ー ー

ー

環境保全型農業に取
り組んでいる農家の
戸数と農家全体に対
する割合

H12

(約２割)

50万2千戸

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

戦略改定時 増減 第２回点検
（前回比）

増減

91万9千戸

地点

H17.10
区画

第３回点検

H17.3

H16.12 67,131

（前回比）

戸

全国市町村数
3,148（H16.3現

在）

第４回点検増減

(約5割）

Ｈ18.3

5,998 8,439 H18.3
農業水路、 農業水路、

ため池等　

H18.32,541

68 市町村

2,441 箇所

地点

ため池等　

H17.3

H16.10区画
区画

ー

エコファーマー認定件
数

H14.3 9,226 H16.3

38,540 件 19,365 件 (見込)

H18.9 約100,000
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１．第４部における事項番号と施策名 １章２節２ 環境保全型農業の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，３，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
農業は自然界の物質循環に依存するとともにこれを増進し、また、生産活動を通じて二次的自然

環境を形成するなど、本来、環境と調和した産業である。同時に、環境と調和との調和なしには生
産活動自体が長期的に継続できない。
このため、我が国農業が将来にわたってその役割を果たし、また、社会全体の持続的な発展に貢

、 。献できるよう 我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換することを推進する
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
① 「農業環境規範」の普及・定着

「農業環境規範」の普及・定着を 平成18年度は11事業等について要件化等の農業環境規範
図るため、農林水産省が行う補助事 の関連付けを実施。
業等については「農業環境規範」を
実践する農業者を対象に講じていく
取組（クロスコンプライアンス）を
推進。

② 持続性の高い農業生産方式の導入
の促進 持続性の高い農業生産方式の導入に取り組む農業者（エ
持続農業法に基づき、土づくりや コファーマー）の認定件数は98,875件（平成18年3月末現

化学肥料、農薬の使用低減に一体的 在 。）
（ ）に取り組む農業者 エコファーマー

を支援。
③ 環境農業推進特別対策

環境保全を重視した農業生産活動 環境保全型農業に必要な共同利用機械、施設等の整備に
、 。に必要な技術の確立や施設の整備に 関する支援 環境負荷の低減に資する技術の実証等を実施

対する支援等を実施 、。
④ 生物機能を活用した病害虫防除技 栽培植物自身が有する機能や生物間の相互作用を活用し
術等の開発 た病害虫防除技術、養分吸収促進技術等の開発を実施。

⑤ 家畜排せつ物の管理の適正化と利
用の促進
家畜排せつ物の適正な管理を行う 家畜排せつ物法における管理基準適用農家のうち99.9％

ための施設整備やたい肥の利用促進 が管理基準に適合（平成17年12月1日時点 。）
に対する支援を実施 家畜排せつ物利活用施設の整備に対する助成、作物生産

農家のニーズを活かしたたい肥づくりの手引きの作成・配
布、農業者団体等が行うたい肥利用を促進するために行う
モデル的な取組に対する助成等を実施。

⑥総合的病害虫・雑草管理（IPM）の普 農家段階でのIPMの実践度を簡単に評価できる指標（IPM
及・定着 実践指標）の作成を支援するため、IPM実践指針及び主要
環境負荷低減に資する総合的病害虫 作物のIPM実践指標モデルを策定。

・雑草管理（Integrated Pest Managem
ent：IPM）を普及・定着を支援

⑦農地・水・環境保全向上対策の導入 経営所得安定等対策大綱を決定し 「農地・水・環境保、
農地・農業用水等の資源や農村環境 全向上対策」の平成19年度からの実施を明記。

を保全向上させる共同活動と、地域で
まとまって環境負荷を大幅に低減する
先進的な営農活動を支援する新たな対
策を平成19年度から導入
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度 我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視した
③強い農業づくり交付 47,009の 40,506の ものに転換するため、引き続き持続性の高い農業生産
金 内数 内数 方式の導入促進促進や、農業環境規範の普及・定着の

③IT活用型営農成果重 推進、技術開発、家畜排せつ物の利活用の促進等に努
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視事業 0 95 めるとともに、環境負荷を大幅に低減する先進的な営
③環境負荷低減農業技 農活動を支援する新たな施策の導入を進めることが必
術確立実証事業 54 49 要。

③土壌機能増進対策事
業 32 28

④生物機能を活用した 230 194
環境負荷低減技術の
開発

⑤バイオマスの環づく 14,380 13,729
り交付金 の内数 の内数

⑤畜産環境緊急特別対
策事業 12,779 12,689

⑥食の安全・安心確保 2,742 2,702
交付金 の内数 の内数
⑦新たな農業生産環境

施策確立調査事業 30 40

農林水産省生産局農産振興課、畜産企画課
消費安全局植物防疫課
農村振興局地域整備課

農林水産技術会議事務局研究開発課

１．第４部における事項番号と施策名 １章２節３ 環境に配慮した農業農村の整備
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，４，６
３．本施策を展開する必要性とその目的
農業生産基盤の整備や農村生活環境の整備、農地の保全等を行う農業農村整備事業の実施に際し

ては、農業の持続的発展や農村の振興を目的とし、地域全体を視野において、可能な限り生態系や
景観等への負荷や影響を回避・低減するとともに、良好な二次的自然環境を形成・維持し、持続可
能な社会の形成に資するよう、さらに環境との調和に配慮していくものである。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①生態系などの環境に配慮した整備 2,609の市町村で田園環境整備マスタープランを策定
環境との調和への配慮を原則として (平成18年３月)。このプランで定めている環境創造区域内、

農業農村整備事業を実施 において、環境創造施設を1,227地域で整備。
②環境保全技術の確立 環境配慮の「手引き」に加え、環境配慮手法を具体化し
環境との調和への配慮を行うための た「技術指針」を策定し、環境配慮施設の事例、生きもの

手法・技術を整理・開発し普及 情報等のデータベース化や実証施設を用いて生態系保全技
術を開発。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度 環境との調和に配慮した農業農村整備を一層促進す

①②農業農村整備事業 795,591 761,829 るためには、環境配慮に関するさらなる技術や情報の
費 の内数 の内数 蓄積や技術者の育成、地域住民の参加を行う新たな体

制の確立等に努めることが必要。

農林水産省農村振興局資源課、事業計画課、設計課

１．第４部における事項番号と施策名 １章２節４ 農村の環境の保全と利用
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２
３．本施策を展開する必要性とその目的
農村地域の豊かな自然や美しい景観を活用した都市と農村の交流により、都市住民の農業・農村

に対する理解の増進と農村地域の活性化を図るとともに、中山間地域等の振興により農業生産活動
による多面的機能の確保を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況

91



①棚田地域等の生産基盤整備・景観の保全 里地や棚田における土地改良施設等の多面的機
里地や棚田等において、地域の特性に即した 能の良好な発揮や豊かな自然環境・景観の保全・

簡易な整備等や自然景観の保全を実施。 再生を推進。
②農地の維持管理等の活動支援 中山間地域等直接支払制度の実施により、平成1
生産条件に関する不利を補正する中山間地域 7年度までに65万4千haの農地について、維持管理

等直接支払制度を実施。 等の活動を行うための協定を締結。
③都市農村の交流の促進 都市住民との交流を図るため19地区において、
グリーン・ツーリズムの推進や市民農園の整 滞在交流拠点や体験交流空間を整備し、平成17年1

、備などを促進。 0月までに全国で153,727区画の市民農園を開設し
都市と農村の交流を図った。

④耕作放棄地対策の推進 増加傾向にある耕作放棄地に歯止めをかけるた
耕作放棄地の解消と発生防止対策を促進。 め、市町村基本構想に基づく遊休農地等の適切な

利活用、交付金等による各種施策の推進 「耕作、
放棄地対策推進の手引き」を作成するなどの取組
を開始。

⑤農地・水・環境保全向上対策の導入 経営所得安定等対策大綱を決定し 「農地・水、
農地・農業用水等の資源や農村環境を保全向 ・環境保全向上対策」の平成19年度からの実施を

上させる共同活動と、地域でまとまって環境負 明記。18年度のモデル支援実施に向け、共同活動
荷を大幅に低減する先進的な営農活動を支援す の実態把握と基本スキームの策定等を行った。
る新たな対策を平成19年度から導入。

⑥生態系保全型水田整備推進事業 生態系の保全に配慮した水田整備を推進するた
め、平成17年度までに全国48地区において生態系
保全工法を採用した水田整備をモデル的に実践す

、 。るとともに その成果を活用して研修会等を開催

⑦農村景観・自然環境の保全 平成18年度から、公募方式により活動主体とな
農村景観保全及び農村自然環境の保全・再生 るNPO等を募集し、農村景観保全・自然再生に資す

の推進に資する活動に対する直接支援を平成18 る棚田保全や生きもの調査等の活動に対し直接支
年度から開始。 援する「農村景観・自然環境保全再生パイロット

事業」を開始。

⑧自然再生への取組 自然と共生した農村づくりの取組を応募・表彰
農村地域における自然環境の保全・再生活動 する「田園自然再生活動コンクール」及びシンポ

の取組を推進。 ジウムを開催し、自然再生に関する啓発・普及を
行うとともに、平成18年度から農村地域の自然再

、生における生態系や営農上の新たな課題に対して
必要な情報発信や技術的支援を行う「農村自然再
生活動高度化事業」を開始。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度 都市住民の農業・農村に対する理解の増進

①③④元気な地域づくり 46,607の 41,526の と農村地域の活性化や棚田地域の美しい景観
交付金 内数 内数 の保全など多面的機能の発揮等に向け、都市

②中山間地域等直接支払制度 21,800 21,800 と農山漁村の交流のための施策及び地域の特
。④強い農業づくり交付金 47,009 40,506 性に応じた整備等の施策を講ずることが必要

の内数 内数 農地・農業用水等の資源を適切に保全管理
⑤農地･水･環境保全向上対策 するとともに、農業生産全体の在り方を環境
の導入 1,030 1,250 保全を重視したものに転換していくための新
⑥生態系保全型水田整備推進 たな施策の導入に向けて、モデル支援など必
事業 223 - 要な準備を進めることが必要。
⑦農村景観・自然環境保全再
生パイロット事業 0 80
⑧
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・田園自然環境保全・再生支 17 0
援事業

・農村自然再生活動高度化事 0 100
業

農林水産省生産局総務課、生産局農産振興課
経営局構造改善課

農村振興局農村政策課、資源課、事業計画課、地域計画官、地域整備課、農地整備課

（３）都市・公園緑地・道路

緑の基本計画に基づき、都市緑地法による制度の推進や補助事業制度の活用により、
都市公園等の整備量が着実に増加するとともに地域制緑地についても指定数が増加しま
した。

【 】数値から見る具体的施策の展開

全国の特別緑地保全地区の指定箇所数が平成17年３月の325箇所から、18年３月ま
でに15箇所増加し、340箇所となりました。

% % % %

� � � �

箇所
( ha) ( ha) ( ha) ( ha)

( ha) ( ha) ( ha)
ha ha ha ha

ha ha ha

ha ha ha
地区

( ha) ( ha) ( ha)
ha ha ha ha

地区
( ha)

( ha) ( ha) ( ha)

105 地区
( ha) ( ha) ( ha) ( ha)

( ha) ( ha) ( ha)

325 地区

（全国市町村数
1,821）

箇所

約 258 ha

約 8

15,763

51

約 20,083

約 81,212ha約 81,212ha

約 169,347 ha

H17.3

3

625 市町村

51H18.3

-24 市町村

8.9

100

91,663

340

H18.3110

約 81,212ha 約 81,212haH14.3

市町村

103,865

市町村628477

95,940 5,957

151 市町村

データ取得年月 データ取得年月

数値

(約 1,411ha) (約 1,721ha)
312H14.3

増減 第３回点検 増減
データ取得年月

第４回点検
データ取得年月

地区

約 20,083

0

約-29

H17.3

(約 1,766ha)

約 146 ha
H16.3
4

箇所 箇所

4

地区 地区

8.9

箇所

第２回点検 増減
（前回比） （前回比）

%

（前回比）
649

97 H18.3

市町村 H18.3
（全国市町村数
2,521）

H16.3

H14.3

H14.3
（全市町村数
3,223）

H17.3

（全国市町村数
3,132） 21 市町村

H17.3

%
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箇所

緑の基本計画を策定
した地方公共団体数

住民一人当たりの都
市公園等面積

8.1H13.3 H16.3
0.6 �

人口50万人以上の大
都市の内緑の基本計
画を策定した地方公
共団体の割合

90

109,178
2,505 2,808

2,447 箇所

�
89,216

2,327
H18.3

0.2 � 0.0

H17.3

106,370

約 15,693首都圏の近郊緑地保
全区域の面積

約 15,693 約 15,693 H17.3

都市公園の整備箇所
数及び面積

80,932H13.3

H18.3
0 0 70
H16.3

H18.3

-5 地区 0

H18.3
ha

H17.3
ha

約234

約

(約8,327ha)

地区

地区

約　82 3

約 169,089 ha

(約 8,327ha)

(約 2,000ha)

近畿圏の近郊緑地保
全区域の面積 0 0 0

H16.3 H17.3 H18.3

15 地区

約 168,871ha

地区

約 168,943 ha

ha

111
約 72 ha

0

0

H15.3

地区

全国の特別緑地保全
地区の指定箇所数及
び面積

H16.3 H17.3282

H14.3

全国の風致地区の指
定面積

56H13.3 H16.3

0
地区約 8,323

全国の歴史的風土特
別保存地区の指定箇
所数及び面積

H13.3

全国の歴史的風土保
存区域の面積

(約 8,323ha)

H16.3
地区

約 45
約15526

地区-1

H17.3

全国の市民緑地の指
定箇所数及び面積 約　53約  77 6 約　74 地区

H17.3 113 地区

約 -3

H13.3

H17.3

地区

H14.3

30 地区 13
約310

約 15,526

H16.3

H16.3

86,889

7,925

8.7

H16.3

3 %

戦略改定時

指標
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１．第４部における事項番号と施策名 １章３節３ 緑地の保全・創出に係る総合的な計画の策定
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２
３．本施策を展開する必要性とその目的
自然と人間の共生する緑豊かな都市を形成し、国民が豊かさを実感できる生活環境を形成してい

くためには、官民が一体となって、都市における緑地の保全・創出を図ることが必要である。その
ため、都市緑地法第４条の規定に基づき、緑地の保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施す
るための基本計画（緑の基本計画）を策定する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
緑の基本計画の策定 緑の計本計画策定済み市町村は、625市町村とな
市町村が緑地の保全及び緑化の推進を総合的か った （平成18年３月）。

つ計画的に実施するための基本計画を策定する。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
公園事業特定計画調査費 78,771 73,393 平成16年の都市緑地法及び都市公園法

の内数 の内数 改正により地方公共団体の設置に係る都
市公園の整備の方針が緑の基本計画の事
項として追加されており、緑の保全・創
出の計画的実施を行うため、多様な主体
による緑地の保全、緑化の推進への参加
を促進するため、緑の基本計画の策定を
より一層推進することが必要。
国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

１．第４部における事項番号と施策名 １章３節４ 緑地の保全・創出に係る諸施策の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２
３．本施策を展開する必要性とその目的
都市において、より豊かな生物相を支えることができる環境を回復する観点から、都市全体にお

いて、樹林地や水辺、段丘崖の緑、社寺林、屋敷林などをネットワーク化するよう、緑地の保全・
創出に係る諸施策を推進していくことが必要。また、道路整備においては、生物多様性のほか、良
好な景観の形成、二酸化炭素の吸収等に資する道路緑化の促進や自然環境保全への配慮を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況

（ ）(1)都市公園の整備 都市公園等整備面積 109,178ha 平成18年3月
都市公園の整備により、都市に残された緑地の

保全と積極的な緑地の創出を図る。
(2)道路整備における生物多様性の保全への配慮 道路のり面、植樹帯等において積極的に緑化を
道路のり面、植樹帯、中央分離帯等において、 推進中。

、 。緑化の推進 生物の生息・生育空間の創出を図る
(3)公共公益施設等における緑の創出 都市域における水と緑の公的空間確保量
都市における水と緑のネットワークを構築する 平成19年度末までに約１割増

ため、都市公園、道路、河川などの公共公益施設 （12㎡/人（H14 ））
等における緑を積極的に創出する。 →約８％増（H17速報値）

→13㎡/人（H19目標値）
(4)近郊緑地保全区域、近郊緑地特別保全地区 近郊緑地保全区域決定状況 96,975ha
首都圏の近郊整備地帯又は近畿圏の保全区域の （平成18年３月）

近郊緑地特別保全地区決定状況 3,456ha樹林地等について近郊緑地保全区域、近郊緑地特
別保全地区を定め、行為規制により保全を図る。 ）（平成18年３月
(5)緑地保全地区 特別緑地保全地区に名称変更 特別緑地保全地区決定状況 約2,000ha（ ）
都市内に残された緑地について、特別緑地保全 （平成18年３月）

地区を定め、現状凍結的に保全を図る。
(6)歴史的風土保存区域、歴史的風土特別保存地 古都指定状況：京都市、奈良市、鎌倉市、天理
区 市、橿原市、櫻井市、斑鳩町、明日香村、逗子
古都において、歴史的風土保存区域、歴史的風 市、大津市（８市１町１村）

土特別保存地区を定め 歴史的風土の保存を図る 歴史的風土保存区域指定状況 22,487ha、 。
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（平成18年３月）
歴史的風土特別保存地区指定状況 8,327ha

（平成18年３月）
(7)風致地区 風致地区決定状況 169,347ha(平成17年3月)
都市における風致の維持を図るため、都市計画

の地域地区として風致地区を定め、良好な都市環
境の形成を図る。

（ ）(8)市民緑地 市民緑地の契約締結状況 53ha 平成18年３月
土地所有者と地方公共団体等の間で契約を締結

し、民有緑地の市民への公開を行う。
(9)生産緑地地区 生産緑地地区決定面積 14,696ha
良好な都市環境を確保するため、都市内に残存 （平成17年３月）

する農地の計画的な保全を図る。
(10)その他、屋敷林、雑木林等の保全について 保存樹指定本数 68,491本（平成18年３月）
保存樹、保存樹林の指定や、緑地協定の活用等 保存樹林指定件数 8,619本（平成18年３月）
により、適切に緑の保全を進める。 緑地協定締結件数 528件(平成18年３月)

(11)民有地における緑の創出、緑化の推進 緑化施設整備計画認定制度における認定緑化施
緑化施設整備計画認定制度などを活用し、屋上 設 17件(平成18年３月)

・壁面を含む民間建築敷地の緑化を推進する。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
(1)(4)(5)(6)都市公園・ 平成16年の都市緑地法及び都市公園法
緑地保全等事業（国費） 128,676 121,957 改正により都市の緑地の保全及び緑化の

(2)道路緑化（事業費） 34,793 41,087 推進を図る制度の充実が図られており、
それらを含めた各種施策の総合的な展開
をより一層推進することが必要。

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課、道路局地方道・環境課道路環境調査室

１．第４部における事項番号と施策名 １章３節５ 緑地の保全・創出に係る普及啓発等
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２
３．本施策を展開する必要性とその目的
都市緑化意識の高揚、緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進するための普及啓発、都市

の緑における環境学習・環境教育の推進、民間活動との協働による緑の創出の取組を図り、都市地
域における生物の生息・生育環境の保全・創出を推進する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)緑に関する普及啓発の推進 平成18年度実施状況
みどりの週間や都市緑化月間において、全国 ①第17回全国「みどりの愛護」のつどい

「みどりの愛護」のつどい、全国都市緑化フェ （平成18年４月22日国営木曽三川公園(愛知県)）
ア等の開催や緑化に係る功労者表彰等を実施。 ②第23回全国都市緑化フェア/花(はな)・彩(さい)

・祭(さい) おおさか2006（にせんろく）
（平成18年３月25日～５月28日（大阪府大阪市 ））

(2)環境教育の推進 国営公園において、 参加体験によって環境問題
都市公園等において、地域での市民の環境活 等の知識を身につけることができる環境教育プロ

動、各種環境学習プログラムの実施などの都市 グラム「プロジェクト・ワイルド」等を実施。平
の緑における環境学習・環境教育を推進。 成17年度末で日本における指導者（エデュケータ

ー）は１万人を超え、上級指導者（ファシリテー
ター）は386名となっている。

(3)民間活動との協働による緑の創出の取組 都市緑化基金等の緑化推進事業を行う公益法人
緑化活動に取り組む地域の団体に対して、緑 による緑化支援活動に関する環境整備、同公益法

の創出に必要な苗木や機材等に係る助成等を行 人や各自治体や企業の実施している緑化推進に関
う民間における事業等を積極的に支援。 する取組についての事例等を紹介。
６．予算・税制等項目 当初予算 百万円 ７．今後の課題（ ）

H17年度 H18年度
緑豊かで美しい都市環境の形成を行うに
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は、民間活動による緑地の保全、緑化の推
進等の取組が不可欠であり、今後もより一
層の普及啓発活動を実施していくことが必
要。

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

１．第４部における事項番号と施策名 １章３節６ 下水道事業における生物多様性の保全への取
組

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ４
３．本施策を展開する必要性とその目的
健全な水循環系を構築する上で下水道の担う役割は大きく、公共用水域の水質保全、ひいては、

生態系の保全に大きく貢献している。しかしながら、依然として水質環境基準の達成率が低い閉鎖
性水域等が存在しており、それらにおける水質を改善するためには、通常の二次処理のみでなく、
高度処理、合流式下水道の改善等が求められる。また、処理水を再利用することより、都市におけ
る生物の棲み場を提供し、自然を呼び戻すことは重要である。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①下水道普及率の向上 平成17年度において、下水道普及率が68％か
事業を実施する地方公共団体に対して補助を行 ら69％へ向上。

う。
②高度処理人口普及率の向上 平成17年度において、下水道の高度処理普及
事業を実施する地方公共団体に対して補助を行 率が13％から14％へ向上。

う。
③合流式下水道改善率の向上 平成17年度において、合流式下水道改善率が
事業を実施する地方公共団体に対して補助を行 17％から18％へ向上。

う。
④下水道処理水の有効利用量の向上 全国の下水処理場における処理水の有効利用
事業を実施する地方公共団体に対して補助を行 量は約1.9億m3。

（国土交通省都市・地域整備局下水道部調査）う。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
下水道事業 798,119の内数 735,286の内数 公共用水域の水質保全により生態

＊他に内閣府に ＊他に内閣府に 系の保全を図るためには、高度処理
一括計上されて 一括計上されて や合流式下水道の改善が不可欠であ
いる汚水処理施 いる汚水処理施 り、今後もより一層の対策を推進し
設整備交付金 設整備交付金 ていくことが必要。
国費30,000百万 国費51,000百万
円がある。 円がある。

国土交通省都市・地域整備局下水道企画課
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（４）河川・砂防・海岸
平成14年度から環境を主目的に事業を実施する自然再生事業を新たに創設し、釧路湿

原の保全や荒川の旧河道の復元などに取り組んでいます。平成17年度からは、上流ダム
における環境整備と河川における環境整備を連携することにより、効果的な河川の水質
浄化やダムから河口まで連続した魚道整備による魚類の遡上・降下環境の改善等を図る
総合水系環境整備事業を行っています。
また、砂浜を中心とする海浜部の生物の生息・生育状況の実態を把握し、併せて生物

の生息・生育基盤環境に関する情報を取得するための「海辺の生物国勢調査」を平成15
年度に実施し、さらに市民と連携した調査の手法について検討を行っています。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(4) 生物の生息・生育空間の保全・復元によ
る生物多様性の確保

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ４
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川行政においては、自然災害から生命・財産を守るという要請に緊急的・効率的に応えるため

限られた空間で洪水を処理してきたこともあり、事業の進め方において、生物の生息環境等への配
慮が足りなかったことは否めないが、平成９年の河川法改正により「河川環境の整備と保全」が目
的に加わったことも踏まえ、生物の多様な生息・生育環境の確保を図ることが重要となっている。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．多自然型の川づくり 全国の河川において、川が有している多様性に富んだ環
河川が本来有している生物の良好な 境の保全を図るなど、自然環境に配慮した多自然型川づく

生育環境に配慮した河川整備の実施。 りを実施。
平成17年度に「多自然型川づくりレビュー委員会」を設

立し、これまでの多自然型川づくりの取組と課題について

河川の湿地・湿原等の再生を行う自然再生事業を実施している箇所が順調に増えてい
ます。
【全国の一級河川の湿地・湿原等の再生を行う自然再生事業を実施している箇所数】
０箇所（H14.3）→ 28箇所（H17年度）

箇所

% % % %

箇所

箇所

箇所

箇所

約 700 km

88

116

増減 第２回点検

数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

88

0

19

箇所

88

227
箇所

249

H18.3

%

H17

約 5,100km

増減

箇所箇所

（前回比）

箇所

H18.3

箇所

3

5

約 4,900km

0 %

H17.3

208

12 箇所

47
箇所

箇所

データ取得年月

第４回点検
（前回比）

H18.3 28

箇所

H18.3
約 200 km

第３回点検 増減

箇所

約 3,500km

指標

（前回比）
戦略改定時

全国の直轄管理の一
級河川の環境基準
（BO D及びCO D）の満
足率

H14 85 H15

約 700 km

全国の河川の湿地・
湿原等の再生を行う
自然再生事業を実施
した箇所数

H14.3 0 H16.3箇所

25 箇所 0

25 H17.3 25

発電ガイドラインによ
る清流回復延長

H14.3 H16.3 約 4,200km

3 %

161「子どもの水辺」登録
箇所数

H14.3 45 H16.3
箇所

「水辺の楽校プロジェ
クト」の登録地数

H14.1 213 H16.3箇所
19 箇所

232 H18.3244箇所 箇所

16都市山麓グリーンベ
ルト

H14.3 15 H16.3
1 箇所

15 H17.3 15
0 箇所 0 箇所

箇所 箇所

砂防環境整備事業完
成箇所

H14.3 81 H16.3
1 箇所

箇所 82 83 H18.3箇所 箇所H17.3 87
4 箇所1 箇所

H17.3

H17.3

H16

箇所
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整理し、今後「多自然川づくり」と名称を変え、より一層
河川環境の保全と創出に向けた取組の推進を図ることと
し、平成18年10月には「多自然川づくり基本指針」を策定
した。

イ．魚がのぼりやすい川づくり 全国の河川において、魚類等の遡上・降下環境の改善を
堰・砂防えん堤等の河川を横断する 図る「魚がのぼりやすい川づくり」を実施。

施設の改良、魚道の設置・改善等の実
施。
ウ．ダム整備等に当たっての環境配慮 現在事業中の全てのダムにおいて、自然環境に与える影
事前に環境調査等を行い、計画段階 響を可能な限り回避・低減できるよう適切な措置を実施。

から自然環境に与える影響を可能な限
り回避・低減できるよう配慮。
６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題

H17年度 H18年度 災害に対する安全性を向上しつつ、地域にお
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の ける市民、NPO等と十分連携を図りながら、より

内数 内数 一層生物の生息・生育空間の保全・復元を図る
・地域河川事業費 409,911の 378,859の ことが必要。

内数 内数
・砂防事業費 202,793の 197,881の

内数 内数
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の

内数 内数
国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(5) 自然再生事業の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
自然再生推進法が成立するなど、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図る

ことが求められており、過去の開発等により失われた河川における良好な自然環境を積極的に再生
することが求められている。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
自然再生事業 釧路湿原等の湿地の再生、荒川（東京都）等の河岸の再
過去の開発等で失われた良好な自然 生、標津川（北海道）等の蛇行河川の復元等の実施。

環境である自然河川等の再生を図る。
６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題

H17年度 H18年度 地域が主導的に計画を策定し、地域の自主性
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の と創意工夫を活かしつつ、関係行政機関、地域

、 。内数 内数 住民 学識経験者等が一体となった実施が必要
・地域河川事業費 409,911の 378,859の

内数 内数
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の

内数 内数
国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(6) 水量・水質が確保された清流の復活によ
る生物多様性の確保

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川の水環境として、水量・水質が適正に確保されていることが、生物の生息・生育環境にとっ

ても重要である。また、洪水によるかく乱や、流量変動など河川そのものが持つダイナミズムとそ
の環境下で形成される自然環境に特徴があり、河川環境を考える上では、どのような流量変動があ
るかということも重要である。
また、水質の汚濁に係る環境基準は人にとっての良好な環境の保全が中心であったが、水生生物
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の保全の観点から、新たに水質環境基準を設定した。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．ダムの弾力的管理試験による河川 平成17年度は、全国24ダムで試験に取り組んでおり、栃

環境の改善 木県川俣ダムにおいて、ダム直下流の減水区間の改善によ
平時に一定量貯留した容量を活用し り魚類の産卵が可能な場所の増加が確認されている。、

。下流河川の清流回復や流況改善を実施
イ．水路式水力発電に伴う減水区間の 一級河川の全発電所（1,573箇所）の減水区間（約1,300

解消による清流回復 箇所、約9,700km）のうち、現在までに約６割の区間の改
水路式水力発電所において生じた減 善がなされている。

水区間に水を取り戻す取組を実施。
ウ．水質浄化対策 千葉県手賀沼において浄化用水の導入により水質が大き
浄化用水導入や浚渫、直接浄化施設 く改善されるなど、汚濁の著しい河川の水質改善がなされ

の整備 流水保全水路の整備等を実施 ている。、 。
エ．ダム貯水池における水質保全対策 阿木川ダム（岐阜県）や野村ダム（愛媛県）等で事業を
貯水池内の水質改善対策や選択取水 実施し、水質の改善に取り組んでいる。

設備の導入等による水質保全の実施。
オ．水環境改善緊急行動計画 平成17年度に計画対象河川は34箇所となり、堀川（愛知
地元市町村と河川管理者等が一体と 県 、寝屋川（大阪府）等では行動計画を策定、取組の推）

なって、水質汚濁が著しい河川等の水 進が図られている。
環境改善事業を総合的、緊急的かつ重
点的に実施。
カ．水生生物の保全に配慮した水質目 平成15年度に水生生物の保全に係る水質環境基準を設

標の設定 定。引き続き、調査・検討を実施。また、平成18年4月に
水生生物の保全に係る水質環境基準 は中央環境審議会より「水生生物の保全に係る水質環境基

の設定。 準の類型指定について」及び「水生生物の保全に係る排水
規制等の在り方について」答申がなされたところ。

６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題
H17年度 H18年度 事業の進捗は確実に図られているものの、未

・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の だに水質・水量の改善が図られていない河川等
内数 内数 もあるため、さらなる取組の強化が必要。

・地域河川事業費 409,911の 378,859の また、水生生物の保全に係る水質環境基準の
内数 内数 類型指定を推進する。水生生物に影響を及ぼす

・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の 化学物質に関する知見の集積及びそれに伴う基
内数 内数 準の継続的な見直しを行う。

・水生生物保全のための
水質目標の検討 135 89

・水生生物保全のための
排水影響調査 20 0

・水生生物保全のための
環境管理等検討調査 0 13

国土交通省河川局河川環境課
環境省水・大気環境局水環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(7) 渓流や斜面等における生物多様性の確保
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
砂防事業は、我が国の急峻な地形や世界有数の降雨量、及び山地等への都市化の進展などの条件

により引き起こされる土砂災害から人命・財産を保全するとともに、荒廃地において緑の復縁を図
る事業であり、源流部における荒廃地から都市地域の住宅裏の斜面に至るまで全国各地で行い、山

、 。地や渓流等において自然環境・生物多様性を保全しながら 土砂災害から住民の生命・財産を守る
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．荒廃地や斜面における緑の創出・ 都市山麓グリーンベルト整備事業を16都市域で実施中。

保全
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市街地に隣接する山麓斜面に一連の
樹林帯（グリーンベルト）の形成を推
進。
ウ．流域一貫となった総合的な土砂管 土砂管理上の問題が顕在化している流域において荒廃地

理 での山腹工等、透過型砂防えん堤を施工中。
適正な土砂の流下を確保。 また、流砂系一貫した土砂の量と質に関するモニタリン

グ調査を安倍川水系等において、継続中。
６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題

H17年度 H18年度 ①砂防指定地の指定等のソフト対策と併せた効
・砂防関係事業費 277,174の 270,137の 率的な事業の実施を図ることが必要。

内数 内数 ②住民の憩いの場を提供し、快適な生活環境を
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の 創造するため、地域住民の意見が十分反映でき

内数 内数 るよう工夫が必要。
③山腹工や透過型砂防えん堤の整備が中長期の
自然環境に及ぼす影響を定量的に把握し、効率
的な事業の実施を図ることが必要。

国土交通省河川局砂防部砂防計画課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(8) 河川環境に関する調査研究
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川環境に関する基礎的なデータの収集や調査研究を通じ、河川における良好な生物の生育空間

の保全・復元を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．河川水辺の国勢調査 魚介類、底生生物、植物、鳥類、陸上昆虫、両生類・は
河川やダム湖の生物の生息・生育状 虫類・ほ乳類の調査結果を公表するとともに、引き続き調

況等を定期的・継続的に調査する。 査を実施する予定。
イ．河川生態学術研究 フィールドとして多摩川、千曲川、木津川、北川、標津
河川環境に関する学際的な研究を総 川の５河川を設定し、現地調査をベースとした共同研究が

合的に実施。 進められている。
ウ．自然共生研究センター 現在までに、河川改修においては瀬、淵構造を考慮する
河川・湖沼の自然環境の保全・復元 ことが重要であることなどを確認しており、様々な河川の

のための基礎的・応用的研究を実施。 復元工法による効果を検証中。
エ．水性生物調査 平成 年度の全国水生生物調査の参加者は、約 人17 86,000
川にすむ水生生物からその川の「き であった。

れいさ」の程度等を調査。
６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題

H17年度 H18年度 これらの調査結果を今後、河川における良好
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の な生物の生育空間の保全・復元に資する復元工

内数 内数 法等に反映させることが必要。
・地域河川事業費 409,911の 378,859の

内数 内数
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の

内数 内数
・簡易水質診断手法推進 1 5

国土交通省河川局河川環境課
環境省水・大気環境局水環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(9) 外来種対策による生物多様性の確保
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川における多様な環境は、多様な生物に生息・生育環境を提供しているが、外来種の進入は在

、 、 、来種に影響を与えたり 交雑によって在来種の純系を失わせたり 河川特有の生態系を損なうなど
河川の生態系の質を低下させる可能性があるため、これらに対する対策が必要。
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４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
外来種対策の実施 市町村、地域住民等が共同で、繁殖が激しい
河川管理における外来種対策のガイドラインの アレチウリの駆除を行うなどの取組を継続的に

作成等継続的な対策の実施。 実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の 繁殖力の強い外来種については、外来種

内数 内数 の侵入を未然に防止することが重要であ
・地域河川事業費 409,911の 378,859の る他、数年間の継続的な対策の実施が重

内数 内数 要。
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の

内数 内数
国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(10) 市民との協働による生物多様性の確保
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川は「地域共有の公共財産」であることから、河川整備計画の策定における住民意見の反映の

みでなく、日頃から地域住民が積極的に川との関わり合いを持つことが重要。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
河川における環境保全活動、川を活 茨城県の霞ヶ浦、北浦におけるアサザ（特有の種）の再

かしたまちづくり活動等様々な分野に 生、荒川中流部における湿地再生等、各地で市民と連携し
おける市民団体等との連携・支援。 た環境保全活動を実施中。
６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題

H17年度 H18年度 市民等が主体となった取組が積極的にされる
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の よう環境の整備を図るとともに、市民団体等の

内数 内数 活動に関する社会的機運について地域により偏
・地域河川事業費 409,911の 378,859の りが生じているため、全国各地域において市民

内数 内数 団体等の活動の活性化を図る取組を行うことが
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の 必要。

内数 内数
国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節１(11) 河川を活用した環境教育や自然体験活動
を通じた生物多様性の保全への貢献

２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川は、身近に存在する独特の自然環境を有した生命の息づく場であり、我々が自然を学び、人

間と自然との共生のための行動への意欲を育み、環境問題を解決する能力を育むためには、川での
実践を伴った経験が必要であり、市民団体と連携した自然体験活動を促進していく必要がある。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア 「子どもの水辺」再発見プロジェ 平成17年度末現在 「子どもの水辺」登録箇所227箇所、． 、

クト 水辺の楽校プロジェクト登録箇所249箇所となっており、
河川管理者、教育関係者、市民団体 施策が活発化している。

等から構成される協議会を設置し、地
域が一体となって、子どもが水辺を親

。しめる場の提供や資機材の支援を行う
イ．市民団体による河川を活用した自 指導者育成に関する活動を中心に行っている「川に学ぶ

」 （ ）然体験活動との連携 体験活動協議会 の構成団体数は132団体 平成18年３月
全国の市民団体が中心となった「川 を超え、子どもたちだけでなく広い世代を対象に、川へ誘

に学ぶ体験活動協議会」が実施する、 う活動を推進中。
川の指導者育成、自然体験活動等との
連携。
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ウ．河川を活用した環境教育プログラ 河川の特性や海外の先進的な環境学習システム、プログ
ムの開発 ラム（米国のプロジェクトWET）を踏まえた環境学習プロ
河川の特性を踏まえた環境学習プロ グラムの開発を推進中。

グラムの開発を推進する。
エ．川を安全に利用するための取組 インターネット等による情報提供や川の安全利用に関す
河川における水難事故防止のため携 るガイドブックの作成等、様々な取組を推進中。

帯端末等による雨量・河川水位等のリ
、 。アルタイム情報の提供 啓発等を実施

６．予算・税制等項目 当初予算(百万円) ７．今後の課題
H17年度 H18年度 河川での活動は全国的に見ると偏りがあり、

・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597の 良好な河川環境、情報の有無等に地域差が生じ
内数 内数 ている。これらの課題を克服し、地域のニーズ

・地域河川事業費 409,911の 378,859の にあったハード・ソフト対策により支援するこ
内数 内数 とで、河川を活かした環境学習、自然体験活動

・砂防事業費 202,793の 197,881の の推進が図られる。
内数 内数

・総合流域防災事業費 149,085の 131,075の
内数 内数

国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 １章４節２(3) 海岸事業における現在の取組及び今後の
方向

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ４
３．本施策を展開する必要性とその目的
海岸は、その背後に多くの人口・資産が集中している空間であるとともに、海と陸が接し多様な

生物が相互に関係しながら生息・生育している貴重な空間である。また一方で、津波、高潮、侵食
などの自然災害から背後を防護する役割を担っている。このような海岸において、安全で活力ある
地域社会を実現し、環境意識の高まりや心の豊かさへの要求にも対応する海岸づくりを図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．砂浜の保全・回復、渚の創生 平成17年度までに「渚の創生」事業の実施地区として 1

8箇所を選定。
イ．海岸環境の保全・整備 平成17年度までにエコ・コースト事業の実施地区として

49箇所を選定。
ウ．面的防護方式 「面的防護方式」への転換を一層推進している。
エ．利用への配慮、自然とのふれあい 平成17年度までに自然豊かな海と森の整備対策事業（白

砂青松の創出）の実施地区として25箇所、海と緑の健康地
域づくり（健康海岸事業）の実施地域として 17地域、い
きいき・海の子・浜づくりの実施地区として 31箇所を選

カ．調査研究の推進 安全かつ自然と共生する質の高い海岸の実現に資する調
査研究等を実施している。

６．予算・税制等項目 当初予算 百万円 ７．今後の課題（ ）
H17年度 H18年度 今後も引き続き、生物多様性に対し

海岸事業費 73,732の 71,440の て適正な海岸整備を実施することが必
内数 内数 要。

農林水産省農村振興局防災課
水産庁防災漁村課

国土交通省河川局砂防部保全課海岸室
国土交通省港湾局海岸・防災課
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（５）港湾・海洋
海水が汚染されヘドロ等の堆積している閉鎖性海域等において、水質・底質の改善や

多様な生物の生息・生育環境の創出のため、航路や泊地の浚渫事業等で発生する良質な
土砂を有効利用して行う覆砂事業・干潟等の創出事業や、有害なヘドロ等の汚泥浚渫事
業、循環ポンプ等による水質改善事業等、海域環境創造・自然再生事業の推進に取り組
んでいます。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 １章５節１
(1)港湾整備事業の取組と今後の方向性
(2)生物多様性を高めるための港湾における具体的施策

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
沿岸部に産業が集中し沿岸域に環境負荷が集中する国土構造の中で、多様な生物の生息・生育環

境である沿岸域の干潟・藻場等が消失してきた。このような中で、良好な自然環境を保全し、失わ
れた自然環境についてはその再生に努め、さらに新たな環境の創出に積極的に取り組んでいくこと
が重要である。
国土交通省港湾局においては、これまでの港湾環境施策を見直し、平成17年３月に「港湾行政の

（ ）」 。グリーン化 今後の港湾環境政策の基本的な方向 を新たに港湾環境施策の指針として策定した
この中で、過去に劣化・喪失してきた自然環境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能に環境配
慮を取り込んでいくことが不可欠であるとされている。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)港湾整備事業の取組と今後の方向性 堺泉北港や広島港において、浚渫土砂等を有
①港湾行政のグリーン化の推進 効活用した干潟や大規模緑地等の整備を実施。
自然環境に優しく美しいみなとへ、都市と地球

の環境に貢献するみなとへ、市民とともに歩むみ
なとへを基本理念に各施策を推進。
②港湾法等の改正 港湾の開発利用等の計画の策定に際して、港
平成12年３月に港湾審議会答申を踏まえ、港湾 湾及びその周辺の水質環境等に与える影響につ

法の目的に「環境の保全に配慮しつつ」港湾の秩 いて、事前に評価するとともに、実施後も長期
序ある整備と適正な運営を図ることを明記する 的な観点に立って環境への回避・低減を進め、
等、取組姿勢の明確化を図った。 環境の保全のための適切な措置や必要なモニタ

リングを実施している。
具体的には、三河港や尾道糸崎港において、

実施箇所数が増加し、また干潟・藻場等を再生した面積も約３割増えました。

【港湾のうち干潟・藻場等を再生した面積】
1,070ha(H14.3) → 1,400ha(H18.3)

ha ha ha ha

( ） ( ） ( ） ( ）

( ） ( ) ( ）

H18.3

データ取得年月

1400

箇所 32　箇所

指標
数値

データ取得年月

（前回比） （前回比） （前回比）
増減 第４回点検

データ取得年月 データ取得年月

51箇所28港3湾
0 箇所
H16.3

24　箇所
51箇所28港3湾
24　箇所

全国の港湾の内海域
環境創造・自然再生
事業等を実施した箇
所数
（整備済みの箇所数）

H14.3
2

52箇所28港４湾
28　箇所1

0 箇所 4 箇所

戦略改定時 増減 第２回点検 増減

H16.3

210

第３回点検

全国の港湾の内干
潟・藻場等を再生した
面積

H14.3 1,070

ha

1,280 H17.3 1,350

H17.3
箇所

54箇所29港４湾

4 箇所

H18.3

70 ha 50 ha
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整備後のモニタリングを実施。
(2)生物多様性を高める具体的施策 29港４湾における54ヶ所（うち32ヶ所は整備
①覆砂・汚泥浚渫等の海域環境改善及び干潟・ 済み）において覆砂・汚泥浚渫・干潟の再生等
浅場・藻場等自然環境の保全・再生・創出 を実施。回復可能な4,000haの干潟のうち、1,40

0haを再生。
②臨海部の大規模緑地の整備 上記干潟の再生の他、大規模緑地として尼崎

西宮芦屋港（約10ha 、北九州港（約30ha）を）
整備中。

③研究の推進 干潟における現地観測や世界最大規模の干潟
干潟に関する環境機能の研究を推進 実験施設での調査・研究を推実施。
④地域やNPOとの連携 地域住民、NPO、専門家等多様な主体との連携
専門家や地域住民、NPOなど多様な主体の参画 した協働による取組を実施。

を図る。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
(1)、(2) 432,988 401,494 沿岸域全体の環境保全については、多
港湾事業費 の内数 の内数 様な主体と連携しながら、総合的により

一層の環境保全が必要。科学的・技術的
な知見を蓄積しながらそれを事業に反映
させていくこと。

国土交通省港湾局環境・技術課環境整備計画室

１．第４部における事項番号と施策名 １章５節２(1) 海域の特性を踏まえた環境保全の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
海生生物、海洋生態系や干潟藻場等の多様な場の保全については、海域や地域によって分布する

生物が異なることから、沿岸域、沖合域、広域というそれぞれの特性に応じた保全を行う必要があ
る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．沿岸域の海洋環境保全 「有明海及び八代海を再生するための特別措
「有明海及び八代海を再生するための特別措置 置に関する法律」が平成14年11月に成立、公

に関する法律」に基づき、有明海及び八代海の海 布･施行され、平成15年２月には「有明海及び
」 。域の環境保全及び改善等の施策を推進する。 八代海の再生に関する基本方針 が定められた

東京湾については 「東京湾再生のための行動 「有明海及び八代海を再生するための特別措、
計画」に基づき、大阪湾については「大阪湾再生 置に関する法律」が平成14年11月に成立、公布･
行動計画」に基づき、それぞれ関係省庁及び関係 施行され、平成15年２月に定められた「有明海

」 、都府県市が連携して、陸域負荷削減対策、海域環 及び八代海の再生に関する基本方針 に基づき
境改善対策、モニタリング等、総合的な水質改善 有明海及び八代海の再生に係る評価等を行う 有「

」 、施策を実施する。 明海・八代海総合調査評価委員会 が設置され
東京湾、大阪湾、伊勢湾及び瀬戸内海の広域的 平成18年９月までに23回開催している。

な閉鎖性海域においては、環境基準の達成率が低 東京湾及び大阪湾において、常時監視及び広
。く、底生生物の生息を阻害する貧酸素水塊が発生 域総合水質調査により水質モニタリングを実施

しているため、水質総量規制の実施により、陸域 昭和54年以来５次に渡り、水質総量規制を実
からの汚濁負荷の削減を図る。 施しているところ。現在、次期水質総量規制の

実施に向けた検討を実施中。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
有明海・八代海水環境調査 62 55 有明海及び八代海では、水質の富栄養
貧酸素水塊発生機構解明調査 50 50 化、底質の泥化や有機物の堆積等海域の
有明海・八代海再生方策検討調査 69 47 環境が悪化し、赤潮の増加や貧酸素水塊

の発生等が見られる中で、二枚貝をはじ
めとする漁業資源の悪化が進み、海面漁
業生産は減少を続けている。これらの状
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況にかんがみ、環境保全及び改善等を総
合的かつ計画的に推進することが必要。
東京湾及び大阪湾の再生については、

関係省庁及び関係都府県市の連携を強化
するとともに、行動計画の進捗状況を的
確に把握し、その着実な実現に努めるこ
とが必要。
水質総量規制については、水質総量規

制基準の検討、総量削減基本方針の策定
を行い、次期水質総量規制の確実な実施
を図ることが必要。

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
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（６）漁業
漁場環境の保全を強力に推進し、海洋環境の維持・回復に大きく寄与しました。具体

的には平成15年より都道府県レベルで水産資源の生息場となる水域の適正な保全と持続
的な利用を図るための漁場環境保全方針の策定のための調査を開始し、既に４府県にお
いて計画を策定しました。また、沿岸漁場の保全には山林等の整備が重要であることか
、 「 」 、ら 漁業者自らが植林を行う 漁民の森づくり 活動に対して交付金による支援を行い

平成17年度には約２万８千人の参加により、約12万本の植樹活動を実施しました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 １章６節２ 国際的な海洋生物資源の保全及び持続可能な
利用

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
海洋生物資源は再生可能な資源であり、科学的根拠に基づき、適切な保全と持続的利用を図るこ

。 、 。とが重要 大部分の海域で漁業関係国際機関等により 科学的根拠に基づいた資源管理措置を実施
今後とも適切な国際機関等の場を通じ、諸外国に対しこのような基本的考え方の理解を求め、海洋
生物資源の適切な保全と持続的利用が図られるよう努める。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)海洋生物資源の保全 「はえ縄漁業によって偶発的に捕獲される海鳥の削減に

」 。漁獲非対象生物の偶発的捕獲等の対 関する国際行動計画 に基づく国内行動計画を策定・実施
策
(2)海洋生物資源の持続可能な利用の
推進

イ．国際的な海洋生物資源に関する カツオ・マグロ類、サケ・マス類等についての資源調査
資源調査等の科学的調査・研究 研究を推進。
の推進

ウ．市場国としての役割・責任 メバチ、メカジキ、クロマグロ及びミナミマグロ統計証
国際的な合意に基づき、適切な資源 明制度を実施。

管理を図るための市場関連措置を導入 ボリビア及びグルジアから大西洋メバチマグロの輸入を

保護増殖事業においては、ミヤコタナゴ、イタセンパラ、スイゲンゼニタナゴ、ア
ユモドキの４種について保全方法及び増殖技術が開発され、着実な成果を挙げていると
ころです。希少な水産生物として、ヒメウミガメ、オサガメ、シロナガスクジラ、ホッ
キョククジラ、スナメリ、ジュゴンの６種について、採捕行為等の規制を行い、保護に
努めています。

種 種 種

種 種 種

種 0 種

2 H16.3 2

箇所箇所

6 6

H14.3 H17.3 4 4

箇所

保護増殖事業を実施
している希少種の数
（魚類）

種

0 種 2

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

第４回点検
（前回比） （前回比） （前回比）

水産生物のうち希少
種として採捕、所持、
販売の制限・禁止を
行った種数

戦略改定時 増減 第２回点検 増減 第３回点検 増減

0 種 0 種 0 種

H17.3 H 18.36

0 箇所 -2 箇所 0 箇所
箇所120保護水面の設定数 120 118

H16.3 6

H 18.3 118H16.3 H17.3

種H14.3

H14.3
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禁止。
平成15年度より引き続きマグロ類についてポジティブリ

スト対策を実施。
エ．規制遵守のための監視及び取締 平成17年度は、公海及び外国周辺水域において取締船4隻

活動 により、720隻日の指導監督及び取締活動を実施。
カ．海洋生物資源の潜在能力の開発 新漁場の開発や漁獲物の付加価値向上、新たな漁業生産

システムの構築を目指す事業等を実施。
(3)鯨類資源への対応 毎年、捕獲調査と目視調査を南極海（これまで19回 、）
科学的研究に基づく鯨類資源の保存 北西太平洋（これまで12回）で行い、鯨類資源の把握、海

と持続的利用を国際的に確立させる。 洋生態系の解明に貢献。
６．予算・税制等項目 当初予算 百万円 ７．今後の課題（ ）

H17年度 H18年度 実施状況を定期的にレビューし、混
(2) 獲の削減に努めるとともに、まぐろは
イ．国際資源対策推進事業費 － 1,029 え縄漁業における混獲問題等、多様化
イ．国際資源調査等推進対策費 1,151 － する国際資源調査に対するニーズに応
エ．指導監督及び取締費 9,864 10,090 えていくことが必要。

の内数 の内数 また、持続的利用の原則を国際的に
、 。カ．海洋水産資源開発勘定運営費 2,991 2,916 確立させ 商業捕鯨の早期再開を図る

交付金
(3)鯨類資源への対応（交付金除く） 974 961

農林水産省水産庁管理課、遠洋課、漁場資源課

１．第４部における事項番号と施策名 １章６節３ 国内の海洋生物資源等の保全及び持続的利用
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
科学的根拠に基づく漁獲能力、漁獲量、漁獲努力量の管理により、再生可能な資源である海洋生

物資源の適切な保全と持続的利用を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(2)資源回復計画等の推進 魚種別資源回復計画は、28計画（43魚種）を実施中。33

魚種で具体的な計画の策定に着手。
漁業種類に着目した包括的資源回復計画は２計画で実施

中（平成18年10月現在 。）
(4)規制遵守のための監視及び取締活動 平成17年度は、我が国周辺水域において取締船35隻によ

り8,035日間、取締航空機4機により1,330時間の取締活動
を実施。
沿岸域における密漁防止に関しては、１地区で関係機関

との合同取締模擬訓練を実施。
(4)生物多様性に配慮したつくり育てる
漁業の推進
ア．栽培漁業の推進 生態系、遺伝子の多様性等に配慮し、重要な海産魚介類

79種について種苗生産（平成17年３月 。）
イ．さけ・ます増殖事業の推進 多様性の保全等のためのふ化放流を５河川で実施。資源

の動態把握、野生種との共存や河川生態系に配慮した増殖
のための調査研究を実施。

ウ．養殖漁業の推進 漁場改善計画のカバー率63.5%(平成18年１月)。
エ．内水面漁業・養殖業の推進 生態系、遺伝子の多様性等に配慮した増殖手法等の開発

研究を実施。
オ．漁場の造成と改良による生産力 底質の改善、藻場・干潟の造成により水産資源の生息場

の向上 の環境の修復を図るため、平成16年度56地区、17年度56地
区で実施。

藻場資源の調査等 水産資源の増大のために必要な藻場に対する科学的知見
を提供するため、藻場資源の評価手法を確立し、我が国漁
業資源の回復に資する藻場資源を適正に維持・管理するた
めの調査を実施。
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(6)希少水生生物の保護・管理の推進 生息状況等の生態調査を行うとともに、保全・増殖手法
の検討を実施。

６．予算・税制等項目 当初予算 百万円 ７．今後の課題（ ）
H17年度 H18年度 資源回復計画を着実に推進するとと

(2) もに、広域・組織化した密漁に対する
・強い水産業づくり交付金 15,228 11,823 抑止体制を確立することが必要。
・資源管理体制・機能強化総合対策 の内数 の内数 また、生態系等に配慮した増養殖を
事業 31 24 引き続き推進することが必要。

・資源回復等推進支援事業 1,656 1,538
(4)
・指導監督及び取締費 9,864 10,090

の内数 の内数
・漁場秩序管理モデル化推進事業 8 7
(5)強い水産業づくり交付金 15,228 －

の内数
ア （独）水産総合研究センター － 14,481．

試験研究・技術開発勘定運営費 の内数
交付金

イ （独）さけ・ます資源管理セン 234 －．
ター運営交付金

イ （独）水産総合研究センター － 14,481．
試験研究・技術開発勘定運営費 の内数
交付金

ウ．養殖漁場環境保全推進事業 60 45
エ．健全な内水面生態系復元等推進 176 321

事業（団体分）
オ．漁場環境保全創造事業 3,216 3,380
藻場資源調査等推進事業 － 150

(6)野生水産生物多様性保全対策事業 9 7
農林水産省水産庁管理課、研究指導課、沿岸沖合課、栽培養殖課、漁場資源課
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１．第４部における事項番号と施策名 １章６節４ 海洋環境等の保全
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４，５，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
近年、社会経済活動の活発化に伴い、沿岸域の環境汚染が進行していることから、こうした状況

に対して、海洋環境を保全し、良好な漁場を維持するために、漁場環境の保全・修復、環境に配慮
した漁港漁村の整備を推進。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)漁場環境の保全
①漁場環境保全方針の策定 広域的な水域において、漁場環境保全方針策定の具体化

の検討及び各都道府県における漁場環境保全方針策定の推
進。

②廃棄物処理技術の開発・処理 漁業用発泡スチロール・フロート等の漁 業系廃棄物に
体制づくり ついて、リサイクルシステム開発のための調査・開発試験

を実施。
③漁民の森づくり 全国各地の山林等において、漁業者やボランティア等約

28,000人の参加により、約120,000本の植樹活動を実施。
(2)漁場環境修復の推進
①底質改善、藻場・干潟の造成 底質の改善、藻場・干潟の造成により水産資源の生息場

の環境の修復を図るため、平成16年度56地区、平成17年度
56地区で実施。

②漁業集落排水施設、浄化施設 漁業集落排水施設による汚水処理人口比率35％（平成16
の整備 年度末 。）

(3)環境に配慮した漁港漁村の整備
①自然環境に調和した漁港づくり 自然環境に調和した漁港づくりを推進するため、平成16

年度22地区、平成17年度24地区で実施。
②漁港周辺水域の水質保全対策 汚泥やヘドロの除去等を行うことにより 漁港周辺水域

の水質保全対策を図るため、平成16年度５地区、平成17年
度４地区で実施。

③自然条件・景観に配慮した漁村の 自然環境や景観等に配慮した漁村の整備を17年度４地区
整備 で実施。

④都市と漁村間の交流促進 都市と漁村の共生・対流を進めるための施設整備を17年
度15道県の地域で実施。

６．予算・税制等項目 当初予算 百万円 ７．今後の課題（ ）
H17年度 H18年度 底質の改善、藻場・干潟の造成によ

(1)川上から川下に至る豊かで多様性の 15,228 － り水産資源の生息場の環境の修復を更
ある海づくり の内数 に推進する図ることが必要。
漁場環境保全総合対策事業 － 121 また、都市と比べ立ち後れている漁

(2) 業集落における汚水処理施設の整備の
①漁場環境保全創造事業 3,216 3,380 促進を図ることが必要。
②漁業集落環境整備事業 10,312 4,476

の内数 の内数
②漁村づくり総合整備事業 1,213 914

の内数 の内数
(3)
①地域水産物供給基盤整備事業 53,270 47,012

の内数 の内数
①広域漁港整備事業 49,514 47,482

の内数 の内数
②漁港水域環境保全対策事業 213 213
③水産基盤整備事業 163,128 152,025

の内数 の内数
④強い水産業づくり交付金 15,228 11,823

の内数 の内数
農林水産省水産庁計画課、防災漁村課、漁場資源課
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（７）自然環境保全地域・自然公園
国立・国定公園の適正な保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等

の変化に応じ公園区域及び公園計画の全般的な見直しを行っています。
在来生物の国内移動による生態系等への被害を防止するため、国立・国定公園の特別

保護地区及び原生自然環境保全地域において動植物の放出等の規制を新たに追加し、平
成18年１月から施行するとともに、国立・国定公園の特別地域において捕獲等を規制す
る動物（指定動物）を９種指定し、管理の強化を図っています。
また、自然公園法に基づき公園管理団体に指定されている団体は、国立公園において

は２団体、国定公園においては２団体となっており、国立・国定公園内の景観を維持・
再生するための活動を行っています。
自然公園内における自然再生については、平成17年度は環境省直轄で事業を５箇所、

調査を２箇所実施しました。また、自然環境整備交付金にて７箇所の取組を支援しまし
た。

【 】数値から見る具体的施策の展開

吉野熊野国立公園では、海中公園地区を13.7ha拡張しました。
支笏洞爺国立公園及び富士箱根伊豆国立公園ではプレジャーボート等の乗入れを規制

し、水質や水中植生等の保全・保護を図るため乗入れ規制地区の拡張（7,876ha）及び
新設（470ha）を行い、伊勢志摩国立公園及び三河湾国定公園ではオフロード車等の乗
入れを規制しウミガメ産卵地等の保護を図るため、乗入れ規制地区を新設（２公園計：
139ha）しました。

自然公園内における自然再生事業（平成17年度）
環境省直轄 事業５箇所、調査２箇所
自然環境整備交付金 ７箇所
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１．第４部における事項番号と施策名 １章７節３ 自然公園法に基づく各種制度
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
「自然公園法」に基づき指定される国立・国定公園等は自然環境の保全等を直接的に目的とする
保護地域制度であり、我が国における生物多様性保全の骨格をなすものと言えるため、これらの地
域では生物多様性の保全に向け、より一層の施策の強化を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①改正自然公園法の運用 国立・国定公園の特別保護地区において動植
平成14年の自然公園法改正により創設された各 物の放出等の規制を新たに追加し、平成18年１

種制度の運用。 月から施行。また、国立・国定公園の特別地域
において捕獲等を規制する動物（指定動物）を
９種指定。
平成18年６月現在、自然公園法に基づく公園

、 、管理団体について 国立公園においては２団体
国定公園においては２団体を指定。
立入規制地区、利用調整地区については指定

に向けた検討及び調整を進めている。

②自然公園のあり方の検討 平成17年度には、有識者にヒアリングを実施
学識経験者等の意見を聴き、今後の自然公園制 し、自然公園制度の課題の抽出等を行った。

度のあり方を検討する。
③自然公園等事業 全国28の国立公園において国立公園の核心と
国立・国定公園等の自然公園における優れた自 なる特に優れた自然景観を有する地域における

然や里山等身近な自然の中で 国民が自然に学び 自然の保全や復元のための整備、歩道・園地・、 、
自然を体験する、自然との豊かなふれあいの場づ 公衆トイレ等の利用の基幹となる施設の整備等
くりを推進する。 を実施。

地方の創意工夫を活かした自然と共生する地
域づくりを推進するための自然環境整備交付金
を平成17年度に創設。平成17年度には34都道府
県の実施する国定公園等の整備に対して交付。
平成18年度においては、38都道府県に対して交
付予定。

④自然再生事業の実施 自然公園内において、平成17年度は環境省直轄
、 。 、環境省直轄又は都道府県への補助にて調査・事 で事業を５箇所 調査を２箇所実施した また

業を実施。 自然環境整備交付金にて７箇所の取組を支援し
た。

⑤グリーンワーカー事業の実施 全国のべ183地区において、登山道整備、利用
環境保全のための活動を行う地域の人材を雇用 集中地区の清掃等の環境保全事業を実施し、の

して実施。 べ約26,000人を雇用。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
③自然公園等事業費 12,531 12,150 自然公園法改正により設けられた捕獲
④自然再生事業（直轄） 1,302 1,514 等を規制する指定動物、利用調整地区等
自然環境整備交付金 203の内数 312の内数 の指定に向けた検討及び調整が必要。

⑤グリーンワーカー事業 276 300

環境省自然環境局自然環境計画課、国立公園課、自然環境整備担当参事官室
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（８）名勝・天然記念物（文化的景観を含む）

地域の生物多様性保全の拠点となるような、多様な国土美を代表する名勝と、貴重な
自然を記念する天然記念物を継続的に指定しています。また、平成17年に文化財保護法
の一部を改正する法律が施行され、棚田、里山等の人と自然との関わりの中で作り出さ
れてきた文化的景観を新たに文化財として位置付けました。更に、文化的景観のうち特
に重要なものを重要文化的景観として選定できるようになりました。既に指定されてい
るものについても、新国家戦略を受けて、より一層の保全・管理が行われるように事業
を実施し、生物多様性の保全を図っています。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 １章８節 名勝・天然記念物
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，３，４，５
３．本施策を展開する必要性とその目的
文化財保護法（昭和25年法律第214号）に基づき、我が国の多様な国土美を代表する名勝と、学

術的に貴重な自然を記念する天然記念物を指定している。また、人と自然との営みの中で形成され
た景観地を重要文化的景観として選定している。これらについては、地域での生物多様性保全の拠
点、生態的ネットワークの要素として、より一層の保全・管理を図るとともに、他の諸制度とも連
携しながら、生物多様性の保全を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)指定と保護管理
①名勝・天然記念物の指定 平成17年度に２箇所を新規指定、１箇所を追加

指定、１箇所を解除。
指定件数1,113件（18年４月１日）

②重要文化的景観の選定 平成17年度に１箇所を新規選定、平成18年８月
までにさらに１箇所を選定。

(2)保存管理計画の策定 平成17年度に３件の補助事業を実施。
①保護管理計画策定のための事業
②現況把握等のための対策事業 平成17年度に４件の補助事業を実施。

(3)復元・回復の促進 平成17年度に９件の補助事業を実施。
①野生生物の保護管理・再生事業
②維持管理のための事業 平成17年度に14件の補助事業を実施。

(4)文化的景観の保存 平成17年度に１箇所を新規選定、平成18年８月
①重要文化的景観の選定 までにさらに１箇所を選定

、 。自然的名勝・天然記念物の新規指定地が２地域 追加指定も含め70.3ha増加しました
また、平成17年度には法改正により新たに創設された重要文化的景観を平成18年８月ま
でに２地域（525.8ha）選定しました。

件 件 件 件

- - - 2
- - -

H 17.4 件H18.8重要文化的景観選定
件数

H16.4H14.3

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

戦略改定時 増減 第２回点検 増減 第３回点検 増減 第４回点検
（前回比） （前回比） （前回比）

自然的名勝・天然記
念物の指定件数積

H14.3 1,103 H16.4 1,107 H 17.7 1,112 H18.6
4 件 5 件 1 件

1,113
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選定件数２件（18年８月１日）

②文化的景観の保存・活用事業 平成17年度に10件の事業を実施。

③文化的景観保護推進事業 平成17年度に18件の補助事業を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
(2) 今後も引き続き、地域の生物多様性の維
①保存管理計画策定（※） 13 40 持・保全に貢献すると考えられる名勝・
②現況把握・緊急調査 14 14 天然記念物の指定を行うとともに、重要

(3) 文化的景観の選定を行うなど、適正な保
①動植物の増殖・再生 65 65 護管理を実施することが必要。
②環境整備・維持管理（※） 2,775 2,700

(4)
③文化的景観保護推進 100 100

※名勝・天然記念物を含む記念物
全般の予算

文部科学省文化庁記念物課
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２． 横断的施策

（１）野生生物の保護と管理

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を平成17年６月に施
行しました。この法律により、生態系等への被害を及ぼすおそれのある外来生物等の飼

。 、 、 、養や輸入を規制することが可能です 同法に基づき 特定外来生物として アライグマ
オオクチバス等83種類を指定し、飼養・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを原
則禁止しました。また、先行指定した80種類の特定外来生物について、その防除の公示
を実施するとともに、全国に広範に分布して生態系等に被害を及ぼしているオオクチバ
ス・コクチバス・ブルーギルについては、防除の指針を作成し、公表しました。
狩猟免許制度の見直し、わなに関する規制の強化、輸入鳥獣の管理の適正化、鳥獣保

護区における環境改善等を進めるため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律を改
正しました（平成18年６月成立 。）
国内希少野生動植物種のアベサンショウウオについて、新たに生息地保護区を指定し

ました。
オジロワシ、オオワシ、ヤシャゲンゴロウ、アホウドリ及びアカガシラカラスバトの

保護増殖事業計画を策定し、これら絶滅のおそれのある野生生物の保護に努めました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

国内希少野生動植物種の保護増殖事業計画を新たに５種策定しました。生息地等保
護区を新たに１箇所指定しました。国指定鳥獣保護区を新たに６箇所指定し、19,997ha
増加しました。都道府県指定鳥獣保護区も23,306ha増加するなど取組が進んでいます。
外来生物法に基づく、特定外来生物を83種類指定しました。

57 種 種 種
（動物49種、植物8種） （動物51種、植物11種） （動物54種、植物19種）

7 地区 地区 地区
( ha) ( ha) ( ha) ( ha)

( ha) ( ha) ( ha)
21 種 種 種

21 種 種 種

54 箇所 箇所 箇所
( ha) ( ha) ( ha) ( ha)

( ha) ( ha) ( ha)

( ha) ( ha) ( ha) ( ha)
( ha) ( ha) ( ha)

47 種 種 種
（鳥類29種、獣類18種） （鳥類28種、獣類20種） （鳥類28種、獣類20種） （鳥類28種、獣類20種）

32 件 件 件

46 都道府県 都道府県 都道府県

0 種 種 種

0 種 種 種

H14.3

増減

73 H18.3

地区

0

種

62

863 0

46

0 都道府県

件
13 件

特定鳥獣保護管理計
画策定数

H14.3 H16.3 58 H17.3
26 件

H18.3 79

37

種

箇所

種

都道府県

種

3,142,035
3,846

73

地区H18.7

種

種

885
9

8 件

8
872

34H17.3

H17.3

13

（前回比）
増減 第２回点検 増減

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

第３回点検
（前回比）（前回比）

第４回点検

国内希少野生動植物
種数

H16.3 62 H17.3

5 種 11

H14.3

種

1国内希少野生動植物
生息地等保護区面積

H16.3 8

9

H14.3
8 地区 872

0
H18.5 種

13

3 種
保護増殖事業計画策
定種数

H16.3 21H14.3
0 種

保護増殖事業を実施
している希少種の数

H16.3 21 34H14.3
0 種 13 種 3 種

H17.3 種37

国指定鳥獣保護区指
定箇所数及び面積

H16.3 59 H17.9
494,047 5 箇所 513,975 3 箇所 521,951 4 箇所 538,150

H18.3 66 箇所

箇所
50,549

H17.3

-17,098

箇所
-20 箇所

19,928 7,976 16,199
H18.3箇所 箇所3,878 3,858H16.3

狩猟鳥獣種数
H16.3 48

3,085,278 43 箇所 3,135,827

1 種

都道府県指定鳥獣保
護区指定箇所数及び
面積

0 種 0 種

H17.3 48 H18.6

H18.3H17.3

66

48

外来魚移植禁止を
行った都道府県数

H16.3 46H14.3

0 都道府県 0 都道府県

46

特定外来生物の指定
種数

H16.3 0H14.3
0 種 37 種

H17.7

80

8337

防除の告示を行った
特定外来生物種数

H16.3 0H14.3
0 種 20 種 60 種

46 種

3,118,729 -12

20 H18.3

H18.9

H17.7

地区

23,306

H14.3

戦略改定時

3,835

H14.3
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１．第４部における事項番号と施策名 ２章１節１ 絶滅のおそれのある種の保存
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
野生生物種は、生物多様性を構成する重要な要素であり、種の絶滅を防ぐことは、生物多様性保

全のために重要である。絶滅のおそれのある種の保存は、種そのものに着目した取組と、生態系及
び生息・生育環境に着目した取組の両面から、予防的措置を含めて取り組むことが重要。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)希少野生動植物種の指定、捕獲・譲渡し等の 希少野生動植物種について捕獲・譲渡し等の
規制 規制を行うとともに、国内希少野生動植物種の
絶滅のおそれのある種について、国内希少野生 新規指定に向けて検討を行った。

動植物種、国際希少野生動植物種の指定を行い,
捕獲、譲渡し等についての規制を行う。
(2)生息地等保護区の指定と管理 国内希少野生動植物種に指定されているアベ
国内希少野生動植物種について、必要な地域を サンショウウオについて、生息地保護区を指定

生息地等保護区に指定し、その保護を図る。 した。
(3)保護増殖事業の実施 ツシマヤマネコやトキなどの国内希少野生動
国内希少野生動植物種の内、その種の生息・生 植物種について、飼育下で繁殖させた個体の野

育数や生息・生育状況の改善等を図るために、生 生復帰を進めるための、順化施設の整備や生息
物学的知見に基づき、繁殖の促進や生息・生育環 環境の整備等に取り組んだ。
境の整備を図る必要のある種を対象に実施。
(4)種の保存に係る調査研究の推進 絶滅のおそれのある種を選定したレッドリス
我が国の絶滅のおそれのある種を選定し、レッ トの見直しに向けた検討を行った。絶滅のおそ

。ドリスト・データブックにまとめる。レッドリス れのある種について生息状況の調査を実施した
ト・データブックは、概ね５ ～10 年ごとに改
訂に向けた作業を進める。また、レッドリスト・
データブックの掲載種のモニタリング調査を行
う。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
(1)希少野生動植物種等保存対策 希少野生動植物の保護をさらに進める
費 45 9 ために、希少野生動植物種の指定、生息

(2)希少野生動植物種生息地等保 地等保護区の指定等を進めること、保護
護区管理費 － 13 増殖事業を進めること等が課題。

(3)特定野生生物保護対策費 239 261 また、希少野生動植物のレッドリスト
(4)絶滅のおそれのある野生生物 ・レッドデータブックのアップデートの

、 、種のモニタリング等調査費 20 8 ため レッドリストの見直しを行うこと
(5)生息環境向上技術調査 - 80 及びそのために必要な適切な情報収集を
(6)希少野生動植物保護管理事業 108 101 行うことが必要。
(7)野生水産生物多様性保全対策
事業 9 7

環境省自然環境局野生生物課
農林水産省農村振興局資源課

林野庁経営企画課
水産庁漁場資源課

１．第４部における事項番号と施策名 ２章１節２ 野生鳥獣の保護管理
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
鳥獣の適切な保護管理を通して生物多様性等の保全を図るため、保護制度の適用、捕獲規制制度

の充実、各種管理計画の策定や管理方策の検討等の支援や助言等を行っている。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(2)鳥獣保護区の設定と管理 新たに仏沼、蕪栗沼・周辺水田、野付半島・
鳥獣の保護上重要な地域については、国が国指 野付湾、最上川河口、瓢湖及び宍道湖を国指定

定鳥獣保護区とし積極的に指定の推進を図る。 鳥獣保護区に指定。
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(3)野生鳥獣の捕獲の規制 第164回通常国会に鳥獣の保護及び狩猟の適正
鳥獣保護法を改正し、捕獲個体の放置の規制、 化に関する法律の一部改正案を提出し、平成18

違法に捕獲・輸入された鳥獣の飼養禁止や一定の 年６月、改正鳥獣保護法が可決成立した。これ
鳥獣の販売を制限等。 により、海外から輸入された鳥獣に標識を交付

する制度を創設した。
(4)野生鳥獣の保護管理 特定鳥獣保護管理計画制度の推進のため、都
特定鳥獣保護管理計画制度に基づく科学的・計 道府県の計画策定及び実施状況を調査し、フィ

画的な保護管理を進める。国会附帯決議を踏まえ ードバックすることにより、情報共有を図ると
鳥獣保護と狩猟に関する主要な課題についての検 ともに、特定計画の行政担当者を対象に技術研
討と対応の促進。 修会を開催した。また、中環審野生生物部会鳥

獣保護管理小委員会を設置し、現地調査を含め
５回の委員会を開催し、答申として報告書をと
りまとめた。

(5)野生鳥獣の生息状況等の調査・研究 鳥獣の捕獲情報について、WISシステムにより
鳥獣の科学的・計画的保護管理のため鳥獣の捕 データベース化し、ホームページ上で閲覧でき

獲情報の測地的なデータベース化を図る。渡り鳥 るよう整備した。
保護のために、標識調査等を引き続き実施。 また、鳥インフルエンザの感染経路究明等の

ために渡り鳥等の生息状況調査等を実施。
、 、(8)天然記念物保護制度による保護管理 保存管理計画策定 管理方策の検討について

①保護管理計画策定 平成17年度には32件の補助事業を実施。
②管理方策の検討

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(2)国設鳥獣保護区管理強化費 59の内数 58の内数 第164回通常国会での鳥獣保護法の改
・野生鳥獣管理技術育成事業費 14 11 正も踏まえ、平成18年５月には鳥獣の保
・広域分布鳥獣保護管理策定事業 20 65 護を図るための事業を実施するための基
(5)野生鳥獣情報整備事業費 本的な指針（基本指針）について中央環
・渡り鳥の飛来経路解明事業費 20 20 境審議会に諮問した。今後、当該基本指
・野生鳥獣幹線対策マニュアル策 10 10 針を策定し、効果的な鳥獣保護事業の実
定事業費 施及び鳥獣保護管理を推進する必要があ

・野生鳥獣感染症情報整備事業 40 37 る。
また、野生の鳥獣に係る感染症に関し

(8) て、情報収集、知見の集積を図ることが
①保存管理計画策定（※１） 13 40 必要。
②管理方策の検討（※２） 239 239 天然記念物については、野生鳥獣の適
※１天然記念物を含む記念物全般 切な保護管理を行う上で、必要に応じて
の予算 管理計画等の策定を検討していく。
※２農林産物の被害防止対策費も
含む。

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
文部科学省文化庁記念物課

１．第４部における事項番号と施策名 ２章１節３(1) 移入種（外来種）対策
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
マングース、アライグマ、ブラックバスなど、人為によって意図的・非意図的に移入された外来

生物が増加しており、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっている。外来生物が及
ぼす影響に関する科学的知見の収集を基礎としながら、侵入の予防、侵入の初期段階での発見と対
応、定着した外来生物の駆除・管理の各段階に応じた対策を進める必要がある。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．外来生物による影響の予防措置 「特定外来生物による生態系等に係る被害の
影響の予測とそれに応じた管理を行うための効 防止に関する法律（外来生物法 」に基づく特）

果的な措置を検討 定外来生物の輸入や飼養等の規制を実施。緑化
植物の取扱方針について検討。
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イ．固有の生物相を有する地域等における対策 奄美大島及び沖縄やんばる地域において、在
固有な生物相を有する島嶼等における外来生物 来の希少動物を捕食し、生物多様性への影響を

。の計画的な排除・管理の実施。 生じさせているマングース等の防除事業を実施
オオクチバス等の防除モデル事業を実施。

ウ．外来生物に係る調査 西表島にて、侵略的な外来生物と考えられる
定着状況の調査などのモニタリングの実施。 オオヒキガエルの定着状況や移入経路等に関す

るモニタリング調査を平成13年度から継続して
実施。

エ．外来生物についての普及啓発 外来生物対策に関するホームページ及びポス
適切な飼養、管理の普及啓発、定着した外来生 ター・リーフレットの作成・更新を行い、クワ

物の駆除における住民の理解と協力体制の確立。 ガタムシ等遺棄防止キャンペーンを実施。
キ. 水産動植物の保護のための外来生物対策 46都道府県において「内水面漁業調整規則」で
①外来魚の移植の禁止措置 ブラックバス等外来魚の移植を禁止 「外来生。

」 、 、 、 、 、 、物法 で飼養 保管 運搬 養殖 販売 譲渡
輸入及び野外に放つこと等を原則禁止。

②生息状況調査、密放流防止の啓発、資源抑制 37道府県において外来魚の駆除や生息状況調
のための駆除、生態系の復元等の事業に対す 査等を実施。

。る支援 全国６箇所で外来魚の防除モデル事業を実施
③ブラックバスの生態的特性の解明と効果的な ブラックバス、ブルーギルの生態特性及び繁
繁殖抑制技術の研究開発 殖抑制技術の研究開発を実施。

宮城県伊豆沼において人工産卵床の設置と稚
魚の駆除を柱としたブラックバス駆除マニュア
ルを作成した。

④移入種全般について 外来魚が在来魚に与える影響調査等を実施。
ク．河川における外来生物対策 市町村、地域住民等が共同で、繁殖が激しい
河川管理における外来種対策のガイドラインの アレチウリの駆除を行うなどの取組を継続的に

作成等継続的な対策の実施。 実施（再掲 。）
ケ．非意図的な侵入の予防 Ｈ17年度は、試作模型による水槽実験、試設
①バラスト水の海域間移動による外来生物拡散 計、経済性評価等を行った。在来船型との比較
の防止に資するため、ノンバラスト状態での 検討を行った結果、ノンバラスト船は十分な性
航行に最適な新船型を採り入れた船舶を開発 能を有していることが確認された。

②バラスト水中の生物層の調査 バラスト水中の生物相の調査を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
ア．移入種対策制度基盤整備事業 89 － 引き続き固有の生物相を有する地域に

、イ，ウ，エ．移入種駆除・管理対 43 － おける外来生物の駆除を進めるとともに
策事業 外来生物のデータベースの構築、影響評

ア．エ．外来生物対策管理事業 － 59 価手法の確立、効果的な防除手法の検討
ア．外来生物飼養等情報データベ 等を含め、法律の実施体制の整備を図る
ースシステム構築費 99 99 とともに、外来生物対策についての普及

ア．エ．外来生物対策管理事業地 － 33 び啓発に努める。
方事務費 ブラックバス等の外来魚対策として、緊

、イ．ウ．特定外来生物防除等推進 204 350 急・広域的な対策等を実施するとともに
事業 その効果を高める措置を検討し、地域の
キ． 実態に応じた外来魚の生息域・量の抑制
①健全な内水面生態系復元等推 176 321 の推進が必要。バラスト水に関しては、
進事業費（団体分） 実際のバラスト水中に存在する生物相の

実態把握に努める。

②強い水産業づくり交付金 15,228の －
（ ）内数 税源移譲

ケ．
①高度船舶技術研究開発費補助 58の内数 －
－ノンバラスト船の開発－

②バラスト水中の生物相の調査 14 10
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環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室、地球環境局環境保全対策課
農林水産省水産庁沿岸沖合課、栽培養殖課、漁場資源課

国土交通省海事局造船課

１．第４部における事項番号と施策名 ２章１節３ (2)化学物質対策
２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
化学物質による人及び生態系に対する影響の適切な評価と管理を視野に入れた化学物質対策を推

進する。また、農薬による環境リスクを管理し、人の健康の保護及び生態系の保全を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①化学物質による生態系への影響を把握するため 野生生物への化学物質の蓄積状況を把握する

、 、 、鳥類等の野生生物における化学物質の蓄積状況 ため 平成17年度はカワウ タヌキ等について
及び生体の変化等を調査する。 POPs等の蓄積濃度の分析を実施。

②生態リスク初期評価の推進 化学物質の生態系へのリスクについてスクリ
ーニング的な評価を行う生態リスク初期評価を
平成1 年度までに232物質について実施。7

③改正化学物質審査規制法の施行 新規化学物質の動植物への影響の観点も含め
た審査を着実に実施。

④農薬の環境リスク対策 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基
農薬による環境リスクを管理するため、農薬取 準の施行により、個別農薬毎の水産動植物への

締法に基づき必要な規制等を行う。 リスク評価を実施。

⑤水生生物の保全に配慮した水質目標の設定 平成15年度に水生生物の保全に係る水質環境
水生生物の保全に係る水質環境基準の設定。 基準を設定。引き続き、調査・検討を実施（再

掲 。）

②漁場環境における化学物質の蓄積状況の把握 魚介類へのダイオキシン類の蓄積実態調査及
及び水産生物への影響調査を行う。 び内分泌かく乱物質の影響調査を実施。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

①化学物質環境安全性総点検調査 18 13 化学物質の環境残留実態の調査の継続
等調査研究費 的な実施、リスク評価手法の高度化を図

りつつ生態リスク初期評価の推進及び動
②化学物質の環境リスク評価推進 245 229 植物に対する影響の評価を含めた新規化
費 学物質の審査・規制の着実な実施を図る

ことが必要。
③化学物質の審査・規制手法の改 25 21 水産動植物の被害防止に係る改正農薬
善調査 登録保留基準の施行により、個別農薬に

、④ ついて順次基準値の設定を行うとともに
・農薬リスク総合評価システム確 11 15 中長期的には、陸域を含む生態系全般に
立・推進事業 対する環境リスクを評価し管理する手法

・農薬による水生生物影響実態把 45 45 を開発する。
。握調査 環境基準の運用や環境管理施策の検討

・農薬による陸域生態系影響評価 17 29 水生生物と化学物質に関する科学的知見
技術開発調査 の集積及びそれに伴う基準の継続的な見

⑤水生生物保全のための水質目標 135 89 直しを行う。
、の検討 水産資源の持続的な利用に資するため

⑥漁場環境の化学物質リスク対策 漁場環境における化学物質の影響把握を
推進事業費 232 186 継続的に行うことが必要。

環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課、環境リスク評価室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

環境省水・大気環境局水環境課、土壌環境課農薬環境管理室
農林水産省水産庁漁場資源課
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１．第４部における事項番号と施策名 ２章１節４ 飼育栽培下における種の保存
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
絶滅のおそれのある野性動植物について、野外での個体群維持が危惧される場合など、その生息

・生育状況に応じて必要な場合には、将来的に生息・生育地への再導入を前提として緊急避難的に
飼育管理下に移し、保護増殖を図る、いわゆる生息域外での人工繁殖が必要。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
①希少野生動植物種等保存 トキ、ツシマヤマネコなどについて、野生復
飼育栽培下における種の保存は、野生下での取 帰に向けて、飼育下での人工増殖等を引き続き

組との連携を確保しつつ、全体として効果的な種 実施した。トキについては、野生復帰に向けて
の保存対策が講じられるよう国、地方公共団体、 順化施設の整備の具体的な内容の検討を行い、
動物園、水族館、植物園、試験研究機関、研究者 施設の整備を進めた。ツシマヤマネコについて
等の連携・協力の下に事業を進める。 は、再導入基本構想を踏まえ、野生復帰につい

て検討を行った。
②増殖等事業 すでに野生個体群が絶滅したコウノトリにつ
・天然記念物による増殖事業等 いて飼育下での増殖を続け、再導入する地域の

生息環境調査・整備、再導入へのガイドライン
策定等に対する事業に対する補助を行い、平成1
7年９月に試験放鳥を実施した。今後も兵庫県が
試験放鳥を継続していく予定であり、環境整備
・人工増殖等について補助を実施。
絶滅の危機に瀕しているイタセンパラ・ネコ

ギギについては、地域個体群の維持、系統保存
等の観点から、人工繁殖方法の確立、飼育下で
の維持等の調査・実験を進めるとともに、再導
入に向けた地域の生息環境調査、再導入へのガ

、イドラインの検討等に対する事業に補助を行い
野生生物種の保護、管理等を実施している。
H17年度には、氷見市のイタセンパラ、三重県

のネコギギ、瀬戸町のアユモドキの３件につい
て補助事業を実施。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

・希少野生動植物種等保存対策費 45の内数 9 トキについては、餌場、ねぐら等の生息
・共生と循環の地域づくりモデル 環境の整備をさらに進めていく必要があ
事業 21 11 る。ツシマヤマネコについても、将来的

な野生復帰に向けた取組の強化が必要。
・コウノトリ関係補助金 49 97 今後とも天然記念物に指定された希少
・増殖等事業（※） 65 65 な野生動物について，地方公共団体が実
※：他の天然記念物の事業を含む 施する飼育下での増殖等の事業に対して

補助を行うととともに，助言等を行って
いく。

環境省自然環境局野生生物課
文部科学省文化庁記念物課
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（２）生物資源の持続可能な利用

イネ・ゲノム研究では、日本が中心となって解読したイネの全塩基配列情報等を活か
しつつ、産官学の研究者を結集し、農業及びその他産業場面での利活用を念頭に特に重
要となる５つの形質（品質、光合成能力、機能性物質の生産、病害抵抗性、不良環境抵
抗性）をターゲットとして、これに関わる一連の遺伝子群の機能解明を重点的に実施し
ています。
また、遺伝子組換え生物の使用に際しては、カルタヘナ法に基づき生物多様性への影
響の審査等を行っています。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 ２章２節１ 生物資源の持続可能な利用
２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
バイオテクノロジーによる遺伝資源の利用に当たっては、生命の設計図であるゲノムを解析し、
生物の持つ情報・機能を活用することにより、機能性作物、環境ストレス作物等の開発のよる食
料・農業問題の解決や有用物質生産技術の確立による新産業の創出を促進し、生物多様性の構成
要素たる遺伝資源の持続的な利用を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(2) 農林水産分野での利用 平成14年12月にイネゲノム塩基配列のうち重
イネ（植物）ゲノム研究 要部分の高精度解読を終了。平成16年12月には
農業、産業の役立つ遺伝子の効率的な機能を解 完全解読を達成。

明し、特許化を加速 有用遺伝子の単離・機能解明では、平成18年
３月時点において、遺伝子機能特許を65件出願
している。

(3) 医療分野での利用 複雑な生命機能の解明等が期待される「ゲ
②戦略的な遺伝子解析研究の推進 ノムネットワーク研究」を平成16年度より開

始した他、理化学研究所において遺伝子に関
する体系的な構造・機能研究を推進中。

(5)産業分野等における取組み 植物による高機能タンパク質等の物質生産に
植物を活用した物質生産は、動物や微生物によ 必要な基盤技術の開発、及び外界の影響を受け

る物質生産に比べ、安全性が高い、生産コストが ず生物多様性への影響を事前に管理することが
安い、省エネルギーで環境調和型等の優位性が指 可能な閉鎖系での高効率な栽培技術の開発に関
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摘されている一方、近年のゲノム解読の進展や組 する事業を推進中。これらの開発を一体的に進
換え技術の向上により、植物分野もポストゲノム めることにより、安心に配慮した植物を活用し
時代に入り、組換え植物を活用することが期待さ たモノ作り技術の基盤を構築する。
れている。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
(2)イネ（植物）ゲノム研究 1,541 1,356 我が国は、これまでのイネゲノム研究

、 、において 各種の遺伝子単離法を確立し
、(3) 多数の遺伝子の機能を解明するとともに

・ゲノムネットワーク研究の戦 遺伝子機能解明研究の重要な鍵となる研
略的推進（理化学研究所運営 費 究試料・データ等を多数蓄積しており、
交付金中の推計額を含む） 3,315 3,310 今後はこれらゲノム情報科学的知見の具
・ゲノム科学研究の推進（理化 体的活用方法を確立する必要がある。
学研究所運営費交付金中の推 計 研究開発成果の実用化において、遺
額） 6,263 5,908 伝子改変生物の使用に当たっては、カ
・遺伝子多型研究の推進（理化 ルタヘナ議定書の国内担保法である
学研究所運営費交付金中の推 計 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
額） 1,669 1,630 による生物の多様性の確保に関する法
(4)ナショナルバイオリソースプ 律」に留意しつつ、生物多様性の保全及
ロジェクト（理化学研究所運 び生物資源の持続可能な利用を推進す

営費交付金中の推計額を含む） 3,745 3,679 ることが必要。
(5) 引き続き植物による高機能タンパク質

、ア．植物機能利用工業原料生産 等の物質生産に関する技術開発を推進し
技術開発 819 808 安心に配慮した植物を活用したモノ作り

イ．生物機能活用生産プロセス 技術の基盤を構築する。
技術開発 1,038 -

ウ．生分解・処理の解析と制御
技術開発 520 468

農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課

経済産業省製造産業局生物化学産業課

１．第４部における事項番号と施策名 ２章２節２ 遺伝資源の保存と提供
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
熱帯林の開発等における生物遺伝資源消失の危険性が増大する中、貴重な遺伝資源を収集・保存

しこれを積極的に活用していくことにより生物の多様性を保全する。主要作物の在来種及び近縁野
生種及び難培養微生物等の生物遺伝資源の探索・収集、保存、提供及び機能解析を行うとともにそ
の実用化開発を促進し、それらを含む有用生物遺伝資源をライブラリー化し、永続的に保存・供給
していく体制を充実させる。また、生物多様性条約を踏まえ、海外の国々と生物の移転に係る包括

、 。的な覚書(MOU)等により 我が国の企業等が海外の生物遺伝資源を活用できる体制を順次整備する
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(2)農林水産分野での取組 平成17年度に植物23万６千点、微生物２万２
①農業生物遺伝資源の保存と提供 千点、動物９百点、DNA24万５千点を保存。植物

5,891点、微生物1,085点、動物40点、DNA287点
、 、 、を独立行政法人 国立試験研究機関 都道府県

大学、民間企業等研究者へ提供。

②林木遺伝資源の保存と提供 平成17年度に３万２千点の林木を保存。881点
を独立行政法人、大学、県、民間企業等研究者
へ提供。

③水産生物遺伝資源の保存と提供 平成17年度に大型藻類及び微細藻類291点、水
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産微生物960点を保存。９点を試験研究機関、民
間企業等（漁業者を含む）へ提供。

(5)産業分野等での取組 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)に整備した
①生物遺伝資源の探索・収集、保存及び提供 生物遺伝資源保存供給施設において 微生物を3.、

6万株、微生物由来のDNAクローンを約4.3万を保
存。また、これまで約3.7万の生物遺伝資源を提
供。

②海外生物遺伝資源の活用体制の整備 NITEは平成17年度までにインドネシア、ベト
ナム及びミャンマー、タイ、中国とMOU(包括的
覚書)等を、PA(プロジェクト合意書)を締結する
とともにMTA(素材移転協定)について合意した。
これら各国と微生物の共同探索事業等を行い海
外生物遺伝資源の日本に移転し国内企業と協力
して有用機能を解析中。また、この合意に基づ
き、これらの国から生物遺伝資源の移転を行っ
た。さらに、アジアにおける多国間での微生物
資源の活用を推進するため日本とASEAN諸国、中
国、韓国、モンゴルからなる「アジア・コンソ
ーシアム」を設立するとともにNITEとタイとのM
OU及びPAを締結し、海外生物遺伝資源の活用体
制を充実を図った。し、海外資源国との連携を
強化。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(2) ジーンバンクの利用性の向上を図るた
①農業生物資源ジーンバンク事 めには、ジーンバンクでの有用特性情報
業 861 833 を充実させ、その積極的公開を行うこと

②林木のジーンバンク事業 29 28 が必要。
③水産生物のジーンバンク事業 16 15 また、生物多様性条約を踏まえ、覚書

(5) や共同研究などにより海外の国との協調
①NITE運営費交付金の内数 7,682 7,626 関係を築きながら、未開拓生物遺伝資源

の開発を行うことを、今後も継続して実
②ゲノム情報に基づいた未知微 施していくことが必要。
生物遺伝資源ライブラリーの
構築 401 401

農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課
林野庁研究・保全課
水産庁研究指導課

経済産業省製造産業局生物化学産業課

１．第４部における事項番号と施策名 ２章２節３ 遺伝子組換え生物の利用における安全性の確
保

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
遺伝子組換え技術等の進展により、生物に新たな形質を付与することが容易となったため、形質

によっては、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されている。このため、遺伝子組換え生物
の安全な利用、取扱に関する国際的枠組である「生物の多様性に関する条約のバイオセイフティー
に関するカルタヘナ議定書」を早期に締結するため、国内担保措置の構築に取り組む。
また、研究開発分野並びに農林水産、食品、医薬品及び鉱工業分野における遺伝子組換え生物の

使用の安全性確保と遺伝子組換え生物の健全な利用等の促進を図る。
遺伝子組換え食品については、我が国が議長国を務め、平成12-15年に計４回開催された「コー

デックス委員会バイオテクノロジー応用食品特別部会」において 「モダンバイオテクノロジー応、
用食品のリスク分析に関する原則」他２つの文書が取りまとめられ、国際規格として策定された。
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しかし、遺伝子組換え食品については更に検討すべき課題が多数あることから、同特別部会の再
設置が決定され、我が国が再度議長国を引き受けることとなった。再設置後初の会合が平成17年９
月に千葉県において開催されたところである。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
国内担保法の策定 国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使
カルタヘナ議定書の早期締結を行うため、環境 用等の規制による生物の多様性の確保に関する

省が中心となって、財務省、文部科学省、厚生労 法律 （カルタヘナ法）を平成15年６月18日に」
働省、農林水産省及び経済産業省の６省で国内法 公布。法施行及び議定書締結に必要な省令等の

、 。を検討。 準備を進め 平成15年11月21日に議定書を締結
平成16年２月19日に我が国について発効。法に
ついても同日施行。
同法に基づき、平成17年度までに66件の遺伝

。子組換え生物等の第一種使用規程が承認された
また、ホームページ上に日本版バイオセーフ

ティクリアリングハウス（J-BCH）を開設し、カ
ルタヘナ議定書や法律に関する情報、遺伝子組
換え生物等の承認状況等について情報提供を行
っている。

(1)実験段階における安全性の確保 平成17年度は、環境中への拡散を防止しつつ
①カルタヘナ法に基づき生物多様性への影響 行う使用について、拡散防止措置を約150件確
の審査等を実施 認。

②ライフサイエンス安全研究プログラムによる 遺伝子組換え生物等の環境への放出を伴う研
研究課題の実施 究のリスク評価及び管理の知見収集等を目的と

した研究課題を実施。
(2)産業利用段階における安全性の確保
ア．農林水産分野の取組 平成17年度は、環境中での使用を29件承認し、

、カルタヘナ法に基づき生物多様性への影響の審 環境中への拡散を防止しつつ行う使用について
査等を実施 拡散防止措置を25件確認。

、 、イ．食品分野の取組 平成17年度までに 遺伝子組換え食品75品種
。食品衛生法に基づき安全性の審査等を実施 遺伝子組換え食品添加物13品目の安全性を確認

ウ．医薬品分野の取組 平成17年度は、環境中への拡散を防止しつつ
カルタヘナ法に基づき生物多様性への影響の審 行う使用について、拡散防止措置を22件確認。

査等を実施 また、遺伝子組換え生ワクチンの品質及び安全
確保のための指針を策定中。

エ．鉱工業分野の取組 平成17年度は、環境中への拡散を防止しつつ
カルタヘナ法に基づき生物多様性への影響の審 行う使用について、拡散防止措置を101件確認。

査等を実施
(3)安全性の確保に関する研究開発等 遺伝子組換え生物の評価手法の開発、検出技術
ア．遺伝子組換え生物の産業利用における安全 の開発並びに遺伝子組換え作物及び導入遺伝子

性の確保に関する研究 が周辺環境へ拡散すること等を防止するための
技術等の開発を実施。

イ．遺伝子組換え生物の生態系への影響評価に 新規に開発が進められている遺伝子組換え生
関する研究 物の情報、最新の科学的知見、各国の評価手法

の情報を収集し、遺伝子組換え生物のリスク評
価手法について検討を実施。

(4)国際的プログラムの推進 平成17年度に特別部会第5回会合を開催 「組。
イ．コーデックス委員会バイオテクノロジー応 換えDNA動物由来食品の安全性評価実施に関する

用食品特別部会 ガイドライン」の策定等を新規作業として取り
コーデックス委員会バイオテクノロジー応用食 上げることで合意。

品特別部会の議長国として、部会の円滑な運営に 上記ガイドラインの草稿を作成するための作
努めると共に、遺伝子組換え食品に関する新たな 業部会を2回開催。座長国を務める。
国際規格等の策定に積極的な役割を果たす。 平成18年11月末の第6回会合開催に向けて準備

中。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
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H17年度 H18年度
遺伝子組換え生物対策事業 56 58 カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え
(1) 生物を環境中で使用する場合の生物多様
・生物由来製品安全対策費 性への影響の評価の的確な実施等、法の
( 2.6 0 的確な運用が必要。ｶﾙﾀﾍﾅ議定書国内担保法関係経費)

・バイオインダストリー安全対策 平成18年度以降の部会開催及び平成21
調査 60 60 年度までに国際規格・ガイドライン等を

(2)生物多様性影響評価推進経費 15 7 策定する。
(3)遺伝子組換え生物の産業利用 395 508
における安全性確保総合研究

(4)バイオテクノロジー応用食品 65 58
の安全性に関する国際会議の
開催

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室

農林水産省消費・安全局農産安全管理課、農林水産技術会議事務局技術安全課
厚生労働省医薬食品局審査管理課、食品安全部企画情報課国際食品室、

基準審査課新開発食品保健対策室
経済産業省製造産業局生物化学産業課
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（３）自然とのふれあい
エコツーリズムを実践する地域や事業者の優れた取組を表彰する「第１回エコツーリ

ズム大賞」では、大賞１団体、優秀賞４団体、特別賞６団体を選定し、平成17年６月５
日（環境の日）に愛知県で開催された愛・地球博において環境大臣表彰を行ったほか、
シンポジウムを開催し、各団体の取組を紹介しました。
全国各地の国立公園等で実施している子どもパークレンジャーには、平成17年度840名

の参加がありました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 ２章３節自然とのふれあい
２．第３部第２章の各テーマとの関係 １，２，３，４，５，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
人が自然生態系の構成要素の一つであることを認識し、自然との共生への理解を深めること

が可能となるよう、自然にふれあう機会を増やす。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
エコツーリズム 自治体を対象に「豊かな自然の中での取り組み 、」
全国的な普及・定着を図るため、エコツ 「多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み 「里」、

ーリズム大賞やモデル事業等、５つの推進 地里山の身近な自然、地域の産業や生活文化を活用し
方策を検討 た取り組み」の３つの類型別にモデル事業を公募し、

53地区（80自治体）の応募から、13地区をモデル地区
に選定し、平成16年度よりルール策定やエコツアーの
実施に向けた各種事業を実施。
また、エコツーリズムを展開する各地域や事業者の

取組のうち、特に優れた事例を表彰するエコツーリズ
ム大賞を実施。平成17年６月、愛知万博において、環

市民農園の開設区画数が平成14年３月から、9,415区画増加しました。
144,312区画（H14.3）→153,727区画（H17.10）
自然解説指導者研修を平成17年度は103名が受講しました。

104 人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人

km km km km

万人

人 人 人

区画
区画

人 人 人
人 人 人

団体

地点

-4,872

6,243 区画
85,910

2,292

-779

団体55

地点

団体
2,534

4,875

1,246 区画

団体

地点地点
-242

H18.4

H17.7

人-230

5,252

2,979 H16.4

子どもパークレン
ジャー参加者数

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

834 H17年度H16年度
553 万人

第３回点検増減

3,006

H13年度 884人

データ取得年月

戦略改定時 増減 第４回点検
（前回比）（前回比）

増減
（前回比）

第２回点検

自然解説指導者研修
受講者数

Ｈ15年度 118 Ｈ16年度
14 -13 人人
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-2 人

105 H17年度

2,971自然公園指導員数 H14.3 2,943 H16.3
36 人 27 人 -35 人

国立公園パークボラ
ンティア数
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406 万人

5,805 H16万人 万人H15

区画 153,727

6,066
261 万人

840
6 人

H15年度
-1,543

H13年度 87,450 人 85,907 H16年度

市民農園の開設区画
数

H17年度90,782

152,481
1,926

区画 H16.10

水生生物調査の参加
者数
水生生物調査の参加
団体数

H15年度2,642 団体H13年度
-163 団体

H17年度

水生生物調査の調査
地点数

H15年度
-478 地点

5,520 地点H13年度

2,479 H16年度団体
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境大臣より大賞の（株）ピッキオ（長野県北佐久郡軽
井沢町）ほか各団体を表彰。

(1)自然公園等
ア．人材の育成・活動プログラムの整備

と機会の提供
①自然解説指導者研修 田貫湖ふれあい自然塾等を会場として、平成17年
自然公園内のビジターセンター等の自然 度は103名が参加。

解説施設で自然解説を担当する職員や地方
公共団体において自然とのふれあいに関す
る業務を担当する職員に対して自然解説等
の研修を実施。

②自然公園指導員制度 平成18年４月に、2,971人を自然公園指導員として
国立公園及び国定公園の風景地を保護し 委嘱して活動を行っている。美化清掃、事故防止、情、

自然公園の適正利用に資するために、２年 報提供等の活動を行っている。
間の任期で自然公園指導員を委嘱。

③パークボランティア活動推進事業 全国で平成17年度は1,875人が登録を受け、美化清
国立公園及び国民公園の保護管理、利用 掃、利用者指導等の活動を行っている。

者指導又はこれらの一環として行われる各
種活動について、広く国民の参加を得るこ
とを通じ、活動の充実を図るとともに、自
然保護思想の普及啓発を図る。

④ふれあい自然塾 平成17年度は117千人が利用。
専門のスタッフによる自然体験プログラム
と、充実した体験のための体験ハウス
等の施設において、さまざまな自然体験プ
ログラムを展開。

⑤子どもパークレンジャー 平成17年度は840人が参加。
全国各地の国立公園等において、環境省

自然保護官（レンジャー）の仕事である国
立公園などの自然保護パトロールや美化清
掃、動植物の調査・保護活動、自然解説活
動などを小中学生が体験。

ウ．自然とのふれあいの場の整備 全国28の国立公園において国立公園の核心となる特
国立・国定公園等の自然公園における優 に優れた自然景観を有する地域における自然の保全や

れた自然や里山等身近な自然の中で、国民 復元のための整備、歩道・園地・公衆トイレ等の利用
が自然に学び、自然を体験する、自然との の基幹となる施設の整備等を実施。
豊かなふれあいの場づくりを推進する。 地方の創意工夫を活かした自然と共生する地域づく

りを推進するための自然環境整備交付金を平成17年度
に創設。平成17年度には34都道府県の実施する国定公
園等の整備に対して交付。平成18年度においては、38

(2)森林 子供たちに森林での様々な体験活動の機会を提供す
体験活動を通じた森林とのふれあい る「森の子くらぶ」活動等の森林体験活動や里山林等

における多様な利用活動、森林ボランティア活動など
国民が行う森林づくり活動への支援等を実施中。
国有林では、学校等と「遊々の森」を設定し体験・

学習活動を行う場を提供している。

(3)海岸 平成17年度までに25箇所を実施地区として選定。
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①自然豊かな海と森の整備対策事業
（白砂青松の創出）
②海と緑の健康地域づくり 平成17年度までに17地域を実施地域として選定。
（健康海岸事業）

(4)港湾 海辺の自然体験活動や環境教育の必要性・有効性や
①広報活動の展開 NPO等によるイベント情報などについて、ホームペー
NPO等による海辺の自然体験活動のイベン ジや情報誌による情報提供を実施。

ト情報などの提供
②地域やNPOとの連携 地域住民、NPO等と連携を図りながら、海辺でふれ
地域住民、NPOなど多彩な主体の参画を得 あうための実施体制の整備。

る
③海辺の環境教育の推進 平成17年度は、人工干潟での生物観察等の体験型の
市民によるみなとの良好な自然環境の利 自然環境教育を全国50箇所で実施。

活用を促進し、自然環境の大切さを学ぶ機
会の充実を図るため、自治体やNPOなどが行
う自然・社会教育活動等の場ともなる海浜
等の整備を行う。自然・社会教育活動等の
場ともなる海浜等の整備を行う。
(5)河川
ア．水辺プラザ 平成17年度においては、最上川（山形県 、那珂川）
地域交流の拠点にふさわしい水辺空間と （茨城県）などで実施。

して、堤防の緩傾斜化、親水護岸、水辺の
広場整備等を実施
イ．水辺の楽校 平成17年度においては 鬼怒川 栃木県 白川 熊、 （ ）、 （
水辺に近づける河岸整備 遊歩道の整備 本県）などで実施。、 、

瀬や淵・せせらぎの創出などを実施
ウ．多自然型川づくり 全国の河川において、川が有している多様性に富ん
河川が本来有している生物の良好な生育 だ環境の保全を図るなど、自然環境に配慮した多自然

環境に配慮した河川整備の実施 型川づくりを実施。
エ．ふるさとの川整備事業 平成17年度においては、川内川（鹿児島県 、切戸）
河川本来の自然環境や周辺の自然的・歴 川（山口県）などで実施。

史的・社会的環境との調和を図りつつ、地
域整備と一体となった河川改修を実施
オ．河川空間のバリアフリー化 平成17年度においては、荒川（東京都 、旭川（岡）
全ての人々が安心して河川を訪れ、憩い 山県）などで実施。

楽しめる河川空間を創出
カ．マイタウン・マイリバー 河川沿川の市街地整備に関する再開発事業等と一体
大都市等の中心市街地及びその周辺部の となった河川改修を実施。平成17年度までに全国４河

河川等について、水辺環境の向上に配慮し 川を指定。
た河川改修を実施
キ．市民・NPO等と連携した河川整備・管 茨城県の霞ヶ浦、北浦におけるアサザ（特有の種）

理の推進 の再生、荒川中流部における湿地再生等、各地で市民
河川管理者のみならず市民やNPO等と連携 と連携した環境保全活動を実施中。

して河川の整備管理を推進
ケ．NPO等と連携した樹林帯の整備 六甲山系等の都市山麓グリーンベルト整備事業実施
NPO等と一体となって一般参加による植樹 箇所等において、実施。

を実施
湖沼
住民が主要な担い手となった、湖沼の浄 平成17年度から予算計上。

化事業等をモデル事業として推進

(6)都市・農村・漁村 谷津田などにおいて、都市住民との交流を図るため
、 、①都市農村の交流の促進 地区において 滞在交流拠点や体験交流空間を整備し

グリーンツーリズムの推進や市民農園の 平成17年10月までに全国で153,727区画の市民農園を
整備などを促進 開設し、都市と農村の交流を図った。
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②田んぼの生きもの調査 平成17年度までに全国の水田周辺の農業水路などの
水田周辺域における魚類・カエル類の生 10,592地点において実施。

息状況を調査

③子どもたちの海・水産業とのふれあ 平成17年度までに16地区を登録。
い推進プロジェクト

、子どもたちが漁村の自然の遊びに親しみ
水産業への理解を深めるための場や体制づ
くり。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
エコツーリズム総合推進事 130 132 エコツーリズムについては ５つの推進方策を、
業費 中心とした様々な施策を総合的に取組み、全国的
(1) な普及・定着を図る。
ア． 森林における活動については、森林の整備・保

・自然環境学習指導者育成 5 5 全を社会全体で支えるという国民意識の醸成を一
事業費 層図るため、より広範な主体による森林づくり活

・自然公園等利用ふれあい 5 5 動への参加策を構ずることが必要。
推進事業経費 港湾における活動については、良好な環境の保

・子どもパークレンジャー 12 11 全・再生・創造の積極的な推進と地域の多様な主
事業費 体の参画が必要。

都市、農村における活動については、都市住民
イ．自然公園等事業費 12,531 12,150 の農業・農村に対する理解の増進と農村地域の活

の内数 の内数 性化に向け、都市と農山漁村の交流のための施策
(2) 及び地域の特性に応じた整備等の施策を講ずるこ
・森林環境教育活動の条件 とが必要。
整備促進事業 7 6
国民参加の緑づくり活動推・

135 －進事業
・地域活動支援による国民
参加の緑づくり活動推進
事業 － 150

・学校林整備・活用推進事
業 47 31

・森林づくり交付金 4,431の 3,695の
内数 内数

(3)海岸事業費 73,732の 71,440の
内数 内数

(4)港湾事業費 432,988 401,494
の内数 の内数

(5)河川
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597

内数 の内数
・地域河川事業費 409,911の 378,859

内数 の内数
・砂防事業費 202,793の 197,881

内数 の内数
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075

内数 の内数
(6)都市・農村
・元気な地域づくり交付金 46,607 41,526

の内数 の内数
・田んぼの生きもの調査 24 24

農林水産省林野庁研究・保全課、計画課、業務課
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農林水産省農村振興局農村政策課、地域計画官、防災課
水産庁防災漁村課

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室、自然環境整備担当参事官室、自然環境計画課
環境省水・大気環境局水環境課

国土交通省河川局河川環境課、砂防部保全課、砂防計画課、海岸室
国土交通省港湾局海岸・防災課

国土交通省港湾局環境・技術課環境整備計画室
文部科学省スポーツ・青少年局青少年課

４）動物愛護・管理（
動物愛護管理に関する施策を総合的に推進するための国の「基本指針」及び

「 」 、 、都道府県の 推進計画 制度の創設 動物取扱業の届出制から登録制への移行
個体識別措置の普及促進、特定動物（危険動物）の全国一律の飼養・保管許可
制の導入、愛護動物の遺棄に対する罰則強化等を内容とする「動物愛護管理法
の一部を改正する法律」が平成18年６月に施行されました。

１．第４部における事項番号と施策名 ２章４節 動物愛護・管理
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５
３．本施策を展開する必要性とその目的
飼養動物等の取扱いについては、自然生態系への影響等の生物多様性保全上の問題を生じさせな

いよう、適正に管理することが必要なため、関係機関等と連携をとりながら、動物愛護管理法の趣
旨に基づき、飼養動物の管理の適正化の推進及び普及啓発の徹底を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)飼養管理の適正化 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を
飼養動物の適正な管理を推進するため、ペット 改正する法律（以下、改正動物愛護管理法とい

動物等の飼養保管に関する基準の見直しや動物取 う 」が平成18年６月に施行。これに伴い、同。）
扱業者の業務の適正化、特定動物（危険動物）の 法の適切かつ着実な運用を図るため、動物取扱
飼養の適正化推進などの施策を実施。 業に関する基準、特定動物（危険動物）に関す

る基準、動物が自己の所有に係るものであるこ
とを明らかにするための措置等、各種基準・指
針等の策定等を行い、改正動物愛護管理法の施
行日に併せて施行。

(2)関係機関等の連携 動物愛護管理法の改正により、特定動物（危
国、地方公共団体、民間団体及び専門家とが、 険動物）の飼養許可にあたっては、マイクロチ

密接に連携して飼養動物の適正な管理を推進でき ップ等の個体識別措置が義務付けられたことに
るよう、連携体制を構築。 伴い、獣医師等を対象としたマイクロチップ埋

（ ）込みのための技術マニュアル 教本及びＤＶＤ
。の作成及び全国各地において技術講習会を実施

(3)適正な取扱に関する普及啓発 ９月20日～26日の動物愛護週間で開催される
飼養動物の適正な取扱いを普及啓発するための 中央行事において、飼養動物の適正な取扱いの

リーフレット作成や行事等を実施。 普及啓発を実施。また、改正動物愛護管理法の
周知・普及のためのリーフレットを作成。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

・飼養動物との共生基盤強化事業 16 26 マイクロチップ等による個体識別措置
・基本指針検討推進事業 - 22 の普及啓発を図るため、マイクロチップ
・個体識別措置推進事業 - 43 埋込み体制の確保を引き続き図るととも
・動物の適正飼養推進事業費 5 9 に、個体識別データに関するデータベー
・家庭動物の終生事業推進事業費 20 - ス・ネットワークの整備を図ることが必

要。
自然環境省局総務課動物愛護管理室
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３．基盤的施策

（１）生物多様性に関する調査研究・情報整備
全国を対象に縮尺1/25,000植生図を整備し、順次ホームページにて公開しています。
また、生態系や生物相について情報が不足している藻場・干潟等浅海域における生態系
調査を自然環境保全基礎調査の一環として引き続き実施するとともに、国土レベルで生
物多様性の劣化を早期に把握し、対策を講じるため、モニタリングサイト1000調査事業
を開始しています。これらの調査データの整備とともに、各情報整備主体が保有する生
物多様性に関する情報に容易にアクセスできるよう、情報交換の仕組み（クリアリング
ハウスメカニズム）を構築し、運用を開始しています。
その他、地球環境研究総合推進費等を用いて生物多様性に関する各種調査研究活動も

進められました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節１(1) 自然環境保全基礎調査等の推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，６
３．本施策を展開する必要性とその目的
生物多様性の保全に関する諸課題を抽出するとともに、保全対象を特定し、適切な保全対策を立

案するなど各種施策の検討を行なうに当たり、全国的な観点から自然環境の現状と時系列的変化を
的確に捉えるため、科学的かつ客観的な自然環境データを収集・整備する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．生物多様性の現状把握 ２万５千分の1植生図を1,378面(約32%)作成。
・自然環境保全基礎調査の推進 干潟及び藻場を対象に全国的な浅海域調査を

実施。干潟は145カ所で現地調査を終了し、解析
中。藻場は今年度も引き続き調査を実施。

イ．モニタリングの実施 平成15年よりモニタリングサイトを設定し、
・重要生態系監視地域モニタリング推進事業 試行調査を実施中。
（モニタリングサイト1000） モニタリングサイト数 618箇所

（平成18年３月）
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
ア．自然環境保全基礎調査 287 308 自然環境保全基礎調査の各調査を継続
イ．重要生態系監視地域モニタリ して実施し、とりまとめを実施する。

ング推進事業 286 288 モニタリングサイトを平成15年度から
５年間で順次設定し、19年度までに全国1
000箇所程度設定予定。それとともに、継
続的調査を実施する。

環境省自然環境局生物多様性センター

618
## 286 212

約 20 % 約27 % 約 30 % %
約 7 % 約 10 % 約 2 %

0 件 79 件 件 747
件 33 件 568 件

H14.3

増減 第２回点検 増減
（前回比） （前回比）

戦略改定時

0 サイト

CHM メタデータ数 H16.3 H17.3
79

H14.3

約 3225,000分の１植生図
の更新状況

H16.3 H17.3 H18.3
サイト サイト サイト

モニタリングサイト
1000のサイト設定数

H16.3

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

第３回点検

H18.3

H18.3112 件

サイト

第４回点検

406H17.3

増減
（前回比）

データ取得年月

サイト

H14.3

サイト 120
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>
１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節１(4) 地球環境研究総合推進費による研究の促進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，６
３．本施策を展開する必要性とその目的
科学的知見に基づいて、地球環境保全の施策を着実に進めることを目的として、地球環境研究総

合推進費では、極めて重要性の高い地球環境問題として生物多様性の減少を位置付け、この解決に
資する研究を産官学の様々な研究者・研究機関の連携の下推進している。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
生物多様性に関する分野では、国内のみならず 平成18年度には 「侵入種生態リスクの評価、

地球規模での生物多様性の減少に関する研究が行 手法と対策に関する研究 「脆弱な海洋島をモ」、
われ、各研究課題で成果を得ている。 デルとした外来種の生物多様性への影響とその

緩和に関する研究」等、生物多様性の減少に関
する研究を推進する。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

地球環境研究総合推進費 3,015の内 3,256の内 政策貢献の観点から、生物多様性に関
数 数 わる政策決定の場への研究者の参加をよ

り積極的に促し、成果の反映を促す効果
的な研究成果の提示方法について、一層
の整備を図っていくことが考えられる。

環境省地球環境局総務課研究調査室

１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節１(7) 農地における調査
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２，６
３．本施策を展開する必要性とその目的
水田周辺水域に生息する魚類やカエルを主体とした生物の生息状況を確認し、生物多様性の重要

性を認識するとともに、生息環境条件を明らかにして、生物保全のためのより良い施設整備のあり
方を検討するための基礎資料として活用する。また農地や水路等における生態系等の自然環境情報
について、現地調査結果及び既存資料を併せてデータベース化、GIS化を行うことにより、環境と
の調和に配慮した事業計画のための調査の効率化を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．水田周辺水域における生態系の現

状把握
①田んぼの生きもの調査（再掲） 平成17年度までに全国の水田周辺の農業水路などの10,592
環境省と連携し、水田周辺域におけ 地点において実施。

る魚類・カエルの生息状況を調査。
②農業農村環境情報整備調査 平成17年度までに448地点で現地調査を行い、データベ
生態系等の自然環境情報についての ース化、GIS化を実施。

現地調査及び既存情報を併せたデータ
ベース化。

③生息環境向上技術調査 平成18年度から、環境との調和に配慮した農業農村整備
農村地域の多様な生物の生息環境を 事業の推進と農村環境の保全・形成に資するため、農村地

総合的に向上させるための調査 域の多様な生物のハビタット構成要素に着目し、その機能
や構造を検討する調査を開始。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度 調査の実施によって確認された生物の生息環境につ

①田んぼの生きもの調 いて今後分析を進め、さらに環境に配慮した農業農村
査 24 24 整備事業のあり方の検討が必要。

②農業農村環境情報整
備調査 57 51

③生息環境向上技術調
査 - 80

農林水産省農村振興局地域計画官、資源課
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１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節１(8) 河川における調査
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
河川環境に関する基礎的なデータの収集や調査研究を通じ、河川における良好な生物の生育空間

の保全・復元を図る。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア．河川水辺の国勢調査 魚介類、底生生物、植物、鳥類、陸上昆虫、両生類・は
河川やダム湖の生物の生息・生育状 虫類・ほ乳類等の調査結果を公表するとともに、引き続き

況等を定期的・継続的に調査する。 調査を実施する予定。
イ．自然共生センター 現在までに、河川改修においては瀬、淵構造を考慮する
河川環境に関する学際的な研究を総 ことが重要であることなどを確認しており、様々な河川の

合的に実施。 復元工法による効果を検証中。
ウ．河川生態学術研究 フィールドとして多摩川、千曲川、木津川、北川、標津
河川・湖沼の自然環境の保全・復元 川の５河川を設定し、現地調査をベースとした共同研究が

のための基礎的・応用的研究を実施。 進められている。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度 これらの調査結果を今後、河川における良好な生物
・国土基盤河川事業費 711,082の 700,597 の生育空間の保全・復元に資する復元工法等に反映さ

内数 の内数 せることが必要。
・地域河川事業費 409,911の 378,859

内数 の内数
・総合流域防災事業費 149,085の 131,075

内数 の内数
国土交通省河川局河川環境課

１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節１(9) 港湾における調査研究
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ３，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
沿岸域の干潟等は、海と陸と大気の接する場所として、生物生息・水質浄化・親水性等様々な環

境機能を有する空間であるが、地形や潮汐等による環境変化等の把握、生息する多種多様な生態系
の仕組みや生物生産力、水質浄化メカニズムなど、沿岸域の持つ様々な環境機能について研究し、
その成果を基に干潟等の保全・再生・創出を推進していくことが重要である。
このため、干潟の現地観測や世界最大規模の干潟実験施設による観測等から、人工干潟の創造を

含めた干潟等の研究を積極的に推進する必要がある。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
多様な生物の生息環境である干潟・藻場の研究 実際の干潟の現地観測や世界最大規模の干潟

及びその保全・再生等の技術の確立。 実験施設での調査・研究を実施。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
港湾事業費 432,988の 401,494の 自然環境の把握・生態系の仕組み・浄

内数 内数 化メカニズム等の解明を通じて、現地観
、測等から定量的・定性的な知見を蓄積し

それを事業に反映させる。
国土交通省港湾局環境・技術課環境整備計画室

１．第４部における事項番号と施策名 ３章１節２(7) 地球規模生物多様性情報機構（GBIF）へ
の取組

２．第３部第２章の各テーマとの関係 ６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
地球規模生物多様性情報機構（GBIF）とは、OECDの科学技術政策委員会（CSTP）における議論

を踏まえて設立された、生物多様性に関するデータを各国で分散的に集積し、ネットワークを通
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じて全世界的に利用することを目的とする国際協力による科学プロジェクトである。その活動に
より、動物、植物、微生物、菌類等広範な生物種、生物標本データから生態系データ、タンパク
質データ、遺伝子配列情報等の相互運用、利用が可能になることが期待されている。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
① GBIFへの貢献 平成17年度はGBIF技術専門委員会を２回開催
我が国は文部科学省が科学技術振興機構を通し し、GBIF活動について調査及び審議を行った。

て、GBIFに対して米国と並び活動資金の最大の拠 また、GBIFの設置に関するMOU（覚書）で定め
出を行っている。また、関係省庁連絡会議を設け られている、国内データベース拠点の設置と運
て各省連携により国内対応について検討するとと 用について、平成16年度より大学共同利用機関
もに、国内の専門家により構成されるGBIF技術専 法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
門委員会を設置し、科学技術的見地から調査及び に拠点を設け、国内の標本等のデータ提供に対
審議を行っている。 応している。
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
拠出金（科学技術振興機構の運営 70万ドル 70万ドル 本活動は生物多様性に関するデータを
費交付金中の推計額） 集積し、全世界的に利用することを目的
国内資料のデータベース化等の検 17 17 とする国際協力による科学プロジェクト
討のための調査費（科学技術振興 であり、多数の省庁、機関の業務に関わ
機構の運営費交付金中の推計額） るため、GBIF関係省庁連絡会を通じて関
ノード運営費 国立遺伝学研究所 80 80 係省庁の参画をよびかけ、今後の貢献の（ ）

あり方について議論を進めていくことが
必要。
また、今後とも着実に自然史等博物館

及び大学等の研究所等における国内の標
本等データベースの構築を推進すると共
に、GBIFとの連携を図っていくことが必
要。
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
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（２）教育・学習、普及啓発及び人材育成
平成17年度より、教材や用語解説、企業による学習支援へのリンクなどが掲載された
「環境教育・環境学習データベース」の運用を開始しました。
また 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」に基づく人、

材認定等事業により、16年10月の施行以来、平成18年６月までに13件の事業が認定され
ました。

【 】数値から見る具体的施策の展開

１．第４部における事項番号と施策名 ３章２節１(2) 環境教育・環境学習に係る具体的施策
２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
生物多様性の保全及び持続可能な利用を実現する上では、国民一人一人が自然の美しさや不思議

さに対する感性を育み、科学的な知見に基づき自然の仕組みと大切さを理解し、環境保全のために
行動していくことが必要であり、そのためには、環境教育・環境学習を積極的に推進していくこと
が極めて重要である。具体的には、人材育成、プログラムの整備、情報提供、場や機会の拡大など
の各種施策を行う。

４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
ア.学校における環境教育推進のための施策 エコスクールパイロット・モデル事業におい
①エコスクールの整備 て、平成17年度に101校を認定

②屋外教育環境整備事業 校庭の芝生化や学校ビオトープ整備などを引
き続き実施

③「体験活動推進地域・推進校 「地域間交 平成17年度には84地域929校を指定。」、
流推進校 「長期宿泊体験推進校」を指定」、
するなど学校における自然体験活動等の体験
活動の推進

④環境教育リーダー研修基礎講座の開催 平成17年度は全国５会場で開催。
⑤環境教育に関する総合的な情報体制の整備 平成17年度より「環境教育・環境学習データ

ベース」を運用開始。

⑥学校エコ改修事業と環境教育事業 平成17年度に全国９カ所において、学校校舎
やその改修を活用した環境教育を推進した。

イ．社会教育
①環境パートナーシップの促進 地球環境パートナーシッププラザのホームペー

ｸﾗﾌﾞ
( 人） ( 人） ( 人） ( 人)

( 人) ( 人) ( 人)
名 名 名 名

13
1 12

40
71 -31

ｸﾗﾌﾞ ｸﾗﾌﾞH17.3 4,183
82,299
4,323

-
-

人材認定等事業認定
事業数 事業

1 事業 H18.6 事業H17.3
事業

こどもホタレンジャー
応募団体数 -

-
H16年度- 71
団体

団体 団体H17年度
団体

-

指標
数値

データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月 データ取得年月

戦略改定時 増減 第２回点検 増減 第３回点検 増減 第４回点検
（前回比） （前回比） （前回比）

「こどもエコクラブ事
業」参加クラブ数、参
加者数

H14.3 4,160 H16.3
75,244 163 ｸﾗﾌﾞ

7,055

ｸﾗﾌﾞ H18.3
-169

4,014
110,236-140 ｸﾗﾌﾞ 83,156 ｸﾗﾌﾞ

857 27,080
3,665 H18.4

環境カウンセラー登
録者数

H14.3 1,565 H16.3

2,046 名

(市民部門941名,
事業部門1,624
名,うち両部門登
録者166名）

(市民部門1,448
名,事業部門
2,163名,うち両
部門登録者213
名）

(市民部門1,611
名,事業部門
2,289名,うち両部
門登録者235名）

(市民部門1774名,
事業部門2350名,
うち部門登録者
268名）

3,611 H17.4

名 459 名

4,124

54

 

135



地球環境パートナーシッププラザ及び環境パー ジでの情報提供（アクセス数337件 、環境らし）
トナーシップオフィスを活用して各主体間の交流 んばんへの登録（743団体 、メールマガジンの）
ネットワークを促進するもの。 配信（2,924人）

②．社会教育活性化のための支援 平成17年度には、30地域に事業を委託し、18年
社会教育施設を中核として、地域における様々 度には、13地域に事業を委託予定。

な課題に対応するための事業、及び事業終了後に
その成果についての評価を実施
③こどもエコクラブ事業 平成17年度末で4,014クラブ、110,236人が登
こどもたちが２人以上の仲間を集め、こどもエ 録し、地域等での環境保全活動を実施した。

コクラブを結成し、自主的に環境活動に取り組む
もの。

④環境教育リーダー研修基礎講座の開催 再掲 平成17年度は全国５会場で開催。（ ）

⑤環境カウンセラー登録制度 平成17年度は、新たにのべ362 名の環境カウ
環境保全に取り組む市民や事業者等に対して知 ンセラーを登録。18年４月現在、登録者数は4,1

識の付与や助言・指導を行う人材を登録する制度 24名(事業者部門2,350名、市民部門1,774名、う
の実施。 ち両部門登録者268名)となった。

⑥環境教育に関する総合的な情報体制の整備 平成17年度より「環境教育・環境学習データ
（再掲） ベース」を運用開始。

ウ．青少年教育における環境教育・環境学習 平成17年度に全国35箇所において実施。
①体験型環境学習の推進

②国立青少年教育施設における自然体験活動の 平成17年度に23施設において環境学習の事業
機会の提供 を42事業実施。

エ．自然公園等における環境教育・環境学習
①ふれあい自然塾（再掲） 平成17年度には117千人が利用。
専門のスタッフによる自然体験プログラムと、

充実した体験のための体験ハウス（ビジターセン
ター）等の施設において、さまざまな自然体験プ
ログラムを展開。

②子どもパークレンジャー（再掲） 平成17年度は840人が参加。
全国各地の国立公園等において、環境省自然保

護官（レンジャー）の仕事である国立公園などの
自然保護パトロールや美化清掃、動植物の調査・
保護活動、自然解説活動などを小中学生が体験。

オ．都市の自然における環境教育・環境学習
（ア）市公園等における取組
「プロジェクト・ワイルド （再掲） 指導者養成講座により、平成17年度末で日本」

国営公園では、全国の都市公園のモデルとして、 における指導者（エデュケーター）は１万人を
生き物を題材に多様な環境学習のプログラムを提 超え、上級指導者（ファシリテーター）は386名
供し、環境教育の普及を図るとともに、環境教育 となっている。
の指導者の育成を実践。

（イ）国民公園における取組 例年京都御苑においては、例年自然教室、トン
①観察会等の実施 ボ池観察教室、トンボ池一般開放、セミの羽化

観察会、新宿御苑においては自然探検隊などの
行事を行っており、平成17年度は延べ1,068名の
参加あり。
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②新宿御苑「環境の杜」構想モデル校指定 平成17年度は、のべ776名が参加。
小中学校において行われている総合的な学習の

時間において実施する環境学習プログラムをモデ
ル校の協力の下研究・開発する。モデル校は新宿
御苑という身近な自然をフィールドを活用した様
々な環境教育プログラムを実践する。

キ．水辺における自然体験活動の機会の提供 平成17年度は、人工干潟での生物観察等の体
①海辺の環境教育の推進 験型の自然環境教育を全国50箇所で実施。

市民によるみなとの良好な自然環境の利活用を
促進し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図
るため、自治体やＮＰＯなどが行う自然・社会教
育活動等の場ともなる海浜等の整備を行う

② 子どもの水辺 再発見プロジェクト 再掲 平成17年度末現在 「子どもの水辺」登録箇「 」 （ ） 、
関係省、地域の教育関係者、地方公共団体、民 所227箇所、水辺の楽校プロジェクト登録箇所24

間団体が協力し 子どもの遊びやすい水辺の登録 9箇所となっており、施策が活発化している。、 、
利用促進などを実施。

③全国水生生物調査（再掲） 平成16年度の全国水生生物調査の参加者は、
川にすむ水生生物からその川の「きれいさ」等の 約90,000人であった。
程度を調査。 （第１章４節１(8)再掲）

④「こどもホタレンジャー」事業の実施 平成17年度は40団体から応募があり、１団体
こどもたちの水環境保全に係る意識向上を目指 に環境大臣賞を表彰。

し、全国から水環境を保全し、ホタルを守る取り
組みを募集。

⑤田んぼの生きもの調査 （再掲） 平成17年度までに全国の水田周辺の農業水路
水田周辺域における魚類・カエルの生息状況を などの10,592地点において実施

調査
６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題

H17年度 H18年度
ア. 平成15年７月に成立した「環境の保全
②屋外教育環境整備事業 54,891 のための意欲の増進及び環境教育の推進
（平成18年度より、屋外教育環 360 の内数 に関する法律」及び同法基本方針に基づ
境施設の整備） き、人材育成、プログラムの整備、情報

③教育方法等実践研究委託費 396 470 提供、場や機会の拡大などの各種施策の
④環境教育指導者育成事業 更なる充実を図る。
（環境省） 9 10 社会教育活性化21世紀プランについて
⑤環境教育・環境学習データベ は、その成果を全国に普及することによ
ース総合整備事業（環境省） 13 10 り、社会教育のより一層の活性化を図る

イ. ことが必要。
①地球環境パートナーシッププ
ラザ運営費 90 97

②社会教育活性化21世紀プラン 143 106
③こどもエコクラブ事業費 108 108
⑤環境カウンセラー活用推進事
業 23 22

ウ．
①省庁連携子ども体験型環境学
習推進事業 93 62

エ．子どもパークレンジャー事業
費（再掲） 12 11
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キ．
①港湾事業費 432,988の 401,494の

内数 内数
②国土基盤河川事業費 711,082の 700,597

内数 の内数
地域河川事業費 409,911の 378,859の

内数 内数
③簡易水質診断手法推進 1 5
④「こどもホタレンジャー事業」

の実施」 0 7
⑤田んぼの生きもの調査（再掲） 24 24

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課
文部科学省生涯学習政策局社会教育課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省スポーツ・青少年局青少年課

農林水産省農村振興局地域計画官
国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

国土交通省河川局河川環境課
国土交通省港湾局環境・技術課環境整備計画室

環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
環境省水・大気環境局水環境課

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室、自然環境計画課

１．第４部における事項番号と施策名 ３章２節２ 普及啓発
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ２，４
３．本施策を展開する必要性とその目的
国民一人一人が環境問題に深い理解と認識を持ち、それぞれのライフスタイルや社会経済活動を

環境への負荷の少ないものに変えていく必要があることから、生物多様性の保全と持続可能な利用
に関する環境教育と環境学習、これらの普及啓発を促進する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)生物多様性条約及び生物多様性国家戦略に関 生物多様性センターでは、ホームページや展
する普及啓発 示室において、生物多様性の観点から、日本の

。自然環境の現状を各調査データ等を中心に紹介
また、普及啓発活動の一環として 「生物多様、
性まつり」をはじめ、自然観察会や標本作製講
習会等の各種イベントを実施。
生物多様性国家戦略を解説したパンフレット

について、平成17年度は、愛・地球博を含む各
種イベント、研修の場や、ホームページを参照
しての問いあわせに応じ、日本語版を6,500部、
英語版を1,500部配布。
日本の自然環境の危機的現状や生物多様性保

全の重要性について解説した中・高生向けのハ
ンドブックを作成し、学校や自治体を中心に希
望者に配布。配布半年間で約6,000部を配布。

(2)各種記念日の活用
イ．みどりの日、みどりの週間 みどりの日 ４月29日 みどりの週間 ４「 」（ ）、「 」（

月23～29日）を中心に、国民各層が参加する自
然とのふれあい保全活動、緑化活動や緑の募金
運動等を全国的に展開。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1)生物多様性センター維持運営 － 2 条約や新・国家戦略について、効率的
費（普及啓発） な普及啓発のあり方を検討し、実施して
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(2)国民参加の緑づくり活動推進 135 － いくことが必要。
事業 その他、引き続き適正な事業を実施する

・地域活動支援による国民参加の － 150 ことが必要。
緑づくり活動推進事業

・森林づくり交付金 4,431の －
内数

農林水産省林野庁研究・保全課
環境省自然環境局生物多様性センター

環境省自然環境局自然環境計画課

（３）経済的措置

平成17年度には、補助金の一部が廃止され、地方の創意工夫を生かした取組を推進す
るための種種の交付金が創設されました。その他の経済的措置や、助成についても引き
続き実施しました。

１．第４部における事項番号と施策名 ３章３節 経済的措置等
２．第３部第２章の各テーマとの関係
３．本施策を展開する必要性とその目的
補助金は、地方公共団体等による生物多様性保全に資する施策の奨励め重要な手法であり、経済

的措置は、生物多様性の保全に資する活動を行う者を支援する手法として重要。また、政府が出資
している各種基金による助成を通じて、これら民間団体の活動の支援に努める。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
１経済的助成
(1)補助金 地方の創意工夫を活かした自然と共生する地域づ
ア．自然公園等事業に対する国庫補助 くりを推進するための自然環境整備交付金を平成
都道府県等の実施する国立・国定公園等の整 17年度に創設。平成17年度には34都道府県の実施

備に要する費用のうち一部について国庫補助 従 する国定公園等の整備に対して交付。平成18年度（
来の自然公園等整備費国庫補助は平成16年度で においては、38都道府県に対して交付予定。
廃止）

（ ）ウ．都市公園等事業に対する国庫補助 都市公園等整備面積 109,178ha 平成18年３月
総合的・効率的・効果的に緑とオープンスペ

ースの確保を図るため、都市公園の整備、緑地
の保全、都市緑化に要する費用のうち一部につ
いて国庫補助。
エ．古都及び緑地保全事業に対する国庫補助 近郊緑地特別保全地区決定状況 3,456ha(H18.3)
特別緑地保全地区等において緑地を適切に保 〃 土地買入実績 264ha(H18.3)

全するために必要な土地の買い入れ及び施設の 特別緑地保全地区決定状況 2,000ha(H18.3)
整備等に要する費用のうち一部について国庫補 〃 土地買入実績 470ha(H18.3)
助。 歴史的風土特別保存地区指定状況8,327ha(H18.3)

〃 土地買入実績 643ha(H18.3)
オ．緑化推進対策事業等に対する国庫補助 森林ボランティア活動など国民が行う森林づく

り活動への支援等を実施中。
、 、(2)基金等による助成 平成17年度に 自然保護・保全・復元の分野で

ア.地球環境基金 30件、81.8百万円の助成を実施した。また、研修
国内の民間団体等による国内における環境保 事業として「地球環境市民大学校」を全国で

全活動を支援するため、活動費の助成や研修等 29講座開催した。
を通じた人材育成を行う。

ウ．緑と水の森林基金 平成17年度に381件の事業を実施した。
エ.その他基金等との連携（環境らしんばん） 平成17年度に17団体の助成金制度の募集情報を
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民間団体自らが実施する環境保全活動を支援 掲載した。
「 」 、するデータベース 環境らしんばん を通じて

民間の助成金制度の募集情報の提供を行う。
３ その他の経済的措置等
(2)民有地の買い入れ
イ．特別緑地保全地区等における民有地の買 近郊緑地特別保全地区土地買入実績

い入れ等 264ha(H18.3)
特別緑地保全地区等において、緑地を適切に 特別緑地保全地区土地買入実績 470ha(H18.3)

保全するために必要な土地の買い入れについて 歴史的風土特別保存地区土地買入実績
国庫補助。 643ha(H18.3)

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1) 都市公園の整備、緑地の保全等の地方公
ア．自然環境整備交付金 1,437 1,437 共団体の取組に対し、引き続き財政的支援
ウ．都市公園事業費補助 78,771 73,393 を行うことが必要。
エ．古都及び緑地保全事業費補 森林の整備・保全を社会全体で支えると

助 5,774 5,280 いう国民意識の醸成を一層図るため、より
エ．緑地環境整備総合支援事業 広範な主体による森林づくり活動への参加

費補助 5,215 5,370 策を構ずることが必要。
オ．

・国民参加の緑づくり活動推 135 －
進事業

・地域活動支援による国民参加の
緑づくり活動推進事業 － 150

・学校林整備・活用推進事業 47 31
・森林づくり交付金 4,431の －

内数
(2)
ア.独立行政法人環境保全再生機 1,011 985
構基金勘定運営費交付金の一部 の内数 の内数

エ.地球環境パートナーシッププ 90 97
ラザ運営費の一部 の内数 の内数

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課
農林水産省林野庁研究・保全課

環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
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（４）国際的取組

生物多様性条約については平成18年３月20日～31日に開催された第８回締約国会議に
参加し、積極的に貢献しました。
また、カルタヘナ議定書第２回締約国会議（平成17年5月30日～6月3日 、及び第３回）

締約国会議（平成18年3月13日～3月17日）に参加し、積極的に貢献しました。
新たに20箇所の国内湿地をラムサール条約湿地に登録しました。

１．第４部における事項番号と施策名 ３章４節１ 生物多様性条約の下での取組
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ７
３．本施策を展開する必要性とその目的
締約国会議等での取組については、各種会合への参加を通じて、効果的な国際枠組作りを進め

るなど、地球レベルでの生物多様性保全及び持続可能な利用の達成に貢献することが必要。
生物多様性条約(C BD )の発効以降、遺伝資源を所有する国に主権的権利が認められることとなり、一部の途

上国は、海外の企業等による遺伝資源の取得を制限する規制措置を導入した。このような状況下においても、
我が国産業界等の遺伝資源の利用者が に海外の遺伝資源を利用させるための施策が必要。円滑
カルタへナ議定書を効果的に実施するために必要な様々な措置の検討に積極的に参画するととも

に、各国との協力や共通理解の促進に努めることが必要。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)締約国会議等での取組 平成18年３月の第８回締約国会議の他、平成
第８回締約国会議等への参加 17年６月の保護地域に関する第１回作業部会、

同11月の第11回補助機関会合、平成18年１月の
遺伝子資源アクセスと利益配分に関する第４回
作業部会に参加し、それぞれの作業に積極的に
貢献した。また、アジア地域会合の開催支援を
おこなった。

(2) 条約実施のための取組
イ．遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な 途上国への遺伝資源へのアクセスを促進させ
分に関する国際的なルール作りへの取組 るために、①遺伝資源の分布情報に関するデー

遺伝資源について、我が国の企業等による海外 タベースの構築（20カ国・地域 、②二国間ワ）
の遺伝資源の円滑な利用を促進するための事業環 ークショップの開催（延べ18カ国 、③日本企）
境の整備等を実施する。具体的には、①アクセス 業によるアクセスの実施件数（1件）
・ルールを検討するための多角的な国際対話の推
進、②主要関係国の実態調査、③我が国産業界向
けの情報発信等の事業を実施する。

。(3)バイオセイフティーに関するカルタヘナ議定 平成15年９月11日にカルタヘナ議定書が発効
書の効果的実施に向けた取組 我が国は同11月21日に締結し、平成16年２月19
①カルタヘナ議定書の発効と締結 日、我が国について発効。

・バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書の カルタヘナ議定書の国内担保措置について関
効果的実施に向けた取組 係省共同で検討をはじめ、第156回通常国会に法
・カルタヘナ議定書の効果的実施のための様々な 案を提出し、平成15年６月に公布され、平成16
措置を検討・実施。 年２月に施行。

同法に基づき、平成17年度までに66件の遺伝
。子組換え生物等の第一種使用規定が承認された

また、ホームページ上に日本語版バイオセー
フティクリアリングハウス（J-BCH）を開設し、
カルタヘナ議定書や法律に関する情報、遺伝子
組換え生物等の承認状況等について情報提供を
行っている。

②技術専門家会合への参加等 技術専門家会合への参加等を通じ、食料飼料
加工用LMOの文書要件の検討等に貢献。
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６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1)生物多様性条約締約国拠出金 180 197 重複の排除等による条約の効果的な実
(2) 施及び予算の効率的執行とともに、効果
ア．カルタヘナ議定書締約国拠出 47 36 的な国際枠組作りに貢献することが引き
金 続き必要。

年3月に開イ．生物多様性条約に基づく遺伝 58 56 遺伝資源に関しては、平成18
催された生物多様性条約第８回締約国会議(C資源へのアクセス促進事業
O P8)において、「（法的拘束力のある枠組みに

（2010年開催予関する検討作業を）C O P 10
までに完了させること」が決議された。こ定）

のため、今後のＣＯＰ等の国際交渉に向けた
対応を強化するとともに、遺伝資源の提供国
に我が国の立場を理解させることにより、遺伝
資源を我が国に円滑に移転させるための施策
が必要。

外務省 地球環境課国際協力局
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

経済産業省製造産業局生物化学産業課

１．第４部における事項番号と施策名 ３章４節２ 生物多様性関連諸条約との連携強化
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ７
３．本施策を展開する必要性とその目的

「 」 、 、国際的に 生物多様性条約 と関連する諸条約との連携を強化し 我が国の自然環境だけでなく
地球環境全体の保全に向けて取り組むことが必要。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)ラムサール条約 ラムサール条約湿地検討会を開催し、平成17
国内条約湿地数の増加を促進する。アジア地域 年11月に開催された第９回締約国会議において

を中心に条約への加入、湿地の保全に協力。 我が国は新たに20箇所の湿地を条約湿地に登録
した。アジア地域の代表として常設委員会に参
加し、条約の運営に引き続き貢献した。
また、東南アジア地域における湿地の保全

及び管理に関する研修会の開催を行った
さらにインド洋津波被害における湿地の被害

状況を把握するために 事務局からの依頼で 環、 「
境上持続可能な沿岸の回復を支援するための国
際NGOによる合同緊急影響評価活動」に任意拠出
を行った。

(2)ワシントン条約 アジア地域の代表として第53回常設委員会へ
「種の保存法」に基づく、国内での譲渡し等の 出席。MIKEプロジェクトに対する4.9万ドルの支

規制を実施するとともに、違法行為の防止、摘発 援を行った。
に努める。 国際希少野生動植物種について種の保存法に

基づき引き続き国内での取引規制を行った。ま
た、平成17年１月に新たに付属書Ⅰに掲載され
た種について、国内における譲渡規制の対象と
するため絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律施行令を改正し、国際希少野
生動植物種に指定した。

(3)世界遺産条約 平成17年７月に我が国で３番目の世界自然遺
産として「知床」が登録され、陸域と海域の生
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態系を総合的に把握する調査を行うとともに、
。海域管理計画の策定に向けた検討等に着手した

(4)二国間渡り鳥条約・協定 オーストラリア、中国及び韓国との間で二国間
二国間渡り鳥条約に基づき、二国間の渡り鳥等 渡り鳥等保護協定に基づく会議を実施し、渡り

やその生息環境の保護のための施策を実施する。 鳥の保護に関する情報交換を行った。また、協
他のアジア地域の諸国と協力し、二国間の枠組の 定等に基づく共同調査として、日中韓ズグロカ
必要性について検討を進める。 モメ・日中クロツラヘラサギ共同調査並びに日

。米アホウドリ人工衛星追跡共同事業を実施した
(6)食糧及び農業に用いられる植物遺伝資源に関 本条約は、2004年6月29日に発効し、2006年10
する国際条約（仮称） 月１日現在105ヶ国及びECが締結している。2006
各条文の明確化、具体的運用、関係省庁等との 年６月に開催された第１回理事会では、条約運

調整、既存の国際条約との関係整理、諸外国との 用の根幹である標準MTA（材料移転契約 、手続）
関係や国内実施に必要な措置等に照らし対応を検 規則、財務規制等が採択された。我が国として
討。 は、現在、各条文の明確化、具体的運用、関係

、 、省庁等との調整 既存の国際条約との関係整理
諸外国との関係や国内実施に必要な措置等に照
らし対応を検討中。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1)ラムサール条約締約国拠出金 63 65 生物多様性関連諸条約に基づく取組と
持続可能な開発委員会拠出金の 10 4 連携強化を一層促進することが必要。

一部 また、ラムサール条約については、平
アジア地域湿地保全推進事業 57の内数 54の内数 成17年11月に新たに登録された20箇所の
(アジア地域における生物多様 国内湿地を含む、我が国のラムサール条
性保全推進費の一部) 約湿地の保全と賢明な利用を推進してい

く必要がある。
(2)ワシントン条約締約国拠出金 98 113 食糧及び農業に用いられる植物遺伝資

（ ） 、ワシントン条約対策費 9 11 源に関する国際条約 仮称 については
各条文の明確化、具体的な運用、関係省

(4)アジア地域渡り鳥等国際共同 25 21 庁等との調整、既存の国際条約との関係
研究推進費 整理、諸外国との関係や国内実施に必要

な措置等に照らし、引き続き対応を検討
する。

外務省国際協力局地球環境課
農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課

環境省自然環境局野生生物課

１．第４部における事項番号と施策名 ３章４節３ 国際的プログラムの推進
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ５，６，７
３．本施策を展開する必要性とその目的
生物多様性の保全と持続可能な利用を効果的に進めていくためには、二国間、多国間等の様々な

形態の国際協力が必要である。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)GBIFを通じての協力 平成17年度はGBIF技術専門委員会を２回開催
科学技術振興機構を通して、GBIFに対して米国 し、GBIF活動について調査及び審議を行った。

と並び活動資金の最大の拠出。関係省庁連絡会議 また、GBIFの設置に関するMOU（覚書）で定めら
を設けて各省連携により国内対応について検討す れている、国内データベース拠点の設置と運用
るとともに、国内の専門家により構成されるGBIF について、平成16年度より大学共同利用機関法
技術専門委員会を設置し、科学技術的見地から調 人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所に
査及び審議を行う。 拠点を設け、国内の標本等のデータ提供に対応

している。
①地球規模海洋生態系変動研究計画（GLOBEC） 大学、研究機関等で行われているGLOBECに関
地球規模での気候変化等が多様性に富む海洋生 する研究を「日本GLOBEC」の成果としてホーム
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態系に与える影響の解明と、それを予測するモデ ページにリンクを張り公開している。平成16年1
ルを開発する。 1月に第２回日中韓GLOBECシンポジウム（中国・

抗州）を開催した。
②土地利用・被覆変化研究計画（LUCC） LUCC・Focus2オフィスを運営している東京大学
人間活動に起因する土地利用・被覆変化によっ を中心にケーススタディの積み重ねという段階

て、物質循環や生態系の多様性が損なわれる過程 から、定量的・実証なモデル開発の段階に到達
の動態を解明することを目的とする。 してきた。.その過程で、水利用、生物多様性な

どとのリンクも次第に明示的に取り込めるよう
になってきた。

(6)UNESCOを通じての取組 平成４年以降「破壊された沿岸生態系の管理と
①ECOTONE（沿岸域及び陸水域の生態移行帯の 修復」をテーマに沿岸生態系及びエコトーンを
管理に関するセミナー）の開催 主な対象とするセミナーを実施。

②ASPACO（生物圏保存地域等の持続可能な利用 アジアと太平洋地域の沿岸生態系の保全とその
のためのアジア・太平洋地域協力会議）の開 ための人材育成を目指したプロジェクトで、平

、 。催 成13年から会合等を実施し 平成16年末に終了

(7)持続可能な森林経営と違法伐採問題 平成18年２月に「木材・木材製品の合法性、
①持続可能な森林経営の推進 持続可能性の証明のためのガイドライン」を策
平成17年７月のＧ８グレンイーグルス・サミッ 定、公表。

トの際に公表した「日本政府の気候変動イニシア 平成17年度より、日・インドネシア間の違法
ティブ」に基づき、政府調達、任意の行動規範策 伐採対策のための協力に関するアクションプラ
定に向けた働きかけ、木材生産国支援、Ｇ８森林 ンに基づき、木材輸出国において導入可能な木
専門家会合のフォローアップを推進。 材トレーサビリティー技術の開発を開始。

また、17年11月にロシアで開催された森林法
の施行とガバナンスに関する欧州・北アジア閣
僚会合に参画し、閣僚宣言の採択に貢献。

②違法伐採問題対策 平成18年２月にグリーン購入法の基本方針が改
定し、平成18年度から、合法性、持続可能性が
証明された木材・木材製品の国等による調達を
推進する措置を導入した。

(8)OECDを通じての協力
今後とも、OECDを通じてのバイオテクノロジー これまでに13作物種についての合意文書の作

と生物多様性の保全に関する取り組みを積極的に 成に協力。
行う。

、(9)IMOを通じての強力（バラスト水の実態調査及 バラスト水条約発効に備えた基礎情報の収集
びバラスト水条約発効に備えた基礎情報の収 実態調査、活性物質の審査等を行っており、条
集等） 約受入のための準備を進めている。
船舶のバラスト水中に混入するプランクトンな

どの各種生物の拡散防止を目的としており、この
問題は、他国間にまたがる問題であるため迅速に
解決を図るには国際海事機関（IMO）における取
組に連携することが重要。

(10)アジア太平洋地域における渡り性水鳥の アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略を推
保護 進するため、国際事務局及び国内事務局の支援

第Ⅱ期戦略期間の履行を推進するため、渡り性 を行った。東アジア地域ガンカモ類重要生息地
水鳥の重要生息地ネットワークの拡充を図る。絶 ネットワークへ八郎潟干拓地が参加。
滅のおそれのある種について保全行動計画の策定
を進める。
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(11)国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）の推 平成17年７月から２年間の予定で、パラオ共
進 和国と共同でICRIの事務局を運営しており、平

成17年10～11月にかけてパラオ共和国において
総会を、平成18年10月にはメキシコにおけるICR
I総会及び及び国際熱帯海洋生態系管理シンポジ
ウムを開催した。総会の開催にあたり、多くの
太平洋諸国の政府代表者を招聘した。また、平
成17年度から、東アジア地域及びミクロネシア
地域のサンゴ礁保護区データベースの作成に取
り組んでいる。また、生物多様性条約第８回締
約国会議のサイドイベントでパラオ共和国と共
同でＩＣＲＩの紹介を行った。

（12）南極地域観測事業 平成18年６月12日～23日に行われた第29回南
①南極条約協議国会議 極条約協議国会議では、新たな南極特別保護地
科学的調査の自由及び国際協力を規定する南極 区が指定された他、近年増え続ける南極地域に

条約及び生物多様性を担保する環境保護に関する おける観光活動と環境保護等との関係等及びバ
南極条約議定書に基づき、南極条約協議国会議が イオロジカル・プロスペクティング（微生物な
定期的に開催され、条約の運営方法等につき協議 どのバイオ資源の商業的な活用）に関わる活動
している。 の現状や法的諸問題について議論が行われた。

②海洋生産モニタリング 南極・昭和基地への「しらせ」往復航路上にお
南極海域における環境変動を低次生産者群集の いて、動物及び植物プランクトンを採取し、現

変化により把握する。 存量及び種組成の観測を行い、データベースを
作成している。IPY2007/08に向けた国際共同研
究Census of Antarctic Marine Life（CAML）の
準備活動に参加した。

③海洋大型動物モニタリング 南極・昭和基地周辺のアデリーペンギンの個体
大型捕食者の個体数調査から海氷変動による個 数変動データをまとめている。

体群変動を把握する。

④陸上生態系長期変動モニタリング 南極・昭和基地周辺の陸上植物のモニタリング
土壌微生物の変化から温暖化に対応した植生変 観測に資するために、蘚苔類、淡水藻類、地衣

化の基礎データを取得する。 類の検索マニュアル（web版）を発行した。

⑤極限環境下の生物多様性と環境・遺伝的特性 湖沼底植物の研究の取りまとめと氷床コア微
極限環境に生きる生物の多様性と生態、生理、 生物の研究等を含んだ研究観測の具体案を策定

遺伝的特性を解明する。 した。

（13）東アジア酸性雨モニタリングネットワーク 平成17年11月に行われた第７回政府間会合にお
（EANET） いて、第10回会合までにEANETの基盤強化のため
東アジア地域において酸性雨の生態系等への影 の文書化及び法的性格に係る検討をする旨の決

響を未然に防止するため 酸性雨のモニタリング 定がなされている。、 、
データの収集、精度保証・管理の推進、研修等を
通じた技術支援を行っているの活動を推進するこ
とにより、東アジア地域全体として酸性雨対策を
推進する。

①東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠 EANET事務局の信託基金に拠出。
出金

②国内酸性雨モニタリングの推進 国内のEANET酸性雨測定網等の整備
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③酸性雨の調査研究 東アジア諸国に対し、酸性雨のモニタリング
計画策定、技術指導等の支援事業を実施。集水
域の酸性化の調査。

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1)GBIFを通じての協力 GBIFを通じての協力については、本活
、①拠出金（科学技術振興機構 70万ﾄﾞﾙ 70万ドル 動は生物多様性に関するデータを集積し

の運営費交付金中の推計額） 全世界的に利用することを目的とする国
②国内資料のデータベース化 際協力による科学プロジェクトであり、
等の検討のための調査費（科 多数の省庁、機関の業務に関わるため、G
学技術振興機構の運営費交付 BIF関係省庁連絡会を通じて関係省庁の参
金中の推計額） 17 17 画をよびかけ、今後の貢献のあり方につ

③ノード運営費（国立遺伝学研 いて議論を進めていくことが必要。
究所） 80 80 持続可能な森林経営と違法伐採問題に

(5)地球圏・生物圏国際協同研究 ついては、平成17年７月のＧ８グレンイ
計画（IGBP）拠出金 17 10 ーグルス・サミットの際に公表した「日

(7) 本政府の気候変動イニシアティブ」に基
・木材トレーサビリティー技術 づき、政府調達、任意の行動規範策定に
の開発 23 21 向けた働きかけ、木材生産国支援、Ｇ８

・アジア森林パートナーシップの 森林専門家会合のフォローアップを推進
推進 9 8 することが必要。

・国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ） また、合法性・持続可能性が証明され
を通じた生産国支援 107 116 た木材・木材製品の円滑な供給が可能と

・違法伐採総合対策推進事業 - 120 なるよう、業界団体による自主的取組の
(9)バラスト水条約対応基礎調査 14 10 支援を行うとともに、合法性・持続可能
(10)第Ⅱ期アジア太平洋地域渡り 性が証明された木材利用の重要性の普及
性水鳥保全戦略の推進（アジア 啓発等を実施することが必要。
地域における生物多様性保全推 バラスト水条約の受入体制を構築する
進費の一部） 57の内数 54の内数 ために国際協力を継続し、情報収集等を

。(11)国際サンゴ礁イニシアティブ 行い条約内容について検討を進めていく
(ICRI)の推進事業 47 55 アジア・太平洋地域における渡り性水

(12)南極地域観測事業 鳥保全については、第Ⅱ期アジア太平洋
①南極条約協議国会議 5 4 地域渡り性水鳥保全戦略の終了に伴い、
②海洋生産モニタリング 7 (生物系変 東アジア・オーストラリア地域フライウ

、③海洋大型動物モニタリング 1 動モニタ ェイ・パートナーシップの構築を推進し
④陸上生態系長期変動モニタリ リングの 国際協力の枠組の強化により重要生息地
ング 2 総額 16) ネットワークの拡大を図っていくことが

⑤極限環境下の生物多様性と環 必要。
境・遺伝的特性 - 5 国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)に

(13) ついては、事務局を19年6月まで着実に運
①東アジア酸性雨モニタリング 営するとともに、事務局終了後も、アジ
ネットワーク拠出金 119 124 ア・オセアニアの中心国として、地域会

②国内酸性雨モニタリング推進 合の開催やサンゴ礁保護区のデータベー
費 261 243 ス構築・発展等により地域の取組を強化

③酸性雨調査研究費 45 6 していくことが必要。
地球圏・生物圏国際協同研究計画（IGB

P）については、生態系変動の予測のため
の数値モデルに必要な野外実験によるパ
ラメータ値の推定と、長期モニタリング
データの取得、及びそれらの品質を向上
させて管理することが必要。土地利用変
化やその環境影響に関する多数の事例デ
ータについてクリアリングハウスの構築
などにより長期的な土地利用変化を再現
するためのデータの収集や共有化を進め
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ることが必要。
南極地域観測事業については、南極地

域における観光及びバイオプロスペクテ
ィングに関する既存の国際法制度との関
係等を考慮し、今後の対応ぶりにつき検
討をしていく必要がある。観測手法は年
々工夫が施されているが、長期観測を通
じた観測データの品質管理、観測手法間
での相互検定が必要。また、毎年の観測
者が同一ではなく、特に現場調査、目視
観測等をベースとする領域ではデータの
品質管理、保持が重要な課題。
EANETについては、地形・気象条件等に

より越境大気汚染の影響を受けやすい我
が国としては、今後の文書化にあたり、
酸性雨のみならずおよそ越境大気汚染に
関するすべての課題を対象とすることが
重要である。また、EANETを円滑推進する
ためには、引き続き、１東アジア諸国の
モニタリング能力向上のための国際協力

、 、の継続 ２財政面を含むEANETの基盤強化
３国際協調に基づく酸性雨対策の枠組み
づくりを目指すことが必要。

外務省国際協力局地球環境課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課

農林水産省林野庁木材利用課
環境省地球環境局環境保全対策課
環境省総合環境政策局環境経済課

環境省自然環境局自然環境計画課、野生生物課

１．第４部における事項番号と施策名 ３章４節４ 開発途上国との協力
２．第３部第２章の各テーマとの関係 ７
３．本施策を展開する必要性とその目的
開発途上国に対して、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する計画立案・策定・実施、人材

育成、施設の整備等の様々な側面で積極的に支援するとともに、開発途上国と協力しつつ、生物多
様性の保全と持続可能な利用の促進を図り、世界レベルの生物多様性の保全に寄与する。
４．施策の概要 ５．施策の進捗状況
(1)政府開発援助の効果的活用
ア．環境意識向上に向けた支援 エクアドル「ガラパゴス諸島海洋環境保全協力計画 、」

「 」生物多様性の保全と持続可能な利用 ブラジル 東部アマゾン森林保全・環境教育プロジェクト
（ 、 （ 、「 」 。）についての積極的な取組の促進に係る 以上 技術協力プロジェクト 以下 技プロ という

政策対話の努力の継続・強化と、環境 などを実施。
教育プログラムの推進。 インド「ハリヤナ州森林資源管理・貧困削減計画 （円」

借款）では日本のNGOと提携し、現地の小学生を対象に植
林活動等を通じた環境教育を実施。

イ．戦略的な研究の促進と技術・ノ マレーシア「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラ
ウハウ等の移転 ム協力 （技プロ 「生物多様性情報システム （集団研」 ）、 」

修）などを実施。
ウ．国際機関、他の先進国の援助機 地球環境ファシリティ（GEF）に積極的に参加、貢献。

関等との連携・協調 第４次増資交渉でも積極的なイニシアティブを発揮。GEF
４（平成18年７月～21年６月）に対する拠出額は約337億
円で米国に次ぐ２位。

エ．民間団体等の活動の支援
独立行政法人環境再生保全機構の地 平成17年度の日本NGO支援無償資金協力実績（生物多様
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球環境基金等による開発途上国におけ 性関連）は、４事業、約3,873万円。
る民間団体等による取組の支援。
オ．国内基盤の整備（国内専門家の インド「オリッサ州森林セクター開発計画」では、秋田

活用・育成、情報・技術・経験 県の防災林専門家と連携し、日本の経験と知見を紹介する
の収集・整理等） など、国内専門家を活用。

カ．援助の実施に際しての生物多様 国際協力銀行（JBIC）においては 「環境社会配慮確認、
」（ ）、性への配慮 のための国際協力銀行ガイドライン 平成15年10月施行

各機関における環境配慮に関するガ 国際協力機構（JICA）においては 「JICA環境社会配慮ガ、
イドラインの的確な運用と、環境配慮 イドライン （平成16年４月施行）に基づき、事業実施主」
実施のための基盤の強化。 体による環境社会配慮の確認を実施。
(2)国際協力に関する施策
ア．自然環境の保全 インド オリッサ州森林セクター開発計画 インド ス「 」、 「
自然環境データ整備、渡り鳥・湿地 ワン川総合流域保全計画 （円借款 、アルゼンチン「イ」 ）

保全、希少種保護、国立公園の各項目 グアス地域自然環境保全プロジェクト インドネシア グ」、 「
に重点を置いた協力の推進。 ヌンハリムンサラク国立公園管理計画 、マレーシア「ボ」

ルネオ生物多様性・生態系保全プログラム協力 （以上、」
技プロ 「湿地における生態系・生物多様性とその修復）、
・再生及び賢明な利用 「自然公園の管理・運営と利用」、
（エコツアー （以上、集団研修）などを実施。）」

イ．サンゴ礁 「パラオ国際サンゴ礁センター強化プロジェクト （技」
貴重なサンゴ礁の環境・生態系の保 プロ 「サンゴ礁生態系の保全管理 （集団研修）などを）、 」

護・自然資源の持続的な利用と、サン 実施。
ゴ礁及び関連する生態系についての研
究、保全及び普及啓発。
ウ．熱帯生物資源 ブラジル「セラード生態コリドー保全計画 （技プロ 、」 ）
開発途上国における熱帯生態系に関 「熱帯・亜熱帯地域におけるエコツーリズム人材育成研

する生物多様性の保全及び持続可能な 修 「熱帯海洋生物多様性の保全と持続的利用技術 （以」、 」
利用のための能力構築への協力。 上、集団研修）などを実施。
エ．農業 中国「持続的農業研究開発計画 （技プロ 「GIS（地」 ）、
途上国の農業及び食糧増産に寄与で 理情報システム による天然資源・農業生産物の管理 集） 」（

きる遺伝資源の保全問題の解決及び持 団研修 、タイ「農業普及を通じた持続的農業生産 （第） 」
続可能な利用の促進に関する協力の推 三国研修 、タイ「北タイにおける自然資源の保全管理と）
進。 持続可能な農業・農村開発のための計画策定調査 （開発」

調査）などを実施。
、 、オ．林業 平成17年度の植林事業は 水資源・環境無償では３事業・

環境保全のための森林の保全・造成 約７億円、円借款では１事業、約139億円。ベトナム「北
に関する技術協力、資金協力の推進。 部荒廃流域天然林回復計画 、ブラジル「東北部半乾燥地」

における荒廃地域の再植生技術開発計画 、セネガル「サ」
ムールデルタにおけるマングローブ管理の持続性強化プロ
ジェクト （以上、技プロ 、東ティモール「ラクロ川及」 ）
びコモロ川流域住民主導型流域管理計画 開発調査 持」（ ）、「
続可能な森林経営の実践活動促進Ⅱ 「共生による森林」、
保全 「マングローブ生態系の持続可能な管理と保全 、」、 」
「森林流域環境、水土保全技術 （以上、集団研修）など」
を実施。

（ ） 、ITTO 国際熱帯木材機関 を通じた我が国の支援として
プロジェクト実施のために総額約7.5億円の拠出を表明。

カ．漁業 チュニジア「沿岸水産資源の持続的利用計画 、コスタ」
開発途上地域における水産業の振興 リカ「ニコヤ湾持続的漁業管理計画 、メキシコ「ユカタ」

と魚類生態系の保全に関する技術協力 ン半島湿地保全計画プロジェクト （以上、技プロ 「熱」 ）、
その他国際協力の推進。 帯海洋生物多様性の保全と持続的利用技術 「魚類防疫」、

・環境管理 （以上、集団研修 、セネガル「漁業資源評」 ）
価・管理計画調査 （開発調査）などを実施。」

キ．遺伝子組換え生物の利用等の安 FAOを通じた協力として、バイオテクノロジー関連体制
全性の確保 整備事業「遺伝子組換え農作物の環境影響評価体制の確立
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（期間：平成14年5月～平成17年12月、拠出額：1,120,819
米ドル、対象：アジア地域 」を実施。）

６．予算・税制等項目 当初予算（百万円） ７．今後の課題
H17年度 H18年度

(1)ウ．GEF第４次増資 今後も引き続き開発途上国への協力を
一般会計予算総則にて拠出限度を 推進することが必要。
設定し拠出国債にて337億円拠出
予定
エ．

・NGO事業補助金予算 110 50
・日本NGO支援無償資金協力予算 2,850 2,850

の内数 の内数
(2)オ．水資源・環境無償 23,500 23,500

の内数 の内数
外務省国際協力局多国間協力課
外務省国際協力局地球環境課

農林水産省農林水産技術会議事務局技術安全課
林野庁木材利用課、計画課
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